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�愛媛県条例第１号
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例を廃止する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例を廃止する条例

愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例（令和２年愛媛県条例第３０号）は、廃止する。

附 則

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前に実施された廃止前の愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例第１条の目的を達成するための事業に係る

精算については、同条例の規定は、令和７年５月３１日（同日までに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した日）までの

間は、なおその効力を有する。

�愛媛県条例第２号
職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように公布する。

令和７年３月２５日

発 行 愛 媛 県
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愛媛県知事 中 村 時 広

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（休日）

第２条 職員の休日は、次に掲げる日（週休日（勤務時間を割り振

らない日（第１１条第４項及び同条第６項において読み替えて準用

する同条第５項の規定によるものを除く。）をいう。以下同

じ。）に当たる日を除く。）とする。

�・� 省略

２ 省略

（子の看護等の際の休暇）

第８条の２ 子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別

養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であつて

当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）であ

る職員若しくは同条第１号に規定する養育里親（以下「養育里

親」という。）である職員（児童の親その他の同法第２７条第４項

に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里

親として当該児童を委託することができない職員に限る。）に委

託されている児童を含む。以下同じ。）（人事委員会規則で定め

る子に限る。以下この条において同じ。）を養育する職員が、負

傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話、疾病 の予防を図

るために必要なものとして人事委員会規則で定める当該子の世話

若しくは学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定に

よる学校の休業その他これに準ずるものとして人事委員会規則で

定める事由に伴う当該子の世話を行うため、又は当該子の教育若

しくは保育に係る行事のうち人事委員会規則で定めるものへの参

加をするため必要があると任命権者が認定したときは、１年を通

じて５日（当該職員の養育する子が２人以上の場合にあつては、

１０日）以内の期間中は、有給休暇とすることができる。

（休日等の勤務）

第１０条 任命権者は、公務のため必要のある場合には、休日、代休

日、勤務時間を割り振らない日又は正規の勤務時間外に勤務させ

ることができる。

（勤務時間）

第１１条 省略

２・３ 省略

４ 任命権者は、職員（人事委員会規則で定める職員を除く。以下

この項において同じ。）について、

職員の申告を考慮して、前項の規定による週休日のほかに当該職

員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間

を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第

１項本文及び前項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定

めるところにより、職員の申告を経て、４週間を超えない範囲内

で週を単位として人事委員会規則で定める期間（以下「単位期

間」という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が第１

（休日）

第２条 職員の休日は、次に掲げる日（週休日（勤務時間を割り振

らない日

を い う。以 下 同

じ。）に当たる日を除く。）とする。

�・� 省略

２ 省略

（子の看護 の際の休暇）

第８条の２ 子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別

養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であつて

当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）であ

る職員若しくは同条第１号に規定する養育里親（以下「養育里

親」という。）である職員（児童の親その他の同法第２７条第４項

に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里

親として当該児童を委託することができない職員に限る。）に委

託されている児童を含む。以下同じ。）（人事委員会規則で定め

る子に限る。以下この条において同じ。）を養育する職員が、負

傷し 若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なものとして人事委員会規則で定める当該子の世話

を行う

必要があると任命権者が認定したときは、１年を通

じて５日（当該職員の養育する子が２人以上の場合にあつては、

１０日）以内の期間中は、有給休暇とすることができる。

（休日等の勤務）

第１０条 任命権者は、公務のため必要のある場合には、休日、代休

日、週休日 又は正規の勤務時間外に勤務させ

ることができる。

（勤務時間）

第１１条 省略

２・３ 省略

４ 任命権者は、職員（人事委員会規則で定める職員を除く。以下

この項において同じ。）について、始業及び終業の時刻について

職員の申告を考慮して

当該職員の勤務時間

を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第

１項本文及び前項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定

めるところにより、職員の申告を経て、４週間を超えない範囲内

で週を単位として人事委員会規則で定める期間（以下「単位期

間」という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が第１

改 正 後 改 正 前
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項本文に規定する勤務時間となるように、前項の規定による週休

日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当

該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が

育児短時間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割

り振るものとする。

５ 任命権者は、職員に第３項 の規定による週休日におい

て特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規

則の定めるところにより、前２項の規定により勤務時間が割り振

られた日（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定

める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振

られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り

振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

６ 前項の規定は、職員に第４項の規定により勤務時間を割り振ら

ない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある

場合について準用する。この場合において、前項中「を週休日」

とあるのは、「を勤務時間を割り振らない日」と読み替えるもの

とする。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の

勤務時間外の勤務（災害その他避けることのできない事由に基づ

く臨時の勤務その他人事委員会規則で定める勤務を除く。）をさ

せてはならない。

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、要介護者（負傷、疾病又は身体上若しくは精

神上の障害のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定める

ものをいう。以下同じ。）を介護する職員について準用する。こ

の場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員」とあるのは「要介護者（負傷、疾病又は身体上若し

くは精神上の障害のため介護を必要とする者で人事委員会規則で

定めるものをいう。以下同じ。）のある職員」と、「当該子を養

項本文に規定する勤務時間となるように

当

該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が

育児短時間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割

り振るものとする。

５ 任命権者は、次に掲げる職員（人事委員会規則で定める職員及

び育児短時間勤務職員等を除く。以下この項において同じ。）に

ついて、週休日並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を

考慮して、第３項本文の規定による週休日に加えて当該職員の週

休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運

営に支障がないと認める場合には、第１項本文及び第３項本文の

規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員

の申告を経て、単位期間ごとの期間につき同項本文の規定による

週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき１

週間当たりの勤務時間が第１項本文に規定する勤務時間となるよ

うに当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

� 子（人事委員会規則で定める子に限る。）の養育又は要介護

者（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を

必要とする者で人事委員会規則で定めるものをいう。以下同

じ。）の介護をする職員

� 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事

委員会規則で定めるもの

６ 任命権者は、職員に第３項又は前項の規定による週休日におい

て特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規

則の定めるところにより、前３項の規定により勤務時間が割り振

られた日（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定

める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振

られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り

振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 任命権者は、３歳に満たない 子のある職

員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の

勤務時間外の勤務（災害その他避けることのできない事由に基づ

く臨時の勤務その他人事委員会規則で定める勤務を除く。）をさ

せてはならない。

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、要介護者

を介護する職員について準用する。こ

の場合において、第１項中「３歳に満たない 子

のある職員」とあるのは「要介護者

のある職員」と、「当該子を養
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４

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、「当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困

難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、第２項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶

者で当該子の親（当該子について民法第８１７条の２第１項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条

第１項第３号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親

である者若しくは養育里親である者（当該子の親その他の同条第

４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁

組里親として当該子を委託することができない者に限る。）を含

む。）であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの

間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある職

員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を

介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介

護者のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要

介護者を介護する」と読み替えるものとする。

（要介護者の介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確

認等）

第１４条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、要介護者が当該

職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当

該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以

下「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせると

ともに、介護両立支援制度等の申告又は請求に係る当該職員の意

向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属す

る年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、

前項に規定する事項を知らせなければならない。

（仕事と介護との両立のための勤務環境の整備に関する措置）

第１５条 任命権者は、介護両立支援制度等に係る申告又は請求が円

滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。

� 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

� 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

� その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措

置

（会計年度任用職員及び臨時の職員の休日、休暇、勤務時間等）

第１６条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員の休日、休暇、勤務時間等については、第２条から前条 まで

の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会

規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

２ 省略

育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、「当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困

難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、第２項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶

者で当該子の親（当該子について民法第８１７条の２第１項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条

第１項第３号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親

である者若しくは養育里親である者（当該子の親その他の同条第

４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁

組里親として当該子を委託することができない者に限る。）を含

む。）であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの

間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある職

員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を

介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介

護者のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要

介護者を介護する」と読み替えるものとする。

第１４条及び第１５条 削除

（会計年度任用職員及び臨時の職員の休日、休暇、勤務時間等）

第１６条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員の休日、休暇、勤務時間等については、第２条から第１３条まで

の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会

規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

２ 省略
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５

（子の看護等の際の休暇）

第９条の２ 子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により教育職員が当該教育職員との間における同項に規定

する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であつて当該教育職員が現に監護するもの又は児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条

の４第２号に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」とい

う。）である教育職員若しくは同条第１号に規定する養育里親

（以下「養育里親」という。）である教育職員（児童の親その他

の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定

により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない

教育職員に限る。）に委託されている児童を含む。以下同じ。）

（人事委員会規則で定める子に限る。以下この条において同

じ。）を養育する教育職員が、負傷し、若しくは疾病にかかつた

当該子の世話、疾病 の予防を図るために必要なものとして人事

委員会規則で定める当該子の世話若しくは学校保健安全法（昭和

３３年法律第５６号）第２０条の規定による学校の休業その他これに準

ずるものとして人事委員会規則で定める事由に伴う当該子の世話

を行うため、又は当該子の教育若しくは保育に係る行事のうち人

事委員会規則で定めるものへの参加をするため必要があると任命

権者が認定したときは、１年を通じて５日（当該教育職員の養育

する子が２人以上の場合にあつては、１０日）以内の期間中は、有

給休暇とすることができる。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある教

育職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育

するために請求した場合には、当該請求をした教育職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務その他人事委員会規則で定める勤務を除

く。）をさせてはならない。

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定めるもの（以下

「要介護者」という。）を介護する教育職員について準用する。

この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある教育職員」とあるのは「負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定め

るもの（以下「要介護者」という。）のある教育職員」と、「当

該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、

「当該請求をした教育職員の業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げ

る」と、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教

育職員（教育職員の配偶者で当該子の親（当該子について民法第

８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭

裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であつて当該子を現に監護するもの又

は児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により当該子を委託され

ている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者（当該子

の親その他の同条第４項に規定する者の意に反するため、同項の

（子の看護 の際の休暇）

第９条の２ 子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により教育職員が当該教育職員との間における同項に規定

する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であつて当該教育職員が現に監護するもの又は児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条

の４第２号に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」とい

う。）である教育職員若しくは同条第１号に規定する養育里親

（以下「養育里親」という。）である教育職員（児童の親その他

の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定

により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない

教育職員に限る。）に委託されている児童を含む。以下同じ。）

（人事委員会規則で定める子に限る。以下この条において同

じ。）を養育する教育職員が、負傷し 若しくは疾病にかかつた

当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事

委員会規則で定める当該子の世話を行う

必要があると任命

権者が認定したときは、１年を通じて５日（当該教育職員の養育

する子が２人以上の場合にあつては、１０日）以内の期間中は、有

給休暇とすることができる。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 任命権者は、３歳に満たない 子のある教

育職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育

するために請求した場合には、当該請求をした教育職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務その他人事委員会規則で定める勤務を除

く。）をさせてはならない。

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定めるもの（以下

「要介護者」という。）を介護する教育職員について準用する。

この場合において、第１項中「３歳に満たない

子のある教育職員」とあるのは「負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定め

るもの（以下「要介護者」という。）のある教育職員」と、「当

該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、

「当該請求をした教育職員の業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げ

る」と、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教

育職員（教育職員の配偶者で当該子の親（当該子について民法第

８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭

裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であつて当該子を現に監護するもの又

は児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により当該子を委託され

ている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者（当該子

の親その他の同条第４項に規定する者の意に反するため、同項の

改 正 後 改 正 前
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６

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日以後において第１条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（以下「新職員勤務時

間等条例」という。）第１２条第１項の規定又は第２条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（以下

「新教育職員勤務時間等条例」という。）第１２条第１項の規定による正規の勤務時間外の勤務の制限に関する制度を利用するため、新職

員勤務時間等条例第１２条第１項の規定又は新教育職員勤務時間等条例第１２条第１項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達す

るまでの子の養育に係る請求に限る。）をしようとする職員（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第１条に規定する職員を

いう。）又は教育職員（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第２条に規定する教育職員をいう。）は、この条例の施行

の日前においても、人事委員会規則の定めるところにより、当該請求をすることができる。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

３ 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができな

い者に限る。）を含む。）であるものが、深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として

当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定め

る者に該当する場合における当該教育職員を除く。）」とあるの

は「要介護者のある教育職員」と、「、当該子を養育する」とあ

るのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあ

るのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）

における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る教育職員」とあるのは「要介護者のある教育職員」と、「当該

子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替

えるものとする。

第１３条 省略

（要介護者の介護を必要とする状況に至つた教育職員に対する意

向確認等）

第１３条の２ 任命権者は、教育職員が当該任命権者に対し、要介護

者が当該教育職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出

たときは、当該教育職員に対して、仕事と介護との両立に資する

制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告又は請求に

係る当該教育職員の意向を確認するための面談その他の措置を講

じなければならない。

２ 任命権者は、教育職員に対して、当該教育職員が４０歳に達した

日の属する年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。

（仕事と介護との両立のための勤務環境の整備に関する措置）

第１３条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等に係る申告又は請求

が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。

� 教育職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

� 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

� その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措

置

（給料表）

第６条 省略

２・３ 省略

規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができな

い者に限る。）を含む。）であるものが、深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として

当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定め

る者に該当する場合における当該教育職員を除く。）」とあるの

は「要介護者のある教育職員」と、「、当該子を養育する」とあ

るのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあ

るのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）

における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る教育職員」とあるのは「要介護者のある教育職員」と、「当該

子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替

えるものとする。

第１３条 省略

（給料表）

第６条 省略

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前
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７

（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

４ 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

５ 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であつて、

月若しくは前条ただし書に規定する各期間（以下この項において

「期間」という。）の初日から支給するとき以外のとき、又はそ

の期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、そ

の期間の現日数から職員勤務時間等条例第１１条第３項及び第５項

の規定に基づく週休日（以下「週休日」という。）並び

に同条第４項及び同条第６項において読み替えて準用する同条第

５項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数を差し引い

た日数を基礎として日割りによつて計算する。

（超過勤務手当）

第１４条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第１１条第５項

（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

により、あらかじめ同条第３項及び第４項 の規定により割り

振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割振り変更前の正規の

勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（人

事委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間につ

き、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２５か

ら１００分の５０までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。

４～７ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 第１８条の２第１項の規定により管理職手当を支給され

る職員（以下「管理職手当受給職員」という。）が臨時又は緊急

の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは職員勤務

時間等条例第１１条第４項及び同条第６項において読み替えて準用

する同条第５項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は休

日等（以下「週休日等」という。）に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２～４ 省略

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であつて、

月若しくは前条ただし書に規定する各期間（以下この項において

「期間」という。）の初日から支給するとき以外のとき、又はそ

の期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、そ

の期間の現日数から職員勤務時間等条例第１１条第３項、第５項及

び第６項の規定に基づく週休日（以下「週休日」という。）

の日数を差し引い

た日数を基礎として日割りによつて計算する。

（超過勤務手当）

第１４条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第１１条第６項

の規定

により、あらかじめ同条第３項から第５項までの規定により割り

振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割振り変更前の正規の

勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（人

事委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間につ

き、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２５か

ら１００分の５０までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。

４～７ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 第１８条の２第１項の規定により管理職手当を支給され

る職員（以下「管理職手当受給職員」という。）が臨時又は緊急

の必要その他の公務の運営の必要により週休日

又は休

日等（以下「週休日等」という。）に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

（超過勤務手当）

第８条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、 勤務時間を割り振らない日

の振替え又は４時間の勤務時間の割振り変更により、

あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割振り

変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命

ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務

した全時間（知事が定める時間を除く。）に対して、超過勤務手

当を支給する。

３ 省略

（超過勤務手当）

第８条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。）の振替え又は４時間の勤務時間の割振り変更により、

あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割振り

変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命

ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務

した全時間（知事が定める時間を除く。）に対して、超過勤務手

当を支給する。

３ 省略
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８

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

６ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正）

７ 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（時間外勤務手当）

第１０条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、 勤務時間を割り振らない日

の振替え又は４時間の勤務時間の割振り変

更により、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以

下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務す

ることを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を

超えて勤務した全時間（管理者が定める時間を除く。）に対し

て、時間外勤務手当を支給する。

３ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１３条の２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定により管理職

手当を支給される職員（以下「管理職手当受給職員」という。）

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間

を割り振らない日又は休日等 に勤

務した場合に、当該職員に対して支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職

手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により

勤務時間を割り振らない日又は休日等以外の日の午前零時から午

前５時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場

合に、当該職員に対して支給する。

（時間外勤務手当）

第１０条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。以下同じ。）の振替え又は４時間の勤務時間の割振り変

更により、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以

下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務す

ることを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を

超えて勤務した全時間（管理者が定める時間を除く。）に対し

て、時間外勤務手当を支給する。

３ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１３条の２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定により管理職

手当を支給される職員（以下「管理職手当受給職員」という。）

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日

又は休日等（以下「週休日等」という。）に勤

務した場合に、当該職員に対して支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職

手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により

週休日等 以外の日の午前零時から午

前５時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場

合に、当該職員に対して支給する。

改 正 後 改 正 前

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１４条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態

は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務

の形態（同項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除

く。）とする。

� 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第

１１条第３項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員

勤務時間等条例」という。）第１１条第２項ただし書の規定の適

用を受ける職員 職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書又

は教育職員勤務時間等条例第１１条第２項ただし書の人事委員会

規則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週

休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とし、

当該期間につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間

３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤務する形態

（勤務日（職員勤務時間等条例第１１条第５項又は教育職員勤務

時間等条例第１１条第３項に規定する勤務日をいう。）が引き続

き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が

人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。）

�～� 省略

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１４条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態

は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務

の形態（同項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除

く。）とする。

� 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第

１１条第３項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員

勤務時間等条例」という。）第１１条第２項ただし書の規定の適

用を受ける職員 職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書又

は教育職員勤務時間等条例第１１条第２項ただし書の人事委員会

規則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週

休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とし、

当該期間につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間

３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤務する形態

（勤務日（職員勤務時間等条例第１１条第６項又は教育職員勤務

時間等条例第１１条第３項に規定する勤務日をいう。）が引き続

き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が

人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。）

�～� 省略
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９

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（第１号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬）

第６条 省略

２ 職員給与条例第１４条第３項から第７項までの規定は、第１号会

計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬について準用す

る。この場合において、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８

条」とあるのは「同条例第１０条」と、「給与額」とあるのは「報

酬額」と、「超過勤務手当」とあるのは「超過勤務手当に相当す

る報酬」と、同条第３項中「職員勤務時間等条例第１１条第５項

（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

により、あらかじめ同条第３項及び第４項 の規定により」と

あるのは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「会計年度任用

職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）第２条

第１項に規定する第１号会計年度任用職員」と、同条第４項から

第６項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員の給

与等に関する条例第２条第１項に規定する第１号会計年度任用職

員」と、同条第４項中「第１項（第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）及び前項」とあるのは「同条例第６条第

１項及び同条第２項の規定により読み替えられた前項」と、同条

第５項中「職員勤務時間等条例第１０条の２第１項に規定する超勤

代休時間」とあるのは「同条例第６条第２項の規定により読み替

えられた前項の規定による超過勤務手当に相当する報酬の一部の

支給に代わる措置の対象となるべき時間」と、同条第６項及び第

７項中「第１項」とあるのは「同条例第６条第１項」と、同条第

６項中「第４項」とあるのは「同条例第６条第２項の規定により

読み替えられた第４項」と、「第３項」とあるのは「同条第２項

の規定により読み替えられた第３項」と、同条第７項中「第２

項」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例第６条

第１項第１号」と、「第４項及び前項」とあるのは「同条第２項

の規定により読み替えられた第４項及び前項」と読み替えるもの

とする。

（第２号会計年度任用職員の地域手当等）

第１６条 省略

２ 省略

３ 職員給与条例第１４条第３項から第６項までの規定は、第２号会

計年度任用職員の超過勤務手当について準用する。この場合にお

いて、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８条」とあるのは

「同条例第１７条」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「会計

年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７

号）第１６条第２項」と、「職員勤務時間等条例第１１条第５項（同

条第６項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り、あらかじめ同条第３項及び第４項 の規定により」とある

のは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「同条例第２条第１

項に規定する第２号会計年度任用職員」と、同条第４項から第６

項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員の給与等

に関する条例第２条第１項に規定する第２号会計年度任用職員」

と、同条第４項中「第１項（第２項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）及び前項」とあるのは「同条例第１６条第２項

及び同条第３項の規定により読み替えられた前項」と、同条第５

項中「職員勤務時間等条例第１０条の２第１項に規定する超勤代休

時間」とあるのは「同条例第１６条第３項の規定により読み替えら

（第１号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬）

第６条 省略

２ 職員給与条例第１４条第３項から第７項までの規定は、第１号会

計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬について準用す

る。この場合において、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８

条」とあるのは「同条例第１０条」と、「給与額」とあるのは「報

酬額」と、「超過勤務手当」とあるのは「超過勤務手当に相当す

る報酬」と、同条第３項中「職員勤務時間等条例第１１条第６項

の規定

により、あらかじめ同条第３項から第５項までの規定により」と

あるのは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「会計年度任用

職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）第２条

第１項に規定する第１号会計年度任用職員」と、同条第４項から

第６項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員の給

与等に関する条例第２条第１項に規定する第１号会計年度任用職

員」と、同条第４項中「第１項（第２項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）及び前項」とあるのは「同条例第６条第

１項及び同条第２項の規定により読み替えられた前項」と、同条

第５項中「職員勤務時間等条例第１０条の２第１項に規定する超勤

代休時間」とあるのは「同条例第６条第２項の規定により読み替

えられた前項の規定による超過勤務手当に相当する報酬の一部の

支給に代わる措置の対象となるべき時間」と、同条第６項及び第

７項中「第１項」とあるのは「同条例第６条第１項」と、同条第

６項中「第４項」とあるのは「同条例第６条第２項の規定により

読み替えられた第４項」と、「第３項」とあるのは「同条第２項

の規定により読み替えられた第３項」と、同条第７項中「第２

項」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例第６条

第１項第１号」と、「第４項及び前項」とあるのは「同条第２項

の規定により読み替えられた第４項及び前項」と読み替えるもの

とする。

（第２号会計年度任用職員の地域手当等）

第１６条 省略

２ 省略

３ 職員給与条例第１４条第３項から第６項までの規定は、第２号会

計年度任用職員の超過勤務手当について準用する。この場合にお

いて、同条第３項、第４項及び第６項中「第１８条」とあるのは

「同条例第１７条」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「会計

年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７

号）第１６条第２項」と、「職員勤務時間等条例第１１条第６項

の規定によ

り、あらかじめ同条第３項から第５項までの規定により」とある

のは「あらかじめ」と、「職員」とあるのは「同条例第２条第１

項に規定する第２号会計年度任用職員」と、同条第４項から第６

項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員の給与等

に関する条例第２条第１項に規定する第２号会計年度任用職員」

と、同条第４項中「第１項（第２項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）及び前項」とあるのは「同条例第１６条第２項

及び同条第３項の規定により読み替えられた前項」と、同条第５

項中「職員勤務時間等条例第１０条の２第１項に規定する超勤代休

時間」とあるのは「同条例第１６条第３項の規定により読み替えら

改 正 後 改 正 前
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�愛媛県条例第３号
愛媛県行政組織条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織条例の一部を改正する条例

愛媛県行政組織条例（平成７年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第４号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

れた前項の規定による超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の

対象となるべき時間」と、同条第６項中「第４項」とあるのは

「同条例第１６条第３項の規定により読み替えられた第４項」と、

「第１項」とあるのは「同条例第１６条第２項」と、「第３項」と

あるのは「同条第３項の規定により読み替えられた第３項」と読

み替えるものとする。

４・５ 省略

（給料）

第２条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第１１条の３第１

項及び第２項に規定する手当を含む。第１８条において同じ。）、

へき地手当（第１１条の３第３項に規定する手当を含む。第１８条に

おいて同じ。）、超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手

当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手当、初任給調整手

れた前項の規定による超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の

対象となるべき時間」と、同条第６項中「第４項」とあるのは

「同条例第１６条第３項の規定により読み替えられた第４項」と、

「第１項」とあるのは「同条例第１６条第２項」と、「第３項」と

あるのは「同条第３項の規定により読み替えられた第３項」と読

み替えるものとする。

４・５ 省略

（給料）

第２条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当

、特殊勤務手当、特地勤務手当（第１１条の３第１

項及び第２項に規定する手当を含む。第１８条において同じ。）、

へき地手当（第１１条の３第３項に規定する手当を含む。第１８条に

おいて同じ。）、超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手

当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手当、初任給調整手

改 正 後 改 正 前

（部の設置）

第２条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置

く。

１ 省略

２ 企画振興部

�～� 省略

� 男女共同参画に関する事項

３・４ 省略

５ 保健福祉部

�～� 省略

６～８ 省略

（部の設置）

第２条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置

く。

１ 省略

２ 企画振興部

�～� 省略

３・４ 省略

５ 保健福祉部

�～� 省略

� 男女共同参画に関する事項

６～８ 省略

改 正 後 改 正 前
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当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉手当を除いたもの

とする。

２ 省略

（給料表）

第４条 省略

２～５ 省略

６ 前項の規定により職員（次項の規定の適用を受ける職員を除

く。以下この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給さ

せる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な

成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給

とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定

するものとする。

７ 次に掲げる職員

の第５項の規定による昇給は、同項に規定する期

間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うも

のとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人

事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

� ５５歳（人事委員会規則で定める職員にあつては、５６歳以上の

年齢で人事委員会規則で定めるもの）を超える職員で人事委員

会規則で定めるもの（次号に掲げる職員を除く。）

� 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上

であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める

職員

８～１２ 省略

（扶養手当）

第８条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただ

し、次項第２号から第５号まで のいずれかに該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる 父母等」という。）に係

る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が９級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定め

る職員 に対しては、支給

しない。

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主と

してその職員の扶養を受けているものをいう。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶

養親族たる子」という。）については１人につき１３，０００円、扶養

親族たる 父母等については１人につき６，５００円（行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及び

同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに

相当するものとして人事委員会規則で定める職員

当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉手当を除いたもの

とする。

２ 省略

（給料表）

第４条 省略

２～５ 省略

６ 前項の規定により職員（次項の規定の適用を受ける職員を除

く。以下この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給さ

せる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な

成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給（行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの及び同表以

外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当す

るものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、３号給）

とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定

するものとする。

７ ５５歳（人事委員会規則で定める職員にあつては、５６歳以上の年

齢で人事委員会規則で定めるもの）を超える職員で人事委員会規

則で定めるものの第５項の規定による昇給は、同項に規定する期

間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うも

のとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人

事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

８～１２ 省略

（扶養手当）

第８条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただ

し、次項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）に係

る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が９級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定め

る職員（以下「行政職９級職員等」という。）に対しては、支給

しない。

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主と

してその職員の扶養を受けているものをいう。

� 配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 扶養手当の月額は

、扶養

親族たる配偶者、父母等については１人につき６，５００円（行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及び

同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに

相当するものとして人事委員会規則で定める職員（以下「行政職
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にあつては、３，５００円）

とする。

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある子がいる場合における扶養手当の月額は、

前項の規定にかかわらず、５，０００円に当該期間にある当該扶養親

族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額

とする。

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給

額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会

規則で定める。

第９条 削除

８級職員等」という。）にあつては、３，５００円）、前項第２号に

該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）について

は１人につき１０，０００円とする。

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期

間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、

前項の規定にかかわらず、５，０００円に特定期間にある当該扶養親

族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額

とする。

第９条 新たに職員となつた者に扶養親族（行政職９級職員等にあ

つては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、行政職９級職員

等から行政職９級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる

配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げ

る事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任

命権者に届け出なければならない。

� 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場

合（行政職９級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての

要件を具備するに至つた者がある場合を除く。）

� 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合（扶養親

族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養

親族が、２２歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、

扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職９級職員

等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた

者がある場合を除く。）

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族（行政職

９級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）がある場合に

おいてはその者が職員となつた日、行政職９級職員等から行政職

９級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母

等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定に

よる届出に係るものがないときはその職員が行政職９級職員等以

外の職員となつた日、職員に扶養親族（行政職９級職員等にあつ

ては、扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による届出に係る

ものがない場合においてその職員に同項第１号に掲げる事実が生

じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、扶養手

当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれ

ぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職９級職員等以外の

職員から行政職９級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、

父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてそ

の職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがな

いときはその職員が行政職９級職員等となつた日、扶養手当を受

けている職員の扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶養親

族たる子に限る。）で同項の規定による届出に係るものの全てが

扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が

生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給

の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の

生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理

した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その

日の属する月）から行うものとする。
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（地域手当）

第９条の２ 省略

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合

計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�・� 省略

� ３級地 １００分の１２

� ４級地 １００分の８

� ５級地 １００分の４

３ 省略

（住居手当）

第９条の５ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支

給する。

� 省略

� 第１０条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支

給される職員で、配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住

宅（人事委員会規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額

１２，０００円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと

の権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で

定めるもの

２・３ 省略

（通勤手当）

第１０条 省略

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合に

おいては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を改定す

る。前項ただし書の規定は、第１号又は第３号に掲げる事実が生

じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

� 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実

が生じた場合

� 扶養手当を受けている職員の扶養親族（行政職９級職員等に

あつては、扶養親族たる子に限る。）で第１項の規定による届

出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場

合

� 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第１項の

規定による届出に係るものがある行政職９級職員等が行政職９

級職員等以外の職員となつた場合

� 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係

るものがある行政職８級職員等が行政職８級職員等及び行政職

９級職員等以外の職員となつた場合

� 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係

るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの

がある職員で行政職９級職員等以外のものが行政職９級職員等

となつた場合

� 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係

るものがある職員で行政職８級職員等及び行政職９級職員等以

外のものが行政職８級職員等となつた場合

� 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもの

のうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子とな

つた場合

（地域手当）

第９条の２ 省略

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合

計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�・� 省略

� ３級地 １００分の１５

� ４級地 １００分の１２

� ５級地 １００分の１０

� ６級地 １００分の６

� ７級地 １００分の３

３ 省略

（住居手当）

第９条の５ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支

給する。

� 省略

� 第１０条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支

給される職員で、配偶者

が居住するための住

宅（人事委員会規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額

１２，０００円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと

の権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で

定めるもの

２・３ 省略

（通勤手当）

第１０条 省略
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２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

� 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会

規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通

勤に要する運賃等の額（特別急行列車、高速自動車国道その他

の交通機関等

を利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする

職員（人事委員会規則で定める者に限る。）にあつては、人事

委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期

間の通勤に要する運賃等の額）に相当する額（以下「運賃等相

当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が１５０，０００円を超えるときは、支給単位期間につき、

１５０，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２

以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出

する場合において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が

１５０，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額）

� 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員

（以下「短時間勤務職員」と総称する。）のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員並

びに第１０条の３の規定により在宅勤務等手当を支給される職員

にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額）

ア～ト 省略

� 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自

転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情

を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２号に定め

る額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計

額が１５０，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００円に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又

は前号に定める額

３～６ 省略

第１０条の２ 省略

（在宅勤務等手当）

第１０条の３ 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で

定める場所において、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時

間その他人事委員会規則で定める時間を除く。）の全部を勤務す

ることを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について１箇

月当たり平均１０日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当

を支給する。

２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。

３ 前２項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必

要な事項は、人事委員会規則で定める。

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 第１８条の２第１項の規定により管理職手当を支給され

る職員（以下「管理職手当受給職員」という。）が臨時又は緊急

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

� 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会

規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通

勤に要する運賃等の額（特別急行列車、高速自動車国道その他

の交通機関等の利用が人事委員会規則で定める基準に照らして

通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの

を利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする

職員 にあつては、人事

委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期

間の通勤に要する運賃等の額）に相当する額（以下「運賃等相

当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が９３，０００円 を超えるときは、支給単位期間につき、

９３，０００円 に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２

以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出

する場合において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が

９３，０００円 を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につき、９３，０００円 に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額）

� 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員

（以下「短時間勤務職員」と総称する。）のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員

にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額）

ア～ト 省略

� 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自

転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情

を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２号に定め

る額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計

額が９３，０００円 を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、９３，０００円 に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又

は前号に定める額

３～６ 省略

第１０条の２ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 第１８条の２第１項の規定により管理職手当を支給され

る職員（以下「管理職手当受給職員」という。）が臨時又は緊急
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別表第１から別表第４までを次のように改める。

の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは職員勤務

時間等条例第１１条第４項及び同条第６項において読み替えて準用

する同条第５項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は休

日等（以下「週休日等」という。）に勤務をした場合は、当該職

員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対

処その他の臨時又は緊急の必要により午後１０時から翌日の

午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）で

あつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時

間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつて

は、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）とする。

� 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１２，０００円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

� 省略

４ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び

管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤

務手当及びへき地手当並びに在宅勤務等手当、管理職手当、初任

給調整手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事

委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

（特定の職員についての適用除外）

第１９条の５ 第８条 、第９条の３、第９条の５、第１０条の

２、第１１条の２、第１１条の３及び第１８条の４の規定は、任期付短

時間勤務職員には、適用しない。

２ 第８条

及び第１８条の４の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に

は適用しない。

の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは職員勤務

時間等条例第１１条第４項及び同条第６項において読み替えて準用

する同条第５項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は休

日等（以下「週休日等」という。）に勤務した 場合は、当該職

員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対

処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零

時から午前５時までの間 で

あつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した 場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額

とする。

� 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１２，０００円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務

に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をし

た職員にあつては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）

� 省略

４ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び

管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤

務手当及びへき地手当並びに 管理職手当、初任

給調整手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事

委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

（特定の職員についての適用除外）

第１９条の５ 第８条、第９条、第９条の３、第９条の５、第１０条の

２、第１１条の２、第１１条の３及び第１８条の４の規定は、任期付短

時間勤務職員には、適用しない。

２ 第８条、第９条、第９条の３、第９条の５、第１１条の２、第１１

条の３及び第１８条の４の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に

は適用しない。
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別表第１（第３条関係）

行 政 職 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ １８４，６０１ ２３１，３８０ ２６６，８９１ ３００，５９２ ３２３，２２７ ３５７，３３１ ４１０，７４９ ４６１，０４９ ５１３，２６１

２ １８５，７０７ ２３２，８８９ ２６７，８９７ ３０２，１０１ ３２５，０３８ ３５９，０４１ ４１２，６６１ ４６６，５８２ ５２０，２０２

３ １８６，９１４ ２３４，３９８ ２６８，９０３ ３０３，６１０ ３２６，８４９ ３６０，６５１ ４１４，５７２ ４７１，６１２ ５２５，４３３

４ １８８，０２１ ２３５，９０７ ２６９，９０９ ３０５，０１９ ３２８，５５９ ３６２，２６０ ４１６，３８３ ４７６，３４１ ５２９，７５９

５ １８９，１２８ ２３７，４１６ ２７０，９１５ ３０６，４２７ ３３０，２６９ ３６３，８７０ ４１８，１９４ ４８０，３６５ ５３３，２８０

６ １９０，８３８ ２３８，９２５ ２７１，９２１ ３０７，５３４ ３３１，９８０ ３６５，６８１ ４２０，００５ ４８３，８８６ ５３６，６００

７ １９２，４４７ ２４０，４３４ ２７２，９２７ ３０８，５４０ ３３３，６９０ ３６７，１９０ ４２１，８１５ ４８６，９０４ ５３９，６１８

８ １９４，０５７ ２４１，９４３ ２７３，９３３ ３０９，７４７ ３３５，４００ ３６８，７９９ ４２３，６２６ ４８９，４１９ ５４２，１３３

９ １９５，６６７ ２４３，４５２ ２７４，９３９ ３１０，９５４ ３３７，０１０ ３７０，２０８ ４２５，２３６ ４９１，４３１ ５４４，１４５

１０ １９７，３７７ ２４４，８６０ ２７５，９４５ ３１２，５６４ ３３８，７２０ ３７１，８１７ ４２６，７４５

１１ １９８，９８６ ２４６，２６８ ２７６，９５１ ３１４，１７３ ３４０，４３０ ３７３，４２７ ４２８，２５４

１２ ２００，５９６ ２４７，６７７ ２７８，０５８ ３１５，７８３ ３４２，０４０ ３７４，９３６ ４２９，７６３

１３ ２０２，２０６ ２４８，８８４ ２７９，０６４ ３１７，２９２ ３４３，５４９ ３７６，８４７ ４３１，２７２

１４ ２０３，９１６ ２５０，０９１ ２８０，３７２ ３１８，９０２ ３４５，１５８ ３７８，７５９ ４３２，５８０

１５ ２０５，６２６ ２５１，２９８ ２８１，６８０ ３２０，５１１ ３４６，７６８ ３８０，６７０ ４３３，８８７

１６ ２０７，３３６ ２５２，５０６ ２８２，８８７ ３２２，１２１ ３４８，２７７ ３８２，４８１ ４３５，０９５

１７ ２０８，６４４ ２５３，６１２ ２８４，１９５ ３２３，６３０ ３４９，６８５ ３８３，９９０ ４３６，３０２

１８ ２１０，２５４ ２５４，７１９ ２８５，５０２ ３２５，３４０ ３５１，３９５ ３８５，８０１ ４３７，６１０

１９ ２１１，８６３ ２５５，８２５ ２８６，７１０ ３２６，９５０ ３５３，００５ ３８７，５１１ ４３８，９１７

２０ ２１３，３７２ ２５６，９３２ ２８７，９１７ ３２８，５５９ ３５４，６１５ ３８９，１２０ ４４０，１２５

２１ ２１４，８８１ ２５７，９３８ ２８９，０２３ ３２９，９６８ ３５５，８２２ ３９０，８３１ ４４１，３３２

２２ ２１６，４９１ ２５８，９４４ ２９０，２３１ ３３１，６７８ ３５７，３３１ ３９２，２３９ ４４２，１３７

２３ ２１８，１００ ２５９，９５０ ２９１，５３８ ３３３，３８８ ３５８，８４０ ３９３，６４７ ４４２，９４１

２４ ２１９，７１０ ２６０，９５６ ２９２，８４６ ３３４，９９８ ３６０，３４９ ３９５，０５６ ４４３，７４６

２５ ２２１，３２０ ２６１，９６２ ２９４，１５４ ３３６，２０５ ３６２，０５９ ３９６，４６４ ４４４，３５０

２６ ２２３，０３０ ２６２，８６７ ２９５，１６０ ３３８，１１６ ３６３，８７０ ３９７，６７１ ４４４，９５３

２７ ２２４，３３８ ２６３，７７３ ２９６，１６６ ３３９，８２６ ３６５，５８０ ３９８，８７９ ４４５，５５７

２８ ２２５，６４５ ２６４，６７８ ２９７，２７３ ３４１，４３６ ３６７，２９０ ３９９，８８５ ４４６，１６１

２９ ２２６，９５３ ２６５，４８３ ２９８，３７９ ３４２，９４５ ３６８，６９９ ４００，９９１ ４４６，８６５

３０ ２２８，０６０ ２６６，２８８ ２９９，５８６ ３４４，５５５ ３７０，００６ ４０２，１９８ ４４７，６７０

３１ ２２９，１６６ ２６７，０９３ ３００，６９３ ３４６，１６４ ３７１，２１４ ４０３，３０５ ４４８，０７２

３２ ２３０，２７３ ２６７，８９７ ３０１，９００ ３４７，７７４ ３７２，６２２ ４０４，４１２ ４４８，７７６
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３３ ２３１，３８０ ２６８，６０２ ３０３，１０７ ３４９，４８４ ３７３，７２９ ４０５，１１６ ４４９，２７９

３４ ２３２，４８６ ２６９，４０６ ３０４，４１５ ３５１，２９５ ３７４，６３４ ４０５，８２０ ４４９，６８２

３５ ２３３，５９３ ２７０，２１１ ３０５，７２３ ３５３，１０６ ３７５，６４０ ４０６，５２４ ４５０，０８４

３６ ２３４，６９９ ２７０，９１５ ３０７，０３１ ３５４，９１６ ３７６，７４７ ４０７，２２８ ４５０，４８６

３７ ２３５，８０６ ２７１，６２０ ３０８，３３９ ３５６，４２５ ３７７，５５１ ４０７，８３２ ４５０，８８９

３８ ２３６，８１２ ２７２，４２４ ３０９，６４６ ３５７，８３４ ３７８，４５７ ４０８，４３６ ４５１，２９１

３９ ２３７，８１８ ２７３，２２９ ３１０，９５４ ３５９，２４２ ３７９，３６２ ４０８，９３９ ４５１，６９４

４０ ２３８，７２３ ２７３，９３３ ３１２，２６２ ３６０，６５１ ３８０，１６７ ４０９，３４１ ４５１，９９５

４１ ２３９，６２９ ２７４，６３８ ３１３，５７０ ３６２，１６０ ３８０，９７２ ４０９，７４３ ４５２，２９７

４２ ２４０，５３４ ２７５，４４２ ３１４，８７８ ３６２，９６４ ３８１，７７７ ４０９，９４５ ４５２，７００

４３ ２４１，３３９ ２７６，２４７ ３１６，１８５ ３６３，９７０ ３８２，５８１ ４１０，２４６ ４５３，００１

４４ ２４２，１４４ ２７６，９５１ ３１７，２９２ ３６４，９７６ ３８３，２８６ ４１０，５４８ ４５３，３０３

４５ ２４２，８４８ ２７７，６５６ ３１８，１９７ ３６５，８８２ ３８３，９９０ ４１０，８５０ ４５３，６０５

４６ ２４３，４５２ ２７８，３６０ ３１９，５０５ ３６６，９８８ ３８４，６９４ ４１１，１５２

４７ ２４４，０５５ ２７９，０６４ ３２０，８１３ ３６７，８９４ ３８５，３９８ ４１１，４５４

４８ ２４４，６５９ ２７９，７６８ ３２２，１２１ ３６８，９００ ３８６，１０２ ４１１，７５５

４９ ２４５，２６２ ２８０，４７２ ３２３，３２８ ３６９，８０５ ３８６，６０５ ４１１，９５７

５０ ２４５，８６６ ２８１，１７７ ３２４，６３６ ３７０，５０９ ３８７，２０９ ４１２，２５８

５１ ２４６，４７０ ２８１，８８１ ３２５，８４３ ３７１，２１４ ３８７，８１３ ４１２，５６０

５２ ２４６，９７３ ２８２，５８５ ３２７，０５０ ３７１，８１７ ３８８，５１７ ４１２，８６２

５３ ２４７，４７６ ２８３，１８９ ３２８，３５８ ３７２，２２０ ３８８，９１９ ４１３，０６３

５４ ２４７，８７８ ２８３，８９３ ３２９，４６５ ３７２，８２３ ３８９，５２３ ４１３，３６５

５５ ２４８，１８０ ２８４，４９６ ３３０，５７１ ３７３，５２７ ３９０，１２６ ４１３，６６７

５６ ２４８，４８２ ２８５，２０１ ３３１，６７８ ３７４，２３２ ３９０，６２９ ４１３，９６９

５７ ２４８，７８３ ２８５，８０４ ３３２，３８２ ３７４，５３３ ３９１，０３２ ４１４，１７０

５８ ２４９，０８５ ２８６，５０８ ３３３，２８７ ３７５，２３８ ３９１，６３５ ４１４，４７２

５９ ２４９，３８７ ２８７，１１２ ３３３，９９２ ３７５，９４２ ３９２，２３９ ４１４，７７３

定年 ６０ ２４９，６８９ ２８７，８１６ ３３４，７９６ ３７６，５４５ ３９２，７４２ ４１４，９７５

前再

任用 ６１ ２４９，９９１ ２８８，４２０ ３３５，６０１ ３７６，８４７ ３９３，１４４ ４１５，１７６

短時 ６２ ２５０，２９２ ２８９，１２４ ３３６，００４ ３７７，３５０ ３９３，６４７ ４１５，４７８

間勤 ６３ ２５０，５９４ ２８９，７２８ ３３６，６０７ ３７７，９５４ ３９４，１５０ ４１５，７７９

務職 ６４ ２５０，８９６ ２９０，２３１ ３３７，３１１ ３７８，５５７ ３９４，７５４ ４１５，９８１

員以

外の ６５ ２５１，１９８ ２９０，７３４ ３３８，１１６ ３７８，８５９ ３９５，０５６ ４１６，１８２

職員 ６６ ２５１，５００ ２９１，３３７ ３３８，８２０ ３７９，４６３ ３９５，４５８ ４１６，４８４

６７ ２５１，８０１ ２９１，８４０ ３３９，５２５ ３８０，１６７ ３９５，８６１ ４１６，７８５

６８ ２５２，１０３ ２９２，４４４ ３４０，１２８ ３８０，７７１ ３９６，２６３ ４１６，９８７

６９ ２５２，４０５ ２９２，９４７ ３４０，６３１ ３８１，１７３ ３９６，５６５ ４１７，１８８
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７０ ２５２，７０７ ２９３，４５０ ３４１，２３５ ３８１，６７６ ３９６，８６７ ４１７，４９０

７１ ２５３，００９ ２９４，０５３ ３４１，７３８ ３８２，２８０ ３９７，１６８ ４１７，７９１

７２ ２５３，３１０ ２９４，６５７ ３４２，３４１ ３８２，７８３ ３９７，３７０ ４１７，９９３

７３ ２５３，６１２ ２９５，１６０ ３４２，６４３ ３８３，２８６ ３９７，５７１ ４１８，１９４

７４ ２５３，９１４ ２９５，６６３ ３４３，１４６ ３８３，８８９ ３９７，８７３

７５ ２５４，２１６ ２９６，０６５ ３４３，５４９ ３８４，３９２ ３９８，１７４

７６ ２５４，５１８ ２９６，３６７ ３４３，９５１ ３８４，６９４ ３９８，３７６

７７ ２５４，８１９ ２９６，５６８ ３４４，３５３ ３８５，０９６ ３９８，５７７

７８ ２５５，１２１ ２９６，８７０ ３４４，８５６ ３８５，５９９ ３９８，８７９

７９ ２５５，４２３ ２９７，０７１ ３４５，３５９ ３８６，００２ ３９９，１８０

８０ ２５５，７２５ ２９７，３７３ ３４５，８６２ ３８６，４０４ ３９９，３８２

８１ ２５６，０２７ ２９７，５７４ ３４６，１６４ ３８６，８０７ ３９９，５８３

８２ ２５６，３２８ ２９７，７７６ ３４６，５６７ ３８７，３１０ ３９９，８８５

８３ ２５６，６３０ ２９８，０７７ ３４６，９６９ ３８７，７１２ ４００，１８６

８４ ２５６，９３２ ２９８，２７９ ３４７，３７１ ３８８，１１４ ４００，３８８

８５ ２５７，２３４ ２９８，５８０ ３４７，６７３ ３８８，４１６ ４００，５８９

８６ ２５７，５３６ ２９８，８８２ ３４８，０７６ ３８８，９１９

８７ ２５７，８３７ ２９９，１８４ ３４８，４７８ ３８９，３２２

８８ ２５８，１３９ ２９９，４８６ ３４８，８８０ ３８９，７２４

８９ ２５８，４４１ ２９９，７８８ ３４９，０８２ ３９０，０２６

９０ ２５８，７４３ ３００，０８９ ３４９，４８４ ３９０，５２９

９１ ２５９，０４５ ３００，３９１ ３４９，８８６ ３９０，９３１

９２ ２５９，３４６ ３００，７９４ ３５０，２８９ ３９１，３３４

９３ ２５９，６４８ ３００，９９５ ３５０，４９０ ３９１，６３５

９４ ３０１，１９６ ３５０，８９２

９５ ３０１，４９８ ３５１，２９５

９６ ３０１，９００ ３５１，５９７

９７ ３０２，１０１ ３５１，８９８

９８ ３０２，４０３ ３５２，３０１

９９ ３０２，８０６ ３５２，７０３

１００ ３０３，２０８ ３５３，１０６

１０１ ３０３，４０９ ３５３，６０９

１０２ ３０３，７１１ ３５４，０１１

１０３ ３０４，０１３ ３５４，４１３

１０４ ３０４，３１５ ３５４，８１６

１０５ ３０４，５１６ ３５５，３１９

１０６ ３０４，８１８ ３５５，７２１
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１０７ ３０５，１１９ ３５６，０２３

１０８ ３０５，４２１ ３５６，３２５

１０９ ３０５，６２２ ３５６，８２８

１１０ ３０６，０２５

１１１ ３０６，４２７

１１２ ３０６，７２９

１１３ ３０６，９３０

１１４ ３０７，１３１

１１５ ３０７，４３３

１１６ ３０７，８３６

１１７ ３０８，０３７

１１８ ３０８，２３８

１１９ ３０８，５４０

１２０ ３０８，８４２

１２１ ３０９，２４４

１２２ ３０９，４４５

１２３ ３０９，７４７

１２４ ３１０，０４９

１２５ ３１０，３５１

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１９３，１５２ ２２０，８１７ ２６１，５６０ ２８１，３７８ ２９６，６６９ ３２２，５２３ ３６４，８７６ ３９８，５７７ ４５０，６８８

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第２０条及び附則第３項に規定する職員を除く。
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別表第２（第３条関係）

公 安 職 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ ２１２，８６９ ２３３，９９５ ２５７，０３３ ２９７，１７２ ３３３，８９１ ３５５，４１９ ３８６，４０４ ４２２，８２１ ４６８，７９６

２ ２１５，２８４ ２３６，２０８ ２５９，０４５ ２９８，１７８ ３３５，４００ ３５７，１３０ ３８８，１１４ ４２４，４３１ ４７５，０３３

３ ２１７，６９８ ２３８，４２２ ２６１，２５８ ２９９，１８４ ３３６，９０９ ３５８，８４０ ３８９，８２５ ４２６，０４１ ４８０，０６３

４ ２２０，１１２ ２４０，６３５ ２６３，４７１ ３００，０８９ ３３８，４１８ ３６０，４４９ ３９１，５３５ ４２７，５５０ ４８４，３８９

５ ２２２，５２７ ２４２，８４８ ２６５，５８４ ３００，６９３ ３３９，９２７ ３６２，０５９ ３９３，０４４ ４２９，０５９ ４８８，４１３

６ ２２４，９４１ ２４４，８６０ ２６６，８９１ ３０１，３９７ ３４１，３３５ ３６３，７６９ ３９４，６５３ ４３０，６６８ ４９１，９３４

７ ２２７，３５６ ２４６，８７２ ２６８，１９９ ３０２，１０１ ３４２，６４３ ３６５，３７９ ３９６，２６３ ４３２，０７７ ４９４，９５２

８ ２２９，５６９ ２４８，６８３ ２６９，５０７ ３０２，８０６ ３４３，９５１ ３６６，９８８ ３９７，８７３ ４３３，４８５ ４９７，４６７

９ ２３１，７８２ ２５０，４９４ ２７０，８１５ ３０３，５１０ ３４５，２５９ ３６８，５９８ ３９９，４８２ ４３４，５９２ ４９９，６８０

１０ ２３３，８９５ ２５２，２０４ ２７２，１２３ ３０４，２１４ ３４６，８６８ ３７０，２０８ ４０１，０９２ ４３６，０００

１１ ２３６，００７ ２５３，９１４ ２７３，４３０ ３０４，９１８ ３４８，４７８ ３７１，８１７ ４０２，７０１ ４３７，５０９

１２ ２３８，０１９ ２５５，３２２ ２７４，７３８ ３０５，５２２ ３５０，０８８ ３７３，４２７ ４０４，３１１ ４３９，０１８

１３ ２４０，０３１ ２５６，７３１ ２７６，０４６ ３０６，２２６ ３５１，５９７ ３７５，０３６ ４０５，８２０ ４４０，３２６

１４ ２４２，０４３ ２５８，５４２ ２７７，２５３ ３０７，０３１ ３５３，２０６ ３７６，６４６ ４０７，８３２ ４４２，０３６

１５ ２４４，０５５ ２５９，９５０ ２７８，３６０ ３０７，７３５ ３５４，８１６ ３７８，２５６ ４０９，８４４ ４４３，６４６

１６ ２４５，６６５ ２６１，４５９ ２７９，８６９ ３０８，５４０ ３５６，３２５ ３７９，８６５ ４１１，８５６ ４４５，２５５

１７ ２４７，２７４ ２６２，９６８ ２８１，１７７ ３０９，２４４ ３５７，８３４ ３８１，４７５ ４１３，３６５ ４４６，６６４

１８ ２４８，７８３ ２６４，１７５ ２８２，４８４ ３１０，０４９ ３５９，４４３ ３８３，０８４ ４１５，０７５ ４４８，３７４

１９ ２５０，２９２ ２６５，３８２ ２８３，７９２ ３１１，０５５ ３６１，０５３ ３８４，６９４ ４１６，６８５ ４５０，０８４

２０ ２５１，８０１ ２６６，４８９ ２８４，９９９ ３１１，９６０ ３６２，５６２ ３８６，３０４ ４１８，３９５ ４５１，６９４

２１ ２５３，３１０ ２６７，７９７ ２８６，２０７ ３１２，８６６ ３６４，０７１ ３８７，９１３ ４２０，００５ ４５３，１０２

２２ ２５４，９２０ ２６９，００４ ２８６，８１０ ３１４，１７３ ３６５，６８１ ３８９，５２３ ４２１，５１４ ４５３，８０６

２３ ２５６，４２９ ２７０，３１２ ２８７，４１４ ３１５，４８１ ３６７，２９０ ３９１，２３３ ４２３，０２３ ４５４，５１０

２４ ２５７，９３８ ２７１，６２０ ２８８，０１７ ３１６，７８９ ３６８，９００ ３９２，９４３ ４２４，４３１ ４５５，２１５

２５ ２５９，４４７ ２７３，０２８ ２８８，５２０ ３１８，０９７ ３７０，３０８ ３９４，６５３ ４２５，６３８ ４５５，６１７

２６ ２６０，６５４ ２７４，４３６ ２８９，１２４ ３１９，６０６ ３７２，０１８ ３９６，６６５ ４２７，１４７ ４５６，１２０

２７ ２６１，８６１ ２７５，７４４ ２８９，７２８ ３２０，９１４ ３７３，７２９ ３９８，５７７ ４２８，６５６ ４５６，７２４

２８ ２６３，０６９ ２７７，０５２ ２９０，２３１ ３２２，０２０ ３７５，３３８ ４００，４８８ ４３０，０６５ ４５７，３２７

２９ ２６４，２７６ ２７８，０５８ ２９０，７３４ ３２３，０２６ ３７６，９４８ ４０２，１９８ ４３１，５７４ ４５７，９３１

３０ ２６５，５８４ ２７９，３６６ ２９１，３３７ ３２４，２３３ ３７８，５５７ ４０３，６０７ ４３２，８８１ ４５８，６３５

３１ ２６６，８９１ ２８０，６７４ ２９１，８４０ ３２５，４４１ ３８０，１６７ ４０４，８１４ ４３４，０８９ ４５９，１３８

３２ ２６８，１９９ ２８１，８８１ ２９２，３４３ ３２６，５４７ ３８１，８７７ ４０６，１２２ ４３５，２９６ ４５９，６４１
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３３ ２６９，５０７ ２８３，０８８ ２９２，８４６ ３２７，６５４ ３８３，５８７ ４０７，１２８ ４３６，３０２ ４６０，１４４

３４ ２７１，０１６ ２８３，６９２ ２９３，４５０ ３２８，８６１ ３８５，５９９ ４０８，２３４ ４３７，００６ ４６０，４４６

３５ ２７２，３２４ ２８４，２９５ ２９３，９５３ ３３０，０６８ ３８７，６１１ ４０９，２４０ ４３７，８１１ ４６０，７４８

３６ ２７３，７３２ ２８４，８９９ ２９４，４５６ ３３１，１７５ ３８９，６２３ ４１０，２４６ ４３８，５１５ ４６１，１５０

３７ ２７４，７３８ ２８５，４０２ ２９４，９５９ ３３２，２８１ ３９１，３３４ ４１１，３５３ ４３９，０１８ ４６１，５５２

３８ ２７６，０４６ ２８６，００５ ２９５，５６２ ３３３，４８９ ３９３，０４４ ４１２，５６０ ４３９，４２０ ４６１，７５４

３９ ２７７，３５４ ２８６，６０９ ２９６，１６６ ３３４，６９６ ３９４，５５３ ４１３，６６７ ４３９，８２３ ４６２，０５５

４０ ２７８，５６１ ２８７，２１３ ２９６，７７０ ３３５，９０３ ３９６，０６２ ４１４，７７３ ４４０，１２５ ４６２，２５７

４１ ２７９，７６８ ２８７，７１６ ２９７，４７４ ３３７，１１０ ３９７，２６９ ４１５，９８１ ４４０，４２６ ４６２，６５９

４２ ２８０，３７２ ２８８，３１９ ２９８，１７８ ３３８，３１７ ３９８，２７５ ４１６，７８５ ４４０，７２８ ４６２，８６０

４３ ２８０，９７５ ２８８，９２３ ２９８，８８２ ３３９，５２５ ３９９，２８１ ４１７，５９０ ４４１，０３０ ４６３，０６１

４４ ２８１，５７９ ２８９，４２６ ２９９，５８６ ３４０，７３２ ４００，２８７ ４１８，１９４ ４４１，３３２ ４６３，２６３

４５ ２８１，９８１ ２８９，９２９ ３００，１９０ ３４１，９３９ ４０１，３９４ ４１８，６９７ ４４１，５３３ ４６３，６６５

４６ ２８２，５８５ ２９０，４３２ ３０１，０９５ ３４３，２４７ ４０２，５００ ４１９，４０１ ４４１，８３５

４７ ２８３，０８８ ２９０，９３５ ３０１，９００ ３４４，４５４ ４０３，６０７ ４２０，１０５ ４４２，１３７

４８ ２８３，５９１ ２９１，４３８ ３０２，７０５ ３４５，６６１ ４０４，７１３ ４２０，７０９ ４４２，４３８

４９ ２８４，０９４ ２９２，０４１ ３０３，５１０ ３４６，８６８ ４０６，０２１ ４２１，４１３ ４４２，７４０

５０ ２８４，６９８ ２９２，５４４ ３０４，６１６ ３４８，２７７ ４０６，８２６ ４２１，８１５ ４４３，０４２

５１ ２８５，２０１ ２９３，１４８ ３０５，７２３ ３４９，５８５ ４０７，６３１ ４２２，４１９ ４４３，３４４

５２ ２８５，７０４ ２９３，７５２ ３０６，７２９ ３５０，８９２ ４０８，２３４ ４２３，０２３ ４４３，６４６

５３ ２８６，２０７ ２９４，３５５ ３０７，７３５ ３５１，７９８ ４０８，７３７ ４２３，４２５ ４４３，８４７

５４ ２８６，８１０ ２９５，０５９ ３０８，８４２ ３５３，１０６ ４０９，４４２ ４２３，８２７ ４４４，１４９

５５ ２８７，３１３ ２９５，７６４ ３０９，８４８ ３５４，３１３ ４１０，１４６ ４２４，３３０ ４４４，４５０

５６ ２８７，８１６ ２９６，４６８ ３１０，９５４ ３５５，５２０ ４１０，８５０ ４２４，８３３ ４４４，７５２

５７ ２８８，３１９ ２９７，０７１ ３１１，９６０ ３５６，７２７ ４１１，１５２ ４２５，３３６ ４４４，９５３

５８ ２８８，８２２ ２９７，９７７ ３１３，０６７ ３５８，１３６ ４１１，８５６ ４２５，９４０ ４４５，２５５

５９ ２８９，３２５ ２９８，７８２ ３１４，１７３ ３５９，５４４ ４１２，５６０ ４２６，３４２ ４４５，５５７

６０ ２８９，８２８ ２９９，５８６ ３１５，２８０ ３６０，９５２ ４１３，０６３ ４２６，７４５ ４４５，７５８

６１ ２９０，３３１ ３００，３９１ ３１６，２８６ ３６２，２６０ ４１３，４６６ ４２７，１４７ ４４５，９５９

６２ ２９０，８３４ ３０１，２９７ ３１７，３９３ ３６３，７６９ ４１３，８６８ ４２７，４４９ ４４６，２６１

６３ ２９１，３３７ ３０２，２０２ ３１８，４９９ ３６５，２７８ ４１４，３７１ ４２７，７５１ ４４６，５６３

６４ ２９１，８４０ ３０３，１０７ ３１９，６０６ ３６６，６８７ ４１４，８７４ ４２８，０５３ ４４６，８６５

６５ ２９２，３４３ ３０３，９１２ ３２０，６１２ ３６７，８９４ ４１５，３７７ ４２８，３５４ ４４７，０６６

６６ ２９２，８４６ ３０４，８１８ ３２１，７１８ ３６９，３０２ ４１５，７７９ ４２８，６５６ ４４７，３６８

６７ ２９３，３４９ ３０５，６２２ ３２２，８２５ ３７０，６１０ ４１６，２８２ ４２８，９５８ ４４７，６７０

定年 ６８ ２９３，８５２ ３０６，４２７ ３２３，９３２ ３７２，０１８ ４１６，７８５ ４２９，１５９ ４４７，９７１

前再

任用 ６９ ２９４，３５５ ３０７，３３３ ３２４，９３８ ３７３，１２５ ４１７，２８８ ４２９，３６０ ４４８，１７３
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短時 ７０ ２９４，８５８ ３０８，２３８ ３２６，１４５ ３７４，３３２ ４１７，７９１ ４２９，６６２ ４４８，４７４

間勤 ７１ ２９５，３６１ ３０９，１４３ ３２７，３５２ ３７５，５３９ ４１８，３９５ ４２９，９６４ ４４８，７７６

務職 ７２ ２９５，８６４ ３１０，０４９ ３２８，５５９ ３７６，７４７ ４１８，８９８ ４３０，１６５ ４４９，０７８

員以

外の ７３ ２９６，３６７ ３１０，８５４ ３２９，２６３ ３７８，０５４ ４１９，３００ ４３０，３６６ ４４９，２７９

職員 ７４ ２９６，９７１ ３１１，７５９ ３３０，５７１ ３７９，２６２ ４１９，９０４ ４３０，６６８

７５ ２９７，５７４ ３１２，６６４ ３３１，８７９ ３８０，４６９ ４２０，４０７ ４３０，９７０

７６ ２９８，０７７ ３１３，４６９ ３３３，１８７ ３８１，５７５ ４２０，６０８ ４３１，１７１

７７ ２９８，５８０ ３１４，１７３ ３３４，４９５ ３８２，６８２ ４２０，９１０ ４３１，３７２

７８ ２９９，１８４ ３１５，０７９ ３３５，９０３ ３８３，８８９ ４２１，４１３ ４３１，６７４

７９ ２９９，７８８ ３１５，９８４ ３３７，３１１ ３８４，９９６ ４２１，７１５ ４３１，９７６

８０ ３００，３９１ ３１６，９９０ ３３８，７２０ ３８６，２０３ ４２２，０１７ ４３２，１７７

８１ ３００，９９５ ３１７，８９６ ３４０，０２８ ３８７，３１０ ４２２，３１８ ４３２，３７８

８２ ３０１，６９９ ３１９，００２ ３４１，６３７ ３８７，９１３ ４２２，７２１ ４３２，６８０

８３ ３０２，４０３ ３２０，００８ ３４３，１４６ ３８８，４１６ ４２３，１２３ ４３２，９８２

８４ ３０３，００７ ３２１，０１４ ３４４，６５５ ３８８，９１９ ４２３，５２６ ４３３，１８３

８５ ３０３，６１０ ３２１，９２０ ３４６，０６４ ３８９，５２３ ４２３，８２７ ４３３，３８４

８６ ３０４，３１５ ３２２，９２６ ３４７，５７３ ３９０，１２６ ４２４，２３０

８７ ３０５，０１９ ３２３，９３２ ３４９，０８２ ３９０，７３０ ４２４，６３２

８８ ３０５，７２３ ３２４，９３８ ３５０，４９０ ３９１，３３４ ４２５，０３５

８９ ３０６，４２７ ３２５，９４４ ３５１，７９８ ３９１，６３５ ４２５，３３６

９０ ３０７，２３２ ３２７，２５１ ３５３，００５ ３９２，１３８ ４２５，７３９

９１ ３０８，０３７ ３２８，４５９ ３５４，２１２ ３９２，６４１ ４２６，１４１

９２ ３０８，７４１ ３２９，６６６ ３５５，５２０ ３９３，１４４ ４２６，５４４

９３ ３０９，２４４ ３３０，８７３ ３５６，８２８ ３９３，５４７ ４２６，８４５

９４ ３１０，１４９ ３３２，１８１ ３５８，３３７ ３９３，９４９

９５ ３１１，０５５ ３３３，３８８ ３５９，８４６ ３９４，４５２

９６ ３１１，８６０ ３３４，５９５ ３６１，２５４ ３９４，９５５

９７ ３１２，６６４ ３３５，８０２ ３６２，５６２ ３９５，３５８

９８ ３１３，６７０ ３３７，１１０ ３６３，７６９ ３９５，８６１

９９ ３１４，５７６ ３３８，３１７ ３６４，８７６ ３９６，３６４

１００ ３１５，４８１ ３３９，５２５ ３６６，０８３ ３９６，８６７

１０１ ３１６，３８７ ３４０，９３３ ３６７，１９０ ３９７，１６８

１０２ ３１７，３９３ ３４１，８３８ ３６８，２９６ ３９７，５７１

１０３ ３１８，３９９ ３４２，８４４ ３６９，４０３ ３９８，０７４

１０４ ３１９，３０４ ３４３，９５１ ３７０，５０９ ３９８，３７６

１０５ ３２０，１０９ ３４５，０５８ ３７１，７１７ ３９８，６７７

１０６ ３２０，７１２ ３４６，１６４ ３７２，２２０ ３９９，１８０
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１０７ ３２１，３１６ ３４７，１７０ ３７２，８２３ ３９９，６８３

１０８ ３２１，９２０ ３４８，１７６ ３７３，４２７ ４００，１８６

１０９ ３２２，４２３ ３４９，３８３ ３７４，０３０ ４００，４８８

１１０ ３２２，９２６ ３５０，３８９ ３７４，５３３ ４００，９９１

１１１ ３２３，３２８ ３５１，３９５ ３７４，９３６ ４０１，４９４

１１２ ３２３，８３１ ３５２，３０１ ３７５，４３９ ４０１，９９７

１１３ ３２４，６３６ ３５３，２０６ ３７５，８４１ ４０２，２９９

１１４ ３２５，３４０ ３５４，１１２ ３７６，２４４ ４０２，８０２

１１５ ３２６，０４４ ３５５，１１８ ３７６，７４７ ４０３，３０５

１１６ ３２６，６４８ ３５６，１２４ ３７７，２５０ ４０３，８０８

１１７ ３２７，２５１ ３５７，１３０ ３７７，６５２ ４０４，２１０

１１８ ３２７，９５６ ３５７，５３２ ３７８，１５５ ４０４，７１３

１１９ ３２８，６６０ ３５８，１３６ ３７８，７５９ ４０５，１１６

１２０ ３２９，４６５ ３５８，７３９ ３７９，２６２ ４０５，６１９

１２１ ３３０，０６８ ３５９，０４１ ３７９，４６３ ４０６，０２１

１２２ ３３０，３７０ ３５９，４４３ ３７９，９６６

１２３ ３３０，８７３ ３５９，８４６ ３８０，４６９

１２４ ３３１，３７６ ３６０，２４８ ３８０，８７１

１２５ ３３１，６７８ ３６０，６５１ ３８１，３７４

１２６ ３６１，０５３ ３８１，８７７

１２７ ３６１，４５５ ３８２，３８０

１２８ ３６１，８５８ ３８２，８８３

１２９ ３６２，２６０ ３８３，１８５

１３０ ３８３，６８８

１３１ ３８４，１９１

１３２ ３８４，６９４

１３３ ３８４，９９６

１３４ ３８５，４９９

１３５ ３８５，９０１

１３６ ３８６，３０４

１３７ ３８６，６０５

１３８ ３８７，１０８

１３９ ３８７，６１１

１４０ ３８８，１１４

１４１ ３８８，４１６

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

基 準 給 料
月 額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

２４７，６７７ ２５９，５４８ ２６３，７７３ ２９５，５６２ ３１２，４６３ ３２６，８４９ ３５０，６９１ ３８６，５０５ ４１８，６９７

備考 この表は、警察官に適用する。
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別表第３（第３条関係）

研 究 職 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

１ １８５，００３ ２３５，３０３ ３２８，０５６ ３７８，２５６ ４４９，１７９

２ １８６，１１０ ２３９，６２９ ３３０，０６８ ３７９，６６４ ４５９，１３８

３ １８７，３１７ ２４２，３４５ ３３２，０８０ ３８１，０７２ ４６８，５９４

４ １８８，４２３ ２４５，０６１ ３３４，０９２ ３８２，４８１ ４７８，５５４

５ １８９，５３０ ２４７，６７７ ３３５，９０３ ３８３，８８９ ４８８，２１１

６ １９１，６４３ ２４９，２８６ ３３７，９１５ ３８５，２９８ ４９８，０７０

７ １９３，７５５ ２５０，７９５ ３３９，８２６ ３８６，７０６ ５０７，０２４

８ １９５，８６８ ２５２，３０４ ３４１，７３８ ３８８，１１４ ５１４，９７１

９ １９７，９８０ ２５３，８１３ ３４３，５４９ ３８９，５２３ ５２２，８１８

１０ １９９，９９２ ２５５，９２６ ３４５，１５８ ３９１，０３２ ５２９，９６０

１１ ２０２，００４ ２５８，０３９ ３４６，７６８ ３９２，４４０ ５３５，２９２

１２ ２０４，０１６ ２６０，０５１ ３４８，３７７ ３９３，８４９ ５３９，８１９

１３ ２０６，０２８ ２６２，０６３ ３４９，９８７ ３９５，２５７ ５４２，８３７

１４ ２０７，９４０ ２６４，３７６ ３５０，９９３ ３９６，７６６ ５４４，８４９

１５ ２０９，８５１ ２６６，６９０ ３５１，９９９ ３９８，２７５

１６ ２１１，６６２ ２６８，９０３ ３５３，００５ ３９９，７８４

１７ ２１３，３７２ ２７１，１１７ ３５４，１１２ ４０１，２９３

１８ ２１５，１８３ ２７３，５３１ ３５５，４１９ ４０２，９０３

１９ ２１６，９９４ ２７５，９４５ ３５６，６２７ ４０４，５１２

２０ ２１８，８０５ ２７８，３６０ ３５７，８３４ ４０６，２２２

２１ ２２０，６１５ ２８０，６７４ ３５９，０４１ ４０７，４３０

２２ ２２２，４２６ ２８２，７８６ ３６０，１４８ ４０８，８３８

２３ ２２４，１３６ ２８４，８９９ ３６１，２５４ ４１０，２４６

２４ ２２５，８４７ ２８６，９１１ ３６２，３６１ ４１１，５５４

２５ ２２７，５５７ ２８８，９２３ ３６３，４６７ ４１２，８６２

２６ ２２９，６６９ ２９０，８３４ ３６４，４７３ ４１４，１７０

２７ ２３１，５８１ ２９２，７４６ ３６５，４７９ ４１５，６７９

２８ ２３３，４９２ ２９４，６５７ ３６６，４８５ ４１７，１８８

２９ ２３５，４０４ ２９６，５６８ ３６７，３９１ ４１８，３９５

３０ ２３６，５１０ ２９８，０７７ ３６８，２９６ ４１９，６０２

３１ ２３７，６１７ ２９９，５８６ ３６９，１０１ ４２１，２１２

３２ ２３８，７２３ ３０１，０９５ ３６９，９０６ ４２２，７２１
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２５

３３ ２４０，１３２ ３０２，６０４ ３７０，６１０ ４２４，０２９

３４ ２４１，６４１ ３０４，１１３ ３７１，４１５ ４２５，４３７

３５ ２４３，１５０ ３０５，６２２ ３７２，２２０ ４２６，８４５

３６ ２４４，６５９ ３０７，０３１ ３７３，０２４ ４２８，２５４

３７ ２４６，１６８ ３０８，４３９ ３７３，８２９ ４２９，６６２

３８ ２４７，７７７ ３０９，３４５ ３７４，６３４ ４３１，０７１

３９ ２４９，３８７ ３１０，２５０ ３７５，４３９ ４３２，４７９

４０ ２５０，９９７ ３１１，１５５ ３７６，２４４ ４３３，８８７

４１ ２５２，６０６ ３１１，９６０ ３７７，０４８ ４３４，９９４

４２ ２５４，１１５ ３１２，４６３ ３７８，３５６ ４３６，３０２

４３ ２５５，６２４ ３１２，９６６ ３７９，６６４ ４３７，７１０

４４ ２５７，１３３ ３１３，４６９ ３８０，８７１ ４３９，０１８

４５ ２５８，６４２ ３１３，９７２ ３８１，５７５ ４３９，８２３

４６ ２５９，９５０ ３１４，４７５ ３８２，５８１ ４４０，６２８

４７ ２６１，１５７ ３１４，９７８ ３８３，３８６ ４４１，５３３

４８ ２６２，３６４ ３１５，４８１ ３８４，０９０ ４４２，４３８

４９ ２６３，５７２ ３１５，８８４ ３８４，７９５ ４４３，２４３

５０ ２６４，６７８ ３１６，３８７ ３８５，４９９ ４４４，０４８

５１ ２６５，７８５ ３１６，８９０ ３８６，２０３ ４４４，６５２

５２ ２６６，８９１ ３１７，３９３ ３８６，９０７ ４４５，４５６

５３ ２６７，９９８ ３１７，７９５ ３８７，５１１ ４４５，８５９

５４ ２６９，１０５ ３１８，２９８ ３８８，２１５ ４４６，４６２

５５ ２７０，１１１ ３１８，７００ ３８９，０２０ ４４６，９６５

５６ ２７１，１１７ ３１９，１０３ ３８９，８２５ ４４７，４６８

５７ ２７２，１２３ ３１９，５０５ ３９０，４２８ ４４７，９７１

定年 ５８ ２７２，８２７ ３１９，９０８ ３９１，２３３

前再 ５９ ２７３，４３０ ３２０，３１０ ３９１，９３７

任用 ６０ ２７４，０３４ ３２０，７１２ ３９２，６４１

短時

間勤 ６１ ２７４，６３８ ３２１，１１５ ３９３，２４５

務職 ６２ ２７５，２４１ ３２１，７１８ ３９３，９４９

員以 ６３ ２７５，８４５ ３２２，３２２ ３９４，６５３

外の ６４ ２７６，４４８ ３２２，９２６ ３９５，３５８

職員

６５ ２７７，０５２ ３２３，４２９ ３９６，０６２

６６ ２７７，６５６ ３２４，０３２ ３９６，６６５

６７ ２７８，２５９ ３２４，６３６ ３９７，２６９

６８ ２７８，８６３ ３２５，２３９ ３９７，９７３
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２６

６９ ２７９，４６６ ３２５，７４２ ３９８，６７７

７０ ２８０，１７１ ３２６，３４６ ３９９，１８０

７１ ２８０，８７５ ３２６，９５０ ３９９，７８４

７２ ２８１，５７９ ３２７，５５３ ４００，３８８

７３ ２８２，１８３ ３２８，０５６ ４００，８９１

７４ ２８２，８８７ ３２８，７６０ ４０１，４９４

７５ ２８３，５９１ ３２９，４６５ ４０２，０９８

７６ ２８４，２９５ ３３０，１６９ ４０２，６０１

７７ ２８４，８９９ ３３０，８７３ ４０３，１０４

７８ ２８５，６０３ ３３１，５７７ ４０３，６０７

７９ ２８６，３０７ ３３２，２８１ ４０４，１１０

８０ ２８６，９１１ ３３２，９８６ ４０４，８１４

８１ ２８７，５１４ ３３３，６９０ ４０５，２１６

８２ ２８８，２１９ ３３４，４９５

８３ ２８８，９２３ ３３５，１９９

８４ ２８９，５２６ ３３５，８０２

８５ ２９０，１３０ ３３６，３０５

８６ ２９０，８３４ ３３６，８０８

８７ ２９１，５３８ ３３７，２１１

８８ ２９２，１４２ ３３７，６１３

８９ ２９２，７４６ ３３７，９１５

９０ ２９３，４５０ ３３８，４１８

９１ ２９４，１５４ ３３８，８２０

９２ ２９４，７５８ ３３９，２２３

９３ ２９５，３６１ ３３９，５２５

９４ ２９６，０６５ ３３９，９２７

９５ ２９６，６６９ ３４０，３２９

９６ ２９７，２７３ ３４０，７３２

９７ ２９７，５７４ ３４１，２３５

９８ ２９８，１７８ ３４１，７３８

９９ ２９８，７８２ ３４２，２４１

１００ ２９９，２８５ ３４２，７４４

１０１ ２９９，７８８ ３４３，２４７

１０２ ３００，１９０ ３４３，７５０

１０３ ３００，５９２ ３４４，２５３

１０４ ３００，９９５ ３４４，７５６
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２７

１０５ ３０１，３９７ ３４５，１５８

１０６ ３０１，９００ ３４５，５６１

１０７ ３０２，４０３ ３４６，０６４

１０８ ３０２，７０５ ３４６，４６６

１０９ ３０２，９０６ ３４６，９６９

１１０ ３０３，３０９ ３４７，３７１

１１１ ３０３，６１０ ３４７，７７４

１１２ ３０３，８１２ ３４８，１７６

１１３ ３０４，１１３ ３４８，６７９

１１４ ３０４，４１５ ３４９，０８２

１１５ ３０４，７１７ ３４９，４８４

１１６ ３０５，０１９ ３４９，８８６

１１７ ３０５，３２１ ３５０，３８９

１１８ ３０５，６２２ ３５０，７９２

１１９ ３０５，８２４ ３５１，１９４

１２０ ３０６，１２５ ３５１，５９７

１２１ ３０６，４２７ ３５１，９９９

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円

２２３，１３０ ２６５，１８１ ２９０，３３１ ３３３，３８８ ３９２，９４３

備考 この表は、研究所に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

２８

別表第４（第３条関係）

医 療 職 給 料 表

イ 医療職給料表�

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

１ ２９３，１４８ ４０２，７０１ ４５７，８３０ ５５３，０９８

２ ２９５，４６２ ４０５，４１８ ４５９，８４２ ５５９，２３５

３ ２９７，７７６ ４０８，０３３ ４６１，７５４ ５６４，５６７

４ ２９９，９８９ ４１０，５４８ ４６３，６６５ ５６９，４９６

５ ３０２，１０１ ４１２，９６３ ４６５，０７３ ５７３，９２３

６ ３０５，６２２ ４１５，１７６ ４６６，８８４ ５７８，２４８

７ ３０９，１４３ ４１７，２８８ ４６８，６９５ ５８１，８７０

８ ３１２，５６４ ４１９，４０１ ４７０，５０６ ５８４，８８８

９ ３１５，９８４ ４２１，５１４ ４７２，３１７ ５８７，４０３

１０ ３１９，５０５ ４２３，０２３ ４７４，１２７ ５８９，７１７

１１ ３２２，９２６ ４２４，５３２ ４７５，９３８

１２ ３２６，３４６ ４２６，０４１ ４７７，７４９

１３ ３２９，７６６ ４２７，４４９ ４７９，５６０

１４ ３３３，２８７ ４２８，９５８ ４８１，３７１

１５ ３３６，７０８ ４３０，４６７ ４８３，１８１

１６ ３４０，１２８ ４３１，８７５ ４８４，９９２

１７ ３４３，５４９ ４３３，２８４ ４８６，８０３

１８ ３４６，６６７ ４３４，７９３ ４８８，７１４

１９ ３４９，７８６ ４３６，３０２ ４９０，６２６

２０ ３５２，９０４ ４３７，７１０ ４９２，５３７

２１ ３５６，１２４ ４３９，１１９ ４９４，４４９

２２ ３５９，２４２ ４４０，６２８ ４９６，１５９

２３ ３６２，３６１ ４４２，１３７ ４９７，９７０

２４ ３６５，３７９ ４４３，５４５ ４９９，７８０

２５ ３６８，３９７ ４４４，９５３ ５０１，３９０

２６ ３７０，７１１ ４４６，３６２ ５０３，２０１

２７ ３７３，０２４ ４４７，７７０ ５０５，０１２

２８ ３７５，２３８ ４４９，１７９ ５０６，６２１

２９ ３７７，１４９ ４５０，５８７ ５０８，０３０

３０ ３７８，８５９ ４５１，９９５ ５０９，７４０

３１ ３８０，５６９ ４５３，４０４ ５１１，５５１

３２ ３８２，３８０ ４５４，８１２ ５１３，２６１



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

２９

３３ ３８４，１９１ ４５６，２２１ ５１４，７７０

３４ ３８６，００２ ４５７，６２９ ５１６，０７８

３５ ３８７，６１１ ４５９，０３７ ５１７，３８５

３６ ３８９，０２０ ４６０，４４６ ５１８，６９３

３７ ３９０，４２８ ４６１，８５４ ５１９，６９９

３８ ３９１，９３７ ４６３，５６４ ５２１，００７

３９ ３９３，４４６ ４６５，１７４ ５２２，３１５

定年 ４０ ３９４，９５５ ４６６，７８４ ５２３，６２３

前再

任用 ４１ ３９６，４６４ ４６８，３９３ ５２４，６２９

短時 ４２ ３９７，１６８ ４６９，６００ ５２５，４３３

間勤 ４３ ３９７，７７２ ４７０，８０８ ５２６，２３８

務職 ４４ ３９８，４７６ ４７１，９１４ ５２７，０４３

員以

外の ４５ ３９９，３８２ ４７２，９２０ ５２７，９４８

職員 ４６ ３９９，９８５ ４７３，９２６ ５２８，７５３

４７ ４００，５８９ ４７４，８３２ ５２９，５５８

４８ ４０１，１９２ ４７５，６３６ ５３０，２６２

４９ ４０１，７９６ ４７６，３４１ ５３１，０６７

５０ ４０２，２９９ ４７７，０４５ ５３１，８７２

５１ ４０２，８０２ ４７７，７４９ ５３２，５７６

５２ ４０３，３０５ ４７８，３５３ ５３３，４８１

５３ ４０３，８０８ ４７９，０５７ ５３４，３８７

５４ ４０４，２１０ ４７９，７６１ ５３５，１９２

５５ ４０４，６１３ ４８０，３６５ ５３６，０９７

５６ ４０５，０１５ ４８０，９６８ ５３７，００２

５７ ４０５，４１８ ４８１，２７０ ５３７，８０７

５８ ４０５，８２０ ４８１，８７４ ５３８，７１３

５９ ４０６，２２２ ４８２，５７８ ５３９，６１８

６０ ４０６，６２５ ４８３，２８２ ５４０，３２２

６１ ４０７，０２７ ４８３，６８４ ５４１，１２７

６２ ４０７，４３０ ４８４，２８８ ５４２，０３２

６３ ４０７，８３２ ４８４，９９２ ５４２，９３８

６４ ４０８，２３４ ４８５，６９６ ５４３，８４３

６５ ４０８，５３６ ４８６，０９９ ５４４，６４８

６６ ４８６，７０２ ５４５，５５３

６７ ４８７，３０６ ５４６，４５９

６８ ４８７，８０９ ５４７，３６４
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３０

６９ ４８８，３１２ ５４８，１６９

７０ ４８８，８１５ ５４９，０７４

７１ ４８９，３１８ ５４９，９８０

７２ ４８９，８２１ ５５０，８８５

７３ ４９０，２２３ ５５１，６９０

７４ ４９０，７２６

７５ ４９１，１２９

７６ ４９１，６３２

７７ ４９２，１３５

７８ ４９２，７３８

７９ ４９３，３４２

８０ ４９３，７４４

８１ ４９４，２４７

８２ ４９４，８５１

８３ ４９５，４５５

８４ ４９５，９５８

８５ ４９６，４６１

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

３０３，５１０ ３４６，４６６ ４０１，８９７ ４７６，１３９

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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３１

ロ 医療職給料表�

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

１ １８９，７３１ ２２８，７６４ ２６４，５７８ ２８３，４９０ ３１６，８９０ ３６２，８６４ ４１７，４９０

２ １９１，８４４ ２３０，０７２ ２６５，３８２ ２８４，２９５ ３１８，２９８ ３６４，５７４ ４１９，４０１

３ １９３，９５６ ２３１，３８０ ２６６，１８７ ２８５，１００ ３１９，７０６ ３６６，１８４ ４２１，３１２

４ １９６，０６９ ２３２，６８７ ２６６，９９２ ２８５，８０４ ３２１，１１５ ３６７，７９３ ４２３，１２３

５ １９８，０８１ ２３３，８９５ ２６７，７９７ ２８６，５０８ ３２２，５２３ ３６９，４０３ ４２４，９３４

６ ２００，０９３ ２３５，００１ ２６８，６０２ ２８７，２１３ ３２４，１３３ ３７１，０１２ ４２６，５４４

７ ２０２，１０５ ２３６，００７ ２６９，４０６ ２８７，９１７ ３２５，６４２ ３７２，６２２ ４２８，１５３

８ ２０３，９１６ ２３７，０１３ ２７０，２１１ ２８８，７２２ ３２７，１５１ ３７４，２３２ ４２９，６６２

９ ２０５，７２７ ２３８，１２０ ２７１，０１６ ２８９，５２６ ３２８，６６０ ３７５，８４１ ４３１，１７１

１０ ２０７，６３８ ２３９，３２７ ２７１，８２１ ２９０，３３１ ３３０，２６９ ３７７，８５３ ４３２，４７９

１１ ２０９，５４９ ２４０，６３５ ２７２，６２６ ２９１，１３６ ３３１，７７８ ３７９，８６５ ４３３，７８７

１２ ２１１，６６２ ２４１，９４３ ２７３，４３０ ２９１，８４０ ３３３，２８７ ３８１，８７７ ４３５，０９５

１３ ２１３，３７２ ２４３，２５０ ２７４，２３５ ２９２，５４４ ３３４，７９６ ３８３，２８６ ４３６，４０２

１４ ２１５，３８４ ２４４，５５８ ２７５，０４０ ２９３，６５１ ３３６，４０６ ３８４，９９６ ４３７，６１０

１５ ２１７，５９７ ２４５，８６６ ２７５，８４５ ２９４，７５８ ３３７，９１５ ３８６，７０６ ４３８，８１７

１６ ２１９，７１０ ２４７，０７３ ２７６，６５０ ２９５，９６５ ３３９，４２４ ３８８，４１６ ４３９，９２３

１７ ２２１，８２３ ２４８，２８０ ２７７，４５４ ２９７，１７２ ３４０，９３３ ３９０，１２６ ４４１，１３１

１８ ２２２，９２９ ２４９，４８８ ２７８，２５９ ２９８，３７９ ３４２，５４３ ３９１，６３５ ４４２，２３７

１９ ２２４，０３６ ２５０，６９５ ２７９，０６４ ２９９，５８６ ３４４，１５２ ３９３，１４４ ４４３，４４４

２０ ２２５，１４２ ２５１，９０２ ２７９，８６９ ３００，７９４ ３４５，６６１ ３９４，６５３ ４４４，６５２

２１ ２２６，２４９ ２５３，００９ ２８０，６７４ ３０２，００１ ３４６，９６９ ３９５，９６１ ４４５，７５８

２２ ２２７，１５４ ２５３，９１４ ２８１，５７９ ３０３，２０８ ３４８，４７８ ３９７，２６９ ４４６，５６３

２３ ２２８，０６０ ２５４，７１９ ２８２，４８４ ３０４，４１５ ３４９，９８７ ３９８，５７７ ４４６，９６５

２４ ２２８，９６５ ２５５，５２４ ２８３，２８９ ３０５，６２２ ３５１，４９６ ３９９，６８３ ４４７，６７０

２５ ２２９，８７１ ２５６，３２８ ２８４，０９４ ３０６，８３０ ３５３，００５ ４００，７９０ ４４８，１７３

２６ ２３０，７７６ ２５７，１３３ ２８４，９９９ ３０８，０３７ ３５４，５１４ ４０１，８９７ ４４８，５７５

２７ ２３１，６８１ ２５７，９３８ ２８５，９０５ ３０９，１４３ ３５６，０２３ ４０３，００３ ４４８，９７７

２８ ２３２，５８７ ２５８，７４３ ２８６，７１０ ３１０，３５１ ３５７，４３１ ４０４，１１０ ４４９，３８０

２９ ２３３，４９２ ２５９，５４８ ２８７，５１４ ３１１，６５８ ３５８，８４０ ４０４，９１５ ４４９，７８２

３０ ２３４，３９８ ２６０，３５２ ２８８，６２１ ３１２，８６６ ３６０，４４９ ４０５，７１９ ４５０，１８５

３１ ２３５，３０３ ２６１，１５７ ２８９，６２７ ３１４，０７３ ３６１，９５８ ４０６，５２４ ４５０，５８７

３２ ２３６，２０８ ２６１，９６２ ２９０，６３３ ３１５，２８０ ３６３，４６７ ４０７，３２９ ４５０，８８９

３３ ２３７，０１３ ２６２，７６７ ２９１，６３９ ３１６，４８７ ３６４，６７５ ４０７，７３１ ４５１，１９１



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

３２

３４ ２３７，８１８ ２６３，５７２ ２９２，７４６ ３１７，５９４ ３６５，７８１ ４０８，３３５ ４５１，５９３

３５ ２３８，６２３ ２６４，２７６ ２９３，７５２ ３１８，８０１ ３６６，９８８ ４０８，８３８ ４５１，８９５

３６ ２３９，４２８ ２６５，０８１ ２９４，７５８ ３２０，００８ ３６８，０９５ ４０９，２４０ ４５２，１９７

３７ ２４０，２３２ ２６５，９８６ ２９５，７６４ ３２１，２１５ ３６９，１０１ ４０９，６４３ ４５２，４９８

３８ ２４１，０３７ ２６６，７９１ ２９６，７７０ ３２２，５２３ ３６９，９０６ ４０９，８４４

３９ ２４１，８４２ ２６７，５９６ ２９７，７７６ ３２３，８３１ ３７０，９１２ ４１０，１４６

４０ ２４２，６４７ ２６８，４００ ２９８，７８２ ３２５，０３８ ３７２，０１８ ４１０，４４８

４１ ２４３，２５０ ２６９，２０５ ２９９，７８８ ３２５，９４４ ３７３，０２４ ４１０，７４９

４２ ２４３，８５４ ２７０，０１０ ３００，９９５ ３２７，１５１ ３７４，０３０ ４１１，０５１

４３ ２４４，４５８ ２７０，８１５ ３０２，１０１ ３２８，３５８ ３７５，０３６ ４１１，３５３

４４ ２４４，９６１ ２７１，６２０ ３０３，２０８ ３２９，５６５ ３７５，９４２ ４１１，６５５

４５ ２４５，４６４ ２７２，３２４ ３０４，３１５ ３３０，６７２ ３７６，７４７ ４１１，８５６

４６ ２４６，０６７ ２７３，１２９ ３０５，４２１ ３３１，６７８ ３７７，５５１ ４１２，１５８

４７ ２４６，５７０ ２７３，９３３ ３０６，５２８ ３３２，６８４ ３７８，４５７ ４１２，４６０

４８ ２４６，９７３ ２７４，７３８ ３０７，６３４ ３３３，５８９ ３７９，２６２ ４１２，７６１

４９ ２４７，３７５ ２７５，４４２ ３０８，７４１ ３３４，４９５ ３７９，７６５ ４１２，９６３

５０ ２４７，８７８ ２７６，２４７ ３０９，８４８ ３３５，５０１ ３８０，５６９ ４１３，２６４

５１ ２４８，３８１ ２７６，９５１ ３１０，９５４ ３３６，５０７ ３８１，３７４ ４１３，５６６

定年 ５２ ２４８，８８４ ２７７，６５６ ３１２，０６１ ３３７，４１２ ３８２，１７９ ４１３，８６８

前再

任用 ５３ ２４９，１８６ ２７８，３６０ ３１３，０６７ ３３７，９１５ ３８２，５８１ ４１４，０６９

短時 ５４ ２４９，４８８ ２７９，０６４ ３１４，０７３ ３３８，８２０ ３８３，２８６

間勤 ５５ ２４９，７８９ ２７９，７６８ ３１５，０７９ ３３９，５２５ ３８３，９９０

務職 ５６ ２５０，０９１ ２８０，４７２ ３１６，０８５ ３４０，４３０ ３８４，５９３

員以

外の ５７ ２５０，３９３ ２８１，１７７ ３１７，０９１ ３４１，１３４ ３８４，９９６

職員 ５８ ２５０，６９５ ２８１，８８１ ３１８，０９７ ３４１，４３６ ３８５，４９９

５９ ２５０，９９７ ２８２，５８５ ３１９，１０３ ３４１，９３９ ３８６，１０２

６０ ２５１，２９８ ２８３，１８９ ３２０，００８ ３４２，５４３ ３８６，７０６

６１ ２５１，６００ ２８３，７９２ ３２０，９１４ ３４３，１４６ ３８７，１０８

６２ ２５１，９０２ ２８４，４９６ ３２１，７１８ ３４３，８５０ ３８７，６１１

６３ ２５２，２０４ ２８５，２０１ ３２２，４２３ ３４４，５５５ ３８８，１１４

６４ ２５２，５０６ ２８５，８０４ ３２３，１２７ ３４５，１５８ ３８８，６１７

６５ ２５２，８０７ ２８６，４０８ ３２３，７３０ ３４５，８６２ ３８９，２２１

６６ ２５３，１０９ ２８７，１１２ ３２４，４３５ ３４６，３６５ ３８９，７２４

６７ ２５３，４１１ ２８７，８１６ ３２５，０３８ ３４６，９６９ ３９０，３２８

６８ ２５３，７１３ ２８８，４２０ ３２５，６４２ ３４７，５７３ ３９０，９３１

６９ ２５４，０１５ ２８９，０２３ ３２６，２４５ ３４７，８７４ ３９１，４３４



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

３３

７０ ２５４，３１６ ２８９，７２８ ３２６，４４７ ３４８，４７８ ３９１，９３７

７１ ２５４，６１８ ２９０，４３２ ３２６，９５０ ３４８，９８１ ３９２，４４０

７２ ２５４，８１９ ２９１，０３５ ３２７，４５３ ３４９，４８４ ３９２，９４３

７３ ２５５，０２１ ２９１，６３９ ３２８，０５６ ３４９，９８７ ３９３，２４５

７４ ２５５，３２２ ２９２，１４２ ３２８，５５９ ３５０，４９０ ３９３，７４８

７５ ２５５，６２４ ２９２，５４４ ３２９，０６２ ３５０，９９３ ３９４，１５０

７６ ２５５，８２５ ２９２，９４７ ３２９，４６５ ３５１，３９５ ３９４，５５３

７７ ２５６，０２７ ２９３，３４９ ３３０，０６８ ３５１，６９７ ３９４，９５５

７８ ２５６，３２８ ２９３，６５１ ３３０，５７１ ３５１，９９９ ３９５，４５８

７９ ２５６，６３０ ２９３，９５３ ３３０，９７４ ３５２，２００ ３９５，８６１

８０ ２５６，８３１ ２９４，２５５ ３３１，４７７ ３５２，５０２ ３９６，２６３

８１ ２５７，０３３ ２９４，５５６ ３３１，９８０ ３５３，００５ ３９６，６６５

８２ ２５７，３３４ ２９４，８５８ ３３２，３８２ ３５３，３０７ ３９７，１６８

８３ ２５７，６３６ ２９５，１６０ ３３２，５８３ ３５３，６０９ ３９７，５７１

８４ ２５７，８３７ ２９５，４６２ ３３２，８８５ ３５３，９１０ ３９７，９７３

８５ ２５８，０３９ ２９５，６６３ ３３３，２８７ ３５４，３１３ ３９８，３７６

８６ ２９５，８６４ ３３３，６９０ ３５４，６１５

８７ ２９６，０６５ ３３３，９９２ ３５４，９１６

８８ ２９６，２６７ ３３４，２９３ ３５５，２１８

８９ ２９６，６６９ ３３４，５９５ ３５５，６２１

９０ ２９６，８７０ ３３４，７９６ ３５５，９２２

９１ ２９７，０７１ ３３５，１９９ ３５６，２２４

９２ ２９７，２７３ ３３５，５０１ ３５６，５２６

９３ ２９７，６７５ ３３５，７０２ ３５６，８２８

９４ ２９７，８７６ ３３６，００４ ３５７，２３０

９５ ２９８，０７７ ３３６，３０５ ３５７，６３３

９６ ２９８，３７９ ３３６，６０７ ３５８，０３５

９７ ２９８，６８１ ３３６，８０８ ３５８，５３８

９８ ２９８，８８２ ３３７，１１０ ３５８，９４０

９９ ２９９，０８３ ３３７，４１２ ３５９，３４３

１００ ２９９，３８５ ３３７，６１３ ３５９，７４５

１０１ ２９９，６８７ ３３７，８１４ ３６０，２４８

１０２ ２９９，８８８ ３３８，０１６

１０３ ３００，０８９ ３３８，４１８

１０４ ３００，３９１ ３３８，６１９

１０５ ３００，６９３ ３３８，８２０
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３４

１０６ ３３９，２２３

１０７ ３３９，６２５

１０８ ３４０，０２８

１０９ ３４０，２２９

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円 円 円

１９４，１５８ ２２０，９１７ ２４９，５８８ ２６３，２７０ ２８９，０２３ ３３０，３７０ ３７３，２２６

備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用
する。
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３５

ハ 医療職給料表�

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

１ ２０８，９４６ ２４２，０４３ ２８３，４９０ ２９６，９７１ ３２１，２１５ ３６４，１７２ ４１８，７９７

２ ２１０，８５７ ２４４，２５６ ２８３，９９３ ２９７，５７４ ３２２，２２１ ３６５，８８２ ４２１，０１１

３ ２１２，６６８ ２４６，４７０ ２８４，４９６ ２９８，１７８ ３２３，２２７ ３６７，５９２ ４２３，２２４

４ ２１４，３７８ ２４８，６８３ ２８４，９９９ ２９８，６８１ ３２４，２３３ ３６９，３０２ ４２５，３３６

５ ２１６，０８８ ２５０，８９６ ２８５，５０２ ２９９，１８４ ３２５，２３９ ３７１，１１３ ４２７，２４８

６ ２１８，０００ ２５１，９０２ ２８６，００５ ２９９，７８８ ３２６，４４７ ３７３，１２５ ４２９，１５９

７ ２１９，８１１ ２５２，８０７ ２８６，５０８ ３００，３９１ ３２７，６５４ ３７５，１３７ ４３０，９７０

８ ２２１，５２１ ２５３，７１３ ２８７，０１１ ３００，８９４ ３２８，８６１ ３７７，１４９ ４３２，８８１

９ ２２３，２３１ ２５４，６１８ ２８７，５１４ ３０１，３９７ ３２９，９６８ ３７８，８５９ ４３４，５９２

１０ ２２５，２４３ ２５５，８２５ ２８８，０１７ ３０２，００１ ３３１，１７５ ３８０，９７２ ４３６，２０１

１１ ２２７，１５４ ２５６，９３２ ２８８，５２０ ３０２，６０４ ３３２，２８１ ３８３，０８４ ４３７，９１１

１２ ２２９，０６６ ２５７，８３７ ２８９，０２３ ３０３，１０７ ３３３，３８８ ３８５，０９６ ４３９，５２１

１３ ２３０，９７７ ２５８，６４２ ２８９，５２６ ３０３，６１０ ３３４，４９５ ３８７，００８ ４４０，８２９

１４ ２３２，９８９ ２５９，３４６ ２９０，０２９ ３０４，３１５ ３３５，７０２ ３８８，６１７ ４４２，１３７

１５ ２３５，００１ ２６０，０５１ ２９０，５３２ ３０５，０１９ ３３６，８０８ ３９０，４２８ ４４３，７４６

１６ ２３７，０１３ ２６０，９５６ ２９１，０３５ ３０５，７２３ ３３７，９１５ ３９２，２３９ ４４５，２５５

１７ ２３９，０２５ ２６２，０６３ ２９１，５３８ ３０６，４２７ ３３９，０２２ ３９３，９４９ ４４６，９６５

１８ ２４１，０３７ ２６３，１６９ ２９２，０４１ ３０７，３３３ ３４０，２２９ ３９５，６５９ ４４８，５７５

１９ ２４３，１５０ ２６４，２７６ ２９２，５４４ ３０８，２３８ ３４１，３３５ ３９７，５７１ ４４９，９８３

２０ ２４５，１６２ ２６５，３８２ ２９３，０４７ ３０９，１４３ ３４２，４４２ ３９９，２８１ ４５１，３９２

２１ ２４７，０７３ ２６６，４８９ ２９３，５５０ ３０９，９４８ ３４３，５４９ ４００，９９１ ４５２，４９８

２２ ２４８，２８０ ２６７，５９６ ２９４，０５３ ３１０，８５４ ３４４，７５６ ４０２，７０１ ４５３，８０６

２３ ２４９，４８８ ２６８，７０２ ２９４，５５６ ３１１，７５９ ３４５，８６２ ４０４，５１２ ４５５，１１４

２４ ２５０，５９４ ２６９，８０９ ２９５，０５９ ３１２，６６４ ３４６，９６９ ４０６，２２２ ４５６，５２２

２５ ２５１，７０１ ２７０，８１５ ２９５，５６２ ３１３，４６９ ３４８，０７６ ４０７，８３２ ４５７，５２８

２６ ２５２，６０６ ２７１，９２１ ２９６，１６６ ３１４，３７５ ３４９，３８３ ４０９，５４２ ４５８，２３３

２７ ２５３，５１２ ２７３，０２８ ２９６，９７１ ３１５，２８０ ３５０，６９１ ４１１，３５３ ４５９，０３７

２８ ２５４，４１７ ２７４，０３４ ２９７，７７６ ３１６，１８５ ３５１，９９９ ４１３，１６４ ４５９，６４１

２９ ２５５，２２２ ２７５，０４０ ２９８，４８０ ３１６，９９０ ３５３，２０６ ４１４，６７３ ４６０，５４６

３０ ２５６，０２７ ２７５，７４４ ２９９，２８５ ３１８，０９７ ３５４，７１５ ４１６，１８２ ４６１，２５１

３１ ２５６，７３１ ２７６，４４８ ３００，０８９ ３１９，２０３ ３５６，２２４ ４１７，６９１ ４６２，０５５

３２ ２５７，４３５ ２７７，１５３ ３００，８９４ ３２０，３１０ ３５７，７３３ ４１８，９９９ ４６２，８６０

３３ ２５８，２４０ ２７７，８５７ ３０１，５９８ ３２１，４１７ ３５８，９４０ ４２０，１０５ ４６３，５６４
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３６

３４ ２５９，０４５ ２７８，４６０ ３０２，４０３ ３２２，５２３ ３６０，４４９ ４２１，２１２ ４６４，２６９

３５ ２５９，８４９ ２７８，９６３ ３０３，２０８ ３２３，６３０ ３６１，８５８ ４２２，３１８ ４６４，９７３

３６ ２６０，５５４ ２７９，４６６ ３０３，９１２ ３２４，７３６ ３６３，２６６ ４２３，５２６ ４６５，７７８

３７ ２６１，２５８ ２７９，９６９ ３０４，７１７ ３２５，８４３ ３６４，６７５ ４２４，８３３ ４６６，５８２

３８ ２６２，１６３ ２８０，５７３ ３０５，５２２ ３２７，０５０ ３６５，６８１ ４２５，９４０ ４６７，３８７

３９ ２６３，０６９ ２８１，０７６ ３０６，３２７ ３２８，１５７ ３６７，０８９ ４２７，１４７ ４６８，０９１

４０ ２６３，８７３ ２８１，５７９ ３０７，１３１ ３２９，２６３ ３６８，３９７ ４２８，２５４ ４６８，７９６

４１ ２６４，６７８ ２８１，９８１ ３０７，８３６ ３３０，０６８ ３６９，７０５ ４２９，４６１ ４６９，６００

４２ ２６５，５８４ ２８２，４８４ ３０８，８４２ ３３１，１７５ ３７１，１１３ ４３０，４６７

４３ ２６６，３８８ ２８２，９８７ ３０９，８４８ ３３２，２８１ ３７２，４２１ ４３１，５７４

４４ ２６７，１９３ ２８３，４９０ ３１０，７５３ ３３３，２８７ ３７３，７２９ ４３２，６８０

４５ ２６７，９９８ ２８３，９９３ ３１１，６５８ ３３４，２９３ ３７５，２３８ ４３３，６８６

４６ ２６８，７０２ ２８４，４９６ ３１２，６６４ ３３５，２９９ ３７６，４４５ ４３４，１８９

４７ ２６９，４０６ ２８４，９９９ ３１３，６７０ ３３６，３０５ ３７７，５５１ ４３４，７９３

４８ ２７０，０１０ ２８５，５０２ ３１４，５７６ ３３７，３１１ ３７８，７５９ ４３５，１９５

４９ ２７０，６１４ ２８６，００５ ３１５，４８１ ３３８，５１９ ３７９，８６５ ４３５，７９９

５０ ２７１，１１７ ２８６，５０８ ３１６，４８７ ３３９，８２６ ３８０，７７１ ４３６，３０２

５１ ２７１，６２０ ２８７，０１１ ３１７，４９３ ３４１，０３４ ３８１，７７７ ４３６，７０４

５２ ２７２，０２２ ２８７，５１４ ３１８，４９９ ３４２，２４１ ３８２，６８２ ４３７，２０７

５３ ２７２，４２４ ２８８，０１７ ３１９，３０４ ３４３，１４６ ３８３，２８６ ４３７，７１０

５４ ２７２，９２７ ２８８，５２０ ３２０，３１０ ３４４，３５３ ３８４，０９０ ４３８，１１３

５５ ２７３，４３０ ２８９，０２３ ３２１，３１６ ３４５，４６０ ３８４，８９５ ４３８，４１４

５６ ２７３，８３３ ２８９，５２６ ３２２，２２１ ３４６，７６８ ３８５，７００ ４３８，７１６

５７ ２７４，２３５ ２９０，０２９ ３２３，１２７ ３４７，７７４ ３８６，４０４ ４３９，１１９

５８ ２７４，６３８ ２９０，８３４ ３２４，１３３ ３４８，６７９ ３８７，１０８

５９ ２７５，０４０ ２９１，６３９ ３２５，１３９ ３４９，７８６ ３８７，８１３

６０ ２７５，４４２ ２９２，３４３ ３２６，０４４ ３５０，９９３ ３８８，４１６

６１ ２７５，８４５ ２９３，０４７ ３２６，９５０ ３５２，１００ ３８９，０２０

６２ ２７６，２４７ ２９３，９５３ ３２８，１５７ ３５３，３０７ ３８９，６２３

６３ ２７６，６５０ ２９４，８５８ ３２９，３６４ ３５４，５１４ ３９０，３２８

６４ ２７７，０５２ ２９５，６６３ ３３０，５７１ ３５５，５２０ ３９０，９３１

６５ ２７７，４５４ ２９６，４６８ ３３１，２７５ ３５６，５２６ ３９１，６３５

６６ ２７７，８５７ ２９７，３７３ ３３２，３８２ ３５７，５３２ ３９２，１３８

６７ ２７８，２５９ ２９８，１７８ ３３３，４８９ ３５８，６３９ ３９２，７４２

６８ ２７８，６６２ ２９８，９８３ ３３４，３９４ ３５９，７４５ ３９３，２４５

６９ ２７９，０６４ ２９９，７８８ ３３５，５０１ ３６０，５５０ ３９３，６４７
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７０ ２７９，５６７ ３００，６９３ ３３６，２０５ ３６１，６５７ ３９４，２５１

７１ ２８０，０７０ ３０１，５９８ ３３７，３１１ ３６２，７６３ ３９４，７５４

７２ ２８０，４７２ ３０２，５０４ ３３８，４１８ ３６３，７６９ ３９５，０５６

７３ ２８０，８７５ ３０３，４０９ ３３９，５２５ ３６４，４７３ ３９５，３５８

７４ ２８１，４７８ ３０４，３１５ ３４０，７３２ ３６５，２７８ ３９５，８６１

７５ ２８２，０８２ ３０５，２２０ ３４１，８３８ ３６６，０８３ ３９６，２６３

７６ ２８２，５８５ ３０６，１２５ ３４２，９４５ ３６６，７８７ ３９６，５６５

７７ ２８３，０８８ ３０６，９３０ ３４４，０５２ ３６７，３９１ ３９６，８６７

７８ ２８３，６９２ ３０７，９３６ ３４５，１５８ ３６７，８９４ ３９７，３７０

７９ ２８４，２９５ ３０８，９４２ ３４６，１６４ ３６８，３９７ ３９７，８７３

８０ ２８４，７９８ ３０９，８４８ ３４７，２７１ ３６８，９００ ３９８，２７５

定年 ８１ ２８５，３０１ ３１０，３５１ ３４８，１７６ ３６９，５０３ ３９８，５７７

前再 ８２ ２８５，８０４ ３１１，２５６ ３４９，１８２ ３７０，００６ ３９８，９７９

任用 ８３ ２８６，３０７ ３１２，１６１ ３５０，０８８ ３７０，５０９ ３９９，４８２

短時 ８４ ２８６，８１０ ３１２，９６６ ３５１，０９４ ３７１，０１２ ３９９，８８５

間勤

務職 ８５ ２８７，３１３ ３１３，７７１ ３５１，９９９ ３７１，４１５ ４００，２８７

員以 ８６ ２８７，８１６ ３１４，７７７ ３５２，８０４ ３７１，８１７ ４００，６８９

外の ８７ ２８８，３１９ ３１５，７８３ ３５３，６０９ ３７２，４２１ ４０１，１９２

職員 ８８ ２８８，８２２ ３１６，７８９ ３５４，４１３ ３７２，９２４ ４０１，５９５

８９ ２８９，３２５ ３１７，６９４ ３５５，０１７ ３７３，２２６ ４０１，９９７

９０ ２８９，８２８ ３１８，８０１ ３５５，６２１ ３７３，７２９ ４０２，４００

９１ ２９０，３３１ ３１９，８０７ ３５６，２２４ ３７４，１３１ ４０２，９０３

９２ ２９０，８３４ ３２０，８１３ ３５６，８２８ ３７４，４３３ ４０３，３０５

９３ ２９１，３３７ ３２１，６１８ ３５７，２３０ ３７５，０３６ ４０３，７０７

９４ ２９１，９４１ ３２２，３２２ ３５７，６３３ ３７５，５３９

９５ ２９２，５４４ ３２３，０２６ ３５８，１３６ ３７６，０４２

９６ ２９３，１４８ ３２３，６３０ ３５８，５３８ ３７６，５４５

９７ ２９３，７５２ ３２４，１３３ ３５９，０４１ ３７７，１４９

９８ ２９４，２５５ ３２４，４３５ ３５９，４４３ ３７７，６５２

９９ ２９４，７５８ ３２５，０３８ ３５９，９４６ ３７８，１５５

１００ ２９５，２６１ ３２５，６４２ ３６０，３４９ ３７８，５５７

１０１ ２９５，７６４ ３２６，０４４ ３６０，６５１ ３７９，１６１

１０２ ２９６，２６７ ３２６，６４８ ３６１，１５４ ３７９，６６４

１０３ ２９６，７７０ ３２７，２５１ ３６１，５５６ ３８０，１６７

１０４ ２９７，１７２ ３２７，７５４ ３６１，８５８ ３８０，６７０

１０５ ２９７，５７４ ３２８，１５７ ３６２，２６０ ３８１，２７４
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１０６ ２９８，０７７ ３２８，６６０ ３６２，７６３ ３８１，６７６

１０７ ２９８，５８０ ３２９，１６３ ３６３，２６６ ３８２，１７９

１０８ ２９８，８８２ ３２９，６６６ ３６３，７６９ ３８２，６８２

１０９ ２９９，０８３ ３３０，０６８ ３６４，２７２ ３８３，２８６

１１０ ２９９，３８５ ３３０，４７１ ３６４，７７５

１１１ ２９９，５８６ ３３０，７７２ ３６５，２７８

１１２ ２９９，８８８ ３３１，０７４ ３６５，６８１

１１３ ３００，１９０ ３３１，３７６ ３６６，０８３

１１４ ３００，３９１ ３３１，７７８ ３６６，４８５

１１５ ３００，６９３ ３３２，０８０ ３６６，９８８

１１６ ３００，８９４ ３３２，３８２ ３６７，４９１

１１７ ３０１，１９６ ３３２，５８３ ３６７，８９４

１１８ ３０１，４９８ ３３２，８８５ ３６８，３９７

１１９ ３０１，８００ ３３３，１８７ ３６８，９００

１２０ ３０２，１０１ ３３３，３８８ ３６９，４０３

１２１ ３０２，４０３ ３３３，５８９ ３６９，７０５

１２２ ３０２，８０６ ３３３，８９１

１２３ ３０３，１０７ ３３４，１９３

１２４ ３０３，４０９ ３３４，４９５

１２５ ３０３，６１０ ３３４，６９６

１２６ ３０３，８１２ ３３４，９９８

１２７ ３０４，１１３ ３３５，４００

１２８ ３０４，５１６ ３３５，６０１

１２９ ３０４，７１７ ３３５，８０２

１３０ ３０５，０１９ ３３６，００４

１３１ ３０５，４２１ ３３６，４０６

１３２ ３０５，８２４ ３３６，６０７

１３３ ３０６，０２５ ３３６，９０９

１３４ ３０６，３２７ ３３７，３１１

１３５ ３０６，６２８ ３３７，７１４

１３６ ３０６，９３０ ３３８，１１６

１３７ ３０７，１３１ ３３８，４１８

１３８ ３０７，４３３ ３３８，８２０

１３９ ３０７，７３５ ３３９，２２３

１４０ ３０８，０３７ ３３９，６２５

１４１ ３０８，２３８ ３３９，９２７
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１４２ ３０８，６４０ ３４０，３２９

１４３ ３０９，０４３ ３４０，６３１

１４４ ３０９，３４５ ３４１，０３４

１４５ ３０９，５４６ ３４１，３３５

１４６ ３０９，７４７ ３４１，７３８

１４７ ３１０，０４９ ３４２，１４０

１４８ ３１０，４５１ ３４２，５４３

１４９ ３１０，６５２ ３４２，８４４

１５０ ３１０，８５４ ３４３，２４７

１５１ ３１１，１５５ ３４３，６４９

１５２ ３１１，４５７ ３４４，０５２

１５３ ３１１，８６０ ３４４，３５３

１５４ ３１２，０６１

１５５ ３１２，２６２

１５６ ３１２，５６４

１５７ ３１２，８６６

１５８ ３１３，１６７

１５９ ３１３，４６９

１６０ ３１３，７７１

１６１ ３１４，１７３

１６２ ３１４，４７５

１６３ ３１４，７７７

１６４ ３１５，０７９

１６５ ３１５，４８１

１６６ ３１５，７８３

１６７ ３１６，０８５

１６８ ３１６，３８７

１６９ ３１６，７８９

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円 円 円

２４１，１３８ ２６１，７６１ ２６９，１０５ ２７９，５６７ ２９６，０６５ ３３３，８９１ ３７８，８５９

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（給料）

第３条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等

手当、特殊勤務手当、へき地手当（第１２条の３に規定する手当を

含む。第１８条において同じ。）、特地勤務手当（これに準ずる手

当を含む。第１８条において同じ。）、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、管理職手当、定時制通信教育手当、初任給調整手当、

義務教育等教員特別手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものと

する。

２ 省略

（昇給）

第７条 省略

２ 前項の規定により教育職員（次項に規定する教育職員を除く。

以下この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる

場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績

で勤務した教育職員の昇給の号給数を４号給

とする

ことを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するも

のとする。

３～６ 省略

（給料の支給）

第９条 教育職員の給料の計算期間その他給料の支給については、

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の職員

（以下「一般職員」という。）の例による。

第１１条の２ 省略

（在宅勤務等手当）

第１１条の３ 教育職員の在宅勤務等手当については、一般職員の例

による。

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 次条第１項の規定により管理職手当を支給される教育

職員（以下「管理職手当受給教育職員」という。）が臨時又は緊

急の必要その他の公務の運営の必要により教育職員勤務時間等条

例第１１条第２項及び第３項の規定に基づく週休日又は休日等（以

下「週休日等」という。）に勤務をした場合は、当該教育職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給教育職員が災害へ

の対処その他の臨時又は緊急の必要により午後１０時から翌日の

午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除

く。）であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、

当該教育職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時

間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつて

は、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）とする。

� 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１２，０００円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

（給料）

第３条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつ

て、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当

、特殊勤務手当、へき地手当（第１２条の３に規定する手当を

含む。第１８条において同じ。）、特地勤務手当（これに準ずる手

当を含む。第１８条において同じ。）、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、管理職手当、定時制通信教育手当、初任給調整手当、

義務教育等教員特別手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものと

する。

２ 省略

（昇給）

第７条 省略

２ 前項の規定により教育職員（次項に規定する教育職員を除く。

以下この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる

場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績

で勤務した教育職員の昇給の号給数を４号給（その職務の級が職

員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第３条第１

項第１号に規定する行政職給料表の７級以上に相当するものとし

て人事委員会規則で定める教育職員にあつては、３号給）とする

ことを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するも

のとする。

３～６ 省略

（給料の支給）

第９条 教育職員の給料の計算期間その他給料の支給については、

職員の給与に関する条例 の職員

（以下「一般職員」という。）の例による。

第１１条の２ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 次条第１項の規定により管理職手当を支給される教育

職員（以下「管理職手当受給教育職員」という。）が臨時又は緊

急の必要その他の公務の運営の必要により教育職員勤務時間等条

例第１１条第２項及び第３項の規定に基づく週休日又は休日等（以

下「週休日等」という。）に勤務した 場合は、当該教育職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給教育職員が災害へ

の対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午

前零時から午前５時までの間

であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した 場合は、

当該教育職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額

とする。

� 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１２，０００円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務

改 正 後 改 正 前
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別表第１及び別表第２を次のように改める。

� 省略

４ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 教育職員の勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並び

にこれに対するへき地手当及び特地勤務手当並びに在宅勤務等手

当、管理職手当、定時制通信教育手当、初任給調整手当、義務教

育等教員特別手当及び産業教育手当の月額の合計額に１２を乗じ、

その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員

会規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

（特定の教育職員についての適用除外）

第１９条の５ 第１２条の２、第１２条の３及び第１７条の５の規定は、

任期付短時間勤務教育職員に

は、適用しない。

２ 第１７条の５の規定は、定年前再任用短時間勤務教育職員には、

適用しない。

に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をし

た職員にあつては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）

� 省略

４ 省略

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１８条 教育職員の勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額並び

にこれに対するへき地手当及び特地勤務手当並びに

管理職手当、定時制通信教育手当、初任給調整手当、義務教

育等教員特別手当及び産業教育手当の月額の合計額に１２を乗じ、

その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから人事委員

会規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

（特定の教育職員についての適用除外）

第１９条の５ 第１２条の２、第１２条の３及び第１７条の５の規定は、定

年前再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員に

は、適用しない。
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別表第１（第４条関係）

中 学 校 ・ 小 学 校 教 育 職 員 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級特２級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

１ ２０１，０９９ ２２２，０２４ ３２１，６１８ ３５０，７９２ ４３８，３１４

２ ２０３，４１３ ２２４，４３８ ３２３，４２９ ３５２，３０１ ４３９，６２２

３ ２０５，７２７ ２２６，８５３ ３２５，２３９ ３５３，８１０ ４４０，８２９

４ ２０７，９４０ ２２９，２６７ ３２６，９５０ ３５５，３１９ ４４２，１３７

５ ２１０，１５３ ２３１，６８１ ３２８，５５９ ３５６，７２７ ４４３，２４３

６ ２１２，４６７ ２３４，０９６ ３３０，４７１ ３５８，１３６ ４４４，３５０

７ ２１４，６８０ ２３６，５１０ ３３２，３８２ ３５９，５４４ ４４５，５５７

８ ２１６，８９３ ２３８，９２５ ３３４，２９３ ３６０，９５２ ４４６，７６４

９ ２１９，１０６ ２４１，３３９ ３３６，１０４ ３６２，３６１ ４４８，０７２

１０ ２２１，３２０ ２４２，９４９ ３３８，１１６ ３６３，６６９ ４４９，２７９

１１ ２２３，５３３ ２４４，５５８ ３３９，９２７ ３６４，９７６ ４５０，２８５

１２ ２２５，７４６ ２４６，１６８ ３４１，７３８ ３６６，２８４ ４５１，３９２

１３ ２２７，９５９ ２４７，７７７ ３４３，４４８ ３６７，４９１ ４５２，５９９

１４ ２３０，０７２ ２４９，２８６ ３４５，１５８ ３６８，７９９ ４５３，４０４

１５ ２３２，１８４ ２５０，６９５ ３４６，７６８ ３７０，００６ ４５４，２０９

１６ ２３４，２９７ ２５２，１０３ ３４８，３７７ ３７１，２１４ ４５５，１１４

１７ ２３６，４１０ ２５３，５１２ ３４９，９８７ ３７２，４２１ ４５６，０１９

１８ ２３８，２２０ ２５４，７１９ ３５１，２９５ ３７３，６２８ ４５６，５２２

１９ ２３９，９３１ ２５５，９２６ ３５２，５０２ ３７４，８３５ ４５７，０２５

２０ ２４１，６４１ ２５７，１３３ ３５３，７０９ ３７５，９４２ ４５７，５２８

２１ ２４３，３５１ ２５８，５４２ ３５５，０１７ ３７７，０４８ ４５８，０３１

２２ ２４４，６５９ ２５９，７４９ ３５６，４２５ ３７８，２５６

２３ ２４５，９６７ ２６１，０５７ ３５７，８３４ ３７９，４６３

２４ ２４７，２７４ ２６２，３６４ ３５９，１４２ ３８０，５６９

２５ ２４８，４８２ ２６３，６７２ ３６０，４４９ ３８１，６７６

２６ ２４９，５８８ ２６５，５８４ ３６１，８５８ ３８２，８８３

２７ ２５０，６９５ ２６７，３９４ ３６３，２６６ ３８４，０９０

２８ ２５１，８０１ ２６９，２０５ ３６４，５７４ ３８５，１９７

２９ ２５３，００９ ２７０，９１５ ３６５，８８２ ３８６，３０４

３０ ２５４，３１６ ２７３，１２９ ３６７，２９０ ３８７，５１１

３１ ２５５，５２４ ２７５，３４２ ３６８，５９８ ３８８，７１８

３２ ２５６，７３１ ２７７，５５５ ３６９，９０６ ３８９，８２５
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３３ ２５７，８３７ ２７９，７６８ ３７１，２１４ ３９０，９３１

３４ ２５９，０４５ ２８１，９８１ ３７２，４２１ ３９２，１３８

３５ ２６０，２５２ ２８４，１９５ ３７３，６２８ ３９３，３４６

３６ ２６１，４５９ ２８６，３０７ ３７４，８３５ ３９４，５５３

３７ ２６２，６６６ ２８８，３１９ ３７６，０４２ ３９５，７６０

３８ ２６３，８７３ ２９０，２３１ ３７７，２５０ ３９７，０６８

３９ ２６５，０８１ ２９２，１４２ ３７８，４５７ ３９８，２７５

４０ ２６６，２８８ ２９３，９５３ ３７９，６６４ ３９９，４８２

４１ ２６７，４９５ ２９５，７６４ ３８０，７７１ ４００，６８９

４２ ２６８，６０２ ２９７，６７５ ３８１，９７８ ４０１，９９７

４３ ２６９，７０８ ２９９，４８６ ３８３，１８５ ４０３，００３

４４ ２７０，８１５ ３０１，１９６ ３８４，３９２ ４０４，１１０

４５ ２７１，８２１ ３０２，９０６ ３８５，４９９ ４０５，３１７

４６ ２７２，６２６ ３０４，７１７ ３８６，８０７ ４０６，５２４

４７ ２７３，４３０ ３０６，４２７ ３８８，１１４ ４０７，７３１

４８ ２７４，２３５ ３０８，０３７ ３８９，３２２ ４０８，９３９

４９ ２７４，９３９ ３０９，６４６ ３９０，２２７ ４１０，０４５

５０ ２７５，７４４ ３１１，３５７ ３９１，４３４ ４１１，０５１

５１ ２７６，４４８ ３１３，１６７ ３９２，４４０ ４１２，３５９

５２ ２７７，１５３ ３１４，８７８ ３９３，５４７ ４１３，５６６

５３ ２７７，９５７ ３１６，１８５ ３９４，３５２ ４１４，７７３

５４ ２７８，７６２ ３１８，０９７ ３９５，４５８ ４１５，８８０

５５ ２７９，５６７ ３１９，９０８ ３９６，４６４ ４１６，９８７

５６ ２８０，２７１ ３２１，６１８ ３９７，４７０ ４１８，０９３

５７ ２８０，９７５ ３２３，３２８ ３９８，５７７ ４１９，０９９

５８ ２８１，７８０ ３２５，２３９ ３９９，５８３ ４２０，３０６

５９ ２８２，５８５ ３２６，９５０ ４００，６８９ ４２１，５１４

６０ ２８３，２８９ ３２８，６６０ ４０１，７９６ ４２２，７２１

６１ ２８３，８９３ ３３０，３７０ ４０２，８０２ ４２３，３２４

６２ ２８４，５９７ ３３２，１８１ ４０３，９０９ ４２４，１２９

６３ ２８５，３０１ ３３３，９９２ ４０５，０１５ ４２４，８３３

６４ ２８５，９０５ ３３５，７０２ ４０６，０２１ ４２５，３３６

６５ ２８６，６０９ ３３７，４１２ ４０６，９２７ ４２５，６３８

６６ ２８７，３１３ ３３８，７２０ ４０７，８３２ ４２５，９４０

６７ ２８８，０１７ ３４０，０２８ ４０８，８３８ ４２６，３４２

６８ ２８８，７２２ ３４１，３３５ ４０９，８４４ ４２６，７４５
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６９ ２８９，４２６ ３４２，８４４ ４１０，６４９ ４２７，０４７

７０ ２９０，２３１ ３４４，３５３ ４１１，４５４ ４２７，４４９

７１ ２９０，９３５ ３４５，８６２ ４１２，１５８ ４２７，７５１

７２ ２９１，６３９ ３４７，３７１ ４１２，９６３ ４２８，０５３

７３ ２９２，１４２ ３４８，７８０ ４１３，６６７ ４２８，３５４

７４ ２９２，８４６ ３５０，２８９ ４１４，２７０ ４２８，７５７

定年 ７５ ２９３，５５０ ３５１，７９８ ４１４，９７５ ４２９，０５９

前再 ７６ ２９４，１５４ ３５３，３０７ ４１５，６７９ ４２９，３６０

任用

短時 ７７ ２９４，７５８ ３５４，７１５ ４１６，２８２ ４２９，６６２

間勤 ７８ ２９５，４６２ ３５６，２２４ ４１６，９８７ ４２９，９６４

務教 ７９ ２９６，０６５ ３５７，７３３ ４１７，４９０ ４３０，２６６

育職 ８０ ２９６，６６９ ３５９，２４２ ４１８，０９３ ４３０，４６７

員以

外の ８１ ２９７，２７３ ３６０，６５１ ４１８，４９６ ４３０，６６８

教育 ８２ ２９７，８７６ ３６１，９５８ ４１８，８９８ ４３０，９７０

職員 ８３ ２９８，４８０ ３６３，２６６ ４１９，２００ ４３１，２７２

８４ ２９９，０８３ ３６４，４７３ ４１９，５０２ ４３１，４７３

８５ ２９９，５８６ ３６５，６８１ ４１９，７０３ ４３１，６７４

８６ ３００，０８９ ３６６，８８８ ４２０，００５ ４３１，９７６

８７ ３００，５９２ ３６８，０９５ ４２０，３０６ ４３２，２７８

８８ ３０１，０９５ ３６９，２０２ ４２０，５０８ ４３２，４７９

８９ ３０１，４９８ ３７０，３０８ ４２０，７０９ ４３２，６８０

９０ ３０２，１０１ ３７１，４１５ ４２１，０１１

９１ ３０２，６０４ ３７２，５２１ ４２１，３１２

９２ ３０３，１０７ ３７３，６２８ ４２１，５１４

９３ ３０３，４０９ ３７４，７３５ ４２１，７１５

９４ ３０３，９１２ ３７５，９４２ ４２２，０１７

９５ ３０４，４１５ ３７７，０４８ ４２２，３１８

９６ ３０４，８１８ ３７８，１５５ ４２２，５２０

９７ ３０５，２２０ ３７９，１６１ ４２２，７２１

９８ ３０５，７２３ ３８０，１６７ ４２３，０２３

９９ ３０６，２２６ ３８１，０７２ ４２３，３２４

１００ ３０６，６２８ ３８１，９７８ ４２３，５２６

１０１ ３０７，０３１ ３８２，７８３ ４２３，７２７

１０２ ３０７，４３３ ３８３，７８９ ４２４，０２９

１０３ ３０７，８３６ ３８４，６９４ ４２４，３３０

１０４ ３０８，１３７ ３８５，５９９ ４２４，５３２
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１０５ ３０８，３３９ ３８６，４０４ ４２４，７３３

１０６ ３０８，６４０ ３８７，３１０

１０７ ３０８，９４２ ３８８，２１５

１０８ ３０９，１４３ ３８９，１２０

１０９ ３０９，３４５ ３８９，９２５

１１０ ３０９，５４６ ３９０，９３１

１１１ ３０９，８４８ ３９１，８３７

１１２ ３１０，１４９ ３９２，７４２

１１３ ３１０，３５１ ３９３，３４６

１１４ ３１０，５５２ ３９４，２５１

１１５ ３１０，７５３ ３９５，１５６

１１６ ３１１，０５５ ３９６，０６２

１１７ ３１１，３５７ ３９６，８６７

１１８ ３１１，５５８ ３９７，５７１

１１９ ３１１，８６０ ３９８，３７６

１２０ ３１２，１６１ ３９９，１８０

１２１ ３１２，３６３ ３９９，７８４

１２２ ３１２，５６４ ４００，４８８

１２３ ３１２，７６５ ４０１，１９２

１２４ ３１３，０６７ ４０１，７９６

１２５ ３１３，３６９ ４０２，４００

１２６ ４０３，１０４

１２７ ４０３，６０７

１２８ ４０４，２１０

１２９ ４０４，８１４

１３０ ４０５，４１８

１３１ ４０５，９２１

１３２ ４０６，４２４

１３３ ４０６，７２５

１３４ ４０７，０２７

１３５ ４０７，３２９

１３６ ４０７，６３１

１３７ ４０７，９３３

１３８ ４０８，２３４

１３９ ４０８，５３６

１４０ ４０８，８３８
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４６

１４１ ４０９，１４０

１４２ ４０９，４４２

１４３ ４０９，７４３

１４４ ４１０，０４５

１４５ ４１０，２４６

１４６ ４１０，５４８

１４７ ４１０，８５０

１４８ ４１１，０５１

１４９ ４１１，２５２

１５０ ４１１，５５４

１５１ ４１１，８５６

１５２ ４１２，０５７

１５３ ４１２，２５８

１５４ ４１２，５６０

１５５ ４１２，８６２

１５６ ４１３，０６３

１５７ ４１３，２６４

定年
前再
任用
短時
間勤
務教
育職
員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円

２３１，０７８ ２７７，６５６ ３０５，２２０ ３３１，９８０ ４１４，３７１

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額
に７，５４５円をそれぞれ加算した額とする。
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４７

別表第２（第４条関係）

高 等 学 校 等 教 育 職 員 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級特２級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

１ ２０１，０９９ ２４７，７７７ ３２１，６１８ ３７９，０６０ ４５４，６１１

２ ２０３，４１３ ２４９，２８６ ３２３，４２９ ３８０，５６９ ４５６，４２２

３ ２０５，７２７ ２５０，６９５ ３２５，２３９ ３８１，９７８ ４５８，２３３

４ ２０７，９４０ ２５２，１０３ ３２６，９５０ ３８３，３８６ ４６０，０４３

５ ２１０，１５３ ２５３，５１２ ３２８，５５９ ３８４，７９５ ４６１，６５３

６ ２１２，４６７ ２５４，７１９ ３３０，４７１ ３８６，３０４ ４６３，３６３

７ ２１４，６８０ ２５５，９２６ ３３２，３８２ ３８７，８１３ ４６５，２７５

８ ２１６，８９３ ２５７，１３３ ３３４，２９３ ３８９，２２１ ４６６，９８５

９ ２１９，１０６ ２５８，５４２ ３３６，１０４ ３９０，５２９ ４６８，６９５

１０ ２２１，３２０ ２５９，７４９ ３３８，１１６ ３９２，０３８ ４７０，３０５

１１ ２２３，５３３ ２６１，０５７ ３３９，９２７ ３９３，５４７ ４７１，８１４

１２ ２２５，７４６ ２６２，３６４ ３４１，７３８ ３９５，０５６ ４７３，３２３

１３ ２２７，９５９ ２６３，６７２ ３４３，４４８ ３９６，４６４ ４７４，８３２

１４ ２３０，０７２ ２６５，５８４ ３４５，１５８ ３９７，９７３ ４７６，１３９

１５ ２３２，１８４ ２６７，３９４ ３４６，７６８ ３９９，４８２ ４７７，４４７

１６ ２３４，２９７ ２６９，２０５ ３４８，３７７ ４００，９９１ ４７８，７５５

１７ ２３６，４１０ ２７０，９１５ ３４９，９８７ ４０２，４００ ４７９，９６２

１８ ２３８，２２０ ２７３，１２９ ３５１，２９５ ４０４，００９ ４８０，６６６

１９ ２３９，９３１ ２７５，３４２ ３５２，５０２ ４０５，６１９ ４８１，３７１

２０ ２４１，６４１ ２７７，５５５ ３５３，７０９ ４０７，１２８ ４８２，０７５

２１ ２４３，３５１ ２７９，７６８ ３５５，０１７ ４０８，３３５ ４８２，６７８

２２ ２４４，６５９ ２８１，９８１ ３５６，６２７ ４０９，７４３

２３ ２４５，９６７ ２８４，１９５ ３５８，２３６ ４１１，１５２

２４ ２４７，２７４ ２８６，３０７ ３５９，７４５ ４１２，４６０

２５ ２４８，４８２ ２８８，３１９ ３６１，２５４ ４１４，０６９

２６ ２４９，６８９ ２９０，２３１ ３６２，８６４ ４１５，４７８

２７ ２５０，８９６ ２９２，１４２ ３６４，４７３ ４１６，７８５

２８ ２５２，１０３ ２９３，９５３ ３６５，９８２ ４１８，１９４

２９ ２５３，２１０ ２９５，７６４ ３６７，４９１ ４１９，６０２

３０ ２５４，４１７ ２９７，６７５ ３６９，１０１ ４２０，９１０

３１ ２５５，６２４ ２９９，４８６ ３７０，７１１ ４２２，４１９

３２ ２５６，８３１ ３０１，１９６ ３７２，２２０ ４２３，９２８
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３３ ２５７，９３８ ３０２，９０６ ３７３，７２９ ４２５，５３８

３４ ２５９，２４６ ３０４，７１７ ３７５，３３８ ４２６，９４６

３５ ２６０，５５４ ３０６，４２７ ３７６，９４８ ４２８，５５６

３６ ２６１，８６１ ３０８，０３７ ３７８，４５７ ４３０，０６５

３７ ２６３，２７０ ３０９，６４６ ３７９，９６６ ４３１，７７５

３８ ２６４，６７８ ３１１，３５７ ３８１，４７５ ４３３，２８４

３９ ２６５，９８６ ３１３，１６７ ３８２，９８４ ４３４，８９３

４０ ２６７，２９４ ３１４，８７８ ３８４，３９２ ４３６，５０３

４１ ２６８，６０２ ３１６，１８５ ３８５，８０１ ４３８，０１２

４２ ２６９，６０８ ３１８，０９７ ３８７，３１０ ４３９，５２１

４３ ２７０，６１４ ３１９，９０８ ３８８，７１８ ４４０，７２８

４４ ２７１，５１９ ３２１，６１８ ３９０，１２６ ４４１，９３５

４５ ２７２，２２３ ３２３，３２８ ３９１，６３５ ４４３，１４３

４６ ２７３，０２８ ３２５，２３９ ３９３，２４５ ４４４，４５０

４７ ２７３，８３３ ３２６，９５０ ３９４，８５５ ４４５，６５８

４８ ２７４，６３８ ３２８，６６０ ３９６，２６３ ４４６，８６５

４９ ２７５，４４２ ３３０，３７０ ３９７，４７０ ４４７，９７１

５０ ２７６，２４７ ３３２，１８１ ３９８，８７９ ４４９，１７９

５１ ２７６，９５１ ３３３，９９２ ４００，２８７ ４５０，３８６

５２ ２７７，７５６ ３３５，７０２ ４０１，５９５ ４５１，５９３

５３ ２７８，５６１ ３３７，４１２ ４０２，８０２ ４５２，８００

５４ ２７９，３６６ ３３８，７２０ ４０４，００９ ４５４，００７

５５ ２８０，１７１ ３４０，０２８ ４０５，３１７ ４５５，２１５

５６ ２８０，９７５ ３４１，３３５ ４０６，６２５ ４５６，４２２

５７ ２８１，６８０ ３４２，８４４ ４０７，９３３ ４５７，５２８

５８ ２８２，２８３ ３４４，４５４ ４０９，２４０ ４５８，１３２

５９ ２８３，０８８ ３４５，９６３ ４１０，６４９ ４５８，６３５

６０ ２８３，９９３ ３４７，５７３ ４１１，８５６ ４５９，１３８

６１ ２８４，７９８ ３４９，０８２ ４１３，０６３ ４５９，６４１

６２ ２８５，４０２ ３５０，６９１ ４１４，４７２

６３ ２８６，２０７ ３５２，３０１ ４１５，８８０

６４ ２８６，９１１ ３５３，８１０ ４１７，１８８

６５ ２８７，９１７ ３５５，３１９ ４１８，３９５

６６ ２８８，７２２ ３５６，９２８ ４１９，６０２

６７ ２８９，５２６ ３５８，５３８ ４２０，９１０

６８ ２９０，２３１ ３６０，０４７ ４２２，３１８
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６９ ２９０，９３５ ３６１，５５６ ４２３，６２６

７０ ２９１，７４０ ３６３，１６６ ４２４，８３３

７１ ２９２，５４４ ３６４，７７５ ４２５，８３９

７２ ２９３，２４９ ３６６，２８４ ４２７，０４７

定年

前再 ７３ ２９３，９５３ ３６７，７９３ ４２８，２５４

任用 ７４ ２９４，６５７ ３６９，４０３ ４２９，３６０

短時 ７５ ２９５，３６１ ３７１，０１２ ４３０，５６８

間勤 ７６ ２９５，９６５ ３７２，５２１ ４３１，５７４

務教

育職 ７７ ２９６，５６８ ３７４，０３０ ４３２，６８０

員以 ７８ ２９７，２７３ ３７５，４３９ ４３３，６８６

外の ７９ ２９７，９７７ ３７６，８４７ ４３４，６９２

教育 ８０ ２９８，５８０ ３７８，１５５ ４３５，６９８

職員

８１ ２９９，１８４ ３７９，４６３ ４３６，６０４

８２ ２９９，８８８ ３８０，８７１ ４３７，４０８

８３ ３００，５９２ ３８２，２８０ ４３８，２１３

８４ ３０１，２９７ ３８３，５８７ ４３９，０１８

８５ ３０２，００１ ３８４，６９４ ４３９，７２２

８６ ３０２，８０６ ３８６，１０２ ４４０，１２５

８７ ３０３，５１０ ３８７，４１０ ４４０，５２７

８８ ３０４，２１４ ３８８，７１８ ４４０，９２９

８９ ３０４，９１８ ３８９，９２５ ４４１，３３２

９０ ３０５，８２４ ３９１，２３３ ４４１，６３４

９１ ３０６，６２８ ３９２，３４０ ４４１，９３５

９２ ３０７，４３３ ３９３，５４７ ４４２，１３７

９３ ３０７，９３６ ３９４，７５４ ４４２，４３８

９４ ３０８，７４１ ３９５，８６１ ４４２，７４０

９５ ３０９，５４６ ３９７，０６８ ４４３，０４２

９６ ３１０，３５１ ３９８，２７５ ４４３，２４３

９７ ３１１，０５５ ３９９，６８３ ４４３，４４４

９８ ３１１，８６０ ４００，６８９ ４４３，７４６

９９ ３１２，６６４ ４０１，６９５ ４４４，０４８

１００ ３１３，３６９ ４０２，７０１ ４４４，２４９

１０１ ３１４，１７３ ４０３，６０７ ４４４，４５０

１０２ ３１５，０７９ ４０４，６１３ ４４４，７５２

１０３ ３１５，９８４ ４０５，７１９ ４４５，０５４

１０４ ３１６，７８９ ４０６，８２６ ４４５，２５５
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５０

１０５ ３１７，３９３ ４０７，５３０ ４４５，４５６

１０６ ３１８，１９７ ４０８，４３６

１０７ ３１９，００２ ４０９，３４１

１０８ ３１９，８０７ ４１０，２４６

１０９ ３２０，５１１ ４１１，０５１

１１０ ３２０，９１４ ４１１，８５６

１１１ ３２１，３１６ ４１２，６６１

１１２ ３２１，８１９ ４１３，４６６

１１３ ３２２，３２２ ４１４，０６９

１１４ ３２２，７２４ ４１４，７７３

１１５ ３２３，２２７ ４１５，４７８

１１６ ３２３，６３０ ４１６，１８２

１１７ ３２４，１３３ ４１６，７８５

１１８ ３２４，６３６ ４１７，２８８

１１９ ３２５，０３８ ４１７，６９１

１２０ ３２５，５４１ ４１７，９９３

１２１ ３２６，０４４ ４１８，２９４

１２２ ３２６，４４７ ４１８，５９６

１２３ ３２６，９５０ ４１８，８９８

１２４ ３２７，４５３ ４１９，０９９

１２５ ３２８，０５６ ４１９，３００

１２６ ３２８，３５８ ４１９，６０２

１２７ ３２８，６６０ ４１９，９０４

１２８ ３２８，９６２ ４２０，１０５

１２９ ３２９，１６３ ４２０，３０６

１３０ ３２９，４６５ ４２０，６０８

１３１ ３２９，７６６ ４２０，９１０

１３２ ３２９，９６８ ４２１，１１１

１３３ ３３０，１６９ ４２１，３１２

１３４ ３３０，３７０ ４２１，６１４

１３５ ３３０，５７１ ４２１，９１６

１３６ ３３０，８７３ ４２２，１１７

１３７ ３３１，１７５ ４２２，３１８

１３８ ３３１，３７６ ４２２，６２０

１３９ ３３１，６７８ ４２２，９２２

１４０ ３３１，９８０ ４２３，１２３
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５１

１４１ ３３２，１８１ ４２３，３２４

１４２ ３３２，３８２ ４２３，６２６

１４３ ３３２，６８４ ４２３，９２８

１４４ ３３２，８８５ ４２４，１２９

１４５ ３３３，１８７ ４２４，３３０

１４６ ３３３，３８８

１４７ ３３３，６９０

１４８ ３３３，９９２

１４９ ３３４，１９３

１５０ ３３４，３９４

１５１ ３３４，６９６

１５２ ３３４，９９８

１５３ ３３５，１９９

定年
前再
任用
短時
間勤
務教
育職
員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円

２３９，９３１ ２８０，７７４ ３１０，０４９ ３３８，６１９ ４２４，４３１

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額
に７，７４６円をそれぞれ加算した額とする。
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（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第３条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（給与の種類）

第２条 省略

２ 省略

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域

手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特

殊勤務手当、特地勤務手当（第９条第２項に規定する手当を含

む。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直

手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

とする。

（扶養手当）

第６条 省略

２ 扶養親族は、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（住居手当）

第６条の３ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支

給する。

� 省略

� 第７条の２の規定により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）が居住するための住宅（管理者が定め

る住宅を除く。）を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃を支

払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認め

られるものとして管理者が定めるもの

第７条の２ 省略

（在宅勤務等手当）

第７条の３ 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとし

て管理者が定める場所において、正規の勤務時間（休暇により勤

務しない時間その他管理者が定める時間を除く。）の全部を勤務

することを、管理者が定める期間以上の期間について１箇月当た

り平均１０日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

（管理職員特別勤務手当）

（給与の種類）

第２条 省略

２ 省略

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域

手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当 、特

殊勤務手当、特地勤務手当（第９条第２項に規定する手当を含

む。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直

手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

とする。

（扶養手当）

第６条 省略

２ 扶養親族は、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものとする。

� 配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（住居手当）

第６条の３ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支

給する。

� 省略

� 第７条の２の規定により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者

が居住するための住宅（管理者が定め

る住宅を除く。）を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃を支

払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認め

られるものとして管理者が定めるもの

第７条の２ 省略

（管理職員特別勤務手当）

改 正 後 改 正 前

（特定の職員についての適用除外）

第１４条の２ 省略

２ 第４条 及び前条の規定は、地方公務

員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員には、適用しない。

（特定の職員についての適用除外）

第１４条の２ 省略

２ 第４条、第４条の３、第６条の２及び前条の規定は、地方公務

員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員には、適用しない。

改 正 後 改 正 前
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（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

第５条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第６条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１３条の２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定により管理職

手当を支給される職員（以下「管理職手当受給職員」という。）

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間

を割り振らない日又は休日等に勤務をした場合に、当該職員に対

して支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職

手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により

午後１０時から翌日の 午

前５時までの間（勤務時間を割り振らない日又は休日等に含まれ

る時間を除く。）であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をし

た場合に、当該職員に対して支給する。

（特定の職員についての適用除外）

第２１条 第５条、第６条、第６条の２（医師に係る部分に限る。

）、第６条の３、第７条の２、第９条及び第１６

条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項

の規定により任期を定めて採用された職員及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の

規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

２ 第５条、第６条 及び第１６条

の規定は、地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員には、適用しない。

第１３条の２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定により管理職

手当を支給される職員（以下「管理職手当受給職員」という。）

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間

を割り振らない日又は休日等に勤務した 場合に、当該職員に対

して支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職

手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により

勤務時間を割り振らない日又は休日等以外の日の午前零時から午

前５時までの間

であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した

場合に、当該職員に対して支給する。

（特定の職員についての適用除外）

第２１条 第５条、第６条、第６条の２（医師に係る部分に限る。次

項において同じ。）、第６条の３、第７条の２、第９条及び第１６

条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項

の規定により任期を定めて採用された職員及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の

規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

２ 第５条、第６条、第６条の２、第６条の３、第９条及び第１６条

の規定は、地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員には、適用しない。

改 正 後 改 正 前

（給与条例の適用除外等）

第６条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以

下「給与条例」という。）第３条、第４条、第７条、第８条

、第９条の５、第１８条の２、第１８条の４及び第１９条の４の規定

は、第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員には、適用しな

い。

２ 第１号任期付研究員に対する給与条例第１７条の２第１項及び第

２項並びに第１８条の３の規定の適用については、給与条例第１７条

の２第１項中「（以下「管理職手当受給職員」という。）」とあ

るのは「（以下「管理職手当受給職員」という。）及び一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６

号）第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員」

と、同条第２項中「管理職手当受給職員」とあるのは「管理職手

当受給職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第３

条第１号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条

例第１８条の３中「前条第１項に規定する職にある職員」とあるの

は「前条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任期付研究

員の採用等に関する条例第３条第１号の規定により任期を定めて

採用された職員」とする。

３ 省略

（給与条例の適用除外等）

第６条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以

下「給与条例」という。）第３条、第４条、第７条から第９条ま

で、第９条の５、第１８条の２、第１８条の４及び第１９条の４の規定

は、第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員には、適用しな

い。

２ 第１号任期付研究員に対する給与条例第１７条の２第１項及び

第１８条の３の規定の適用については、同項

中「（以下「管理職手当受給職員」という。）」とあ

るのは「（以下「管理職手当受給職員」という。）及び一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６

号）第３条第１号の規定により任期を定めて採用された職員」

と、同条

中「前条第１項に規定する職にある職員」とあるの

は「前条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任期付研究

員の採用等に関する条例第３条第１号の規定により任期を定めて

採用された職員」とする。

３ 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

５４

（特定任期付職員の給与に関する特例）

第７条 省略

２～４ 省略

５ 第２項の規定による号給の決定及び第３項の規定による給料月

額の決定

は、予算の範囲内で行わなければならない。

（職員の給与に関する条例等の適用除外等）

第８条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第

３条、第４条、第７条、第８条 、第９条 の５、第１８条 の

２及び第１８条の４ の規定、教育職員の給与に関する

条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第４条から第７条まで、第７

条の２第１項、第８条、第１０条、第１０条の２及び第１７条の３から

第１７条の６まで の規定並びに農業、水産又は工業

に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に

対する産業教育手当の支給に関する条例（昭和３３年愛媛県条例第

２号）の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

２ 特定任期付職員に対する職員の給与に関する条例第９条の３、

第１７条の２第１項及び第２項、第１８条の３、第１９条第２項並びに

第１９条の４第２項第１号の規定の適用については、同条例第９条

の３中「職員」とあるのは「職員及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員

条例」という。）第７条第１項に規定する給料表の適用を受ける

職員（医療業務に従事する職員で人事委員会の定めるものに限

る。）」と、同条例第１７条の２第１項中「（以下「管理職手当受

給職員」という。）」とあるのは「（以下「管理職手当受給職

員」という。）及び任期付職員条例第７条第１項に規定する給料

表の適用を受ける職員」と、同条第２項中「管理職手当受給職

員」とあるのは「管理職手当受給職員及び任期付職員条例第７条

第１項に規定する給料表の適用を受ける職員」と、同条例第１８条

の３中「前条第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前条

第１項に規定する職にある職員及び任期付職員条例第７条第１項

に規定する給料表の適用を受ける職員」と、同条例第１９条第２項

中「１００分の１２５ 」とあるのは「１００分の９５」と、同条例第１９条

の４第２項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」

とする。

３ 特定任期付職員に対する教育職員の給与に関する条例第１７条の

２第１項及び第２項、第１９条第２項並びに第１９条の４第２項第１

号の規定の適用については、同条例第１７条の２第１項中「（以下

「管理職手当受給教育職員」という。）」とあるのは「（以下

「管理職手当受給教育職員」という。）及び一般職の任期付職員

の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第７条第１

項に規定する給料表の適用を受ける職員」と、同条第２項中「管

理職手当受給教育職員」とあるのは「管理職手当受給教育職員及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第１項に規定

する給料表の適用を受ける職員」と、同条例第１９条第２項中

「１００分の１２５ 」とあるのは「１００分の９５」と、同条例第１９条の

４第２項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と

（特定任期付職員の給与に関する特例）

第７条 省略

２～４ 省略

５ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げた

と認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、

その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給

することができる。

６ 第２項の規定による号給の決定、第３項 の規定による給料月

額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給

は、予算の範囲内で行わなければならない。

（職員の給与に関する条例等の適用除外等）

第８条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第

３条、第４条、第７条から第９条ま で、第９条 の５、第１８条 の

２、第１８条の４及び第１９条の４の規定、教育職員の給与に関する

条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第４条から第７条まで、第７

条の２第１項、第８条、第１０条、第１０条の２、第１７条の３ から

第１７条の６まで及び第１９条の４の規定並びに農業、水産又は工業

に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に

対する産業教育手当の支給に関する条例（昭和３３年愛媛県条例第

２号）の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

２ 特定任期付職員に対する職員の給与に関する条例第９条の３、

第１７条の２第１項 、第１８条の３及び第１９条第２項

の規定の適用については、同条例第９条

の３中「職員」とあるのは「職員及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員

条例」という。）第７条第１項に規定する給料表の適用を受ける

職員（医療業務に従事する職員で人事委員会の定めるものに限

る。）」と、同条例第１７条の２第１項中「（以下「管理職手当受

給職員」という。）」とあるのは「（以下「管理職手当受給職

員」という。）及び任期付職員条例第７条第１項に規定する給料

表の適用を受ける職員」と

、同条例第１８条

の３中「前条第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前条

第１項に規定する職にある職員及び任期付職員条例第７条第１項

に規定する給料表の適用を受ける職員」と、同条例第１９条第２項

中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。

３ 特定任期付職員に対する教育職員の給与に関する条例第１７条の

２第１項及び 第１９条第２項

の規定の適用については、同条例第１７条の２第１項中「（以下

「管理職手当受給教育職員」という。）」とあるのは「（以下

「管理職手当受給教育職員」という。）及び一般職の任期付職員

の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第７条第１

項に規定する給料表の適用を受ける職員」と

、同条例第１９条第２項中

「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７５」

と

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

５５

（会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正）

第７条 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

する。

４ 省略

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外

等）

第９条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

４１年愛媛県条例第３８号）第３条から第６条まで、第６条の３及び

第１０条から第１２条まで の規定は、第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。

２ 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された企業職員に

対する愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第１３条

の２ 及び第１８条の規定の適用については

、同条例第１３条の２第１項中

「（以下「管理職手当受給職員」という。）」とあるのは「（以

下「管理職手当受給職員」という。）及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第２条第１項

の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第２項中

「管理職手当受給職員」とあるのは「管理職手当受給職員及び一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員」と、同条例第１８条中「及び愛媛

県職員退職手当条例」とあるのは「、愛媛県職員退職手当条例及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例」とする。

第１０条 省略

する。

４ 省略

（特定任期付企業職員の特定任期付職員業績手当）

第９条 任命権者は、第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された企業職員（以下「特定任期付企業職員」という。）のう

ち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付

職員業績手当を支給することができる。

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外

等）

第１０条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

４１年愛媛県条例第３８号）第３条から第６条まで、第６条の３、第

１０条 から第１２条まで及び第１５条の規定は、特定任期付企業職員

には、適用しない。

２ 特定任期付企業職員 に

対する愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第２条

第３項、第１３条の２第１項及び第１８条の規定の適用については、

同条例第２条第３項中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期

付職員業績手当及び退職手当」と、同条例第１３条の２第１項中

「（以下「管理職手当受給職員」という。）」とあるのは「（以

下「管理職手当受給職員」という。）及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第２条第１項

の規定により任期を定めて採用された職員」と

、同条例第１８条中「及び愛媛

県職員退職手当条例」とあるのは「、愛媛県職員退職手当条例及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例」とする。

第１１条 省略

（給与）

第２条 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「第１号会

計年度任用職員」という。）の受ける給与は、報酬、期末手当及

び勤勉手当とし、同項第２号に掲げる職員（以下「第２号会計年

度任用職員」という。）の受ける給与は、給料並びに地域手当、

通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（これ

に準ずる手当を含む。以下同じ。）、へき地手当（これに準ずる

手当を含む。以下同じ。）、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、

宿直手当、日直手当、初任給調整手当、定時制通信教育手当、義

務教育等教員特別手当（以下「地域手当等」という。）、期末手

当及び勤勉手当とする。

２ 第１号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬並びに地域手当、

在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿直手当、日直手当及び初任給調整手当に相当する報酬とす

る。

３ 省略

第４条 省略

（第１号会計年度任用職員の在宅勤務等手当に相当する報酬）

第４条の２ 職員給与条例第１０条の３の規定は、第１号会計年度任

（給与）

第２条 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「第１号会

計年度任用職員」という。）の受ける給与は、報酬、期末手当及

び勤勉手当とし、同項第２号に掲げる職員（以下「第２号会計年

度任用職員」という。）の受ける給与は、給料並びに地域手当、

通勤手当 、特殊勤務手当、特地勤務手当（これ

に準ずる手当を含む。以下同じ。）、へき地手当（これに準ずる

手当を含む。以下同じ。）、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、

宿直手当、日直手当、初任給調整手当、定時制通信教育手当、義

務教育等教員特別手当（以下「地域手当等」という。）、期末手

当及び勤勉手当とする。

２ 第１号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬並びに地域手当

、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿直手当、日直手当及び初任給調整手当に相当する報酬とす

る。

３ 省略

第４条 省略

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

５６

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正）

第８条 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

用職員の在宅勤務等手当に相当する報酬について準用する。この

場合において、同条中「在宅勤務等手当」とあるのは「在宅勤務

等手当に相当する報酬」と、同条第１項中「職員」とあるのは

「会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例

第７号）第２条第１項に規定する第１号会計年度任用職員」と、

同条第３項中「前２項」とあるのは「会計年度任用職員の給与等

に関する条例第４条の２の規定により読み替えられた前２項」と

読み替えるものとする。

（第１号会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額の算出）

第１０条 第１号会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。

� 基本報酬の額が月額で定められている場合において、１月当

たりの勤務時間数が定められているとき 基本報酬の額に地域

手当、在宅勤務等手当及び初任給調整手当に相当する報酬額を

加えた額（以下この条において「算定基礎額」という。）に１２

を乗じた額を、当該定められた１月当たりの勤務時間数に１２を

乗じて得た数から人事委員会規則で定める時間数を減じた数で

除して得た額

�～� 省略

（第２号会計年度任用職員の地域手当等）

第１６条 第２０条及び第２２条に定めるもののほか、第２号会計年度任

用職員の地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、

特地勤務手当、へき地手当、宿直手当、日直手当、初任給調整手

当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当（地域手当

及び初任給調整手当にあっては、前条第２項の規定により給料の

額が定められた職員に係るものを除く。）については、職員給与

条例及び教育職員給与条例の規定によりこれらの手当の支給を受

ける職員及び教育職員の例による。

２～５ 省略

（給与の支給）

第２０条 省略

２ 給与は、毎月１回、その計算期間内の人事委員会規則で定める

日に、当該計算期間に係る全額を支給する。ただし、第１号会計

年度任用職員の基本報酬（月額で定められたものを除く。）、地

域手当及び在宅勤務等手当に相当する報酬（基本報酬の額が月額

で定められた者に係るものを除く。）、特殊勤務手当、超過勤務

手当、休日給、夜勤手当、宿直手当及び日直手当に相当する報酬

並びに初任給調整手当に相当する報酬（基本報酬の額が月額で定

められた者に係るものを除く。）並びに第２号会計年度任用職員

の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当及

び日直手当は、毎月１回、その計算期間の翌月の人事委員会規則

で定める日に、当該計算期間に係る全額を支給する。

３ 省略

附 則

（暫定再任用職員についての適用除外）

３２ 職員の給与に関する条例第８条

（第１号会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額の算出）

第１０条 第１号会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。

� 基本報酬の額が月額で定められている場合において、１月当

たりの勤務時間数が定められているとき 基本報酬の額に地域

手当 及び初任給調整手当に相当する報酬額を

加えた額（以下この条において「算定基礎額」という。）に１２

を乗じた額を、当該定められた１月当たりの勤務時間数に１２を

乗じて得た数から人事委員会規則で定める時間数を減じた数で

除して得た額

�～� 省略

（第２号会計年度任用職員の地域手当等）

第１６条 第２０条及び第２２条に定めるもののほか、第２号会計年度任

用職員の地域手当、通勤手当 、特殊勤務手当、

特地勤務手当、へき地手当、宿直手当、日直手当、初任給調整手

当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当（地域手当

及び初任給調整手当にあっては、前条第２項の規定により給料の

額が定められた職員に係るものを除く。）については、職員給与

条例及び教育職員給与条例の規定によりこれらの手当の支給を受

ける職員及び教育職員の例による。

２～５ 省略

（給与の支給）

第２０条 省略

２ 給与は、毎月１回、その計算期間内の人事委員会規則で定める

日に、当該計算期間に係る全額を支給する。ただし、第１号会計

年度任用職員の基本報酬（月額で定められたものを除く。）、地

域手当 に相当する報酬（基本報酬の額が月額

で定められた者に係るものを除く。）、特殊勤務手当、超過勤務

手当、休日給、夜勤手当、宿直手当及び日直手当に相当する報酬

並びに初任給調整手当に相当する報酬（基本報酬の額が月額で定

められた者に係るものを除く。）並びに第２号会計年度任用職員

の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当及

び日直手当は、毎月１回、その計算期間の翌月の人事委員会規則

で定める日に、当該計算期間に係る全額を支給する。

３ 省略

附 則

（暫定再任用職員についての適用除外）

３２ 職員の給与に関する条例第８条、第９条、第９条の３、第９条

改 正 後 改 正 前
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（号給の切替え）

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において職員の給与に関する条例（以下「職員給与条例」という。）別表第１か

ら別表第４までの給料表又は教育職員の給与に関する条例別表第１若しくは別表第２の給料表の適用を受けていた職員であって同日にお

いてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給（以下「新号給」という。）

は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて

同表に定める号給とする。

（切替日前の異動者の号給の調整）

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切

替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところ

により、必要な調整を行うことができる。

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置）

４ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定による改正後の職員給与条例（以下「改正後の職員給与条例」という。）

第８条の規定の適用については、同条第１項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶養親族

に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員

でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第２項中「� 重度心身障害者」とある

のは
「� 重度心身障害者

と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは
� 配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」

「１１，５００円」と、「とする」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００円とする」とする。

（令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置）

５ 切替日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の月額は、改正後の職員給与条例第９条の２第２項の規定にかかわらず、給料、

管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、１００分の２０を超えない範囲内で人事

及び第１８条の４の規定は、暫定再

任用職員には適用しない。

（暫定再任用教育職員についての適用除外）

３９ 教育職員の給与に関する条例 第１７

条の５の規定は、暫定再任用教育職員には適用しない。

（初任給調整手当等を支給しない企業職員）

４４ 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条、第

６条

及び第１６条の規定は、暫定再任用職員で地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職員であるも

のには適用しない。

（職員の派遣の特例）

４５ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短

時間勤務教育職員を除く。次項において同じ。）は、第１４条の規

定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員

の処遇等に関する条例第２条第２項第１号の職員には含まれない

ものとして、同条例の規定を適用する。この場合において、同条

例第４条第１項中「期末手当」とあるのは「期末手当（暫定再任

用職員（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第１４項に規定する暫定再任用

職員（同条例附則第２４項に規定する暫定再任用短時間勤務職員及

び同条例附則第３４項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員を

除く。）をいう。以下同じ。）にあつては、給料、地域手当

及び期末手当）」と、同条例第８

条中「期末手当」とあるのは「期末手当（暫定再任用職員にあつ

ては、給料、地域手当 及び期末手

当）」と読み替えるものとする。

の５、第１１条の２、第１１条の３及び第１８条の４の規定は、暫定再

任用職員には適用しない。

（暫定再任用教育職員についての適用除外）

３９ 教育職員の給与に関する条例第１２条の２、第１２条の３及び第１７

条の５の規定は、暫定再任用教育職員には適用しない。

（初任給調整手当等を支給しない企業職員）

４４ 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条、第

６条、第６条の２（医師に係る部分に限る。）、第６条の３、第

９条及び第１６条の規定は、暫定再任用職員で地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職員であるも

のには適用しない。

（職員の派遣の特例）

４５ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短

時間勤務教育職員を除く。次項において同じ。）は、第１４条の規

定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員

の処遇等に関する条例第２条第２項第１号の職員には含まれない

ものとして、同条例の規定を適用する。この場合において、同条

例第４条第１項中「期末手当」とあるのは「期末手当（暫定再任

用職員（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第１４項に規定する暫定再任用

職員（同条例附則第２４項に規定する暫定再任用短時間勤務職員及

び同条例附則第３４項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員を

除く。）をいう。以下同じ。）にあつては、給料、地域手当（職

員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第９条の３

に規定する地域手当を除く。）及び期末手当）」と、同条例第８

条中「期末手当」とあるのは「期末手当（暫定再任用職員にあつ

ては、給料、地域手当（医師に係るものを除く。）及び期末手

当）」と読み替えるものとする。
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委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

６ 人事委員会は、前項前段の人事委員会規則を定めるに当たっては、当該人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分及び割合（以下

この項において「級地区分等」という。）が令和１０年４月１日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであ

ることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行

われるようにしなければならない。

７ 切替日から令和１０年３月３１日までの間における職員給与条例第９条の３の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは

「には、前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年愛媛県条例第４号）附則第５項」と、「間、前条」とある

のは「間、前条又は同項」とする。

（再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置）

８ 切替日以後に新たに職員給与条例第４条第１１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正

する等の条例附則第１４項に規定する暫定再任用職員（教育職員である者を除く。以下「再任用職員」という。）に対して適用されること

となる職員給与条例第１１条の３の規定は、切替日以後に同条第１項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する公

署の移転があった再任用職員について適用する。

（再任用教育職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置）

９ 切替日以後に新たに教育職員の給与に関する条例第７条の２第１項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員及び職員の定年等に関

する条例等の一部を改正する等の条例附則第３４項に規定する暫定再任用教育職員（以下「再任用教育職員」という。）に対して適用され

ることとなる教育職員の給与に関する条例第１２条の３の規定は、切替日以後に同条第１項に規定する異動をした再任用教育職員又は切替

日以後に同項に規定する学校の移転があった再任用教育職員について適用する。

（令和１０年３月３１日までの間における第１号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬に関する経過措置）

１０ 附則第５項及び第６項の規定は、会計年度任用職員の給与等に関する条例第２条第１項に規定する第１号会計年度任用職員の地域手当

に相当する報酬について準用する。この場合において、これらの項中「地域手当」とあるのは「地域手当に相当する報酬」と、附則第５

項中「の月額は、」とあるのは「の額は、会計年度任用職員の給与等に関する条例第４条の規定により読み替えられた」と、「給料、管

理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例第２条第２項の基本報酬の額」と読み替え

るものとする。

１１ 切替日から令和１０年３月３１日までの間における会計年度任用職員の給与等に関する条例第４条の規定により読み替えられた職員給与条

例第９条の３の規定の適用については、会計年度任用職員の給与等に関する条例第４条の規定により読み替えられた職員給与条例第９条

の３中「前条の規定により」とあるのは「前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年愛媛県条例第４号）附則

第１０項の規定により読み替えられた同条例附則第５項の規定により」と、「同条例」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条

例」と、「前条の規定にかかわらず」とあるのは「前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第１０項の規定により読

み替えられた同条例附則第５項の規定にかかわらず」とする。

（人事委員会規則への委任）

１２ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

１３ 職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正）

１４ 職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（修学部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 省略

２ 修学部分休業をしている職員に対する職員給与条例第１０条第２

項第２号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間

勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員（以

下「短時間勤務職員」と総称する。）」とあるのは 「修学部分

休業（職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第

２号）第２条第１項に規定する修学部分休業をいう。）をしてい

る職員」と、「並びに」とあるのは「及び」とする。

（修学部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 省略

２ 修学部分休業をしている職員に対する職員給与条例第１０条第２

項第２号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間

勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員（以

下「短時間勤務職員」と総称する。）」とあるのは、「修学部分

休業（職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第

２号）第２条第１項に規定する修学部分休業をいう。）をしてい

る職員」 とする。
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（調整規定）

１５ この条例及び職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例（令和７年愛媛県条例第２号）に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行さ

れるときは、当該条例の規定は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

改 正 後 改 正 前

（高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 省略

２ 高齢者部分休業をしている職員に対する職員給与条例第１０条第

２項第２号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時

間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員

（以下「短時間勤務職員」と総称する。）」とあるのは 「高齢

者部分休業（職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛

県条例第３号）第２条第１項に規定する高齢者部分休業をい

う。）をしている職員」と、「並びに」とあるのは「及び」とす

る。

（高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 省略

２ 高齢者部分休業をしている職員に対する職員給与条例第１０条第

２項第２号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時

間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員

（以下「短時間勤務職員」と総称する。）」とあるのは、「高齢

者部分休業（職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛

県条例第３号）第２条第１項に規定する高齢者部分休業をい

う。）をしている職員」 とす

る。



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６０

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １ １

１０ ６ ２ ２ １ １ １ １

１１ ７ ３ ３ １ １ １ １

１２ ８ ４ ４ １ １ １ １

１３ ９ ５ ５ １ １ １ １

１４ １０ ６ ６ ２ １ １ １

１５ １１ ７ ７ ３ １ １ １

１６ １２ ８ ８ ４ １ １ １

１７ １３ ９ ９ ５ １ １ １

１８ １４ １０ １０ ６ ２ １ ２

１９ １５ １１ １１ ７ ３ １ ２

２０ １６ １２ １２ ８ ４ １ ２

２１ １７ １３ １３ ９ ５ １ ２

２２ １８ １４ １４ １０ ６ １ ２

２３ １９ １５ １５ １１ ７ １ ３

２４ ２０ １６ １６ １２ ８ ２ ３

２５ ２１ １７ １７ １３ ９ ２ ３

２６ ２２ １８ １８ １４ １０ ２ ３

２７ ２３ １９ １９ １５ １１ ２ ４

２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ ３ ４

２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ ３ ４

３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ ３ ４

３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ ３ ５

３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ ３ ５

３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ ３ ５

３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ ４ ５

３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ ４ ６

３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ ４ ６

３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ ４ ６

３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ ４ ６

３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ ４ ６

４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ４ ７

附則別表 号給の切替表（附則第２項関係）

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６１

４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ４ ７

４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ５

４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ５

４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ５

４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ５

４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０

４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１

４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２

４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３

５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４

５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５

５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６

５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７

５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８

５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９

５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０

５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１

５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２

５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３

６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４

６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５

６２ ５８ ５４ ５４ ５０

６３ ５９ ５５ ５５ ５１

６４ ６０ ５６ ５６ ５２

６５ ６１ ５７ ５７ ５３

６６ ６２ ５８ ５８ ５４

６７ ６３ ５９ ５９ ５５

６８ ６４ ６０ ６０ ５６

６９ ６５ ６１ ６１ ５７

７０ ６６ ６２ ６２ ５８

７１ ６７ ６３ ６３ ５９

７２ ６８ ６４ ６４ ６０

７３ ６９ ６５ ６５ ６１

７４ ７０ ６６ ６６ ６２

７５ ７１ ６７ ６７ ６３

７６ ７２ ６８ ６８ ６４

７７ ７３ ６９ ６９ ６５

７８ ７４ ７０ ７０ ６６

７９ ７５ ７１ ７１ ６７

８０ ７６ ７２ ７２ ６８

８１ ７７ ７３ ７３ ６９

８２ ７８ ７４ ７４ ７０

８３ ７９ ７５ ７５ ７１

８４ ８０ ７６ ７６ ７２



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６２

８５ ８１ ７７ ７７ ７３

８６ ８２ ７８ ７８

８７ ８３ ７９ ７９

８８ ８４ ８０ ８０

８９ ８５ ８１ ８１

９０ ８６ ８２ ８２

９１ ８７ ８３ ８３

９２ ８８ ８４ ８４

９３ ８９ ８５ ８５

９４ ９０ ８６

９５ ９１ ８７

９６ ９２ ８８

９７ ９３ ８９

９８ ９４ ９０

９９ ９５ ９１

１００ ９６ ９２

１０１ ９７ ９３

１０２ ９８

１０３ ９９

１０４ １００

１０５ １０１

１０６ １０２

１０７ １０３

１０８ １０４

１０９ １０５

１１０ １０６

１１１ １０７

１１２ １０８

１１３ １０９



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６３

職 務 の 級

旧号給 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １

１０ ６ ２ ２ １ １ １

１１ ７ ３ ３ １ １ １

１２ ８ ４ ４ １ １ １

１３ ９ ５ ５ １ １ １

１４ １０ ６ ６ ２ １ １

１５ １１ ７ ７ ３ １ １

１６ １２ ８ ８ ４ １ １

１７ １３ ９ ９ ５ １ １

１８ １４ １０ １０ ６ ２ １

１９ １５ １１ １１ ７ ３ １

２０ １６ １２ １２ ８ ４ １

２１ １７ １３ １３ ９ ５ １

２２ １８ １４ １４ １０ ６ １

２３ １９ １５ １５ １１ ７ １

２４ ２０ １６ １６ １２ ８ ２

２５ ２１ １７ １７ １３ ９ ２

２６ ２２ １８ １８ １４ １０ ２

２７ ２３ １９ １９ １５ １１ ２

２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ ３

２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ ３

３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ ３

３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ ３

３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ ３

３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ ３

３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ ４

３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ ４

３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ ４

３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ ４

３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ ４

３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ ４

４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ４

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６４

４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ４

４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ５

４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ５

４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ５

４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ５

４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０

４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１

４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２

４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３

５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４

５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５

５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６

５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７

５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８

５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９

５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０

５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１

５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２

５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３

６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４

６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５

６２ ５８ ５４ ５４ ５０

６３ ５９ ５５ ５５ ５１

６４ ６０ ５６ ５６ ５２

６５ ６１ ５７ ５７ ５３

６６ ６２ ５８ ５８ ５４

６７ ６３ ５９ ５９ ５５

６８ ６４ ６０ ６０ ５６

６９ ６５ ６１ ６１ ５７

７０ ６６ ６２ ６２ ５８

７１ ６７ ６３ ６３ ５９

７２ ６８ ６４ ６４ ６０

７３ ６９ ６５ ６５ ６１

７４ ７０ ６６ ６６ ６２

７５ ７１ ６７ ６７ ６３

７６ ７２ ６８ ６８ ６４

７７ ７３ ６９ ６９ ６５

７８ ７４ ７０ ７０ ６６

７９ ７５ ７１ ７１ ６７

８０ ７６ ７２ ７２ ６８

８１ ７７ ７３ ７３ ６９

８２ ７８ ７４ ７４ ７０

８３ ７９ ７５ ７５ ７１

８４ ８０ ７６ ７６ ７２



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６５

８５ ８１ ７７ ７７ ７３

８６ ８２ ７８ ７８

８７ ８３ ７９ ７９

８８ ８４ ８０ ８０

８９ ８５ ８１ ８１

９０ ８６ ８２ ８２

９１ ８７ ８３ ８３

９２ ８８ ８４ ８４

９３ ８９ ８５ ８５

９４ ９０ ８６

９５ ９１ ８７

９６ ９２ ８８

９７ ９３ ８９

９８ ９４ ９０

９９ ９５ ９１

１００ ９６ ９２

１０１ ９７ ９３

１０２ ９８

１０３ ９９

１０４ １００

１０５ １０１

１０６ １０２

１０７ １０３

１０８ １０４

１０９ １０５

１１０ １０６

１１１ １０７

１１２ １０８

１１３ １０９

１１４ １１０

１１５ １１１

１１６ １１２

１１７ １１３

１１８ １１４

１１９ １１５

１２０ １１６

１２１ １１７

１２２ １１８

１２３ １１９

１２４ １２０

１２５ １２１



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６６

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ ２ １ １

１１ ３ １ １

１２ ４ １ １

１３ ５ １ １

１４ ６ １ １

１５ ７ １ １

１６ ８ １ １

１７ ９ １ １

１８ １０ ２ １

１９ １１ ３ １

２０ １２ ４ １

２１ １３ ５ ２

２２ １４ ６ ２

２３ １５ ７ ２

２４ １６ ８ ２

２５ １７ ９ ３

２６ １８ １０ ３

２７ １９ １１ ３

２８ ２０ １２ ３

２９ ２１ １３ ４

３０ ２２ １４ ４

３１ ２３ １５ ４

３２ ２４ １６ ４

３３ ２５ １７ ５

３４ ２６ １８ ５

３５ ２７ １９ ５

３６ ２８ ２０ ５

３７ ２９ ２１ ６

３８ ３０ ２２ ６

３９ ３１ ２３ ６

４０ ３２ ２４ ６

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６７

４１ ３３ ２５ ７

４２ ３４ ２６ ７

４３ ３５ ２７ ７

４４ ３６ ２８ ７

４５ ３７ ２９ ８

４６ ３８ ３０ ８

４７ ３９ ３１ ８

４８ ４０ ３２ ８

４９ ４１ ３３ ８

５０ ４２ ３４ ９

５１ ４３ ３５ ９

５２ ４４ ３６ ９

５３ ４５ ３７ ９

５４ ４６ ３８ ９

５５ ４７ ３９ ９

５６ ４８ ４０ １０

５７ ４９ ４１ １０

５８ ５０ ４２ １０

５９ ５１ ４３ １０

６０ ５２ ４４ １０

６１ ５３ ４５ １０

６２ ５４ ４６ １０

６３ ５５ ４７ １１

６４ ５６ ４８ １１

６５ ５７ ４９ １１

６６ ５８ ５０ １１

６７ ５９ ５１ １１

６８ ６０ ５２ １１

６９ ６１ ５３ １１

７０ ６２ ５４ １２

７１ ６３ ５５ １２

７２ ６４ ５６ １２

７３ ６５ ５７ １２

７４ ６６

７５ ６７

７６ ６８

７７ ６９

７８ ７０

７９ ７１

８０ ７２

８１ ７３

８２ ７４

８３ ７５

８４ ７６



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６８

８５ ７７

８６ ７８

８７ ７９

８８ ８０

８９ ８１



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

６９

職 務 の 級

旧号給 ２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ ２ １ １

１５ ３ １ １

１６ ４ １ １

１７ ５ １ １

１８ ６ ２ １

１９ ７ ３ １

２０ ８ ４ １

２１ ９ ５ １

２２ １０ ６ １

２３ １１ ７ １

２４ １２ ８ １

２５ １３ ９ １

２６ １４ １０ １

２７ １５ １１ １

２８ １６ １２ １

２９ １７ １３ １

３０ １８ １４ １

３１ １９ １５ １

３２ ２０ １６ １

３３ ２１ １７ １

３４ ２２ １８ １

３５ ２３ １９ １

３６ ２４ ２０ １

３７ ２５ ２１ １

３８ ２６ ２２ ２

３９ ２７ ２３ ２

４０ ２８ ２４ ２

エ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７０

４１ ２９ ２５ ２

４２ ３０ ２６ ３

４３ ３１ ２７ ３

４４ ３２ ２８ ３

４５ ３３ ２９ ３

４６ ３４ ３０ ４

４７ ３５ ３１ ４

４８ ３６ ３２ ４

４９ ３７ ３３ ４

５０ ３８ ３４ ４

５１ ３９ ３５ ５

５２ ４０ ３６ ５

５３ ４１ ３７ ５

５４ ４２ ３８ ５

５５ ４３ ３９ ５

５６ ４４ ４０ ６

５７ ４５ ４１ ６

５８ ４６ ４２ ６

５９ ４７ ４３ ６

６０ ４８ ４４ ６

６１ ４９ ４５ ７

６２ ５０ ４６ ７

６３ ５１ ４７ ７

６４ ５２ ４８ ７

６５ ５３ ４９ ８

６６ ５４ ５０

６７ ５５ ５１

６８ ５６ ５２

６９ ５７ ５３

７０ ５８ ５４

７１ ５９ ５５

７２ ６０ ５６

７３ ６１ ５７

７４ ６２ ５８

７５ ６３ ５９

７６ ６４ ６０

７７ ６５ ６１

７８ ６６ ６２

７９ ６７ ６３

８０ ６８ ６４

８１ ６９ ６５

８２ ７０ ６６

８３ ７１ ６７

８４ ７２ ６８



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７１

８５ ７３ ６９

８６ ７４ ７０

８７ ７５ ７１

８８ ７６ ７２

８９ ７７ ７３

９０ ７８

９１ ７９

９２ ８０

９３ ８１

９４ ８２

９５ ８３

９６ ８４

９７ ８５



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７２

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

１０ ６ ６ ２ １ １

１１ ７ ７ ３ １ １

１２ ８ ８ ４ １ １

１３ ９ ９ ５ １ １

１４ １０ １０ ６ ２ １

１５ １１ １１ ７ ３ １

１６ １２ １２ ８ ４ １

１７ １３ １３ ９ ５ １

１８ １４ １４ １０ ６ ２

１９ １５ １５ １１ ７ ３

２０ １６ １６ １２ ８ ４

２１ １７ １７ １３ ９ ５

２２ １８ １８ １４ １０ ６

２３ １９ １９ １５ １１ ７

２４ ２０ ２０ １６ １２ ８

２５ ２１ ２１ １７ １３ ９

２６ ２２ ２２ １８ １４ １０

２７ ２３ ２３ １９ １５ １１

２８ ２４ ２４ ２０ １６ １２

２９ ２５ ２５ ２１ １７ １３

３０ ２６ ２６ ２２ １８ １４

３１ ２７ ２７ ２３ １９ １５

３２ ２８ ２８ ２４ ２０ １６

３３ ２９ ２９ ２５ ２１ １７

３４ ３０ ３０ ２６ ２２ １８

３５ ３１ ３１ ２７ ２３ １９

３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ２０

３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１

３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ２２

３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ２３

４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ２４

オ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７３

４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５

４２ ３８ ３８ ３４ ３０ ２６

４３ ３９ ３９ ３５ ３１ ２７

４４ ４０ ４０ ３６ ３２ ２８

４５ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９

４６ ４２ ４２ ３８ ３４ ３０

４７ ４３ ４３ ３９ ３５ ３１

４８ ４４ ４４ ４０ ３６ ３２

４９ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３

５０ ４６ ４６ ４２ ３８ ３４

５１ ４７ ４７ ４３ ３９ ３５

５２ ４８ ４８ ４４ ４０ ３６

５３ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７

５４ ５０ ５０ ４６ ４２

５５ ５１ ５１ ４７ ４３

５６ ５２ ５２ ４８ ４４

５７ ５３ ５３ ４９ ４５

５８ ５４ ５４ ５０ ４６

５９ ５５ ５５ ５１ ４７

６０ ５６ ５６ ５２ ４８

６１ ５７ ５７ ５３ ４９

６２ ５８ ５８ ５４ ５０

６３ ５９ ５９ ５５ ５１

６４ ６０ ６０ ５６ ５２

６５ ６１ ６１ ５７ ５３

６６ ６２ ６２ ５８

６７ ６３ ６３ ５９

６８ ６４ ６４ ６０

６９ ６５ ６５ ６１

７０ ６６ ６６ ６２

７１ ６７ ６７ ６３

７２ ６８ ６８ ６４

７３ ６９ ６９ ６５

７４ ７０ ７０ ６６

７５ ７１ ７１ ６７

７６ ７２ ７２ ６８

７７ ７３ ７３ ６９

７８ ７４ ７４ ７０

７９ ７５ ７５ ７１

８０ ７６ ７６ ７２

８１ ７７ ７７ ７３

８２ ７８ ７８ ７４

８３ ７９ ７９ ７５

８４ ８０ ８０ ７６



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７４

８５ ８１ ８１ ７７

８６ ８２ ８２ ７８

８７ ８３ ８３ ７９

８８ ８４ ８４ ８０

８９ ８５ ８５ ８１

９０ ８６ ８６ ８２

９１ ８７ ８７ ８３

９２ ８８ ８８ ８４

９３ ８９ ８９ ８５

９４ ９０ ９０

９５ ９１ ９１

９６ ９２ ９２

９７ ９３ ９３

９８ ９４ ９４

９９ ９５ ９５

１００ ９６ ９６

１０１ ９７ ９７

１０２ ９８ ９８

１０３ ９９ ９９

１０４ １００ １００

１０５ １０１ １０１

１０６ １０２

１０７ １０３

１０８ １０４

１０９ １０５

１１０ １０６

１１１ １０７

１１２ １０８

１１３ １０９



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７５

職 務 の 級

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

１０ ６ ６ ２ １ １

１１ ７ ７ ３ １ １

１２ ８ ８ ４ １ １

１３ ９ ９ ５ １ １

１４ １０ １０ ６ ２ １

１５ １１ １１ ７ ３ １

１６ １２ １２ ８ ４ １

１７ １３ １３ ９ ５ １

１８ １４ １４ １０ ６ ２

１９ １５ １５ １１ ７ ３

２０ １６ １６ １２ ８ ４

２１ １７ １７ １３ ９ ５

２２ １８ １８ １４ １０ ６

２３ １９ １９ １５ １１ ７

２４ ２０ ２０ １６ １２ ８

２５ ２１ ２１ １７ １３ ９

２６ ２２ ２２ １８ １４ １０

２７ ２３ ２３ １９ １５ １１

２８ ２４ ２４ ２０ １６ １２

２９ ２５ ２５ ２１ １７ １３

３０ ２６ ２６ ２２ １８ １４

３１ ２７ ２７ ２３ １９ １５

３２ ２８ ２８ ２４ ２０ １６

３３ ２９ ２９ ２５ ２１ １７

３４ ３０ ３０ ２６ ２２ １８

３５ ３１ ３１ ２７ ２３ １９

３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ２０

３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１

３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ２２

３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ２３

４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ２４

カ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７６

４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５

４２ ３８ ３８ ３４ ３０ ２６

４３ ３９ ３９ ３５ ３１ ２７

４４ ４０ ４０ ３６ ３２ ２８

４５ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９

４６ ４２ ４２ ３８ ３４ ３０

４７ ４３ ４３ ３９ ３５ ３１

４８ ４４ ４４ ４０ ３６ ３２

４９ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３

５０ ４６ ４６ ４２ ３８ ３４

５１ ４７ ４７ ４３ ３９ ３５

５２ ４８ ４８ ４４ ４０ ３６

５３ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７

５４ ５０ ５０ ４６ ４２ ３８

５５ ５１ ５１ ４７ ４３ ３９

５６ ５２ ５２ ４８ ４４ ４０

５７ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１

５８ ５４ ５４ ５０ ４６

５９ ５５ ５５ ５１ ４７

６０ ５６ ５６ ５２ ４８

６１ ５７ ５７ ５３ ４９

６２ ５８ ５８ ５４ ５０

６３ ５９ ５９ ５５ ５１

６４ ６０ ６０ ５６ ５２

６５ ６１ ６１ ５７ ５３

６６ ６２ ６２ ５８ ５４

６７ ６３ ６３ ５９ ５５

６８ ６４ ６４ ６０ ５６

６９ ６５ ６５ ６１ ５７

７０ ６６ ６６ ６２

７１ ６７ ６７ ６３

７２ ６８ ６８ ６４

７３ ６９ ６９ ６５

７４ ７０ ７０ ６６

７５ ７１ ７１ ６７

７６ ７２ ７２ ６８

７７ ７３ ７３ ６９

７８ ７４ ７４ ７０

７９ ７５ ７５ ７１

８０ ７６ ７６ ７２

８１ ７７ ７７ ７３

８２ ７８ ７８ ７４

８３ ７９ ７９ ７５

８４ ８０ ８０ ７６



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７７

８５ ８１ ８１ ７７

８６ ８２ ８２ ７８

８７ ８３ ８３ ７９

８８ ８４ ８４ ８０

８９ ８５ ８５ ８１

９０ ８６ ８６ ８２

９１ ８７ ８７ ８３

９２ ８８ ８８ ８４

９３ ８９ ８９ ８５

９４ ９０ ９０ ８６

９５ ９１ ９１ ８７

９６ ９２ ９２ ８８

９７ ９３ ９３ ８９

９８ ９４ ９４ ９０

９９ ９５ ９５ ９１

１００ ９６ ９６ ９２

１０１ ９７ ９７ ９３

１０２ ９８ ９８

１０３ ９９ ９９

１０４ １００ １００

１０５ １０１ １０１

１０６ １０２ １０２

１０７ １０３ １０３

１０８ １０４ １０４

１０９ １０５ １０５

１１０ １０６ １０６

１１１ １０７ １０７

１１２ １０８ １０８

１１３ １０９ １０９

１１４ １１０

１１５ １１１

１１６ １１２

１１７ １１３

１１８ １１４

１１９ １１５

１２０ １１６

１２１ １１７

１２２ １１８

１２３ １１９

１２４ １２０

１２５ １２１



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７８

職 務 の 級

旧号給 特２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ ２ ２ １

１５ ３ ３ １

１６ ４ ４ １

１７ ５ ５ １

１８ ６ ６ ２

１９ ７ ７ ３

２０ ８ ８ ４

２１ ９ ９ ５

２２ １０ １０ ６

２３ １１ １１ ７

２４ １２ １２ ８

２５ １３ １３ ９

２６ １４ １４ １０

２７ １５ １５ １１

２８ １６ １６ １２

２９ １７ １７ １３

３０ １８ １８ １４

３１ １９ １９ １５

３２ ２０ ２０ １６

３３ ２１ ２１ １７

３４ ２２ ２２ １８

３５ ２３ ２３ １９

３６ ２４ ２４ ２０

３７ ２５ ２５ ２１

３８ ２６ ２６

３９ ２７ ２７

４０ ２８ ２８

キ 中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

７９

４１ ２９ ２９

４２ ３０ ３０

４３ ３１ ３１

４４ ３２ ３２

４５ ３３ ３３

４６ ３４ ３４

４７ ３５ ３５

４８ ３６ ３６

４９ ３７ ３７

５０ ３８ ３８

５１ ３９ ３９

５２ ４０ ４０

５３ ４１ ４１

５４ ４２ ４２

５５ ４３ ４３

５６ ４４ ４４

５７ ４５ ４５

５８ ４６ ４６

５９ ４７ ４７

６０ ４８ ４８

６１ ４９ ４９

６２ ５０ ５０

６３ ５１ ５１

６４ ５２ ５２

６５ ５３ ５３

６６ ５４ ５４

６７ ５５ ５５

６８ ５６ ５６

６９ ５７ ５７

７０ ５８ ５８

７１ ５９ ５９

７２ ６０ ６０

７３ ６１ ６１

７４ ６２ ６２

７５ ６３ ６３

７６ ６４ ６４

７７ ６５ ６５

７８ ６６ ６６

７９ ６７ ６７

８０ ６８ ６８

８１ ６９ ６９

８２ ７０ ７０

８３ ７１ ７１

８４ ７２ ７２
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８０

８５ ７３ ７３

８６ ７４ ７４

８７ ７５ ７５

８８ ７６ ７６

８９ ７７ ７７

９０ ７８ ７８

９１ ７９ ７９

９２ ８０ ８０

９３ ８１ ８１

９４ ８２ ８２

９５ ８３ ８３

９６ ８４ ８４

９７ ８５ ８５

９８ ８６ ８６

９９ ８７ ８７

１００ ８８ ８８

１０１ ８９ ８９

１０２ ９０

１０３ ９１

１０４ ９２

１０５ ９３

１０６ ９４

１０７ ９５

１０８ ９６

１０９ ９７

１１０ ９８

１１１ ９９

１１２ １００

１１３ １０１

１１４ １０２

１１５ １０３

１１６ １０４

１１７ １０５
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８１

職 務 の 級

旧号給 特２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ ２ １ １

１５ ３ １ １

１６ ４ １ １

１７ ５ １ １

１８ ６ ２ ２

１９ ７ ３ ３

２０ ８ ４ ４

２１ ９ ５ ５

２２ １０ ６ ６

２３ １１ ７ ７

２４ １２ ８ ８

２５ １３ ９ ９

２６ １４ １０ １０

２７ １５ １１ １１

２８ １６ １２ １２

２９ １７ １３ １３

３０ １８ １４ １４

３１ １９ １５ １５

３２ ２０ １６ １６

３３ ２１ １７ １７

３４ ２２ １８ １８

３５ ２３ １９ １９

３６ ２４ ２０ ２０

３７ ２５ ２１ ２１

３８ ２６ ２２

３９ ２７ ２３

４０ ２８ ２４

ク 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
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８２

４１ ２９ ２５

４２ ３０ ２６

４３ ３１ ２７

４４ ３２ ２８

４５ ３３ ２９

４６ ３４ ３０

４７ ３５ ３１

４８ ３６ ３２

４９ ３７ ３３

５０ ３８ ３４

５１ ３９ ３５

５２ ４０ ３６

５３ ４１ ３７

５４ ４２ ３８

５５ ４３ ３９

５６ ４４ ４０

５７ ４５ ４１

５８ ４６ ４２

５９ ４７ ４３

６０ ４８ ４４

６１ ４９ ４５

６２ ５０ ４６

６３ ５１ ４７

６４ ５２ ４８

６５ ５３ ４９

６６ ５４ ５０

６７ ５５ ５１

６８ ５６ ５２

６９ ５７ ５３

７０ ５８ ５４

７１ ５９ ５５

７２ ６０ ５６

７３ ６１ ５７

７４ ６２ ５８

７５ ６３ ５９

７６ ６４ ６０

７７ ６５ ６１

７８ ６６

７９ ６７

８０ ６８

８１ ６９

８２ ７０

８３ ７１

８４ ７２
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８３

８５ ７３

８６ ７４

８７ ７５

８８ ７６

８９ ７７

９０ ７８

９１ ７９

９２ ８０

９３ ８１

９４ ８２

９５ ８３

９６ ８４

９７ ８５

９８ ８６

９９ ８７

１００ ８８

１０１ ８９

１０２ ９０

１０３ ９１

１０４ ９２

１０５ ９３

１０６ ９４

１０７ ９５

１０８ ９６

１０９ ９７

１１０ ９８

１１１ ９９

１１２ １００

１１３ １０１

１１４ １０２

１１５ １０３

１１６ １０４

１１７ １０５
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�愛媛県条例第５号
職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び

心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当）

第１５条 児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所

及び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次

に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 省略

� 子ども療育センターに勤務する職員が従事する重症心身障害

児等若しくは精神疾患を有する入院患者の診療、看護、検査、

生活指導、保育指導、心理指導及び訓練の作業又は結核性の重

症心身障害児等若しくは精神疾患を有する入院患者に直接接す

る作業

�・� 省略

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１９条 省略

２～５ 省略

６ 第１項第２６号の作業は、次に掲げる作業

とする。

� 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し

た箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施

設の臨時設置、運用若しくは保守又は鑑識作業

� 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するお

それがある場合において、災害対策基本法（昭和３６年法律第

２２３号）第２３条第１項又は第２３条の２第１項の規定に基づき災

害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う

関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

� 前２号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

第２０条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて

支給してはならない。

�～� 省略

� 前条第１項第２６号の作業 作業１日につき １，０８０円

� 省略

２ 省略

３ 前条第６項第１号及び第３号の作業が夜間において行われた場

合又は同項第２号の作業が深夜において行われた場合にあつては

第１項第２０号の規定により支給する手当の額にその１００分の５０に

相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を、同条第６項第１

号及び第３号の作業のうち、著しく危険であると人事委員会が認

めるもの又は人事委員会が著しく危険であると認める区域で行う

ものに従事した場合にあつては作業１日につき第１項第２０号の規

定により支給する手当の額にその１００分の１００に相当する額の範囲

内で人事委員会が定める額を加算することができる。

（児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び

心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当）

第１５条 児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所

及び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次

に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 省略

� 子ども療育センターに勤務する職員が従事する重症心身障害

児等 の診療、看護、検査、

生活指導、保育指導、心理指導及び訓練の作業又は結核性の重

症心身障害児等 に直接接す

る作業

�・� 省略

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１９条 省略

２～５ 省略

６ 第１項第２６号の作業は、異常な自然現象又は大規模な事故によ

り重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警

備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作

業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事

委員会が認めるものとする。

第２０条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて

支給してはならない。

�～� 省略

� 前条第１項第２６号の作業 作業１日につき ８４０円

� 省略

２ 省略

３ 前条第１項第２６号

の作業のうち、著しく危険であると人事委員会が認

めるもの又は人事委員会が著しく危険であると認める区域で行う

ものに従事した場合は、 作業１日につき第１項第２０号の規

定により支給する手当の額にその１００分の１００に相当する額の範囲

内で人事委員会が定める額を加算することができる。

改 正 後 改 正 前
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（夜間看護手当）

第４６条 省略

２ 前条の業務に従事した勤務が一の月につき９回目以降の場合に

あつては、前項の規定により支給する手当の額にその勤務１回に

つきその１００分の１００に相当する額の範囲内で人事委員会が定める

額を加算することができる。

３ 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事

委員会が定める場合における前条に規定する手当の額について

は、前２項の規定により支給する手当の額に１，１４０円の範囲内で

当該事情に応じて人事委員会が定める額を加算することができ

る。

（災害応急作業等手当）

第６１条 災害応急作業等手当は、

職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生す

るおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該

現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそ

れの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害

状況の調査

ア 河川の堤防等

イ 道路のうち道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第４６条第１項第１号の規定に基づき通行が禁止され

ている区間内の道路又はその周辺

ウ 港湾施設

� 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するお

それがある場合において、災害対策基本法第２３条第１項又は第

２３条の２第１項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方

公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急

対策に係る連絡調整の作業

� 前２号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

第６２条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日１日につき

１，０８０円を超えて支給してはならない。

２ 前条第１号及び第３号の作業が夜間において行われた場合又は

同条第２号の作業が深夜において行われた場合にあつては前項の

規定により支給する手当の額にその１００分の５０に相当する額の範

囲内で人事委員会が定める額を、同条第１号及び第３号の作業が

人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあ

つては同項の規定により支給する手当の額にその１００分の１００に相

当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができ

る。

附 則

（東日本大震災に対処するための災害応急作業等手当の特例）

４ 第６１条及び附則第９項 に定めるもののほ

か、当分の間、災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に

従事したときに支給する。

�～� 省略

（夜間看護手当）

第４６条 省略

２ 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事

委員会が定める場合における前条に規定する手当の額について

は、前項 の規定により支給する手当の額に１，１４０円の範囲内で

当該事情に応じて人事委員会が定める額を加える ことができ

る。

（災害応急作業等手当）

第６１条 災害応急作業等手当は、地方局等で人事委員会が定めるも

のに勤務する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生す

るおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該

現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそ

れの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害

状況の調査

ア 県又は知事が管理する河川の堤防等

イ 県又は知事が管理する道路のうち道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第４６条第１項第１号の規定に基づき通行が禁止され

ている区間内の道路又はその周辺

ウ 県が管理する港湾施設

� 前号 に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

第６２条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日１日につき

７３０円 を超えて支給してはならない。

２ 前条 の作業が夜間において行われた場合

にあつては前項の

規定により支給する手当の額にその１００分の５０に相当する額の範

囲内で人事委員会が定める額を、同条 の作業が

人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあ

つては同項の規定により支給する手当の額にその１００分の１００に相

当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができ

る。

附 則

（東日本大震災に対処するための災害応急作業等手当の特例）

４ 第６１条並びに附則第７項、第１１項及び第１５項に定めるもののほ

か、当分の間、災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に

従事したときに支給する。

�～� 省略

７ 第６１条並びに附則第４項、第１１項及び第１５項に定めるもののほ

か、当分の間、災害応急作業等手当は、職員が東日本大震災に対

処するため次に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生す

るおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該

現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそ

れの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害
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７ 当分の間、東日本大震災に対処するため第６１条各号に掲げる

作業に引き続き５日以上従事した

場合は、第６２条第１項の規定により支給する手当の額にその作業

に従事した日１日につきその１００分の１００に相当する額の範囲内で

人事委員会が定める額を加算することができる。

（東日本大震災以外の特定大規模災害に対処するための県警察に

勤務する職員の特殊勤務手当の特例）

８ 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて当該非常災害に係る災

害対策基本法 第２８条の２第１項に規定

する緊急災害対策本部が設置されたもの（東日本大震災を除く。

以下「特定大規模災害」という。）に対処するため、第１９条第１

項第２６号の作業に引き続き５日を下らない範囲内において人事委

員会が定める期間以上従事した場合は、第２０条第１項第２０号の規

定により支給する手当の額にその作業１日につきその１００分の１００

に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することが

できる。

（東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための災害応

急作業等手当の特例）

９ 第６１条及び附則第４項 に定めるもののほ

か、災害応急作業等手当は、原子力災害対策特別措置法第１５条第

２項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合において、職

員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

�・� 省略

１０ 省略

１１ 附則第９項第２号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人

事委員会が認めるものに従事した場合においては、前項第２号の

規定により支給する手当の額にその作業１日につきその１００分の

１００に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算するこ

とができる。

１２ 同一の日において附則第１０項各号の作業のうち２以上の作業に

従事した場合においては、当該２以上の作業に係る手当の額が同

額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該２以上の

作業に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も

高いもの（その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか

一の手当）以外の手当は、支給しない。

１３ 特定大規模災害に対処するため第６１条各号に掲げる

状況の調査

ア 河川の堤防等

イ 道路法第４６条第１項第１号の規定に基づき通行が禁止され

ている区間内の道路又はその周辺

ウ 港湾施設

� 前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

８ 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日１日につき７３０

円を超えて支給してはならない。

９ 附則第７項の作業が夜間において行われた場合にあつては前項

の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日１日につ

きその１００分の５０に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額

を、附則第７項の作業が人事委員会が著しく危険であると認める

区域で行われた場合又は同項の作業に引き続き５日以上従事した

場合にあつては前項 の規定により支給する手当の額にその作業

に従事した日１日につきその１００分の１００に相当する額の範囲内で

人事委員会が定める額を加算することができる。

（東日本大震災以外の特定大規模災害に対処するための県警察に

勤務する職員の特殊勤務手当の特例）

１０ 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて当該非常災害に係る災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２８条の２第１項に規定

する緊急災害対策本部が設置されたもの（東日本大震災を除く。

以下「特定大規模災害」という。）に対処するため、第１９条第１

項第２６号の作業に引き続き５日を下らない範囲内において人事委

員会が定める期間以上従事した場合は、第２０条第１項第２０号の規

定により支給する手当の額にその作業１日につきその１００分の１００

に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することが

できる。

（東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための災害応

急作業等手当の特例）

１１ 第６１条並びに附則第４項、第７項及び第１５項に定めるもののほ

か、災害応急作業等手当は、原子力災害対策特別措置法第１５条第

２項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合において、職

員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

�・� 省略

１２ 省略

１３ 附則第１１項第２号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人

事委員会が認めるものに従事した場合においては、前項第２号の

規定により支給する手当の額にその作業１日につきその１００分の

１００に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算するこ

とができる。

１４ 同一の日において附則第１２項各号の作業のうち２以上の作業に

従事した場合においては、当該２以上の作業に係る手当の額が同

額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該２以上の

作業に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も

高いもの（その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか

一の手当）以外の手当は、支給しない。

１５ 第６１条並びに附則第４項、第７項及び第１１項に定めるもののほ

か、災害応急作業等手当は、職員が特定大規模災害に対処するた

め附則第７項各号の作業に従事したときに支給する。この場合に

おいては、同条に規定する手当は、支給しない。

１６ 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日１日につき７３０

円を超えて支給してはならない。

１７ 附則第１５項の作業が夜間において行われた場合にあつては前項
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附 則

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１５条の改正規定は、公布の日から施行する。

２ 改正後の職員の特殊勤務手当等に関する条例第１５条の規定は、令和６年１１月２５日から適用する。

�愛媛県条例第６号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

作業に引き続き５日を下らない範

囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合は、第６２

条第１項の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日

１日につきその１００分の１００に相当する額の範囲内で人事委員会が

定める額を加算することができる。

１４ 省略

１５ 省略

の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日１日につ

きその１００分の５０に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額

を、附則第１５項の作業が人事委員会が著しく危険であると認める

区域で行われた場合又は同項の作業に引き続き５日を下らない範

囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合にあつて

は前項 の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日

１日につきその１００分の１００に相当する額の範囲内で人事委員会が

定める額を加算することができる。

１８ 省略

１９ 省略

（期末手当）

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

�・� 省略

� 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘

禁刑以上の刑に処せられたもの

� 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に

処せられたもの

第１９条の３ 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離

職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手

当の支給を一時差し止めることができる。

� 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合

� 省略

２ 省略

３ 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、

（期末手当）

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

�・� 省略

� 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁
こ

錮 以上の刑に処せられたもの

� 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その
こ

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に

処せられたもの

第１９条の３ 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離

職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手

当の支給を一時差し止めることができる。

� 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起
こ

訴に係る犯罪について禁錮 以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合

� 省略

２ 省略

３ 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、

改 正 後 改 正 前
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（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該

一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該

当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他

これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認

めるときは、この限りでない。

� 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた

行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた

場合

�・� 省略

４～６ 省略

（期末手当）

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

�・� 省略

� 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した教育職員（前２号に掲げる者を

除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

拘禁刑以上の刑に処せられたもの

� 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に

処せられたもの

第１９条の３ 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた教育職員で当該支給日の前日まで

に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期

末手当の支給を一時差し止めることができる。

� 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合

� 省略

２ 省略

３ 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該

一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該

当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他

これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認

めるときは、この限りでない。

� 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた

行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた

場合

次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該

一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該

当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他

これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認

めるときは、この限りでない。

� 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた
こ

行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられなかつた

場合

�・� 省略

４～６ 省略

（期末手当）

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

�・� 省略

� 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した教育職員（前２号に掲げる者を

除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に
こ

禁錮 以上の刑に処せられたもの

� 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その
こ

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に

処せられたもの

第１９条の３ 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた教育職員で当該支給日の前日まで

に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期

末手当の支給を一時差し止めることができる。

� 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起
こ

訴に係る犯罪について禁錮 以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、

その判決が確定していない場合

� 省略

２ 省略

３ 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該

一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該

当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他

これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認

めるときは、この限りでない。

� 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた
こ

行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられなかつた

場合

改 正 後 改 正 前
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（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第３条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県職員退職手当条例の一部改正）

第４条 愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�・� 省略

４～６ 省略

�・� 省略

４～６ 省略

（退職手当の支払の差止め）

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行

うものとする。

� 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘

禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和

２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に

退職をしたとき。

� 省略

２～４ 省略

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当

管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、

速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただ

し、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた

者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮

捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目

的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

� 省略

� 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の

理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定

した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が

確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた場

合であつて、次条第１項の規定による処分を受けることなく、

当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた

日から６月を経過した場合

� 省略

６～１０ 省略

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制

限）

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

（退職手当の支払の差止め）

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行

うものとする。

� 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁
こ

錮 以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和

２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に

退職をしたとき。

� 省略

２～４ 省略

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当

管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、

速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただ

し、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた

者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮

捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目

的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

� 省略

� 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の

理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定
こ

した場合（禁錮 以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が

確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた場

合であつて、次条第１項の規定による処分を受けることなく、

当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた

日から６月を経過した場合

� 省略

６～１０ 省略

（退職後禁錮 以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制

限）

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第１４条 次の各号のいずれかに該当するときは、２年以下の拘禁刑

、１０万円以下の罰金又は科料に処する。

�・� 省略

（罰則）

第１４条 次の各号の一 に該当するときは、２年以下の懲役若

しくは禁錮、１０万円以下の罰金又は科料に処する。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

９０

（愛媛県恩給条例の一部改正）

第５条 愛媛県恩給条例（昭和３２年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受

ける権利を承継した者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及

び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額と

の権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給

しないこととする処分を行うことができる。

� 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場

合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

�・� 省略

２～６ 省略

（退職をした者の退職手当の返納）

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対

し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１０条第

２項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可能者」

という。）であつた場合には、これらの規定により算出される金

額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。）を

除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができ

る。

� 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

�・� 省略

２～６ 省略

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第１７条 省略

２・３ 省略

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当

該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第１５条

第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せら

れたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。

５～８ 省略

（年金恩給権の一般的消滅原因）

第１０条 年金である恩給（第２号又は第３号の場合にあつては通算

退隠料を除く。）を受ける権利を有する者が次の各号のいずれか

に該当するときは、その権利は消滅する。

� 省略

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受

ける権利を承継した者）に対し、第１２条第１項に規定する事情及

び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額と

の権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給

しないこととする処分を行うことができる。

� 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場

合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限
こ

る。）に関し当該退職後に禁錮 以上の刑に処せられたとき。

�・� 省略

２～６ 省略

（退職をした者の退職手当の返納）

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対

し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１０条第

２項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可能者」

という。）であつた場合には、これらの規定により算出される金

額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。）を

除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができ

る。

� 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に
こ

関し禁錮 以上の刑に処せられたとき。

�・� 省略

２～６ 省略

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第１７条 省略

２・３ 省略

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当
こ

該刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられた後において第１５条

第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、
こ

当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せら

れたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。

５～８ 省略

（年金恩給権の一般的消滅原因）

第１０条 年金である恩給（第２号又は第３号の場合にあつては通算

退隠料を除く ）を受ける権利を有する者が次の各号の一

に該当するときは、その権利は消滅する。

� 省略

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

９１

（愛媛県県立自然公園条例の一部改正）

第６条 愛媛県県立自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県迷惑行為防止条例の一部改正）

第７条 愛媛県迷惑行為防止条例（昭和３８年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 死刑又は無期若しくは３年を超える拘禁刑 に

処せられたとき。

� 省略

２ 省略

（扶助料の停止）

第５７条 扶助料を受ける者が３年以下の拘禁刑 に処せら

れたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又はその

執行を受けることがなくなつた月まで扶助料を停止する。ただ

し、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止せ

ず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときはその刑のうち執

行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり又は執行を受け

ることがなくなつた月の翌月以降はこれを停止しない。これらの

言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月

から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月ま

で、これを停止する。

２ 前項の規定は、拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行中又はその

執行前にある者に扶助料を給すべき事由の発生した場合について

も準用する。

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）第２７条第３項（第２号に係る部分

に限る。）及び第２７条の７第３項（第２号に係る部分に限る。）

の規定は、前２項の規定の適用に関しては、これを適用しない。

こ

� 死刑又は無期若しくは３年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に

処せられたとき。

� 省略

２ 省略

（扶助料の停止）

第５７条 扶助料を受ける者が３年以下の懲役又は禁錮の刑に処せら

れたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又はその

執行を受けることがなくなつた月まで扶助料を停止する。ただ

し、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止せ

ず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときはその刑のうち執

行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり又は執行を受け

ることがなくなつた月の翌月以降はこれを停止しない。これらの

言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月

から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月ま

で、これを停止する。
こ

２ 前項の規定は、禁錮 以上の刑に処せられ刑の執行中又はその

執行前にある者に扶助料を給すべき事由の発生した場合について

も準用する。

改 正 後 改 正 前

（指定認定機関）

第２４条 省略

２ 省略

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができ

ない。

�～� 省略

� 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は自然公園法、自然環境保全

法（昭和４７年法律第８５号）、この条例若しくは愛媛県自然環境

保全条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなつた日から起算して２年を経過しな

い者

�・� 省略

４～６ 省略

第８章 罰則

第５６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為を

した者は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第５７条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為を

した者は、６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第５８条 第２７条第１項の規定に違反した者は、６月以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

（指定認定機関）

第２４条 省略

２ 省略

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができ

ない。

�～� 省略
こ

� 禁錮 以上の刑に処せられ、又は自然公園法、自然環境保全

法（昭和４７年法律第８５号）、この条例若しくは愛媛県自然環境

保全条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなつた日から起算して２年を経過しな

い者

�・� 省略

４～６ 省略

第８章 罰則

第５６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為を

した者は、１年以下の懲役 又は１００万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第５７条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為を

した者は、６月以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第５８条 第２７条第１項の規定に違反した者は、６月以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

９２

（愛媛県屋外広告物条例の一部改正）

第８条 愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県青少年保護条例の一部改正）

第９条 愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公害防止条例の一部改正）

第１０条 愛媛県公害防止条例（昭和４４年愛媛県条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第１６条 第４条第１項第４号、第２項第２号又は第３項の規定に違

反した者は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処す

る。

２ 常習として前項の違反行為をした者は、２年以下の拘禁刑又は

１００万円以下の罰金に処する。

第１７条 第４条第１項（第４号を除く。）若しくは第２項第１号若

しくは第１２条の規定に違反した者又は第１４条の規定による命令に

違反した者は、６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処す

る。

２ 常習として前項の違反行為をした者（第１４条の規定による命令

に違反した者を除く。）は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下

の罰金に処する。

第１８条 省略

２ 常習として前項の違反行為をした者は、６月以下の拘禁刑又は

１００万円以下の罰金に処する。

第１９条 省略

２ 常習として前項の違反行為をした者は、６月以下の拘禁刑又は

５０万円以下の罰金に処する。

（罰則）

第１６条 第４条第１項第４号、第２項第２号又は第３項の規定に違

反した者は、１年以下の懲役 又は１００万円以下の罰金に処す

る。

２ 常習として前項の違反行為をした者は、２年以下の懲役 又は

１００万円以下の罰金に処する。

第１７条 第４条第１項（第４号を除く。）若しくは第２項第１号若

しくは第１２条の規定に違反した者又は第１４条の規定による命令に

違反した者は、６月以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処す

る。

２ 常習として前項の違反行為をした者（第１４条の規定による命令

に違反した者を除く。）は、１年以下の懲役 又は１００万円以下

の罰金に処する。

第１８条 省略

２ 常習として前項の違反行為をした者は、６月以下の懲役 又は

１００万円以下の罰金に処する。

第１９条 省略

２ 常習として前項の違反行為をした者は、６月以下の懲役 又は

５０万円以下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

第７章 罰則

第５１条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第７章 罰則

第５１条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第１８条 第９条の２の規定に違反した者は、２年以下の拘禁刑又は

１００万円以下の罰金に処する。

２ 第１０条の規定に違反して不純な性行為、わいせつな行為、暴行

若しくは催眠剤、覚醒剤 等若しくは有害薬品類の不健全な使用

が青少年に対してなされ、又はこれらの行為若しくは賭博 を青

少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋した者は、２年

以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。

３ 第１１条の規定に違反した者は、１年以下の拘禁刑又は５０万円以

下の罰金に処する。

４～７ 省略

（罰則）

第１８条 第９条の２の規定に違反した者は、２年以下の懲役 又は

１００万円以下の罰金に処する。

２ 第１０条の規定に違反して不純な性行為、わいせつな行為、暴行

若しくは催眠剤、覚せい剤等若しくは有害薬品類の不健全な使用

が青少年に対してなされ、又はこれらの行為若しくはとばくを青

少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋した者は、２年

以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処する。

３ 第１１条の規定に違反した者は、１年以下の懲役 又は５０万円以

下の罰金に処する。

４～７ 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

９３

（愛媛県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正）

第１１条 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例（昭和４５年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県自然環境保全条例の一部改正）

第１２条 愛媛県自然環境保全条例（昭和４８年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例の一部改正）

第１３条 愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正）

第１４条 愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例（平成６年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第６章 罰則

第８８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第８９条 第６６条第２項の規定による命令に違反した者は、１年以下

の拘禁刑又は１０万円以下の罰金に処する。

第９０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又

は３０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

２ 過失により、前項第１号の罪を犯した者は、３月以下の拘禁刑

又は２０万円以下の罰金に処する。

第９１条 第１６条第１項、第１８条第１項、第３６条又は第３８条の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、３月以下の拘禁刑

又は２０万円以下の罰金に処する。

第６章 罰則

第８８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第８９条 第６６条第２項の規定による命令に違反した者は、１年以下

の懲役 又は１０万円以下の罰金に処する。

第９０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又

は３０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略
こ

２ 過失により、前項第１号の罪を犯した者は、３月以下の禁錮

又は２０万円以下の罰金に処する。

第９１条 第１６条第１項、第１８条第１項、第３６条又は第３８条の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、３月以下の懲役

又は２０万円以下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

（年金の支給停止）

第１２条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、規

則で定める期間年金の支給を停止する。

� 省略

� 拘禁刑 に処せられ、刑の執行を受けているとき。

� 省略

（年金の支給停止）

第１２条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、規

則で定める期間年金の支給を停止する。

� 省略
こ

� 懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

� 省略

改 正 後 改 正 前

第７章 罰則

第３９条 第２４条の規定による命令に違反した者は、１年以下の拘禁

刑又は１００万円以下の罰金に処する。

第４０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第７章 罰則

第３９条 第２４条の規定による命令に違反した者は、１年以下の懲役

又は１００万円以下の罰金に処する。

第４０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又

は３０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

（罰則）

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又

は３０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

９４

（愛媛県情報公開条例の一部改正）

第１５条 愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例の一部改正）

第１６条 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正）

第１７条 愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県砂防指定地管理条例の一部改正）

第１８条 愛媛県砂防指定地管理条例（平成１５年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第１０条 第６条第１項の規定による警察官の命令又は同条第２項の

規定による警察署長の命令に違反した者は、６月以下の拘禁刑又

は２０万円以下の罰金に処する。

２ 省略

（罰則）

第１０条 第６条第１項の規定による警察官の命令又は同条第２項の

規定による警察署長の命令に違反した者は、６月以下の懲役 又

は２０万円以下の罰金に処する。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第３９条 第２３条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年

以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。

（罰則）

第３９条 第２３条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年

以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

（許可の基準）

第１２条 知事は、第９条の許可の申請が第１０条第１項の規定による

ものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはなら

ない。

�～� 省略

� 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 省略

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

ウ～チ 省略

２ 省略

第６章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の拘禁刑又

は１００万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第３０条の２ 第２２条の２の規定による命令に違反した者は、１年以

下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。

（許可の基準）

第１２条 知事は、第９条の許可の申請が第１０条第１項の規定による

ものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはなら

ない。

�～� 省略

� 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 省略

イ 禁錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

ウ～チ 省略

２ 省略

第６章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役 又

は１００万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第３０条の２ 第２２条の２の規定による命令に違反した者は、１年以

下の懲役 又は１００万円以下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

第６章 罰則

第２５条 第１８条第３項の規定による命令に違反した者は、６月以下

の拘禁刑又は３０万円以下の罰金に処する。

第６章 罰則

第２５条 第１８条第３項の規定による命令に違反した者は、６月以下

の懲役 又は３０万円以下の罰金に処する。



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

９５

（愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例の一部改正）

第１９条 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成２０年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県統計調査条例の一部改正）

第２０条 愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県暴力団排除条例の一部改正）

第２１条 愛媛県暴力団排除条例（平成２２年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正）

第２２条 愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑

又は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

（罰則）

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役若し
こ

くは禁錮又は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

第７章 罰則

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又

は１００万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第４４条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第７章 罰則

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又

は１００万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

第４４条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の拘禁刑又

は１００万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

２ 省略

第１５条 第１２条第１項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票

情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は

盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処す

る。

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

（罰則）

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役 又

は１００万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

２ 省略

第１５条 第１２条第１項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票

情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は

盗用したときは、１年以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処す

る。

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

第１１章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

２ 第１４条第１項又は第４項の規定による命令に違反した者は、６

月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。

第１１章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

２ 第１４条第１項又は第４項の規定による命令に違反した者は、６

月以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処する。
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（愛媛県行政不服審査会条例の一部改正）

第２３条 愛媛県行政不服審査会条例（平成２８年愛媛県条例第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県消費生活条例及び愛媛県情報公開条例の一部を改正する等の条例の一部改正）

第２４条 愛媛県消費生活条例及び愛媛県情報公開条例の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部改正）

第２５条 愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第６章 罰則

第５４条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５

条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事して

いた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加

工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた

派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その

第６章 罰則

第５４条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５

条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事して

いた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加

工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた

派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その

改 正 後 改 正 前

第６章 罰則

第２７条 第１３条第１号の規定に違反した者は、２年以下の拘禁刑又

は１００万円以下の罰金に処する。

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第２９条 第１３条第３号の規定に違反した者は、６月以下の拘禁刑又は３０

万円以下の罰金に処する。

第６章 罰則

第２７条 第１３条第１号の規定に違反した者は、２年以下の懲役 又

は１００万円以下の罰金に処する。

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�・� 省略

第２９条 第１３条第３号の規定に違反した者は、６月以下の懲役 又は３０

万円以下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

（罰則）

第９条 第３条第６項（第５条第４項において準用する場合を含

む。）の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑

又は５０万円以下の罰金に処する。

（罰則）

第９条 第３条第６項（第５条第４項において準用する場合を含

む。）の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

５ 附則第２項又は第３項に規定する者が、正当な理由がないの

に、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の

秘密に属する事項が記録された旧条例第５４条に規定する個人情報

ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の拘禁

刑又は１００万円以下の罰金に処する。

６ 附則第２項又は第３項に規定する者が、その業務に関して知り

得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例

第５５条に規定する公文書に記録されている個人情報をこの条例の

施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、

又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に

処する。

附 則

（経過措置）

５ 附則第２項又は第３項に規定する者が、正当な理由がないの

に、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の

秘密に属する事項が記録された旧条例第５４条に規定する個人情報

ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役

又は１００万円以下の罰金に処する。

６ 附則第２項又は第３項に規定する者が、その業務に関して知り

得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例

第５５条に規定する公文書に記録されている個人情報をこの条例の

施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、

又は盗用したときは、１年以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に

処する。

改 正 後 改 正 前
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（愛媛県風俗案内業の規制に関する条例の一部改正）

第２６条 愛媛県風俗案内業の規制に関する条例（令和６年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。

（罰則の適用等に関する経過措置）

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正

前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法

律（令和４年法律第６７号）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律４５号。以下「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下

「懲役」という。）（有期のものに限る。以下同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下こ

の項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれ

ぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

（人の資格に関する経過措置）

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前

若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期

禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じく

する旧拘留に処せられた者とみなす。

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

５ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第１条の規定による改正後の

職員の給与に関する条例第１９条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

（教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供した

ときは、２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。

第５５条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人

情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又

は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処

する。

第５６条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に

供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又

は電磁的記録を収集したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以

下の罰金に処する。

全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供した

ときは、２年以下の懲役 又は１００万円以下の罰金に処する。

第５５条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人

情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又

は盗用したときは、１年以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処

する。

第５６条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に

供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又

は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役 又は５０万円以

下の罰金に処する。

改 正 後 改 正 前

（欠格事由）

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を行って

はならない。

� 省略

� １年以上の拘禁刑 に処せられ、又は次に掲げ

る罪を犯して１年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

起算して５年を経過しない者

ア～キ 省略

�～� 省略

（罰則）

第１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

２ 省略

（欠格事由）

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を行って

はならない。

� 省略

� １年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げ

る罪を犯して１年未満の懲役 若しくは罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

起算して５年を経過しない者

ア～キ 省略

�～� 省略

（罰則）

第１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又

は５０万円以下の罰金に処する。

�～� 省略

２ 省略
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６ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の

教育職員の給与に関する条例第１９条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用に

ついては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

（愛媛県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置）

７ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第４条の規定による改正後の

愛媛県職員退職手当条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１７条第４項並びに愛媛県職員退

職手当条例第１７条第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

�愛媛県条例第７号
愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例

愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（退職手当の支給）

第２条 省略

２ 職員以外の者（法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若し

くは第２項の規定により採用された者を除く。）のうち、職員に

ついて定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若

しくはこれに基づく人事委員会規則（以下この項において「条例

等」という。）により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日及び条例等により、４週間を超えない範囲内で週を

単位として条例等の定める期間ごとの期間につき職員の１週間当

たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ、かつ、勤務した日を

含む。）が１８日（１月間の日数（愛媛県の休日を定める条例（平

成元年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日の日数は、算入し

ない。）が２０日に満たない日数の場合にあつては、１８日から２０日

と当該日数との差に相当する日数を減じた日数）以上ある月が引

き続いて１２月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以

後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

は、職員とみなして、この条例（第４条中１１年以上２５年未満の期

間勤続した者の通勤による負傷又は病気（以下「傷病」とい

う。）による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並び

に第５条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに２５

年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退

職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。ただし、

法第２２条の２第１項第１号に掲げる者については、この限りでな

い。

（失業者の退職手当）

第１０条 省略

２～１０ 省略

１１ 第１項、第２項及び第５項から前項までに定めるもののほか、

第１項又は第２項の規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法

第３６条、第３７条及び第５６条の３から第５９条までの規定に準じて人

事委員会規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる

給付を、退職手当として支給する。

�～� 省略

� 安定した職業に就いた者 については、就業促進手当

（退職手当の支給）

第２条 省略

２ 職員以外の者（法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若し

くは第２項の規定により採用された者を除く。）のうち、職員に

ついて定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若

しくはこれに基づく人事委員会規則

により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日

を

含む。）が１８日（１月間の日数（愛媛県の休日を定める条例（平

成元年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日の日数は、算入し

ない。）が２０日に満たない日数の場合にあつては、１８日から２０日

と当該日数との差に相当する日数を減じた日数）以上ある月が引

き続いて１２月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以

後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

は、職員とみなして、この条例（第４条中１１年以上２５年未満の期

間勤続した者の通勤による負傷又は病気（以下「傷病」とい

う。）による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並び

に第５条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに２５

年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退

職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。ただし、

法第２２条の２第１項第１号に掲げる者については、この限りでな

い。

（失業者の退職手当）

第１０条 省略

２～１０ 省略

１１ 第１項、第２項及び第５項から前項までに定めるもののほか、

第１項又は第２項の規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法

第３６条、第３７条及び第５６条の３から第５９条までの規定に準じて人

事委員会規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる

給付を、退職手当として支給する。

�～� 省略

� 職業に就いたものについては、就業促進手当

改 正 後 改 正 前
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�・� 省略

１２・１３ 省略

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第１

項、第２項又は第１１項の規定の適用については、雇用保険法第５６

条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当について同

条第４項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数

に相当する日数分の第１項又は第２項の規定による退職手当の支

給があつたものとみなす。

１５・１６ 省略

附 則

４ 昭和６０年３月３１日に旧専売公社の職員として在職していた者

が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引

き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続い

て職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職

していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社（日本電信電話

株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第８５号）第１条の２第１

項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下この項において

同じ。）の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の

職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその

者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、そ

の者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（昭和５９年法律第７１号）第４条及び日本電信電話株

式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（昭和５９年法律第８７号）第５条の規定による改正前の国

家公務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第２項に

規定する職員としての引き続いた在職期間並びに同年４月１日以

後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員と

しての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。た

だし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会

社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、この限りでない。

１６ 令和９年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第１０項の

規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつ

て、雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者

として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定

所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うこと

が適当であると認めたもの」とあるのは
「イ 雇用保険法施行規

ウ 特定退職者であつ

則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつて、

て、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、か

雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

つ、公共職業安定所長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基

て人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長

�・� 省略

１２・１３ 省略

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第１

項、第２項又は第１１項の規定の適用については、次の各号に掲げ

る退職手当ごとに、当該各号に定める

日数分の第１項又は第２項の規定による退職手当の支

給があつたものとみなす。

� 雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当する者に係る就

業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた

日数に相当する日数

� 雇用保険法第５６条の３第１項第１号ロに該当する者に係る就

業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同

条第５項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日

数に相当する日数

１５・１６ 省略

附 則

４ 昭和６０年３月３１日に旧専売公社の職員として在職していた者

が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引

き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続い

て職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職

していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社

の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の

職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその

者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、そ

の者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（昭和５９年法律第７１号）第４条及び日本電信電話株

式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（昭和５９年法律第８７号）第５条の規定による改正前の国

家公務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第２項に

規定する職員としての引き続いた在職期間並びに同年４月１日以

後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員と

しての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。た

だし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会

社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、この限りでない。

１６ 令和７年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第１０項の

規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつ

て、雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者

として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定

所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うこと

が適当であると認めたもの」とあるのは
「イ 雇用保険法施行規

ウ 特定退職者であつ

則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつて、

て、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、か

雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

つ、公共職業安定所長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基

て人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長
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附 則

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の改正規定は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県職員退職手当条例第１０条第１１項（第４号に係る部分に限り、同条第１２項において準用する場合を含む。）の規定は、退

職職員（退職した愛媛県職員退職手当条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。

以下同じ。）であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって同日前に職業に就いた者に

対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第８号
愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必

４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適

（アに掲げる者を除く。）

当であると認めたもの
とする。

」

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必

４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適

（アに掲げる者を除く。）

当であると認めたもの
とする。

」

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～４ 省略 １～４ 省略

５ 大麻草の栽

培の規制に関

する法律第６

条第３項の規

定に基づく第

一種大麻草採

取栽培者の登

録事項の変更

第一種

大麻草

採取栽

培者登

録変更

手数料

３，７００円 ５ 大麻草の栽

培の規制に関

する法律第６

条第３項の規

定に基づく第

一種大麻草採

取栽培者の登

録事項の変更

第一種

大麻草

採取栽

培者登

録変更

手数料

３，６００円

６ 大麻草の栽

培の規制に関

する法律第７

条第３項の規

定に基づく第

一種大麻草採

取栽培者免許

証の再交付

第一種

大麻草

採取栽

培者免

許証再

交付手

数料

３，７００円 ６ 大麻草の栽

培の規制に関

する法律第７

条第３項の規

定に基づく第

一種大麻草採

取栽培者免許

証の再交付

第一種

大麻草

採取栽

培者免

許証再

交付手

数料

３，６００円

７ 温泉法（昭

和２３年法律第

１２５号）第３

条第１項の規

定に基づく土

土地掘

削許可

申請手

数料

１２２，１００円 ７ 温泉法（昭

和２３年法律第

１２５号）第３

条第１項の規

定に基づく土

土地掘

削許可

申請手

数料

１２１，０００円
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１０１

地の掘削の許

可の申請に対

する審査

地の掘削の許

可の申請に対

する審査

７の２～７の４

省略

７の２～７の４

省略

８ 温泉法第１１

条第１項の規

定に基づくゆ

う出路の増掘

又は動力の装

置の許可の申

請に対する審

査

ゆう出

路増掘

又は動

力装置

の許可

の申請

手数料

１１５，９００円 ８ 温泉法第１１

条第１項の規

定に基づくゆ

う出路の増掘

又は動力の装

置の許可の申

請に対する審

査

ゆう出

路増掘

又は動

力装置

の許可

の申請

手数料

１１５，０００円

８の２～８の５

省略

８の２～８の５

省略

８の６ 温泉法

第１４条の３第

１項の規定に

基づく温泉の

採取の許可を

受けた法人の

合併又は分割

の承認の申請

に対する審査

温泉採

取許可

を受け

た法人

の合併

又は分

割の承

認申請

手数料

７，６００円 ８の６ 温泉法

第１４条の３第

１項の規定に

基づく温泉の

採取の許可を

受けた法人の

合併又は分割

の承認の申請

に対する審査

温泉採

取許可

を受け

た法人

の合併

又は分

割の承

認申請

手数料

７，５００円

８の７ 温泉法

第１４条の４第

１項の規定に

基づく温泉の

採取の許可を

受けた者の相

続の承認の申

請に対する審

査

温泉採

取許可

を受け

た者の

相続承

認申請

手数料

７，６００円 ８の７ 温泉法

第１４条の４第

１項の規定に

基づく温泉の

採取の許可を

受けた者の相

続の承認の申

請に対する審

査

温泉採

取許可

を受け

た者の

相続承

認申請

手数料

７，５００円

８の８ 温泉法

第１４条の５第

１項の規定に

基づく可燃性

天然ガスの濃

度の確認の申

請に対する審

査

可燃性

天然ガ

ス濃度

確認申

請手数

料

７，６００円 ８の８ 温泉法

第１４条の５第

１項の規定に

基づく可燃性

天然ガスの濃

度の確認の申

請に対する審

査

可燃性

天然ガ

ス濃度

確認申

請手数

料

７，５００円

８の９～９の３

省略

８の９～９の３

省略

９の４ 温泉法

第１９条第１項

の規定に基づ

く温泉成分分

析機関の登録

の申請に対す

る審査

温泉成

分分析

機関登

録申請

手数料

５０，７００円 ９の４ 温泉法

第１９条第１項

の規定に基づ

く温泉成分分

析機関の登録

の申請に対す

る審査

温泉成

分分析

機関登

録申請

手数料

５０，３００円
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１０２

１０ 省略 １０ 省略

１０の２ 保健師

助産師看護師

法第１５条の２

第２項の規定

に基づく准看

護師再教育研

修の実施

准看護

師再教

育研修

受講手

数料

� 保健師助産師看護師法第１４条

第２項第１号に掲げる処分を受

けた者に対する再教育研修 ４９，

１００円

� 保健師助産師看護師法第１４条

第２項第２号に掲げる処分を受

けた者又は同条第３項の規定に

基づき再免許を受けようとする

者に対する再教育研修 ８９，４００

円

１０の２ 保健師

助産師看護師

法第１５条の２

第２項の規定

に基づく准看

護師再教育研

修の実施

准看護

師再教

育研修

受講手

数料

� 保健師助産師看護師法第１４条

第２項第１号に掲げる処分を受

けた者に対する再教育研修 ４９，

０００円

� 保健師助産師看護師法第１４条

第２項第２号に掲げる処分を受

けた者又は同条第３項の規定に

基づき再免許を受けようとする

者に対する再教育研修 ８９，０００

円

１０の３～２６ 省

略

１０の３～２６ 省

略

２７ クリーニン

グ業法（昭和

２５年 法 律 第

２０７号）第５

条の２の規定

に基づくクリ

ーニング所の

検査

クリー

ニング

所検査

手数料

１６，２００円 ２７ クリーニン

グ業法（昭和

２５年 法 律 第

２０７号）第５

条の２の規定

に基づくクリ

ーニング所の

検査

クリー

ニング

所検査

手数料

１６，０００円

２８ 省略 ２８ 省略

２９ クリーニン

グ業法第７条

第１項の規定

に基づくクリ

ーニング師試

験の実施

クリー

ニング

師試験

手数料

８，２００円 ２９ クリーニン

グ業法第７条

第１項の規定

に基づくクリ

ーニング師試

験の実施

クリー

ニング

師試験

手数料

８，１００円

３０～３４ 省略 ３０～３４ 省略

３５ 毒物及び劇

物取締法（昭

和２５年法律第

３０３号）第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２９，５００円 ３５ 毒物及び劇

物取締法（昭

和２５年法律第

３０３号）第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２８，９００円

３６ 省略 ３６ 省略

３７ 毒物及び劇

物取締法第４

条第３項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の更新

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

更新申

請手数

料

１０，８００円 ３７ 毒物及び劇

物取締法第４

条第３項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の更新

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

更新申

請手数

料

１０，７００円
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３８ 毒物及び劇

物取締法第４

条第３項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の更新の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録更新

申請手

数料

６，６００円 ３８ 毒物及び劇

物取締法第４

条第３項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の更新の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録更新

申請手

数料

６，５００円

３９ 毒物及び劇

物取締法第８

条第１項第３

号の規定に基

づく毒物劇物

取扱者試験の

実施

毒物劇

物取扱

者試験

手数料

１１，４００円 ３９ 毒物及び劇

物取締法第８

条第１項第３

号の規定に基

づく毒物劇物

取扱者試験の

実施

毒物劇

物取扱

者試験

手数料

１１，２００円

４０ 毒物及び劇

物取締法第９

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の変更

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

変更申

請手数

料

５，６００円 ４０ 毒物及び劇

物取締法第９

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の変更

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

変更申

請手数

料

５，５００円

４１～４４ 省略 ４１～４４ 省略

４５ 覚醒剤取締

法（昭和２６年

法 律 第２５２

号）第３条第

１項の規定に

基づく覚醒剤

施用機関の指

定の申請に対

する審査

覚醒剤

施用機

関指定

申請手

数料

４，２００円 ４５ 覚醒剤取締

法（昭和２６年

法 律 第２５２

号）第３条第

１項の規定に

基づく覚醒剤

施用機関の指

定の申請に対

する審査

覚醒剤

施用機

関指定

申請手

数料

４，１００円

４６ 覚醒剤取締

法第３条第１

項の規定に基

づく覚醒剤研

究者の指定の

申請に対する

審査

覚醒剤

研究者

指定申

請手数

料

４，２００円 ４６ 覚醒剤取締

法第３条第１

項の規定に基

づく覚醒剤研

究者の指定の

申請に対する

審査

覚醒剤

研究者

指定申

請手数

料

４，１００円

４７ 省略 ４７ 省略

４８ 覚醒剤取締

法第３０条の２

の規定に基づ

く覚醒剤原料

研究者の指定

の申請に対す

る審査

覚醒剤

原料研

究者指

定申請

手数料

４，２００円 ４８ 覚醒剤取締

法第３０条の２

の規定に基づ

く覚醒剤原料

研究者の指定

の申請に対す

る審査

覚醒剤

原料研

究者指

定申請

手数料

４，１００円
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４９ 覚醒剤取締

法第１１条第１

項（同法第３０

条の５におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く覚醒剤施用

機関、覚醒剤

研究者、覚醒

剤原料取扱者

又は覚醒剤原

料研究者の指

定証の再交付

覚醒剤

施用機

関等の

指定証

再交付

手数料

２，９００円 ４９ 覚醒剤取締

法第１１条第１

項（同法第３０

条の５におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く覚醒剤施用

機関、覚醒剤

研究者、覚醒

剤原料取扱者

又は覚醒剤原

料研究者の指

定証の再交付

覚醒剤

施用機

関等の

指定証

再交付

手数料

２，８００円

５０～５２ 省略 ５０～５２ 省略

５３ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬小売業

者の免許の申

請に対する審

査

麻薬小

売業者

免許申

請手数

料

４，２００円 ５３ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬小売業

者の免許の申

請に対する審

査

麻薬小

売業者

免許申

請手数

料

４，１００円

５４ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬施用者

の免許の申請

に対する審査

麻薬施

用者免

許申請

手数料

４，２００円 ５４ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬施用者

の免許の申請

に対する審査

麻薬施

用者免

許申請

手数料

４，１００円

５５ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬管理者

の免許の申請

に対する審査

麻薬管

理者免

許申請

手数料

４，２００円 ５５ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬管理者

の免許の申請

に対する審査

麻薬管

理者免

許申請

手数料

４，１００円

５６ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬研究者

の免許の申請

に対する審査

麻薬研

究者免

許申請

手数料

４，２００円 ５６ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬研究者

の免許の申請

に対する審査

麻薬研

究者免

許申請

手数料

４，１００円

５７ 省略 ５７ 省略

５８ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬小

向精神

薬小売

業者免

許申請

手数料

４，２００円 ５８ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬小

向精神

薬小売

業者免

許申請

手数料

４，１００円
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売業者の免許

の申請に対す

る審査

売業者の免許

の申請に対す

る審査

５９ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条の５第

１項の規定に

基づく向精神

薬試験研究施

設設置者の登

録の申請に対

する審査（都

道府県知事の

登録に係るも

のに限る。）

向精神

薬試験

研究施

設設置

者登録

申請手

数料

４，２００円 ５９ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条の５第

１項の規定に

基づく向精神

薬試験研究施

設設置者の登

録の申請に対

する審査（都

道府県知事の

登録に係るも

のに限る。）

向精神

薬試験

研究施

設設置

者登録

申請手

数料

４，１００円

６０ 麻薬及び向

精神薬取締法

第１０条第１項

（同法第５０条

の４及び第５０

条の７におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く免許証又は

登録証の再交

付

麻薬卸

売業者

等の免

許証又

は向精

神薬試

験研究

施設設

置者登

録証の

再交付

手数料

２，９００円 ６０ 麻薬及び向

精神薬取締法

第１０条第１項

（同法第５０条

の４及び第５０

条の７におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く免許証又は

登録証の再交

付

麻薬卸

売業者

等の免

許証又

は向精

神薬試

験研究

施設設

置者登

録証の

再交付

手数料

２，８００円

６１～７２ 省略 ６１～７２ 省略

７２の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

４条第４項の

規定に基づく

薬局開設の許

可の更新の申

請に対する審

査

薬局開

設許可

更新申

請手数

料

１２，１００円 ７２の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

４条第４項の

規定に基づく

薬局開設の許

可の更新の申

請に対する審

査

薬局開

設許可

更新申

請手数

料

１２，０００円

７２の３～７３ 省

略

７２の３～７３ 省

略

７３の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５３，３００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３４，７

００円

� 省略

７３の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５１，５００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，９

００円

� 省略
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診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の１４の項まで

及び８３の項に

お い て 同

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（７３の３

の項から７３の

８の項まで、

８７の３の項及

び８７の４の項

において「医

薬品等」とい

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令（昭和

３６年政令第１１号）第２０条第２

項の規定に基づき製造管理又

は品質管理に注意を要するも

のとして厚生労働大臣が指定

する医薬部外品を含む場合 １

３４，７００円

イ ア以外の場合 ６１，０００円

� 化粧品製造販売業許可 ６１，００

０円

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の１４の項まで

及び８３の項に

お い て 同

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（７３の３

の項から７３の

８の項まで、

８７の３の項及

び８７の４の項

において「医

薬品等」とい

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令（昭和

３６年政令第１１号）第２０条第２

項の規定に基づき製造管理又

は品質管理に注意を要するも

のとして厚生労働大臣が指定

する医薬部外品を含む場合 １

３３，９００円

イ ア以外の場合 ６０，６００円

� 化粧品製造販売業許可 ６０，６０

０円

７３の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第４項の

規定に基づく

医薬品等の製

造販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３８，７００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，９００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令第２０条

第２項の規定に基づき製造管

理又は品質管理に注意を要す

るものとして厚生労働大臣が

指定する医薬部外品を含む場

合 １２０，９００円

イ ア以外の場合 ４９，７００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４９，７００円

７３の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第４項の

規定に基づく

医薬品等の製

造販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３８，２００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，６００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令第２０条

第２項の規定に基づき製造管

理又は品質管理に注意を要す

るものとして厚生労働大臣が

指定する医薬部外品を含む場

合 １２０，６００円

イ ア以外の場合 ４８，８００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４８，８００円

７３の４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２５条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項、７３の６の

項、７３の１０の項、７３の１１の項、

７３の１４の項及び８３の項において

同じ。） ９２，６００円

� 医薬品（一般）（同条第１項

７３の４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２５条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項、７３の６の

項、７３の１０の項、７３の１１の項、

７３の１４の項及び８３の項において

同じ。） ９２，０００円

� 医薬品（一般）（同条第１項
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第４号の区分をいう。７３の５の

項、７３の６の項、７３の１０の項、

７３の１１の項、７３の１４の項及び８３

の項において同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８６，９００円

� 医薬品（包装等）（同条第１

項第５号の区分をいう。７３の５

の 項、７３の６の 項、７３の１０の

項、７３の１１の項、７３の１４の項及

び８３の項において同じ。） ４８，

９００円

� 薬局製造販売医薬品 １２，０００

円

� 医薬部外品（無菌）（同条第

２項第１号の区分をいう。７３の

５の項、７３の６の項、７３の１０の

項、７３の１１の項、７３の１４の項及

び８３の項において同じ。） ８６，

９００円

� 医薬部外品（一般）（同条第

２項第２号の区分をいう。７３の

５の項、７３の６の項、７３の１０の

項、７３の１１の項、７３の１４の項及

び８３の項において同じ。） ４１，

６００円

� 医薬部外品（包装等）（同条

第２項第３号の区分をいう。７３

の５の項、７３の６の項、７３の１０

の項、７３の１１の項、７３の１４の項

及び８３の項において同じ。） ３

４，３００円

� 化粧品（一般）（同条第３項

第１号の区分をいう。７３の５の

項及び７３の６の項において同

じ。） ４１，６００円

� 化粧品（包装等）（同条第３

項第２号の区分をいう。７３の５

の項及び７３の６の項において同

じ。） ３４，３００円

第４号の区分をいう。７３の５の

項、７３の６の項、７３の１０の項、

７３の１１の項、７３の１４の項及び８３

の項において同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８６，２００円

� 医薬品（包装等）（同条第１

項第５号の区分をいう。７３の５

の 項、７３の６の 項、７３の１０の

項、７３の１１の項、７３の１４の項及

び８３の項において同じ。） ４８，

１００円

� 薬局製造販売医薬品 １１，９００

円

� 医薬部外品（無菌）（同条第

２項第１号の区分をいう。７３の

５の項、７３の６の項、７３の１０の

項、７３の１１の項、７３の１４の項及

び８３の項において同じ。） ８６，

２００円

� 医薬部外品（一般）（同条第

２項第２号の区分をいう。７３の

５の項、７３の６の項、７３の１０の

項、７３の１１の項、７３の１４の項及

び８３の項において同じ。） ４０，

６００円

� 医薬部外品（包装等）（同条

第２項第３号の区分をいう。７３

の５の項、７３の６の項、７３の１０

の項、７３の１１の項、７３の１４の項

及び８３の項において同じ。） ３

４，０００円

� 化粧品（一般）（同条第３項

第１号の区分をいう。７３の５の

項及び７３の６の項において同

じ。） ４０，６００円

� 化粧品（包装等）（同条第３

項第２号の区分をいう。７３の５

の項及び７３の６の項において同

じ。） ３４，０００円

７３の５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条 第４項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造業

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌） ５３，８００円

	 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ５０，５００円

� 医薬品（包装等） ２５，４００円

� 薬局製造販売医薬品 ６，０００円

� 医薬部外品（無菌） ５０，５００

円

� 医薬部外品（一般） ２７，０００

円

� 医薬部外品（包装等） ２５，４０

０円

７３の５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条 第４項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造業

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌） ５３，２００円

	 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ５０，１００円

� 医薬品（包装等） ２４，６００円

� 薬局製造販売医薬品 ５，９００円

� 医薬部外品（無菌） ５０，１００

円

� 医薬部外品（一般） ２６，１００

円

� 医薬部外品（包装等） ２４，６０

０円
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の許可の更新

の申請に対す

る審査

� 化粧品（一般） ２７，０００円

� 化粧品（包装等） ２５，４００円

の許可の更新

の申請に対す

る審査

� 化粧品（一般） ２６，１００円

� 化粧品（包装等） ２４，６００円

７３の６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第８項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８４，５００円

� 医薬品（一般） ７９，６００円

� 医薬品（包装等） ４２，４００円

� 医薬部外品（無菌） ８４，５００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，８００

円

� 医薬部外品（包装等） ３２，７０

０円

	 化粧品（一般） ３６，８００円

� 化粧品（包装等） ３２，７００円

７３の６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第８項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８３，９００円

� 医薬品（一般） ７８，９００円

� 医薬品（包装等） ４１，５００円

� 医薬部外品（無菌） ８３，９００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，３００

円

� 医薬部外品（包装等） ３１，８０

０円

	 化粧品（一般） ３６，３００円

� 化粧品（包装等） ３１，８００円

７３の７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条の２の２

第１項の規定

に基づく医薬

品等の保管の

みを行う製造

所の登録の申

請に対する審

査

医薬品

等の保

管のみ

を行う

製造所

登録申

請手数

料

次に掲げる登録の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品 ４０，０００円

� 医薬部外品 ３１，１００円

� 化粧品 ３１，１００円

７３の７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条の２の２

第１項の規定

に基づく医薬

品等の保管の

みを行う製造

所の登録の申

請に対する審

査

医薬品

等の保

管のみ

を行う

製造所

登録申

請手数

料

次に掲げる登録の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品 ３９，６００円

� 医薬部外品 ３０，７００円

� 化粧品 ３０，７００円

７３の８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条の２の２

第４項の規定

に基づく医薬

品等の保管の

みを行う製造

所の登録の更

新の申請に対

する審査

医薬品

等の保

管のみ

を行う

製造所

登録更

新申請

手数料

次に掲げる登録の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品 ２５，０００円

� 医薬部外品 ２２，６００円

� 化粧品 ２２，６００円

７３の８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条の２の２

第４項の規定

に基づく医薬

品等の保管の

みを行う製造

所の登録の更

新の申請に対

する審査

医薬品

等の保

管のみ

を行う

製造所

登録更

新申請

手数料

次に掲げる登録の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品 ２４，７００円

� 医薬部外品 ２２，２００円

� 化粧品 ２２，２００円

７３の９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１項の

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２２０，１００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

７３の９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１項の

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１９，３００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除
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規定に基づく医

薬品又は医薬部

外品の製造販売

の承認の申請に

対する審査

料 く。） １品目につき５４，５００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

９０，１００円

� 医薬部外品 １品目につき

５４，５００円

規定に基づく医

薬品又は医薬部

外品の製造販売

の承認の申請に

対する審査

料 く。） １品目につき５３，９００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

８９，８００円

� 医薬部外品 １品目につき

５３，９００円

７３の１０ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条 第７項

（同条第１５項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�及び�に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ７５，７００円

イ 医薬品（一般） ４４，６００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，６００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５１，００

０円

オ 医薬部外品（一般） ３０，８０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １５，

３００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造販売の承認又は一部変更承認

を受けようとするときに受ける

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，６００円

イ 医薬部外品 １５，３００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

製造販売の承認又は一部変更承

認を受けようとするときに受け

る調査 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，６００円

イ 医薬部外品 １５，３００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�及び�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

７３の１０ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条 第７項

（同条第１５項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�及び�に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ７５，２００円

イ 医薬品（一般） ４４，０００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，２００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５０，２０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，７０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

９００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造販売の承認又は一部変更承認

を受けようとするときに受ける

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

製造販売の承認又は一部変更承

認を受けようとするときに受け

る調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�及び�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額
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ア 医薬品（無菌） １５５，９００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，８００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５７，１００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０９，３

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，９０

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ４０，

８００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における同

条で定める期間を経過するごと

に受ける調査 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品 ５７，１００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ４０，８００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 同項の登録を受けた製造所に

おける同条で定める期間を経過

するごとに受ける調査 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 医薬品 ５７，１００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ４０，８００円に１

品目につき６００円を加算した額

ア 医薬品（無菌） １５５，２００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，１００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５６，６００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０８，２

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，００

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

９００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における同

条で定める期間を経過するごと

に受ける調査 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，７００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 同項の登録を受けた製造所に

おける同条で定める期間を経過

するごとに受ける調査 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，９００円に１

品目につき６００円を加算した額

７３の１１ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第９項の

規定に基づく

同法第１４条の

２第３項の基

準確認証の交

付を受けてい

るときの医薬

基準確

認証の

交付を

受けて

いると

きの医

薬品又

は医薬

部外品

の製造

管理及

び品質

管理の

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における調

査 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ５７，１００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ４０，８００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 医薬品、医療機器等の品質、

７３の１１ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第９項の

規定に基づく

同法第１４条の

２第３項の基

準確認証の交

付を受けてい

るときの医薬

基準確

認証の

交付を

受けて

いると

きの医

薬品又

は医薬

部外品

の製造

管理及

び品質

管理の

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における調

査 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，７００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 医薬品、医療機器等の品質、
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品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

基準適

合性調

査申請

手数料

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ５７，１００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ４０，８００円に１

品目につき６００円を加算した額

� その他の調査 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 医薬品（無菌） １５５，９００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，８００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５７，１００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０９，３

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，９０

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ４０，

８００円に１品目につき６００円を

加算した額

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

基準適

合性調

査申請

手数料

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，９００円に１

品目につき６００円を加算した額

� その他の調査 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 医薬品（無菌） １５５，２００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，１００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５６，６００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０８，２

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，００

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

９００円に１品目につき６００円を

加算した額

７３の１２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１５項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

事項の一部変

更の承認の申

請に対する審

査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０８，５００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき３０，２００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

３６，７００円

� 医薬部外品 １品目につき

２７，８００円

７３の１２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１５項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

事項の一部変

更の承認の申

請に対する審

査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０７，６００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２９，７００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

３６，３００円

� 医薬部外品 １品目につき

２７，５００円

７３の１３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条の２第１

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造工程

の区分

ごとの

次に掲げる確認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１４条第８項に規定す

る医薬品又は医薬部外品の製造

工程の区分を定める省令（令和

７３の１３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条の２第１

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造工程

の区分

ごとの

次に掲げる確認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１４条第８項に規定す

る医薬品又は医薬部外品の製造

工程の区分を定める省令（令和
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項の規定に基

づく医薬品又

は医薬部外品

の製造工程の

区分ごとの製

造管理又は品

質管理の方法

の基準への適

合性確認の申

請に対する審

査

製造管

理及び

品質管

理の適

合性確

認申請

手数料

３年厚生労働省令第１７号）第２

条第３号の医薬品の製造工程

１５５，９００円に、３，１００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

１０９，３００円に、２，２００円に当該

確認に係る品目数を乗じて得た

額及び７，４００円に当該確認に係る

製造販売業者の数を乗じて得た

額を加算した額

� 同条第４号の医薬品の製造工

程 １０９，８００円に、１，８００円に当

該確認に係る品目数を乗じて得

た額及び９，９００円に当該確認に係

る製造販売業者の数を乗じて得

た額を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

７６，９００円に、１，１００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び７，４００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同条第５号の医薬品の製造工

程 ５７，１００円に、８００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

４０，８００円に、６００円に当該確認

に係る品目数を乗じて得た額及

び７，４００円に当該確認に係る製造

販売業者の数を乗じて得た額を

加算した額

� 同条第６号の医薬品の製造工

程 ５７，１００円に、８００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

４０，８００円に、６００円に当該確認

に係る品目数を乗じて得た額及

び７，４００円に当該確認に係る製造

販売業者の数を乗じて得た額を

加算した額

項の規定に基

づく医薬品又

は医薬部外品

の製造工程の

区分ごとの製

造管理又は品

質管理の方法

の基準への適

合性確認の申

請に対する審

査

製造管

理及び

品質管

理の適

合性確

認申請

手数料

３年厚生労働省令第１７号）第２

条第３号の医薬品の製造工程

１５５，２００円に、３，１００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

１０８，２００円に、２，２００円に当該

確認に係る品目数を乗じて得た

額及び７，４００円に当該確認に係る

製造販売業者の数を乗じて得た

額を加算した額

� 同条第４号の医薬品の製造工

程 １０９，１００円に、１，８００円に当

該確認に係る品目数を乗じて得

た額及び９，９００円に当該確認に係

る製造販売業者の数を乗じて得

た額を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

７６，０００円に、１，１００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び７，４００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同条第５号の医薬品の製造工

程 ５６，６００円に、８００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

３９，９００円に、６００円に当該確認

に係る品目数を乗じて得た額及

び７，４００円に当該確認に係る製造

販売業者の数を乗じて得た額を

加算した額

� 同条第６号の医薬品の製造工

程 ５６，６００円に、８００円に当該確

認に係る品目数を乗じて得た額

及び９，９００円に当該確認に係る製

造販売業者の数を乗じて得た額

を加算した額

� 同号の医薬部外品の製造工程

３９，９００円に、６００円に当該確認

に係る品目数を乗じて得た額及

び７，４００円に当該確認に係る製造

販売業者の数を乗じて得た額を

加算した額

７３の１４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

変更を

行う医

薬品又

次に掲げる確認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

７３の１４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

変更を

行う医

薬品又

次に掲げる確認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品又は医薬部外品の試験
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効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条の７の２

第３項の規定

に基づく変更

を行う医薬品

又は医薬部外

品の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性確

認の申請に対

する審査

は医薬

部外品

の製造

管理及

び品質

管理の

適合性

確認申

請手数

料

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における確

認 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，６００円

イ 医薬部外品 １５，３００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

確認 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，６００円

イ 医薬部外品 １５，３００円

� その他の確認 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 医薬品（無菌） ７５，７００円

イ 医薬品（一般） ４４，６００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，６００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５１，００

０円

オ 医薬部外品（一般） ３０，８０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １５，

３００円

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条の７の２

第３項の規定

に基づく変更

を行う医薬品

又は医薬部外

品の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性確

認の申請に対

する審査

は医薬

部外品

の製造

管理及

び品質

管理の

適合性

確認申

請手数

料

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における確

認 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

確認 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� その他の確認 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 医薬品（無菌） ７５，２００円

イ 医薬品（一般） ４４，０００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，２００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５０，２０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，７０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

９００円

７３の１５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（７３

の１６の項から

７３の１８の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

「医 療 機 器

等 」 と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器等製

造販売

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５３，３００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３４，７００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９７，５００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可 １３４，７００円

７３の１５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（７３

の１６の項から

７３の１８の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

「医 療 機 器

等 」 と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器等製

造販売

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５１，５００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，９００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９７，２００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可 １３３，９００円

７３の１６ 医 薬

品、医療機器

医療機

器等製

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

７３の１６ 医 薬

品、医療機器

医療機

器等製

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額
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等の品質、有効

性及び安全性

の確保等に関

する法律第２

３条の２第４

項の規定に基

づく医療機器

等の製造販売

業の許可の更

新の申請に対

する審査

造販売

業許可

更新申

請手数

料

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １４１，１００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２４，１００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７３，２００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可の更新 １２４，１００円

等の品質、有効

性及び安全性

の確保等に関

する法律第２

３条の２第４

項の規定に基

づく医療機器

等の製造販売

業の許可の更

新の申請に対

する審査

造販売

業許可

更新申

請手数

料

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １４０，５００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２２，９００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７２，２００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可の更新 １２２，９００円

７３の１７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第１項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の申

請に対する審

査

医療機

器等製

造業登

録申請

手数料

３９，１００円 ７３の１７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第１項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の申

請に対する審

査

医療機

器等製

造業登

録申請

手数料

３８，５００円

７３の１８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第３項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の更

新の申請に対

する審査

医療機

器等製

造業登

録更新

申請手

数料

２７，８００円 ７３の１８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第３項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の更

新の申請に対

する審査

医療機

器等製

造業登

録更新

申請手

数料

２７，５００円

７３の１９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可申

請手数

料

１５３，３００円 ７３の１９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可申

請手数

料

１５１，５００円

７３の２０ 医 薬

品、医療機器

再生医

療等製

１３８，７００円 ７３の２０ 医 薬

品、医療機器

再生医

療等製

１３８，２００円
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等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第４

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の更新の申請

に対する審査

品製造

販売業

許可更

新申請

手数料

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第４

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の更新の申請

に対する審査

品製造

販売業

許可更

新申請

手数料

７４ 省略 ７４ 省略

７５ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第２４条第

２項の規定に

基づく医薬品

の販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

医薬品

販売業

許可更

新申請

手数料

１２，１００円 ７５ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第２４条第

２項の規定に

基づく医薬品

の販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

医薬品

販売業

許可更

新申請

手数料

１２，０００円

７６ 省略 ７６ 省略

７７ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第３３条第

１項の規定に

基づく医薬品

の配置販売業

者又はその配

置員に対する

配置販売従事

者の身分証明

書の交付

配置販

売従事

者身分

証明書

交付手

数料

７，５００円 ７７ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第３３条第

１項の規定に

基づく医薬品

の配置販売業

者又はその配

置員に対する

配置販売従事

者の身分証明

書の交付

配置販

売従事

者身分

証明書

交付手

数料

７，４００円

７８ 省略 ７８ 省略

７９ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第３３条第

１項の規定に

基づく医薬品

の配置販売業

者又はその配

置員に対する

配置販

売従事

者身分

証明書

再交付

手数料

３，１００円 ７９ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第３３条第

１項の規定に

基づく医薬品

の配置販売業

者又はその配

置員に対する

配置販

売従事

者身分

証明書

再交付

手数料

３，０００円
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配置販売従事

者の身分証明

書の再交付

配置販売従事

者の身分証明

書の再交付

７９の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３６条の８第１

項の規定に基

づく登録販売

者試験の実施

登録販

売者試

験手数

料

１５，２００円 ７９の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３６条の８第１

項の規定に基

づく登録販売

者試験の実施

登録販

売者試

験手数

料

１５，０００円

７９の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３６条の８第２

項の規定に基

づく医薬品、

医療機器等の

品質、有効性

及び安全性の

確保等に関す

る法律施行規

則第１条第５

項第４号に規

定する販売従

事登録の申請

に対する審査

販売従

事登録

申請手

数料

８，７００円 ７９の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３６条の８第２

項の規定に基

づく医薬品、

医療機器等の

品質、有効性

及び安全性の

確保等に関す

る法律施行規

則第１条第５

項第４号に規

定する販売従

事登録の申請

に対する審査

販売従

事登録

申請手

数料

８，６００円

７９の４ 省略 ７９の４ 省略

７９の５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３９条第６項の

規定に基づく

高度管理医療

機器等の販売

業又は貸与業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

貸与業

の許可

更新申

請手数

料

１２，１００円 ７９の５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３９条第６項の

規定に基づく

高度管理医療

機器等の販売

業又は貸与業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

貸与業

の許可

更新申

請手数

料

１２，０００円

８０ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，７００円 ８０ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，４００円
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法律第４０条の

２第１項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の許可の申

請に対する審

査

法律第４０条の

２第１項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の許可の申

請に対する審

査

８１ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第４項（同

条第８項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく医療

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

５０，５００円 ８１ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第４項（同

条第８項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく医療

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

５０，１００円

８２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第７項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の修理区分

の変更又は追

加の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１９，２００円 ８２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第７項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の修理区分

の変更又は追

加の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，６００円

８２の２ 省略 ８２の２ 省略

８２の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

４０条の５第６

項の規定に基

づく再生医療

等製品の販売

業の許可の更

新の申請に対

する審査

再生医

療等製

品販売

業許可

更新申

請手数

料

１２，１００円 ８２の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

４０条の５第６

項の規定に基

づく再生医療

等製品の販売

業の許可の更

新の申請に対

する審査

再生医

療等製

品販売

業許可

更新申

請手数

料

１２，０００円
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８３ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第８０条第

１項の規定に

基づく輸出用

の医薬品又は

医薬部外品の

製造管理又は

品質管理の方

法の基準への

適合性調査の

申請に対する

審査

輸出用

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�及び�に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ７５，７００円

イ 医薬品（一般） ４４，６００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，６００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５１，００

０円

オ 医薬部外品（一般） ３０，８０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １５，

３００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造をしようとするときに受ける

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，６００円

イ 医薬部外品 １５，３００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

製造をしようとするときに受け

る調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，６００円

イ 医薬部外品 １５，３００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�及び�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １５５，９００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，８００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５７，１００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０９，３

００円に１品目につき２，２００円を

８３ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第８０条第

１項の規定に

基づく輸出用

の医薬品又は

医薬部外品の

製造管理又は

品質管理の方

法の基準への

適合性調査の

申請に対する

審査

輸出用

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�及び�に掲げる調

査を除く。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品（無菌） ７５，２００円

イ 医薬品（一般） ４４，０００円

ウ 医薬品（包装等） ２２，２００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５０，２０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，７０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

９００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造をしようとするときに受ける

調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律第１３条の２の２第１項

の登録を受けた製造所における

製造をしようとするときに受け

る調査 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品 ２２，２００円

イ 医薬部外品 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�及び�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １５５，２００円

に１品目につき３，１００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） １０９，１００円

に１品目につき１，８００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ５６，６００

円に１品目につき８００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０８，２

００円に１品目につき２，２００円を



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１１９

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，９０

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ４０，

８００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における同

条で定める期間を経過するごと

に受ける調査 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品 ５７，１００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ４０，８００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 同項の登録を受けた製造所に

おける同条で定める期間を経過

するごとに受ける調査 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 医薬品 ５７，１００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ４０，８００円に１

品目につき６００円を加算した額

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，００

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

９００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における同

条で定める期間を経過するごと

に受ける調査 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，７００円に１

品目につき６００円を加算した額

� 同項の登録を受けた製造所に

おける同条で定める期間を経過

するごとに受ける調査 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 医薬品 ５６，６００円に１品目

につき８００円を加算した額

イ 医薬部外品 ３９，９００円に１

品目につき６００円を加算した額

８４～８６の２ 省

略

８４～８６の２ 省

略

８６の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第２条の

４第１項又は

第４６条第１項

の規定に基づ

く薬局開設の

許可証、医薬

品の販売業の

許可証、高度

管理医療機器

等の販売業若

しくは貸与業

の許可証又は

再生医療等製

品の販売業の

許可証の再交

付

薬局開

設許可

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは貸

与業の

許可証

又は再

生医療

等製品

販売業

許可証

の再交

付手数

料

３，１００円 ８６の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第２条の

４第１項又は

第４６条第１項

の規定に基づ

く薬局開設の

許可証、医薬

品の販売業の

許可証、高度

管理医療機器

等の販売業若

しくは貸与業

の許可証又は

再生医療等製

品の販売業の

許可証の再交

付

薬局開

設許可

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは貸

与業の

許可証

又は再

生医療

等製品

販売業

許可証

の再交

付手数

料

３，０００円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１２０

８６の４ 薬事法

の一部を改正

する法律の施

行に伴う関係

政令の整備等

及び経過措置

に関する政令

（平成２１年政

令第２号）附

則第６条の規

定によりなお

その効力を有

するものとさ

れる同令によ

る改正前の薬

事法施行令第

４６条第１項の

規定に基づく

医薬品の販売

業の許可証の

再交付

医薬品

販売業

許可証

の再交

付手数

料

３，１００円 ８６の４ 薬事法

の一部を改正

する法律の施

行に伴う関係

政令の整備等

及び経過措置

に関する政令

（平成２１年政

令第２号）附

則第６条の規

定によりなお

その効力を有

するものとさ

れる同令によ

る改正前の薬

事法施行令第

４６条第１項の

規定に基づく

医薬品の販売

業の許可証の

再交付

医薬品

販売業

許可証

の再交

付手数

料

３，０００円

８７～１０１ 省略 ８７～１０１ 省略

１０１の２ 食 鳥

処理の事業の

規制及び食鳥

検査に関する

法律第１２条第

５項第３号の

養成施設の登

録

食鳥処

理衛生

管理者

養成施

設登録

手数料

１５１，０００円 １０１の２ 食 鳥

処理の事業の

規制及び食鳥

検査に関する

法律第１２条第

５項第３号の

養成施設の登

録

食鳥処

理衛生

管理者

養成施

設登録

手数料

１５０，０００円

１０１の３ 食 鳥

処理の事業の

規制及び食鳥

検査に関する

法律第１２条第

５項第４号の

講習会の登録

食鳥処

理衛生

管理者

講習会

登録手

数料

９０，５００円 １０１の３ 食 鳥

処理の事業の

規制及び食鳥

検査に関する

法律第１２条第

５項第４号の

講習会の登録

食鳥処

理衛生

管理者

講習会

登録手

数料

９０，０００円

１０２～１０４の３

省略

１０２～１０４の３

省略

１０４の４ 介 護

保険法第６９条

の２第１項の

規定に基づく

介護支援専門

員実務研修の

実施

介護支

援専門

員実務

研修受

講手数

料

５１，０００円 １０４の４ 介 護

保険法第６９条

の２第１項の

規定に基づく

介護支援専門

員実務研修の

実施

介護支

援専門

員実務

研修受

講手数

料

５８，０００円

１０４の５～１０４の

７ 省略

１０４の５～１０４の

７ 省略

１０４の８ 介 護

保険法第６９条

の７第２項の

介護支

援専門

員再研

３２，０００円 １０４の８ 介 護

保険法第６９条

の７第２項の

介護支

援専門

員再研

４５，０００円
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規定に基づく

介護支援専門

員再研修の実

施

修受講

手数料

規定に基づく

介護支援専門

員再研修の実

施

修受講

手数料

１０４の９ 省略 １０４の９ 省略

１０４の１０ 介 護

保険法第６９条

の８第２項の

規定に基づく

介護支援専門

員更新研修の

実施

介護支

援専門

員更新

研修受

講手数

料

� 介護支援専門員証の交付を受

けてから、その有効期間が満了

するまでに介護支援専門員とし

て実務に従事した経験を有しな

い者に対する更新研修 ３２，０００

円

� 介護支援専門員証の有効期間

中に、介護支援専門員の業務に

従事しているか又は従事してい

た経験を有する者に対する更新

研修 ５０，０００円（介護支援専門

員証の有効期間の更新が２回目

以降の場合にあっては、２１，０００

円）

１０４の１０ 介 護

保険法第６９条

の８第２項の

規定に基づく

介護支援専門

員更新研修の

実施

介護支

援専門

員更新

研修受

講手数

料

� 介護支援専門員証の交付を受

けてから、その有効期間が満了

するまでに介護支援専門員とし

て実務に従事した経験を有しな

い者に対する更新研修 ４５，０００

円

� 介護支援専門員証の有効期間

中に、介護支援専門員の業務に

従事しているか又は従事してい

た経験を有する者に対する更新

研修 ６８，０００円（介護支援専門

員証の有効期間の更新が２回目

以降の場合にあっては、２５，０００

円）

１０５～１１３ 省略 １０５～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３ 計量関係事務手数料 ３ 計量関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 計量法（平

成４年法律第

５１号）第１６条

第１項第２号

イの規定に基

づく特定計量

器の検定

特定計

量器検

定手数

料

� 計量法第８４条第１項（同法第

８９条第４項において準用する場

合を含む。）の表示が付された

特定計量器（計量法施行令（平

成５年政令第３２９号）第１２条で定

める特定計量器であって同法第

８４条第１項の表示が付されてか

ら同法第７１条第２項の経済産業

省令で定める期間を経過したも

のにあっては、同法第５０条第１

項の表示が付され、かつ、同項

の表示が付されてから同法第７１

条第２項の経済産業省令で定め

る期間を経過していないものに

限る。）に係る検定 次に掲げ

る特定計量器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 質量計 次に掲げる質量計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額（非自動はかりの

うち最小の目量（隣接する目

盛標識のそれぞれが表す物象

の状態の量の差をいう。以下

この表において同じ。）又は

表記された感量（質量計が反

応することができる質量の最

小の変化をいう。以下この表

において同じ。）がひょう量

１ 計量法（平

成４年法律第

５１号）第１６条

第１項第２号

イの規定に基

づく特定計量

器の検定

特定計

量器検

定手数

料

� 計量法第８４条第１項（同法第

８９条第４項において準用する場

合を含む。）の表示が付された

特定計量器（計量法施行令（平

成５年政令第３２９号）第１２条で定

める特定計量器であって同法第

８４条第１項の表示が付されてか

ら同法第７１条第２項の経済産業

省令で定める期間を経過したも

のにあっては、同法第５０条第１

項の表示が付され、かつ、同項

の表示が付されてから同法第７１

条第２項の経済産業省令で定め

る期間を経過していないものに

限る。）に係る検定 次に掲げ

る特定計量器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 質量計 次に掲げる質量計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額（非自動はかりの

うち最小の目量（隣接する目

盛標識のそれぞれが表す物象

の状態の量の差をいう。以下

この表において同じ。）又は

表記された感量（質量計が反

応することができる質量の最

小の変化をいう。以下この表

において同じ。）がひょう量
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の１０，０００分の１未満のものに

あっては、�から�までに掲

げる金額の２倍の金額）

� 非自動はかりで検出部が

電気式又は光電式のもので

あって、ひょう量が１トン

以下のもの 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ・ｂ 省略

ｃ ひょう量が１００キログラ

ムを超え２５０キログラム

以下のもの １個につき

１，８５０円

ｄ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム

以下のもの １個につき

２，２５０円

ｅ ひょう量が５００キログラ

ムを超え１トン以下のも

の １個につき２，６００円

� 非自動はかりであって、

棒はかり又は光電式以外の

ばね式指示はかりのうち直

線目盛のみがあるもの 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ ひょう量が１０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき２１０円

� 非自動はかりであって�

又は�に掲げるもの以外の

もの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ～ｄ 省略

ｅ ひょう量が１００キログラ

ムを超え２５０キログラム以

下のもの １個につき５７０

円

ｆ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム以

下のもの １個につき９９０

円

ｇ ひょう量が５００キログラ

ムを超え１トン以下のも

の １個につき１，７００円

ｈ ひょう量が１トンを超

え２トン以下のもの １

個につき２，７００円

ｉ ひょう量が２トンを超

え５トン以下のもの １

の１０，０００分の１未満のものに

あっては、�から�までに掲

げる金額の２倍の金額）

� 非自動はかりで検出部が

電気式又は光電式のもので

あって、ひょう量が１トン

以下のもの 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ・ｂ 省略

ｃ ひょう量が１００キログラ

ムを超え２５０キログラム

以下のもの １個につき

１，８００円

ｄ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム

以下のもの １個につき

２，２００円

ｅ ひょう量が５００キログラ

ムを超え１トン以下のも

の １個につき２，５５０円

� 非自動はかりであって、

棒はかり又は光電式以外の

ばね式指示はかりのうち直

線目盛のみがあるもの 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ ひょう量が１０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき２００円

� 非自動はかりであって�

又は�に掲げるもの以外の

もの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ～ｄ 省略

ｅ ひょう量が１００キログラ

ムを超え２５０キログラム以

下のもの １個につき５６０

円

ｆ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム以

下のもの １個につき９７０

円

ｇ ひょう量が５００キログラ

ムを超え１トン以下のも

の １個につき１，６５０円

ｈ ひょう量が１トンを超

え２トン以下のもの １

個につき２，６５０円

ｉ ひょう量が２トンを超

え５トン以下のもの １
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個につき６，８００円

ｊ ひょう量が５トンを超

え１０トン以下のもの １

個につき８，６００円

ｋ ひょう量が１０トンを超

え２０トン以下のもの １

個につき１２，５００円

ｌ ひょう量が２０トンを超

え３０トン以下のもの １

個につき１５，５００円

ｍ ひょう量が３０トンを超

え４０トン以下のもの １

個につき２０，６００円

ｎ ひょう量が４０トンを超

え５０トン以下のもの １

個につき２３，１００円

ｏ ひょう量が５０トンを超

え る も の １個 に つ き

４０，７００円

� 分銅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 省略

ｂ 表す質量が２００グラムを

超えるもの １個につき

２５０円

� 省略

イ 体積計 次に掲げる体積計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 省略

� 燃料油メーター 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ａ 使用最大流量が１リッ

トル毎分以下のもの １

個につき６６０円

ｂ 表示機構の最大指示量

が５０リットル以下のもの

（ａに掲げるも の を 除

く。） １個 に つ き

１，７５０円

ｃ ａ又はｂに掲げるもの

以外のもの １個につき

２，２５０円

� 液化石油ガスメーター

１個につき７，１００円

� ガスメーター 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ・ｂ 省略

ｃ 使用最大流量が６５立方

メートル毎時を超え１６０立

個につき６，７００円

ｊ ひょう量が５トンを超

え１０トン以下のもの １

個につき８，５００円

ｋ ひょう量が１０トンを超

え２０トン以下のもの １

個につき１２，３００円

ｌ ひょう量が２０トンを超

え３０トン以下のもの １

個につき１５，３００円

ｍ ひょう量が３０トンを超

え４０トン以下のもの １

個につき２０，３００円

ｎ ひょう量が４０トンを超

え５０トン以下のもの １

個につき２２，８００円

ｏ ひょう量が５０トンを超

え る も の １個 に つ き

４０，２００円

� 分銅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 省略

ｂ 表す質量が２００グラムを

超えるもの １個につき

２４０円

� 省略

イ 体積計 次に掲げる体積計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 省略

� 燃料油メーター 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ａ 使用最大流量が１リッ

トル毎分以下のもの １

個につき６５０円

ｂ 表示機構の最大指示量

が５０リットル以下のもの

（ａに掲げるも の を 除

く。） １個 に つ き

１，７００円

ｃ ａ又はｂに掲げるもの

以外のもの １個につき

２，２００円

� 液化石油ガスメーター

１個につき７，０００円

� ガスメーター 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ・ｂ 省略

ｃ 使用最大流量が６５立方

メートル毎時を超え１６０立
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方メートル毎時以下のも

の １個につき６６０円

ｄ 省略

ｅ 使用最大流量が４００立

方メートル毎時を超え

１，０００立方メートル毎時

以下のもの １個につき

２，５５０円

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １個につき６，１００円

ウ アネロイド型圧力計（アネ

ロイド型血圧計を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 計ることのできる最大の

圧力が５０メガパスカル以下

のもの １個につき１１０円

� 省略

� �に掲げる特定計量器以外の

特定計量器であって、次に掲げ

る質量計であるものに係る検定

次に掲げる質量計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

（非自動はかりのうち最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、２倍の金額）

ア 非自動はかり（ばね式指示

はかり及び検出部が電気式の

ものを除く。） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ひょう量が５キログラム

以下のもの １個につき１９０

円

� ひょう量が５キログラム

を超え２０キログラム以下の

もの １個につき２２０円

� ひょう量が２０キログラム

を超え５０キログラム以下の

もの １個につき３００円

� ひょう量が５０キログラム

を超え１００キログラム以下の

もの １個につき４００円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき６２０円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１，１００円

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

方メートル毎時以下のも

の １個につき６５０円

ｄ 省略

ｅ 使用最大流量が４００立

方メートル毎時を超え

１，０００立方メートル毎時

以下のもの １個につき

２，５００円

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １個につき６，０００円

ウ アネロイド型圧力計（アネ

ロイド型血圧計を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 計ることのできる最大の

圧力が５０メガパスカル以下

のもの １個につき１００円

� 省略

� �に掲げる特定計量器以外の

特定計量器であって、次に掲げ

る質量計であるものに係る検定

次に掲げる質量計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

（非自動はかりのうち最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、２倍の金額）

ア 非自動はかり（ばね式指示

はかり及び検出部が電気式の

ものを除く。） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ひょう量が５キログラム

以下のもの １個につき１８０

円

� ひょう量が５キログラム

を超え２０キログラム以下の

もの １個につき２１０円

� ひょう量が２０キログラム

を超え５０キログラム以下の

もの １個につき２９０円

� ひょう量が５０キログラム

を超え１００キログラム以下の

もの １個につき３９０円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき６１０円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１，０５０円

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの
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１個につき１，９００円

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき３，２００円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，３００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき９，２００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１３，６００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，６００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２１，７００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２４，３００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき４１，９００

円

イ 分銅 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

	 省略


 表す質量が２００グラムを超

えるもの １個につき２６０円

ウ おもり 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

	 省略


 質量が５キログラムを超

え２０キログラム以下のもの

１個につき１２０円

� 省略

� 計量法施行令附則第９条第１

項から第３項までに規定する特

定計量器の検定 次に掲げる特

定計量器の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 省略

イ 非自動はかりで計量法施行

令附則別表第４第２号イ�又

はハ�に掲げるもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

	 ひょう量が２００キログラム

以下のもの １個につき５８０

円


 省略

１個につき１，８５０円

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき３，１５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，１００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき９，１００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１３，４００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，３００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２１，４００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２４，０００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき４１，４００

円

イ 分銅 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

	 省略


 表す質量が２００グラムを超

えるもの １個につき２５０円

ウ おもり 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

	 省略


 質量が５キログラムを超

え２０キログラム以下のもの

１個につき１１０円

� 省略

� 計量法施行令附則第９条第１

項から第３項までに規定する特

定計量器の検定 次に掲げる特

定計量器の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 省略

イ 非自動はかりで計量法施行

令附則別表第４第２号イ�又

はハ�に掲げるもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

	 ひょう量が２００キログラム

以下のもの １個につき５７０

円


 省略
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� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき１，６５０円

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき２，９５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，０００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき９，１００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１３，０００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，３００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２１，０００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２３，４００円

	 ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき４１，２００

円

ウ～オ 省略

カ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第３号に掲げる

燃料油メーター 次に掲げる

燃料油メーターの区分に応

じ、それぞれ次に定める金額


 積算式ガソリン量器 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 表示機構の最大指示量

が５０リットル以下のもの

１個につき１，８００円

ｂ 表示機構の最大指示量

が５０リットルを超えるも

の １個につき２，３５０円

� 
に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 口径が３０ミリメートル

以下のもの １個につき

２，９００円

ｂ 口径が３０ミリメートル

を超えるもの １個につ

き３，７５０円

キ 体積計で計量法施行令附則

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき１，６００円

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき２，９００円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき６，８００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき８，９００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１２，８００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，１００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２０，７００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２３，１００円

	 ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき４０，７００

円

ウ～オ 省略

カ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第３号に掲げる

燃料油メーター 次に掲げる

燃料油メーターの区分に応

じ、それぞれ次に定める金額


 積算式ガソリン量器 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 表示機構の最大指示量

が５０リットル以下のもの

１個につき１，７５０円

ｂ 表示機構の最大指示量

が５０リットルを超えるも

の １個につき２，３００円

� 
に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 口径が３０ミリメートル

以下のもの １個につき

２，８５０円

ｂ 口径が３０ミリメートル

を超えるもの １個につ

き３，７００円

キ 体積計で計量法施行令附則
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第９条第２項第４号に掲げる

液化石油ガスメーター １個

につき７，０００円

ク 体積計で計量法施行令附則

第９条第３項第２号若しくは

第３号又は附則別表第４第４

号に掲げるガスメーター 次

に掲げるガスメーターの区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� �に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ・ｂ 省略

ｃ ガスの体積が６リット

ルを超え３０リットル以下

のもの １個につき３７０円

ｄ ガスの体積が３０リット

ルを超えるもの １個に

つき６８０円

� 計量法施行令附則別表第

４第４号ロに掲げるもの

次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 使用最大流量が５立方

メートル毎時以下のもの

１個につき４９０円

ｂ 使用最大流量が５立方

メートル毎時を超え２０立

方メートル毎時以下のも

の １個につき９７０円

ｃ 省略

ｄ 使用最大流量が１００立方

メートル毎時を超え５００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき４，１００円

ｅ 使用最大流量が５００立方

メートル毎時を超え１，０００

立方メートル毎時以下の

もの １個につき５，６００円

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １０，７００円

ケ 計量法施行令附則第９条第

２項第５号に掲げるアネロイ

ド型圧力計 次に掲げるアネ

ロイド型圧力計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 計ることができる最大の

圧力が５０メガパスカル以下

のもの １個につき１１０円

� 計ることができる最大の

第９条第２項第４号に掲げる

液化石油ガスメーター １個

につき６，９００円

ク 体積計で計量法施行令附則

第９条第３項第２号若しくは

第３号又は附則別表第４第４

号に掲げるガスメーター 次

に掲げるガスメーターの区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� �に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ・ｂ 省略

ｃ ガスの体積が６リット

ルを超え３０リットル以下

のもの １個につき３６０円

ｄ ガスの体積が３０リット

ルを超えるもの １個に

つき６７０円

� 計量法施行令附則別表第

４第４号ロに掲げるもの

次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 使用最大流量が５立方

メートル毎時以下のもの

１個につき４８０円

ｂ 使用最大流量が５立方

メートル毎時を超え２０立

方メートル毎時以下のも

の １個につき９５０円

ｃ 省略

ｄ 使用最大流量が１００立方

メートル毎時を超え５００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき４，０００円

ｅ 使用最大流量が５００立方

メートル毎時を超え１，０００

立方メートル毎時以下の

もの １個につき５，５００円

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １０，５００円

ケ 計量法施行令附則第９条第

２項第５号に掲げるアネロイ

ド型圧力計 次に掲げるアネ

ロイド型圧力計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 計ることができる最大の

圧力が５０メガパスカル以下

のもの １個につき１００円

� 計ることができる最大の



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１２８

圧力が５０メガパスカルを超

え１００メガパスカル以下のも

の １個につき５２０円

圧力が５０メガパスカルを超

え１００メガパスカル以下のも

の １個につき５１０円

２ 計量法施行

令第４１条第１

項の規定に基

づく計量法第

１７条第１項に

規定する指定

製造者の指定

の申請に対す

る審査

指定製

造者指

定申請

手数料

１８０，１００円 ２ 計量法施行

令第４１条第１

項の規定に基

づく計量法第

１７条第１項に

規定する指定

製造者の指定

の申請に対す

る審査

指定製

造者指

定申請

手数料

１７７，２００円

３ 計量法第１９

条第１項の規

定に基づく特

定計量器の定

期検査

特定計

量器定

期検査

手数料

� 非自動はかり 次に掲げる非

自動はかりの区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額（最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、アからウまでに掲げ

る金額の２倍の金額）

ア 検出部が電気式のもの又は

光電式のものであって、ひょ

う量が１トン以下のもの 次

に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� ひょう量が１００キログラム

以下のもの １個 に つ き

１，５５０円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき２，０００円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下

のもの １個につき２，４５０

円

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき３，４００円

イ 省略

ウ ア又はイに掲げるもの以外

のもの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� ひょう量が１００キログラム

以下のもの １個につき５５０

円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき９９０円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１，６５０円

� 省略

� ひょう量が１トンを超え

３ 計量法第１９

条第１項の規

定に基づく特

定計量器の定

期検査

特定計

量器定

期検査

手数料

� 非自動はかり 次に掲げる非

自動はかりの区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額（最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、アからウまでに掲げ

る金額の２倍の金額）

ア 検出部が電気式のもの又は

光電式のものであって、ひょ

う量が１トン以下のもの 次

に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� ひょう量が１００キログラム

以下のもの １個 に つ き

１，５００円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき１，９５０円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下

のもの １個につき２，４００

円

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき３，３５０円

イ 省略

ウ ア又はイに掲げるもの以外

のもの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� ひょう量が１００キログラム

以下のもの １個につき５４０

円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき９７０円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１，６００円

� 省略

� ひょう量が１トンを超え
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１２９

２トン以下のもの １個に

つき４，１００円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，６００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき１１，８００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１６，５００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき２０，８００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２３，５００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき３２，５００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき５５，７００

円

� 省略

２トン以下のもの １個に

つき４，０５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，５００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき１１，６００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１６，２００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき２０，６００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２３，２００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき３２，０００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき５５，０００

円

� 省略

４ 計量法第７５

条第１項の規

定に基づく装

置検査

車両等

装置用

計量器

装置検

査手数

料

１個につき７７０円 ４ 計量法第７５

条第１項の規

定に基づく装

置検査

車両等

装置用

計量器

装置検

査手数

料

１個につき７６０円

５ 計量法第９１

条第２項の規

定に基づく指

定製造事業者

の指定に係る

検査

指定製

造事業

者の指

定に係

る品質

管理の

方法の

検査手

数料

４７２，４００円 ５ 計量法第９１

条第２項の規

定に基づく指

定製造事業者

の指定に係る

検査

指定製

造事業

者の指

定に係

る品質

管理の

方法の

検査手

数料

４６４，８００円

６ 計 量 法 第

１０２条 第１項

の規定に基づ

く基準器検査

基準器

検査手

数料

� タクシーメーター装置検査用

基準器 １個につき１４，９００円

� 質量基準器 次に掲げる質量

基準器の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 基準手動天びんで感量が１

ミリグラムを超え又はひょう

量の２０，０００分の１を超えるも

の １個につき５，４００円

イ 基準台手動はかり 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� ひょう量が１キログラム

６ 計 量 法 第

１０２条 第１項

の規定に基づ

く基準器検査

基準器

検査手

数料

� タクシーメーター装置検査用

基準器 １個につき１４，６００円

� 質量基準器 次に掲げる質量

基準器の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 基準手動天びんで感量が１

ミリグラムを超え又はひょう

量の２０，０００分の１を超えるも

の １個につき５，３００円

イ 基準台手動はかり 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� ひょう量が１キログラム
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以下のもの １個 に つ き

３，７５０円

� ひょう量が１キログラム

を超え１０キログラム以下の

もの １個につき５，９００円

� ひょう量が１０キログラム

を超え５０キログラム以下の

もの １個につき８，６００円

� ひょう量が５０キログラム

を超え２００キログラム以下の

もの １個につき１１，６００円

� ひょう量が２００キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１５，５００円

� ひょう量が５００キログラム

を 超 え る も の １５，５００円

に、５００キログラムまでを増

すごとに８，１００円を加えた金

額

ウ 基準直示天びんで感量（感

量の表記のないものにあって

は、最小の目量）が１ミリグ

ラムを超え又はひょう量の

２０，０００分 の１を 超 え る も の

１個につき８，８００円

エ 基準分銅 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が２００グラム以

下 の も の １個 に つ き

３，５５０円

ｂ 表す質量が２００グラムを

超えるもの １個につき

８，８００円

� ２級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き７１０円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき８６０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき９，７００円

� ３級である旨の表記のあ

以下のもの １個 に つ き

３，６５０円

� ひょう量が１キログラム

を超え１０キログラム以下の

もの １個につき５，８００円

� ひょう量が１０キログラム

を超え５０キログラム以下の

もの １個につき８，５００円

� ひょう量が５０キログラム

を超え２００キログラム以下の

もの １個につき１１，４００円

� ひょう量が２００キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１５，３００円

� ひょう量が５００キログラム

を 超 え る も の １５，３００円

に、５００キログラムまでを増

すごとに７，８００円を加えた金

額

ウ 基準直示天びんで感量（感

量の表記のないものにあって

は、最小の目量）が１ミリグ

ラムを超え又はひょう量の

２０，０００分 の１を 超 え る も の

１個につき８，６００円

エ 基準分銅 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が２００グラム以

下 の も の １個 に つ き

３，５００円

ｂ 表す質量が２００グラムを

超えるもの １個につき

８，６００円

� ２級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き７００円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき８５０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき９，６００円

� ３級である旨の表記のあ
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るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き５３０円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき７２０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき７，８００円

� 基準タンク 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額（２以上のゲージグラスを有

する基準タンクにあっては、ゲ

ージグラスが１増すごとに、次

に定める金額の５割の額を加え

た金額）

ア 全量が０．２５立方メートル以

下のもの １個につき１５，０００

円

イ 全量が０．２５立方メートルを

超え１立方メートル未満のも

の １個につき３７，７００円

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き５２０円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき７１０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき７，７００円

� 基準タンク 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額（２以上のゲージグラスを有

する基準タンクにあっては、ゲ

ージグラスが１増すごとに、次

に定める金額の５割の額を加え

た金額）

ア 全量が０．２５立方メートル以

下のもの １個につき１４，８００

円

イ 全量が０．２５立方メートルを

超え１立方メートル未満のも

の １個につき３７，１００円

７ 計 量 法 第

１０７条 の 規 定

に基づく計量

証明事業登録

計量証

明事業

登録手

数料

５９，６００円 ７ 計 量 法 第

１０７条 の 規 定

に基づく計量

証明事業登録

計量証

明事業

登録手

数料

５８，６００円

８ 計 量 法 第

１１５条 の 規 定

に基づく計量

証明事業の登

録証の訂正又

は再交付

計量証

明事業

登録証

の訂正

又は再

交付手

数料

１，９５０円 ８ 計 量 法 第

１１５条 の 規 定

に基づく計量

証明事業の登

録証の訂正又

は再交付

計量証

明事業

登録証

の訂正

又は再

交付手

数料

１，９００円

９ 計 量 法 第

１１５条 の 規 定

に基づく計量

証明事業登録

簿の謄本の交

付

計量証

明事業

登録簿

の謄本

交付手

数料

１枚につき８５０円 ９ 計 量 法 第

１１５条 の 規 定

に基づく計量

証明事業登録

簿の謄本の交

付

計量証

明事業

登録簿

の謄本

交付手

数料

１枚につき８３０円

１０ 計 量 法 第

１１５条 の 規 定

に基づく計量

証明事業登録

簿の閲覧の請

求

計量証

明事業

登録簿

の閲覧

手数料

１回につき４１０円 １０ 計 量 法 第

１１５条 の 規 定

に基づく計量

証明事業登録

簿の閲覧の請

求

計量証

明事業

登録簿

の閲覧

手数料

１回につき４００円

１１ 計 量 法 第

１１６条 第１項

の規定に基づ

計量証

明検査

手数料

� 省略

� 騒音計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

１１ 計 量 法 第

１１６条 第１項

の規定に基づ

計量証

明検査

手数料

� 省略

� 騒音計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額
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く計量証明検

査

ア 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツ以下のもの １個につき

２４，０００円

イ 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツを超えるもの １個につき

４０，０００円

� 振動レベル計 １個につき

３４，２００円

� 濃度計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア ジルコニア式酸素濃度計又

は磁気式酸素濃度計 １個に

つき９７，８００円

イ 溶液導電率式二酸化硫黄濃

度計 １個につき１３０，７００円

ウ 紫外線式二酸化硫黄濃度計

１個につき９７，３００円

エ 紫外線式窒素酸化物濃度計

１個につき１０９，５００円

オ 非分散型赤外線式二酸化硫

黄濃度計 １個につき１０３，４００

円

カ 非分散型赤外線式窒素酸化

物濃度計 １個につき１１９，７００

円

キ 非分散型赤外線式一酸化炭

素濃度計 １個につき１０４，４００

円

ク 化学発光式窒素酸化物濃度

計 １個につき１１１，７００円

ケ ガラス電極式水素イオン濃

度指示計 １個につき２６，８００

円
�
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�
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備考

１ ウに掲げる濃度計とエ

に掲げる濃度計とが構造

上一体となっているもの

にあっては、ウに掲げる

金額とエに掲げる金額と

を合算して得た額から

５１，０００円を減額するもの

とする。

２ 省略

３ ウからクまでに掲げる

濃度計で４以上の表示機

構を有するものにあって

は、表示機構が３を超え

て１増すごとに、ウから

クまでに掲げる金額に

２２，７００円を加算するもの

とする。

く計量証明検

査

ア 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツ以下のもの １個につき

２３，８００円

イ 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツを超えるもの １個につき

３９，５００円

� 振動レベル計 １個につき

３３，９００円

� 濃度計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア ジルコニア式酸素濃度計又

は磁気式酸素濃度計 １個に

つき９７，０００円

イ 溶液導電率式二酸化硫黄濃

度計 １個につき１２９，５００円

ウ 紫外線式二酸化硫黄濃度計

１個につき９６，５００円

エ 紫外線式窒素酸化物濃度計

１個につき１０８，６００円

オ 非分散型赤外線式二酸化硫

黄濃度計 １個につき１０２，６００

円

カ 非分散型赤外線式窒素酸化

物濃度計 １個につき１１８，７００

円

キ 非分散型赤外線式一酸化炭

素濃度計 １個につき１０３，５００

円

ク 化学発光式窒素酸化物濃度

計 １個につき１１０，７００円

ケ ガラス電極式水素イオン濃

度指示計 １個につき２６，５００

円
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備考

１ ウに掲げる濃度計とエ

に掲げる濃度計とが構造

上一体となっているもの

にあっては、ウに掲げる

金額とエに掲げる金額と

を合算して得た額から

５０，９００円を減額するもの

とする。

２ 省略

３ ウからクまでに掲げる

濃度計で４以上の表示機

構を有するものにあって

は、表示機構が３を超え

て１増すごとに、ウから

クまでに掲げる金額に

２２，６００円を加算するもの

とする。
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１２ 計量法施行

令第４１条第２

項の規定に基

づく計量法第

１２７条 第１項

に規定する適

正計量管理事

業所の指定の

申請に対する

審査

適正計

量管理

事業所

指定申

請手数

料

２，８５０円 １２ 計量法施行

令第４１条第２

項の規定に基

づく計量法第

１２７条 第１項

に規定する適

正計量管理事

業所の指定の

申請に対する

審査

適正計

量管理

事業所

指定申

請手数

料

２，８００円

１３ 計 量 法 第

１２７条 第３項

の規定に基づ

く適正計量管

理事業所の指

定に係る検査

適正計

量管理

事業所

の指定

に係る

検査手

数料

８，２００円 １３ 計 量 法 第

１２７条 第３項

の規定に基づ

く適正計量管

理事業所の指

定に係る検査

適正計

量管理

事業所

の指定

に係る

検査手

数料

８，１００円

備考 省略 備考 省略

４ 農林水産関係事務手数料 ４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 家 畜 商 法

（昭和２４年法

律 第２０８号）

第３条第１項

の規定に基づ

く家畜商の免

許

家畜商

免許手

数料

� 家畜の取引の業務（家畜商法

第３条第２項第２号の農林水産

省令で定める業務に限る。）に

従事する使用人その他の従業者

（�に お い て「従 業 者」と い

う。）の数が５人以上である場

合 ２，９００円

� 従業者の数が１人以上４人以

下である場合 ２，３００円

� その他の場合 １，９００円

１ 家 畜 商 法

（昭和２４年法

律 第２０８号）

第３条第１項

の規定に基づ

く家畜商の免

許

家畜商

免許手

数料

� 家畜の取引の業務（家畜商法

第３条第２項第２号の農林水産

省令で定める業務に限る。）に

従事する使用人その他の従業者

（�に お い て「従 業 者」と い

う。）の数が５人以上である場

合 ２，８００円

� 従業者の数が１人以上４人以

下である場合 ２，１００円

� その他の場合 １，８００円

２ 家畜商法第

３条第２項第

１号の規定に

基づく講習会

の開催

家畜商

講習会

受講手

数料

３，４００円 ２ 家畜商法第

３条第２項第

１号の規定に

基づく講習会

の開催

家畜商

講習会

受講手

数料

３，３００円

３ 家畜商法施

行令（昭和２８

年政 令 第２５２

号）第５条の

規定に基づく

家畜商免許証

の書換え交付

家畜商

免許証

書換え

交付手

数料

１，３００円 ３ 家畜商法施

行令（昭和２８

年政 令 第２５２

号）第５条の

規定に基づく

家畜商免許証

の書換え交付

家畜商

免許証

書換え

交付手

数料

１，２００円

４ 家畜商法施

行令第６条の

規定に基づく

家畜商免許証

の再交付

家畜商

免許証

再交付

手数料

１，４００円 ４ 家畜商法施

行令第６条の

規定に基づく

家畜商免許証

の再交付

家畜商

免許証

再交付

手数料

１，３００円

５ 漁業法（昭

和２４年法律第

２６７号）第５７

条第１項又は

５トン

以上の

漁船を

使用し

３，１００円 ５ 漁業法（昭

和２４年法律第

２６７号）第５７

条第１項又は

５トン

以上の

漁船を

使用し

３，０００円
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第１１９条 第１

項の規定に基

づく５トン以

上の漁船を使

用して行う漁

業に係る漁業

の許可の申請

に対する審査

て行う

漁業に

係る漁

業許可

申請手

数料

第１１９条 第１

項の規定に基

づく５トン以

上の漁船を使

用して行う漁

業に係る漁業

の許可の申請

に対する審査

て行う

漁業に

係る漁

業許可

申請手

数料

６ 省略 ６ 省略

７ 漁業法第６９

条第１項の規

定に基づく漁

業権の免許の

申請に対する

審査

漁業権

免許申

請手数

料

３，９００円 ７ 漁業法第６９

条第１項の規

定に基づく漁

業権の免許の

申請に対する

審査

漁業権

免許申

請手数

料

３，８００円

８ 漁業法第７２

条第６項の規

定に基づく団

体漁業権の共

有の認可の申

請に対する審

査

団体漁

業権共

有認可

申請手

数料

３，９００円 ８ 漁業法第７２

条第６項の規

定に基づく団

体漁業権の共

有の認可の申

請に対する審

査

団体漁

業権共

有認可

申請手

数料

３，８００円

９～１２ 省略 ９～１２ 省略

１３ 肥料の品質

の確保等に関

する法律（昭

和２５年法律第

１２７号）第４

条第１項又は

第３項の規定

に基づく肥料

の登録

肥料登

録手数

料

� 省略

� 同項第７号の肥料の登録 ３６，

０００円

１３ 肥料の品質

の確保等に関

する法律（昭

和２５年法律第

１２７号）第４

条第１項又は

第３項の規定

に基づく肥料

の登録

肥料登

録手数

料

� 省略

� 同項第７号の肥料の登録 ３５，

９００円

１４・１５ 省略 １４・１５ 省略

１６ 漁船法（昭

和２５年法律第

１７８号）第１０

条第１項の規

定に基づく漁

船の登録の申

請に対する審

査

漁船登

録申請

手数料

� 無動力漁船 １隻につき４，８００

円

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき７，１００円

� 総トン数２０トン以上１００トン未

満の動力漁船 １隻につき７，６００

円

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき８，１００円

１６ 漁船法（昭

和２５年法律第

１７８号）第１０

条第１項の規

定に基づく漁

船の登録の申

請に対する審

査

漁船登

録申請

手数料

� 無動力漁船 １隻につき４，７００

円

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき７，０００円

� 総トン数２０トン以上１００トン未

満の動力漁船 １隻につき７，５００

円

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき８，０００円

１７・１８ 省略 １７・１８ 省略

１９ 漁船法第１７

条第１項の規

定に基づく漁

船の変更の登

録の申請に対

する審査

漁船登

録変更

申請手

数料

� 省略

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき３，６００円

� 省略

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき４，２００円

１９ 漁船法第１７

条第１項の規

定に基づく漁

船の変更の登

録の申請に対

する審査

漁船登

録変更

申請手

数料

� 省略

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき３，５００円

� 省略

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき４，１００円

２０ 漁船法第２１

条の規定に基

漁船登

録謄本

用紙１枚につき５００円 ２０ 漁船法第２１

条の規定に基

漁船登

録謄本

用紙１枚につき４５０円
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づく漁船の登

録謄本の交付

交付手

数料

づく漁船の登

録謄本の交付

交付手

数料

２１ 家畜改良増

殖法（昭和２５

年法 律 第２０９

号）第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

書換え交付

種畜証

明書書

換え交

付手数

料

８９０円 ２１ 家畜改良増

殖法（昭和２５

年法 律 第２０９

号）第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

書換え交付

種畜証

明書書

換え交

付手数

料

８２０円

２２ 家畜改良増

殖法第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

再交付

種畜証

明書再

交付手

数料

８９０円 ２２ 家畜改良増

殖法第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

再交付

種畜証

明書再

交付手

数料

８２０円

２３ 家畜改良増

殖法第１６条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精師の免

許の申請に対

する審査

家畜人

工授精

師免許

申請手

数料

２，０７０円 ２３ 家畜改良増

殖法第１６条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精師の免

許の申請に対

する審査

家畜人

工授精

師免許

申請手

数料

１，９９０円

２４ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の書

換え交付

家畜人

工授精

師免許

証書換

え交付

手数料

１，９１０円 ２４ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の書

換え交付

家畜人

工授精

師免許

証書換

え交付

手数料

１，８３０円

２５ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の再

交付

家畜人

工授精

師免許

証再交

付手数

料

１，９１０円 ２５ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の再

交付

家畜人

工授精

師免許

証再交

付手数

料

１，８３０円

２６ 家畜改良増

殖法第２４条の

規定に基づく

家畜人工授精

所の開設の許

可の申請に対

する審査

家畜人

工授精

所開設

許可申

請手数

料

６，４８０円 ２６ 家畜改良増

殖法第２４条の

規定に基づく

家畜人工授精

所の開設の許

可の申請に対

する審査

家畜人

工授精

所開設

許可申

請手数

料

６，３６０円

２６の２ 家畜改

良増殖法施行

規則（昭和２５

年農林省令第

９６号）第３８条

第１項の規定

に基づく家畜

人工授精所の

開設の許可証

の書換え交付

家畜人

工授精

所開設

許可証

書換え

交付手

数料

２，７５０円 ２６の２ 家畜改

良増殖法施行

規則（昭和２５

年農林省令第

９６号）第３８条

第１項の規定

に基づく家畜

人工授精所の

開設の許可証

の書換え交付

家畜人

工授精

所開設

許可証

書換え

交付手

数料

２，６４０円
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２６の３ 家畜改

良増殖法施行

規則第３９条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精所の開

設の許可証の

再交付

家畜人

工授精

所開設

許可証

再交付

手数料

２，７５０円 ２６の３ 家畜改

良増殖法施行

規則第３９条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精所の開

設の許可証の

再交付

家畜人

工授精

所開設

許可証

再交付

手数料

２，６４０円

２６の４～２６の６

省略

２６の４～２６の６

省略

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の２第５

項、第５条第

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

も の に 限

る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，８６０円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の２第５

項、第５条第

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

も の に 限

る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，７７０円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき７５０円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき７２０円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

家畜注

射又は

家畜薬

浴の手

数料

１頭又は１羽につき１，５５０円を超え

ない範囲内において規則で定める

金額

２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

家畜注

射又は

家畜薬

浴の手

数料

１頭又は１羽につき１，４７０円を超え

ない範囲内において規則で定める

金額

３０～３３ 省略 ３０～３３ 省略

３４ 家畜取引法

（昭和３１年法

律 第１２３号）

第３条の規定

に基づく家畜

市場の登録の

申請に対する

審査

家畜市

場登録

申請手

数料

１９，３００円 ３４ 家畜取引法

（昭和３１年法

律 第１２３号）

第３条の規定

に基づく家畜

市場の登録の

申請に対する

審査

家畜市

場登録

申請手

数料

１９，１００円
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３５ 家畜取引法

第９条第１項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の書換え

交付

家畜市

場登録

証書換

え交付

手数料

４，４００円 ３５ 家畜取引法

第９条第１項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の書換え

交付

家畜市

場登録

証書換

え交付

手数料

４，３００円

３６ 家畜取引法

第９条第２項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の再交付

家畜市

場登録

証再交

付手数

料

７，３００円 ３６ 家畜取引法

第９条第２項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の再交付

家畜市

場登録

証再交

付手数

料

７，２００円

３７ 養鶏振興法

（昭和３５年法

律第４９号）第

５条第１項の

規定に基づく

標準鶏の認定

の申請に対す

る審査

標準鶏

認定申

請手数

料

１羽につき６０円 ３７ 養鶏振興法

（昭和３５年法

律第４９号）第

５条第１項の

規定に基づく

標準鶏の認定

の申請に対す

る審査

標準鶏

認定申

請手数

料

１羽につき５０円

３８ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

９，０００円 ３８ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

８，９００円

３９ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

９，０００円 ３９ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

８，９００円

４０～４９ 省略 ４０～４９ 省略

５０ 畜舎等の建

築等及び利用

の特例に関す

る法律（令和

３年法律第３４

号）第３条第

１項の規定に

基づく畜舎建

築利用計画の

認定の申請に

対する審査

畜舎建

築利用

計画認

定申請

手数料

次に掲げる額（�に掲げる額にあ

っては、備考に規定するところに

より算定した床面積の合計が３，０００

平方メートルを超える場合に限

る。）を合算した金額

� 省略

� 畜舎建築利用計画に係る畜舎

等の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア ３，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内 ２１１，

０００円

イ １０，０００平方メートルを超え

５０，０００平方メートル以内 ３５５，

０００円

ウ ５０，０００平方メートル超 ６８７，

０００円
�
�

�
�備考 省略

５０ 畜舎等の建

築等及び利用

の特例に関す

る法律（令和

３年法律第３４

号）第３条第

１項の規定に

基づく畜舎建

築利用計画の

認定の申請に

対する審査

畜舎建

築利用

計画認

定申請

手数料

次に掲げる額（�に掲げる額にあ

っては、備考に規定するところに

より算定した床面積の合計が３，０００

平方メートルを超える場合に限

る。）を合算した金額

� 省略

� 畜舎建築利用計画に係る畜舎

等の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア ３，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内 ２０９，

０００円

イ １０，０００平方メートルを超え

５０，０００平方メートル以内 ３５３，

０００円

ウ ５０，０００平方メートル超 ６８３，

０００円
�
�

�
�備考 省略
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５１ 畜舎等の建

築等及び利用

の特例に関す

る法律第４条

第１項の規定

に基づく畜舎

建築利用計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

畜舎建

築利用

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる額（�に掲げる額にあ

っては、備考に規定するところに

より算定した床面積の合計が０を

超える場合に限る。）を合算した

金額

� 省略

� 畜舎建築利用計画に係る畜舎

等の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア～カ 省略

キ ２，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内 ２１１，

０００円

ク １０，０００平方メートルを超え

５０，０００平方メートル以内 ３５５，

０００円

ケ ５０，０００平方メートル超 ６８７，

０００円
�
�

�
�備考 省略

５１ 畜舎等の建

築等及び利用

の特例に関す

る法律第４条

第１項の規定

に基づく畜舎

建築利用計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

畜舎建

築利用

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる額（�に掲げる額にあ

っては、備考に規定するところに

より算定した床面積の合計が０を

超える場合に限る。）を合算した

金額

� 省略

� 畜舎建築利用計画に係る畜舎

等の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア～カ 省略

キ ２，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内 ２０９，

０００円

ク １０，０００平方メートルを超え

５０，０００平方メートル以内 ３５３，

０００円

ケ ５０，０００平方メートル超 ６８３，

０００円
�
�

�
�備考 省略

５２～６１ 省略 ５２～６１ 省略

備考 省略 備考 省略

５ 土木関係事務手数料 ５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律 第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築物

確認申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの ２１１，０００円

	 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ３５５，０００円


 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ６８７，０００円
�
�

�
�備考 省略

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律 第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築物

確認申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの ２０９，０００円

	 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ３５３，０００円


 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ６８３，０００円
�
�

�
�備考 省略

８の２ 省略 ８の２ 省略

９ 建築基準法

第６条第１項

の規定による

建築物の建築

等の確認の申

請に係る計画

に同法第８７条

の４の昇降機

に係る部分が

建築設

備又は

工作物

確認申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 一の建築設備を設置する場合

（�に掲げる場合を除く。） １

３，０００円（小荷物専用昇降機につ

いては、７，０００円）

�～� 省略

９ 建築基準法

第６条第１項

の規定による

建築物の建築

等の確認の申

請に係る計画

に同法第８７条

の４の昇降機

に係る部分が

建築設

備又は

工作物

確認申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 一の建築設備を設置する場合

（�に掲げる場合を除く。） １

３，０００円（小荷物専用昇降機につ

いては、６，０００円）

�～� 省略
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含まれる場合

における同項

の規定に基づ

く確認の申請

の当該部分に

対する審査、

同条において

準用する同項

の規定に基づ

く建築設備の

確認の申請に

対する審査又

は同法第８８条

第１項若しく

は第２項にお

いて準用する

同法第６条第

１項の規定に

基づく工作物

の確認の申請

に対する審査

含まれる場合

における同項

の規定に基づ

く確認の申請

の当該部分に

対する審査、

同条において

準用する同項

の規定に基づ

く建築設備の

確認の申請に

対する審査又

は同法第８８条

第１項若しく

は第２項にお

いて準用する

同法第６条第

１項の規定に

基づく工作物

の確認の申請

に対する審査

１０ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物の完

了の検査の申

請に対する審

査

建築物

完了検

査申請

手数料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル

以内のもの ７１，０００円

�～� 省略
�
�

�
	備考 省略

１０ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物の完

了の検査の申

請に対する審

査

建築物

完了検

査申請

手数料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル

以内のもの ７０，０００円

�～� 省略
�
�

�
	備考 省略

１１ 省略 １１ 省略

１２ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物（同

法第７条の３

第１項の特定

工程に係る建

築 物 に 限

る。）の完了

の検査の申請

に対する審査

減額し

て定め

る建築

物完了

検査申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～
 省略

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５２４，０００円
�
�

�
	備考 省略

１２ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物（同

法第７条の３

第１項の特定

工程に係る建

築 物 に 限

る。）の完了

の検査の申請

に対する審査

減額し

て定め

る建築

物完了

検査申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～
 省略

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５２３，０００円
�
�

�
	備考 省略

１３ 省略 １３ 省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

建築物

中間検

査申請

手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

�～� 省略

� 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え５００平方メートル以内の

もの ３４，０００円

�・� 省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

建築物

中間検

査申請

手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

�～� 省略

� 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え５００平方メートル以内の

もの ３３，０００円

�・� 省略
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� 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの １６６，０００円

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６９，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５５４，０００円

� 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの １６５，０００円

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６８，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５５１，０００円

１５～２１ 省略 １５～２１ 省略

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

だし書、第１３

項ただし書又

は第１４項ただ

し書（これら

の規定を同法

第８７条第２項

若しくは第３

項又は第８８条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築等の許

可の申請に対

する審査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

２０１，０００円（建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあって

は１３２，０００円、同項第２号に該当す

る場合にあっては１７０，０００円）

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

だし書、第１３

項ただし書又

は第１４項ただ

し書（これら

の規定を同法

第８７条第２項

若しくは第３

項又は第８８条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築等の許

可の申請に対

する審査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

２０１，０００円（建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあって

は１３２，０００円、同項第２号に該当す

る場合にあっては１６９，０００円）

２３～６９ 省略 ２３～６９ 省略

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

２項第１４号ハ

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 造成宅地の面積が０．１ヘクター

ル以上０．３ヘクタール未満の場合

１４０，０００円

�～� 省略

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

２項第１４号ハ

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 造成宅地の面積が０．１ヘクター

ル以上０．３ヘクタール未満の場合

１３０，０００円

�～� 省略
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若しくは第６２

条の３第４項

第１４号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

ついての認定

の申請に対す

る審査

若しくは第６２

条の３第４項

第１４号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

ついての認定

の申請に対す

る審査

７１～８６ 省略 ７１～８６ 省略

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

開発行

為許可

申請手

数料

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘクタ

ール未満の場合 ８，９００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘクタ

ール以上０．３ヘクタール未満の

場合 ２３，０００円

ウ～ク 省略

�・� 省略

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

開発行

為許可

申請手

数料

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘクタ

ール未満の場合 ８，８００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘクタ

ール以上０．３ヘクタール未満の

場合 ２２，０００円

ウ～ク 省略

�・� 省略

８８ 省略 ８８ 省略

８９ 都市計画法

第４１条第２項

ただし書（同

法第３５条の２

第４項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築の許可

の申請に対す

る審査

市街化

調整区

域内等

におけ

る建築

物の特

例許可

申請手

数料

４８，０００円 ８９ 都市計画法

第４１条第２項

ただし書（同

法第３５条の２

第４項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築の許可

の申請に対す

る審査

市街化

調整区

域内等

におけ

る建築

物の特

例許可

申請手

数料

４７，０００円

９０ 都市計画法

第４２条第１項

ただし書の規

定に基づく建

築等の許可の

申請に対する

審査

予定建

築物等

以外の

建築等

許可申

請手数

料

２７，０００円 ９０ 都市計画法

第４２条第１項

ただし書の規

定に基づく建

築等の許可の

申請に対する

審査

予定建

築物等

以外の

建築等

許可申

請手数

料

２６，０００円

９１ 都市計画法

第４３条の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

開発許

可を受

けない

市街化

調整区

域内の

土地に

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 敷地の面積が１ヘクタール以

上の場合 １０１，０００円

９１ 都市計画法

第４３条の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

開発許

可を受

けない

市街化

調整区

域内の

土地に

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 敷地の面積が１ヘクタール以

上の場合 １００，０００円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１４２

おける

建築等

許可申

請手数

料

おける

建築等

許可申

請手数

料

９２～１０１の１１

省略

９２～１０１の１１

省略

１０１の１２ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第１２条

第１項及び第

１３条第２項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項

第１号イに規定する一次エネル

ギー消費量（以下この項におい

て「一次エネルギー消費量」と

いう。）の算定対象となる部分

を有する建築物 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 同号イに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場、倉庫その他知事が

定める用途（以下この項に

おいて「工場等の用途」と

いう。） 非住宅部分（建

築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１

条第１項に規定する非住宅

部分をいう。以下この項に

おいて同じ。）の床面積の

合計について、次に掲げる

面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

５２，３００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１２３，５００円

ｃ～ｅ 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ 省略

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

６３５，７００円

ｃ 省略

ｄ １０，０００平方メートル以

１０１の１２ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第１２条

第１項及び第

１３条第２項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項

第１号イに規定する一次エネル

ギー消費量（以下この項におい

て「一次エネルギー消費量」と

いう。）の算定対象となる部分

を有する建築物 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 同号イに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場、倉庫その他知事が

定める用途（以下この項に

おいて「工場等の用途」と

いう。） 非住宅部分（建

築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１

条第１項に規定する非住宅

部分をいう。以下この項に

おいて同じ。）の床面積の

合計について、次に掲げる

面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

５２，２００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１２３，４００円

ｃ～ｅ 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ 省略

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

６３５，６００円

ｃ 省略

ｄ １０，０００平方メートル以
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上２５，０００平方メートル未

満 ９２５，４００円

ｅ 省略

イ 同号ロに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ 省略

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１１５，４００円

ｃ～ｅ 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１７６，９００円

ｂ・ｃ 省略

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，８００円

ｅ 省略

� 省略

上２５，０００平方メートル未

満 ９２５，３００円

ｅ 省略

イ 同号ロに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ 省略

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１１５，３００円

ｃ～ｅ 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１７６，８００円

ｂ・ｃ 省略

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，７００円

ｅ 省略

� 省略

１０１の１３・１０１の

１４ 省略

１０１の１３・１０１の

１４ 省略

１０１の１５ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第３４条

第１項の規定

に基づく建築

物エネルギー

消費性能向上

計画の認定の

申請に対する

審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向

上計画が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を申

し出ない者 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 建築物エネルギー消費性能

向上計画に建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する

法律第３４条第３項の他の建築

物に関する事項を記載しない

場合 次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 同法第３５条第１項に掲げ

１０１の１５ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第３４条

第１項の規定

に基づく建築

物エネルギー

消費性能向上

計画の認定の

申請に対する

審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向

上計画が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を申

し出ない者 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 建築物エネルギー消費性能

向上計画に建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する

法律第３４条第３項の他の建築

物に関する事項を記載しない

場合 次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 同法第３５条第１項に掲げ
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る基準の適合性に関し、住

宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機

関若しくは建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関

する法律第１５条第１項に規

定する登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関の技術

的審査を受けている場合又

は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第１項

に規定する設計住宅性能評

価書の交付を受けている場

合 次に掲げる建築物の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 省略

ｂ 共 同 住 宅 等（共 同 住

宅、長屋その他１戸建て

の住宅以外の住宅をい

う。以下この項において

同じ。） 次に掲げる申

請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 住戸 申請に係る住

戸の数について、次に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

�・� 省略

� ５戸以上１５戸以下

２５，０００円

� １６戸以上４５戸以下

５５，４００円

� 省略

� 省略

ｃ 非住宅建築物（人の居

住の用に供する部分を有

しない建築物をいう。以

下 こ の 項 に お い て 同

じ。） 床面積の合計に

ついて、次に掲げる面積

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

�・� 省略

� ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ９７，６００円

	 省略


 １０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メート

る基準の適合性に関し、住

宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機

関若しくは建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関

する法律第１５条第１項に規

定する登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関の技術

的審査を受けている場合又

は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第１項

に規定する設計住宅性能評

価書の交付を受けている場

合 次に掲げる建築物の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 省略

ｂ 共 同 住 宅 等（共 同 住

宅、長屋その他１戸建て

の住宅以外の住宅をい

う。以下この項において

同じ。） 次に掲げる申

請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 住戸 申請に係る住

戸の数について、次に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

�・� 省略

� ５戸以上１５戸以下

２４，９００円

� １６戸以上４５戸以下

５５，３００円

� 省略

� 省略

ｃ 非住宅建築物（人の居

住の用に供する部分を有

しない建築物をいう。以

下 こ の 項 に お い て 同

じ。） 床面積の合計に

ついて、次に掲げる面積

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

�・� 省略

� ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ９７，５００円

	 省略


 １０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メート
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ル未満 １９４，７００円

� 省略

ｄ 省略

� その他の場合 次に掲げ

る建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る申請の対象とする範囲

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 住戸 次に掲げる住

戸の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 同号イ�及びロ�

に掲げる基準による

審査を受ける住戸

申請に係る住戸の数

について、次に掲げ

る戸数の区 分 に 応

じ、それぞれ次に定

める金額

��～�� 省略

�� ５戸以上１５戸以

下 １３９，９００円

�� １６戸以上４５戸以

下 ２３８，３００円

�� 省略

	 同号イ
及びロ


に掲げる基準による

審査を受ける住戸

申請に係る住戸の数

について、次に掲げ

る戸数の区 分 に 応

じ、それぞれ次に定

める金額

��～�� 省略

�� ５戸以上１５戸以

下 ６９，５００円

�� １６戸以上４５戸以

下 １２５，８００円

�� 省略

� 省略

ｃ 非住宅建築物 次に掲

げる審査の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 同条第１号イ�及び

ロ�に掲げる基準によ

る審査 床面積の合計

について、次に掲げる

面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・	 省略

ル未満 １９４，６００円

� 省略

ｄ 省略

� その他の場合 次に掲げ

る建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る申請の対象とする範囲

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 住戸 次に掲げる住

戸の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 同号イ�及びロ�

に掲げる基準による

審査を受ける住戸

申請に係る住戸の数

について、次に掲げ

る戸数の区 分 に 応

じ、それぞれ次に定

める金額

��～�� 省略

�� ５戸以上１５戸以

下 １３９，８００円

�� １６戸以上４５戸以

下 ２３８，２００円

�� 省略

	 同号イ
及びロ


に掲げる基準による

審査を受ける住戸

申請に係る住戸の数

について、次に掲げ

る戸数の区 分 に 応

じ、それぞれ次に定

める金額

��～�� 省略

�� ５戸以上１５戸以

下 ６９，４００円

�� １６戸以上４５戸以

下 １２５，７００円

�� 省略

� 省略

ｃ 非住宅建築物 次に掲

げる審査の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 同条第１号イ�及び

ロ�に掲げる基準によ

る審査 床面積の合計

について、次に掲げる

面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・	 省略
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� ２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ６３５，７００円

� 省略

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ９２５，４００

円

� 省略

� 同号イ�及びロ�に

掲げる基準による審査

床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル

未満 １０５，７００円

� ３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満 １７６，９００円

�・� 省略

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ４４８，８００

円

� 省略

ｄ 省略

イ 省略

� 省略

� ２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ６３５，６００円

� 省略

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ９２５，３００

円

� 省略

� 同号イ�及びロ�に

掲げる基準による審査

床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル

未満 １０５，６００円

� ３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満 １７６，８００円

�・� 省略

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ４４８，７００

円

� 省略

ｄ 省略

イ 省略

� 省略

１０１の１６～１０２

省略

１０１の１６～１０２

省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 政治資金規

正法（昭和２３

年法 律 第１９４

号）第１９条の

１６第１項の規

定に基づく少

額領収書等の

写しに係る写

しの交付

少額領

収書等

の写し

の交付

手数料

次に掲げる写しの交付の方法の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

	 省略

� 少額領収書等の写しをスキャ

ナにより読み取ってできた電磁

的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作

られた記録をいう。以下この項

及び２の項において同じ。）を

光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能

なものに限る。）に複写したも

のの交付 光ディスク１枚につ

き６０円に少額領収書等の写し１

１ 政治資金規

正法（昭和２３

年法 律 第１９４

号）第１９条の

１６第１項の規

定に基づく少

額領収書等の

写しに係る写

しの交付

少額領

収書等

の写し

の交付

手数料

次に掲げる写しの交付の方法の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

	 省略

� 少額領収書等の写しをスキャ

ナにより読み取ってできた電磁

的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作

られた記録をいう。以下この項

及び２の項において同じ。）を

光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能

なものに限る。）に複写したも

のの交付 光ディスク１枚につ

き４０円に少額領収書等の写し１
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枚（少額領収書等の写しが用紙

の両面に複写されている場合に

あっては、片面を１枚とする。

以下この項において同じ。）ご

とに１０円を加えた額

� 少額領収書等の写しをスキャ

ナにより読み取ってできた電磁

的記録を光ディスク（日本産業

規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生

装置で再生することが可能なも

のに限る。）に複写したものの

交付 光ディスク１枚につき７０

円に少額領収書等の写し１枚ご

とに１０円を加えた額

枚（少額領収書等の写しが用紙

の両面に複写されている場合に

あっては、片面を１枚とする。

以下この項において同じ。）ご

とに１０円を加えた額

� 少額領収書等の写しをスキャ

ナにより読み取ってできた電磁

的記録を光ディスク（日本産業

規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生

装置で再生することが可能なも

のに限る。）に複写したものの

交付 光ディスク１枚につき５０

円に少額領収書等の写し１枚ご

とに１０円を加えた額

２ 政治資金規

正法第２０条の

２第２項の規

定に基づく収

支報告書等の

写しの交付

収支報

告書等

の写し

の交付

手数料

次に掲げる写しの交付の方法の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 省略

� 収支報告書等をスキャナによ

り読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能

なものに限る。）に複写したも

のの交付 光ディスク１枚につ

き６０円に収支報告書等１枚（収

支報告書等が用紙の両面に記載

されている場合にあっては、片

面を１枚とする。以下この項に

おいて同じ。）ごとに１０円を加

えた額

� 収支報告書等をスキャナによ

り読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付

光ディスク１枚につき７０円に

収支報告書等１枚ごとに１０円を

加えた額

２ 政治資金規

正法第２０条の

２第２項の規

定に基づく収

支報告書等の

写しの交付

収支報

告書等

の写し

の交付

手数料

次に掲げる写しの交付の方法の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 省略

� 収支報告書等をスキャナによ

り読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能

なものに限る。）に複写したも

のの交付 光ディスク１枚につ

き４０円に収支報告書等１枚（収

支報告書等が用紙の両面に記載

されている場合にあっては、片

面を１枚とする。以下この項に

おいて同じ。）ごとに１０円を加

えた額

� 収支報告書等をスキャナによ

り読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付

光ディスク１枚につき５０円に

収支報告書等１枚ごとに１０円を

加えた額

３～２１ 省略 ３～２１ 省略

２２ 旅行業法施

行令（昭和４６

年政 令 第３３８

号）第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法（昭和２７年

法 律 第２３９

旅行業

登録申

請手数

料

２７，０００円 ２２ 旅行業法施

行令（昭和４６

年政 令 第３３８

号）第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法（昭和２７年

法 律 第２３９

旅行業

登録申

請手数

料

２６，０００円
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（公衆浴場設置等の基準等に関する条例の一部改正）

第２条 公衆浴場設置等の基準等に関する条例（昭和２５年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立衛生環境研究所使用料条例の一部改正）

第３条 愛媛県立衛生環境研究所使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

号）第３条に

規定する旅行

業の登録の申

請に対する審

査

号）第３条に

規定する旅行

業の登録の申

請に対する審

査

２３ 旅行業法施

行令第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法第３条に規

定する旅行業

者代理業の登

録の申請に対

する審査

旅行業

者代理

業登録

申請手

数料

１７，０００円 ２３ 旅行業法施

行令第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法第３条に規

定する旅行業

者代理業の登

録の申請に対

する審査

旅行業

者代理

業登録

申請手

数料

１６，０００円

２４・２５ 省略 ２４・２５ 省略

２５の２ 旅行業

法施行令第５

条第２項の規

定に基づく旅

行業法第２３条

に規定する旅

行サービス手

配業の登録の

申請に対する

審査

旅行サ

ービス

手配業

登録申

請手数

料

１７，０００円 ２５の２ 旅行業

法施行令第５

条第２項の規

定に基づく旅

行業法第２３条

に規定する旅

行サービス手

配業の登録の

申請に対する

審査

旅行サ

ービス

手配業

登録申

請手数

料

１６，０００円

２５の３～６６ 省

略

２５の３～６６ 省

略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

第８条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１

件につき２２，３００円とする。

３ 省略

第８条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１

件につき２２，０００円とする。

３ 省略

改 正 後 改 正 前
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（愛媛県ふぐの取扱いに関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県ふぐの取扱いに関する条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第５条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 鉱泉の分析 １件につき ８１，１２０円

� その他試験、検査料 １件につき ４１，９８０円

� 省略

２ 省略

� 鉱泉の分析 １件につき ７２，４２０円

� その他試験、検査料 １件につき ４１，３４０円

� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第１４条 取扱者の試験、免許又は免許証の再交付を受けようとする

者は、次の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額の手数料を

納付しなければならない。

� 試験手数料 １１，１００円

�・� 省略

２ 省略

（手数料）

第１４条 取扱者の試験、免許又は免許証の再交付を受けようとする

者は、次の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額の手数料を

納付しなければならない。

� 試験手数料 ９，５００円

�・� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第３（第９条の２関係）

土 砂 採 取 料

別表第３（第９条の２関係）

土 砂 採 取 料

種 目 単 位 金額 摘 要 種 目 単 位 金額 摘 要

土砂 １立方メートルにつき ２８円 土砂 １立方メートルにつき ２２円

かき込砂利 １立方メートルにつき ５８円 かき込砂利 １立方メートルにつき ４５円

砂・砂利 １立方メートルにつき ７３円 砂・砂利 １立方メートルにつき ５７円

栗石・玉石 １立方メートルにつき ７３円 省略 栗石・玉石 １立方メートルにつき ５７円 省略

注 省略

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

注 省略

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
９１９．７円 ４５９．７円

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
８７２円 ４３５．９円

電 柱 類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
８３５．５円 ４１６．６円 電 柱 類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
７９２．１円 ２９６．８円

その他 １本１年につき ５５６．６円 ３１３円 その他 １本１年につき ５２７．７円 ２９６．８円

管類の埋設置
１メートル１年

につき
１３７．７円 ６２．９円 管類の埋設置

１メートル１年

につき
１３０．６円 ５９．７円

２ 野積場占用料 ２ 野積場占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
６１３．２円 ３０６．５円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５８１．４円 ２９０．６円

電 柱 類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２８９．５円 １８４．８円 電 柱 類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２７４．５円 １７５．２円

その他 １本１年につき １８４．８円 １２７．１円 その他 １本１年につき １７５．２円 １２０．５円
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管類の埋設置
１メートル１年

につき
５７．６円 ３４．１円 管類の埋設置

１メートル１年

につき
５４．７円 ３２．４円

３ その他の港湾施設占用料 ３ その他の港湾施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，１４９．９円 ６８９．８円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，０９０．２円 ６５４円

荷役機械の設置
１平方メートル

１年につき
１，２７７．９円 ８３０．３円 荷役機械の設置

１平方メートル

１年につき
１，２１１．６円 ７８７．２円

電 柱 類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２８９．５円 １８４．８円 電 柱 類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２７４．５円 １７５．２円

その他 １本１年につき １８４．８円 １２７．１円 その他 １本１年につき １７５．２円 １２０．５円

管類の埋設置
１メートル１年

につき
５７．６円 ３４．１円 管類の埋設置

１メートル１年

につき
５４．７円 ３２．４円

貯炭場
１平方メートル

１年につき
５７４．８円 ４０８．６円 貯炭場

１平方メートル

１年につき
５４５円 ３８７．４円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５７４．８円 ４０８．６円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５４５円 ３８７．４円

海面
１平方メートル

１年につき
２９３．７円 ２３６．１円 海面

１平方メートル

１年につき
２７８．５円 ２２３．９円

注 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

注 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

種 別 区 分 単 位
金 額

種 別 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

港銭

旅客（１３歳

以 上 の も

の）

１人１回に

つき
２．３円 ２．３円

港銭

旅客（１３歳

以 上 の も

の）

１人１回に

つき
２．２円 ２．２円

省略 省略

貨物
１トンにつ

き
２．３円 ２．３円 貨物

１トンにつ

き
２．２円 ２．２円

桟橋入場

料

１３歳以上の

者

省略

桟橋入場

料

１３歳以上の

者

省略

１人１月に

つき

（月ぎめに

限る。）

７６６．７円 ７６６．７円

１人１月に

つき

（月ぎめに

限る。）

７１７．５円 ７１７．５円

自動車
１台１回に

つき
８７円 ８７円 自動車

１台１回に

つき
８１．５円 ８１．５円

自転車及び

乳母車

１台１回に

つき
４３．６円 ４３．６円

自転車及び

乳母車

１台１回に

つき
４０．８円 ４０．８円

省略 省略

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，６０５．２円 ３，６０５．２円

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，３７３．５円 ３，３７３．５円
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可動橋使

用料

省略

可動橋使

用料

省略

不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

５．１円

（４．７円）

５．１円

（４．７円）
不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

４．８円

（４．４円）

４．８円

（４．４円）

省略 省略

貨物通過

料

１トンにつ

き

２５．３円

（２３．１円）

１９円

（１７．３円）

貨物通過

料

１トンにつ

き

２３．７円

（２１．７円）

１７．８円

（１６．２円）

２ その他の港湾施設使用料 ２ その他の港湾施設使用料

港湾施設 区 分 単 位
金 額

港湾施設 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

野積場

舗装

１平方メー

トル１日に

つき

４．１円 ２．３円

野積場

舗装

１平方メー

トル１日に

つき

３．９円 ２．２円

未舗装

１平方メー

トル１日に

つき

３円 省略 未舗装

１平方メー

トル１日に

つき

２．９円 省略

上屋

旅客上屋

（専用利用

の場合に限

る。）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

４２７．５円

上屋

旅客上屋

（専用利用

の場合に限

る。）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

４０５．３円

１平方メー

トル１日に

つき

３６．６円

１平方メー

トル１日に

つき

３４．７円

荷さばき上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１４．１円
荷さばき上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１３．４円

省略 省略

軌道走行

式荷役機

械

ガントリー

クレーン

３０分までご

とにつき

� 松山港

２９，９０

３．２円

� 三島川

之江港

２２，７８７．８

円

軌道走行

式荷役機

械

ガントリー

クレーン

３０分までご

とにつき

� 松山港

２８，３４

９．７円

� 三島川

之江港

２１，６０４円

ホイールク

レーン

３０分までご

とにつき
１１，８６１．４円

ホイールク

レーン

３０分までご

とにつき
１１，２４５．２円

トランスフ

ァークレー

ン

１時間まで

ごとにつき
１１，３４２．１円

トランスフ

ァークレー

ン

１時間まで

ごとにつき
１０，７５２．９円

移動式荷

役機械

コンテナ用

リフト

（最大荷重

が１０トンを

超 え る も

の）

１時間まで

ごとにつき
８，８９６．３円

移動式荷

役機械

コンテナ用

リフト

（最大荷重

が１０トンを

超 え る も

の）

１時間まで

ごとにつき
８，４３４．２円
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コンテナ用

リフト

（最大荷重

が１０トン以

下のもの）

１時間まで

ごとにつき
４，７７０．４円

コンテナ用

リフト

（最大荷重

が１０トン以

下のもの）

１時間まで

ごとにつき
４，５２２．６円

照明設備

コンテナヤ

ード内照明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３５４．７円 照明設備

コンテナヤ

ード内照明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３３６．３円

電源設備

冷凍コンテ

ナ用電源設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

４４．７円 電源設備

冷凍コンテ

ナ用電源設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

４２．４円

省略 省略

船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

６５０．３円 ６５０．３円
船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

６１６．６円 ６１６．６円

管理棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

め に 限

る。）

２，４７８．３円 管理棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

め に 限

る。）

２，３４９．６円

駐車場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐車場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐車時

間が６

時間を

超え１２

時間以

内の場

合

１台１回に

つき
７９０円

駐車時

間が６

時間を

超え１２

時間以

内の場

合

１台１回に

つき
７５０円

駐車時

間が１２

時間を

超え２４

時間以

内の場

合

１台１回に

つき
１，１６０円

駐車時

間が１２

時間を

超え２４

時間以

内の場

合

１台１回に

つき
１，１００円

省略 省略

専用利用の

場合

１台１月に

つき（月ぎ

め に 限

る。）

５，８１４．７円
専用利用の

場合

１台１月に

つき（月ぎ

め に 限

る。）

５，５１２．７円

注 省略

別表第６（第１０条関係）

注 省略

別表第６（第１０条関係）

施 設 単 位 金 額 施 設 単 位 金 額

鉄骨貨物上屋
１平方メートル

１日につき
６．６円 鉄骨貨物上屋

１平方メートル

１日につき
６．３円

鉄筋コンクリート貨物上屋
１平方メートル

１日につき
１０円 鉄筋コンクリート貨物上屋

１平方メートル

１日につき
９．５円

松山港今出地区水面貯木場
１平方メートル

１月につき
１７．９円 松山港今出地区水面貯木場

１平方メートル

１月につき
１７円
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（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部改正）

第６条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（旅館業法施行条例の一部改正）

第７条 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県漁港管理条例の一部改正）

第８条 愛媛県漁港管理条例（昭和３３年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

機械金属用機器

省略

食品加工用機器

焼成窯及び炉

省略

染織用機器

共同研究室

省略

製紙用機器

紙加工用機器

省略

１時間

１時間

１回

１時間

１平方メー

トル

１月

１時間

１時間

１，７６０円

２，９７０

１３，５３０

１，９８０

１，３２０

１３，７５０

８，８００

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

機械金属用機器

省略

食品加工用機器

焼成窯及び炉

省略

染織用機器

共同研究室

省略

製紙用機器

紙加工用機器

省略

１時間

１時間

１回

１時間

１平方メー

トル

１月

１時間

１時間

２，８６０円

２，７５０

１３，０９０

７，１５０

１，２２０

１３，５３０

８，６９０

手数料 手数料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

省略

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

省略

試験

省略

はい土、ゆう薬顔

料等調整及び加工

省略

省略

図案調製

１件

１件

１件

１７，０５０

３２，１２０

３３，７７０

省略

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

省略

試験

省略

はい土、ゆう薬顔

料等調整及び加工

省略

省略

図案調製

１件

１件

１件

１５，６２０

３１，９００

３３，１１０

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第６条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 法第３条第１項の規定に基づく旅館業の許可申請手数料 １

件につき ２２，３００円

� 省略

３ 省略

（手数料）

第６条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 法第３条第１項の規定に基づく旅館業の許可申請手数料 １

件につき ２２，０００円

� 省略

３ 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１５４

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県家畜種付等手数料条例の一部改正）

第９条 愛媛県家畜種付等手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１３条、別表第２関係）

占 用 料

別表第１（第１３条、別表第２関係）

占 用 料

施設の種別 占用種目
単 位

料 金 摘 要 施設の種別 占用種目
単 位

料 金 摘 要
期間 数 量 期間 数 量

漁港施設用

地

漁具干場

野積場

電柱、支柱、

支線

鉄塔、Ｈ型柱

広告物設置

各種機械設置

管類埋架設

売店、露店

諸興行場

その他の工作

物

工作物を設け

ないもの

省略

１箇

年

同

同

同

同

１日

同

１箇

年

同

１本

１基

同

同

１メート

ル

１平方メ

ートル

同

１平方メ

ートル

同

円

５２

１０５

１０５

３１

直径

３０セ

ンチ

メー

トル

以内

２１

５２

２１

３１

２１

省略

漁港施設用

地

漁具干場

野積場

電柱、支柱、

支線

鉄塔、Ｈ型柱

広告物設置

各種機械設置

管類埋架設

売店、露店

諸興行場

その他の工作

物

工作物を設け

ないもの

省略

１箇

年

同

同

同

同

１日

同

１箇

年

同

１本

１基

同

同

１メート

ル

１平方メ

ートル

同

１平方メ

ートル

同

円

５０

１００

１００

３０

直径

３０セ

ンチ

メー

トル

以内

２０

５０

２０

３０

２０

省略

注 省略

別表第２（第１４条関係）

土 砂 採 取 料 等

注 省略

別表第２（第１４条関係）

土 砂 採 取 料 等

区 分 種 目
単 位

料 金 摘 要 区 分 種 目
単 位

料 金 摘 要
期間 数 量 期間 数 量

土砂採取料 土砂

かき込砂利

砂・砂利

栗石・玉石

１立方メ

ートル

同

同

同

円

２８

５８

７３

７３ 省略

土砂採取料 土砂

かき込砂利

砂・砂利

栗石・玉石

１立方メ

ートル

同

同

同

円

２２

４５

５７

５７ 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額を超えない範囲内において知事

が定める額とする。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額を超えない範囲内において知事

が定める額とする。

畜種 精 液 料 注 入 料 受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料 受精卵移植料



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１５５

（愛媛県立都市公園条例の一部改正）

第１０条 愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，８１０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，４９０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

都市公園名 種 類 単 位 金 額 都市公園名 種 類 単 位 金 額

道後公園 球戯場 １時間につき ３２０円 道後公園 球戯場 １時間につき ３１０円

終日 １，７４０円 終日 １，６５０円

省略 省略

総合運動公園 陸上競技場 １日につき ４４，０４０円 総合運動公園 陸上競技場 １日につき ４１，５９０円

補助競技場 １日につき １６，１１０円 補助競技場 １日につき １５，２２０円

体育館 １日につき ４６，６００円 体育館 １日につき ４４，０１０円

補助体育館 １日につき １３，８５０円 補助体育館 １日につき １３，０８０円

屋根なしテニ

スコート

１面１日につき ６，５４０円 屋根なしテニ

スコート

１面１日につき ６，１８０円

屋根付きテニ

スコート

１面１日につき １３，０９０円 屋根付きテニ

スコート

１面１日につき １２，３７０円

球技場 １日につき １１，２００円 球技場 １日につき １０，５８０円

多目的広場 １日につき ４，２２０円 多目的広場 １日につき ３，９９０円

自由広場 １日につき ４，２３０円 自由広場 １日につき ４，０００円

相撲場 １日につき ６，３４０円 相撲場 １日につき ５，９９０円

弓道場 １日につき １６，５５０円 弓道場 １日につき １５，６３０円

とべ動物園 入園料

１人１回につき

６００円 とべ動物園 入園料

１人１回につき

５００円

省略 省略

乳牛

和牛

馬

豚

めん

羊

山羊

１回に
１，０９０円

つき

１回に
２，４５０円

つき

１回に
２，４５０円

つき

１回に
２，４５０円

つき

１回に
２，４５０円

つき

１回に
２，４５０円

つき

１回に
２，４５０円

つき

１回に
１０，４００円

つき

１回に
１０，４００円

つき

乳牛

和牛

馬

豚

めん

羊

山羊

１回に
１，０６０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

１回に
１０，２２０円

つき

１回に
１０，２２０円

つき



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１５６

（愛媛県農林水産研究所使用料条例の一部改正）

第１１条 愛媛県農林水産研究所使用料条例（昭和３８年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

南楽園 入園料

１人１回につき

３２０円 第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

南楽園 入園料

１人１回につき

３１０円

ローラースケ

ート場

入場料

１人１回につき

５００円 ローラースケ

ート場

入場料

１人１回につき

４８０円

イベント広場 １日につき ４，２３０円 イベント広場 １日につき ４，０００円

オートキャン

プ場

１区画１回につき １０，９９０円 オートキャン

プ場

１区画１回につき １０，３８０円

第３号南予レ 野球場 １日につき １６，５５０円 第３号南予レ 野球場 １日につき １５，６３０円

クリエーショ テニスコート １面１日につき ２，６００円 クリエーショ テニスコート １面１日につき ２，４６０円

ン都市公園 多目的広場 １日につき ８，５１０円 ン都市公園 多目的広場 １日につき ８，０４０円

屋内運動場 １日につき ７，９５０円 屋内運動場 １日につき ７，５１０円

球技広場 １日につき ８，５１０円 球技広場 １日につき ８，０４０円

キャンプ場 １人１回につき ３２０円 キャンプ場 １人１回につき ３１０円

省略 省略

第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 レンタルゴーカート

１台１周につき

５００円 第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 レンタルゴーカート

１台１周につき

４８０円

入場料

１人１回につき

６，９６０円 入場料

１人１回につき

６，５８０円

テニスコート １面１日につき ２，６００円 テニスコート １面１日につき ２，４６０円

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

御荘プール １人１回につき ６８０円 第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

御荘プール １人１回につき ６５０円

第７号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ジャンボスラ

イダー

１人１回につき ３２０円 第７号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ジャンボスラ

イダー

１人１回につき ３１０円

省略 省略

注 省略

別表２（第１２条関係）

公園施設の設置等に係る使用料

１ 省略

２ 都市公園を占用し、又は都市公園において行為をする場合

注 省略

別表２（第１２条関係）

公園施設の設置等に係る使用料

１ 省略

２ 都市公園を占用し、又は都市公園において行為をする場合

区 分 単 位 金 額 備 考 区 分 単 位 金 額 備 考

省略 省略

行商その他これに類する

行為をする場合

１人

１日につき

６１９円 行商その他これに類する

行為をする場合

１人

１日につき

５８０円

業として

写真を撮

影する場

合

球戯場以外

の有料公園

施設の区域

写真機１台

１月につき

２４８円 業として

写真を撮

影する場

合

球戯場以外

の有料公園

施設の区域

写真機１台

１月につき

２３２円

その他の区

域

写真機１台

１年につき

３７２円 省略 その他の区

域

写真機１台

１年につき

３４８円 省略

興行その他これに類する

催しを行う場合

１平方メー

トル

１日につき

１１円 興行その他これに類する

催しを行う場合

１平方メー

トル

１日につき

１０円

注 省略 注 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１５７

（愛媛県飼料検定条例の一部改正）

第１２条 愛媛県飼料検定条例（昭和５２年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（興行場の構造設備の基準等に関する条例の一部改正）

第１３条 興行場の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（手数料）

第２１条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 常設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき １４，５００

円

� 仮設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき ７，２００

（手数料）

第２１条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 常設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき １４，３００

円

� 仮設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき ７，０００

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

農業関係

林業関係

水産関係

土壌の定量分析

省略

木材の材質試験

木材の強度試験

木材の実大強度試験

省略

養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

４，９００円

８，７００円

２４，６００円

１２，１００円

８７，０００円

農業関係

林業関係

水産関係

土壌の定量分析

省略

木材の材質試験

木材の強度試験

木材の実大強度試験

省略

養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

４，８００円

８，０００円

２３，９００円

１１，７００円

８４，０００円

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

品 目 手数料の額 品 目 手数料の額

配合飼料で飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ５４，３００円

配合飼料で飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ５３，８００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３５，５００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３５，１００円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼

料
１件につき １８，１００円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼

料
１件につき １８，０００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ４２，３００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ４１，８００円

魚粉 １件につき ２６，９００円 魚粉 １件につき ２６，６００円

フエザーミール １件につき ３２，７００円 フエザーミール １件につき ３２，４００円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１５８

（化製場等の構造設備の基準等に関する条例の一部改正）

第１４条 化製場等の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県の海を管理する条例の一部改正）

第１５条 愛媛県の海を管理する条例（平成７年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県美術館使用料条例の一部改正）

第１６条 愛媛県美術館使用料条例（平成１０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

円

３ 省略

円

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第９条 次の表の左欄に掲げる許可を受けようとする者は、当該右

欄に掲げる額の手数料（以下「手数料」という。）を当該許可の

申請の際に納付しなければならない。

（手数料）

第９条 次の表の左欄に掲げる許可を受けようとする者は、当該右

欄に掲げる額の手数料（以下「手数料」という。）を当該許可の

申請の際に納付しなければならない。

法第３条第１項の規定に基づく化製

場の設置の許可
１件につき １９，３００円

法第３条第１項の規定に基づく化製

場の設置の許可
１件につき １９，１８０円

法第３条第１項（法第８条において

準用する場合を含む。）の規定に基

づく死亡獣畜取扱場（同条に規定す

る施設を含む。）の設置の許可

１件につき １２，１００円

法第３条第１項（法第８条において

準用する場合を含む。）の規定に基

づく死亡獣畜取扱場（同条に規定す

る施設を含む。）の設置の許可

１件につき １２，０９０円

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１０条関係）

土 石 採 取 料

別表第２（第１０条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 料金 摘 要 種 目 単 位 料金 摘 要

土砂 １立方メートル ２８円 土砂 １立方メートル ２２円

かき込砂利 １立方メートル ５８円 かき込砂利 １立方メートル ４５円

砂・砂利 １立方メートル ７３円 砂・砂利 １立方メートル ５７円

栗石・玉石 １立方メートル ７３円 省略 栗石・玉石 １立方メートル ５７円 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）

種 別 単 位 金 額 種 別 単 位 金 額

省略 省略

施設使

用料

展示室 １室１日につき ３１，０７０円

施設使

用料

展示室 １室１日につき ２９，４５０円

講堂 １日につき ８，２５０円 講堂 １日につき ７，８３０円

研修室 １日につき ４，９３０円 研修室 １日につき ４，６８０円

県民ギャラリ

ー

全室使用 １日につき ５７，４３０円 県民ギャラリ

ー

全室使用 １日につき ５４，４８０円

単室使用 １室１日につき １５，９４０円 単室使用 １室１日につき １５，１１０円

特別利用料 １点１回につき ５，８００円 特別利用料 １点１回につき ５，５００円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１５９

（理容師法施行条例の一部改正）

第１７条 理容師法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（美容師法施行条例の一部改正）

第１８条 美容師法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（食品衛生法施行条例の一部改正）

第１９条 食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県海岸占用料等徴収条例の一部改正）

第２０条 愛媛県海岸占用料等徴収条例（平成１２年愛媛県条例第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第５条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１

件につき１６，２００円とする。

３ 省略

（手数料）

第５条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１

件につき１６，０００円とする。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第５条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１

件につき１６，２００円とする。

３ 省略

（手数料）

第５条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１

件につき１６，０００円とする。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 法第２６条第１項

の規定に基づく食

品等の検査

食品等検査手

数料

食品、添加物並びに器具

及び容器包装の検査の項

目ごとに４６，９００円を超え

ない範囲内において規則

で定める金額

１ 法第２６条第１項

の規定に基づく食

品等の検査

食品等検査手

数料

食品、添加物並びに器具

及び容器包装の検査の項

目ごとに４５，５１０円を超え

ない範囲内において規則

で定める金額

２ 法第４８条第６項

第３号の養成施設

の登録

食品衛生管理

者養成施設登

録手数料

１５０，７００円 ２ 法第４８条第６項

第３号の養成施設

の登録

食品衛生管理

者養成施設登

録手数料

１５０，０００円

３ 法第４８条第６項

第４号の講習会の

登録

食品衛生管理

者講習会登録

手数料

９０，５００円 ３ 法第４８条第６項

第４号の講習会の

登録

食品衛生管理

者講習会登録

手数料

９０，０００円

４～３５ 省略 ４～３５ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 金 額 摘 要 種 目 単 位 金 額 摘 要



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６０

（愛媛県警察関係事務手数料条例の一部改正）

第２１条 愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正）

第２２条 愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

土砂 １立方メートル ５８円 土砂 １立方メートル ４５円

かき込砂利 １立方メートル ７３円 かき込砂利 １立方メートル ５７円

砂・砂利 １立方メートル ８８円 砂・砂利 １立方メートル ６９円

栗石・玉石 １立方メートル １５２円 省略 栗石・玉石 １立方メートル １１８円 省略

転

石

こう長３０センチメ

ートル以上６０セン

チメートル未満の

もの

１立方メートル ２，２６３円

転

石

こう長３０センチメ

ートル以上６０セン

チメートル未満の

もの

１立方メートル １，７５５円

こう長６０センチメ

ートル以上のもの

１立方メートル ４，５２７円 こう長６０センチメ

ートル以上のもの

１立方メートル ３，５１１円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～４２ 省略 １～４２ 省略

４３ 自動車の保管場所の

確保等に関する法律

（昭和３７年法律第１４５

号）第４条第１項の規

定に基づく自動車の保

管場所の確保の証明の

申請に対する審査

保管場所証

明手数料

２，３００円 ４３ 自動車の保管場所の

確保等に関する法律

（昭和３７年法律第１４５

号）第４条第１項の規

定に基づく自動車の保

管場所の確保の証明の

申請に対する審査

保管場所証

明手数料

２，２００円

４４～５９ 省略 ４４～５９ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２１条関係） 別表（第２１条関係）

１ 法第１０条第１項の規定に基づく

第一種動物取扱業の登録の申請に

対する審査

１件につき １５，２００円 １ 法第１０条第１項の規定に基づく

第一種動物取扱業の登録の申請に

対する審査

１件につき １５，０００円

２ 省略 ２ 省略

３ 法第１３条第１項の規定に基づく

第一種動物取扱業の更新の登録の

申請に対する審査

１件につき １０，１００円 ３ 法第１３条第１項の規定に基づく

第一種動物取扱業の更新の登録の

申請に対する審査

１件につき １０，０００円

４ 省略 ４ 省略

５ 法第２６条第１項の規定に基づく

特定動物の飼養又は保管の許可の

申請に対する審査

１件につき １５，２００円 ５ 法第２６条第１項の規定に基づく

特定動物の飼養又は保管の許可の

申請に対する審査

１件につき １５，０００円

６ 省略 ６ 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６１

（愛媛県在宅介護研修センター使用料条例の一部改正）

第２３条 愛媛県在宅介護研修センター使用料条例（平成１６年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（えひめこどもの城管理条例の一部改正）

第２４条 えひめこどもの城管理条例（平成１７年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県男女共同参画センター管理条例の一部改正）

第２５条 愛媛県男女共同参画センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

７ 法第２８条第１項の規定に基づく

変更の許可の申請に対する審査

１件につき １０，１００円 ７ 法第２８条第１項の規定に基づく

変更の許可の申請に対する審査

１件につき １０，０００円

８・９ 省略 ８・９ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

研修室 １室１日につき ４，２３０円 研修室 １室１日につき ４，０００円

和室 １室１日につき ３，０７０円 和室 １室１日につき ２，９００円

備考 愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条第１項の利用時間以外の時間にセンタ

ーを使用する場合は、１室１時間につき、次の表の左欄に

掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額を別表に定める額

とする。

備考 愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条第１項の利用時間以外の時間にセンタ

ーを使用する場合は、１室１時間につき、次の表の左欄に

掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額を別表に定める額

とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

研修室 ６００円 研修室 ５７０円

和室 ４４０円 和室 ４２０円

改 正 後 改 正 前

別表第１（第６条、第９条、第１３条関係） 別表第１（第６条、第９条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １時間につき ６，６２０円 多目的ホール １時間につき ６，２６０円

楽屋 １時間につき ２１０円 楽屋 １時間につき ２００円

研修室 １時間につき ２，５２０円 研修室 １時間につき ２，３８０円

野外ステージ １時間につき ３，３３０円 野外ステージ １時間につき ３，１５０円

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係） 別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １時間につき ６，９４０円 多目的ホール １時間につき ６，５６０円

研修室 １時間につき ２，９２０円 研修室 １時間につき ２，７６０円

視聴覚室 １時間につき １，５５０円 視聴覚室 １時間につき １，４７０円

円卓会議室 １時間につき １，２４０円 円卓会議室 １時間につき １，１８０円

第１会議室 １時間につき １，４１０円 第１会議室 １時間につき １，３４０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６２

（愛媛県総合社会福祉会館管理条例の一部改正）

第２６条 愛媛県総合社会福祉会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（ファミリーハウスあい管理条例の一部改正）

第２７条 ファミリーハウスあい管理条例（平成１７年愛媛県条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県障がい者更生センター管理条例の一部改正）

第２８条 愛媛県障がい者更生センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第２会議室 １時間につき ８６０円 第２会議室 １時間につき ８２０円

ワーキングルーム １時間につき １，４１０円 ワーキングルーム １時間につき １，３４０円

レクリエーション室 １時間につき ２，５３０円 レクリエーション室 １時間につき ２，３９０円

和室 １時間につき １，７５０円 和室 １時間につき １，６６０円

茶室 １時間につき ５６０円 茶室 １時間につき ５３０円

作業室 １時間につき ４４０円 作業室 １時間につき ４２０円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１２条、第１３条関係） 別表第２（第１２条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １日につき ２３，４９０円 多目的ホール １日につき ２２，１９０円

研修室 １日につき １７，１５０円 研修室 １日につき １６，２００円

視聴覚室 １日につき １１，４３０円 視聴覚室 １日につき １０，８００円

会議室 １室１日につき １１，４３０円 会議室 １室１日につき １０，８００円

円卓会議室 １日につき ８，３５０円 円卓会議室 １日につき ７，８９０円

改 正 後 改 正 前

（利用料金の額）

第１１条 利用料金の額は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当

該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

� 宿泊室の宿泊利用 １室１人１泊につき ２，５００円

� 宿泊室の休憩利用 １室１人１回につき １，２５０円

� プレイルームの専用利用 １回につき １，２５０円

２～４ 省略

（利用料金の額）

第１１条 利用料金の額は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当

該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

� 宿泊室の宿泊利用 １室１人１泊につき ２，１００円

� 宿泊室の休憩利用 １室１人１回につき １，０５０円

� プレイルームの専用利用 １回につき １，０５０円

２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係）

区 分 単 位

金 額

区 分 単 位

金 額

障害者及びそ

の介助者
その他の者

障害者及びそ

の介助者
その他の者

宿

泊

室

宿泊利用 １室１人１泊

につき

７，０００円 ８，４００円
宿

泊

室

宿泊利用 １室１人１泊

につき

３，９００円 ４，８００円

休憩利用 １室１人１回

につき

９００円 １，５００円 休憩利用 １室１人１回

につき

６００円 １，０００円

大広間 １回につき １３，５００円 ２７，０００円 大広間 １回につき ９，０００円 １８，０００円

備考 省略 備考 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６３

（愛媛県視聴覚福祉センター管理条例の一部改正）

第２９条 愛媛県視聴覚福祉センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛国際貿易センター管理条例の一部改正）

第３０条 愛媛国際貿易センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（テクノプラザ愛媛管理条例の一部改正）

第３１条 テクノプラザ愛媛管理条例（平成１７年愛媛県条例第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１３条、第１４条関係） 別表第２（第１３条、第１４条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １日につき ３４，９００円 多目的ホール １日につき ３１，５００円

和室 １日につき ２３，２６０円 和室 １日につき ２１，０００円

会議室 １日につき １３，９６０円 会議室 １日につき １２，６００円

試写室 １日につき １１，６３０円 試写室 １日につき １０，５００円

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条、第８条、第１１条関係） 別表第１（第７条、第８条、第１１条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

大展示場 １日につき １，０３８，６９０円 大展示場 １日につき ９８１，７５０円

小展示場 １日につき ４１１，８３０円 小展示場 １日につき ３８９，２６０円

屋外展示場 １日につき １４２，３５０円 屋外展示場 １日につき １３４，５５０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第６条、第８条、第１２条関係） 別表第１（第４条、第６条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

テクノホール １時間につき ７，４３０円 テクノホール １時間につき ７，０３０円

研修室 １室１時間につき ２，９６０円 研修室 １室１時間につき ２，８００円

会議室 １室１時間につき ２，０６０円 会議室 １室１時間につき １，９５０円

コ ワ ー キ ン グ

スペース

１月につき ５，８１０円 コ ワ ー キ ン グ

スペース

１月につき ５，５００円

ポスト １個１月につき ３，４９０円 ポスト １個１月につき ３，３００円

ロッカー １個１月につき １，１６０円 ロッカー １個１月につき １，１００円

備考 省略

別表第２（第４条―第６条、第８条、第１２条関係）

備考 省略

別表第２（第４条―第６条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

共同研究室 １平方メートル１月につき ２，０３０円 共同研究室 １平方メートル１月につき １，９２０円

イ ン キ ュ ベ ー

ト・ルーム

１平方メートル１月につき ２，０３０円 イ ン キ ュ ベ ー

ト・ルーム

１平方メートル１月につき １，９２０円

倉庫 １平方メートル１月につき ６７０円 倉庫 １平方メートル１月につき ６４０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６４

（愛媛県生活文化センター管理条例の一部改正）

第３２条 愛媛県生活文化センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県民文化会館管理条例の一部改正）

第３３条 愛媛県県民文化会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第２駐 車 場 及

び第４駐車場

１台１月につき ３，３７０円 第２駐 車 場 及

び第４駐車場

１台１月につき ３，１９０円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

大広間 １日につき ３５，６００円 大広間 １日につき ３３，３１０円

洋室 １室１日につき ２２，０８０円 洋室 １室１日につき ２０，６６０円

和室 １室１日につき ４，５９０円 和室 １室１日につき ４，３００円

備考１ 第４条の開所時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１ 第４条の開所時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

大広間 ４，０４０円 大広間 ３，７８０円

洋室 ２，４００円 洋室 ２，２５０円

和室 ４４０円 和室 ４２０円

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

メインホール １日につき ６６４，９００円 メインホール １日につき ６３０，２４０円

サブホール １日につき ２９１，９７０円 サブホール １日につき ２７６，７５０円

多目的ホール １日につき ９９７，３６０円 多目的ホール １日につき ９４５，３７０円

リハーサル室 １室１日につき ２１，４００円 リハーサル室 １室１日につき ２０，２９０円

楽屋 １室１日につき ２，７４０円 楽屋 １室１日につき ２，６００円

会議室 １室１日につき ２０７，１４０円 会議室 １室１日につき １９６，３５０円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

メインホール ９７，７３０円 メインホール ９２，６４０円

サブホール ４２，８９０円 サブホール ４０，６６０円

多目的ホール １１９，６５０円 多目的ホール １１３，４２０円

リハーサル室 ３，１２０円 リハーサル室 ２，９６０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６５

（愛媛県武道館管理条例の一部改正）

第３４条 愛媛県武道館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県生涯学習センター管理条例の一部改正）

第３５条 愛媛県生涯学習センター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

楽屋 ３７０円 楽屋 ３６０円

会議室 ２９，８００円 会議室 ２８，２５０円

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

主道場 １日につき １，０２７，９３０円 主道場 １日につき ９７４，３５０円

柔道場 １日につき ７４，４７０円 柔道場 １日につき ７０，５９０円

剣道場 １日につき ７４，４７０円 剣道場 １日につき ７０，５９０円

副道場 １日につき ４０，５５０円 副道場 １日につき ３８，４４０円

会議室 １室１時間につき ５，８４０円 会議室 １室１時間につき ５，５００円

トレーニング施設 １人１回につき ３００円 トレーニング施設 １人１回につき １，５６０円

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

主道場 ９６，６５０円 主道場 ９１，６２０円

柔道場 ７，４４０円 柔道場 ７，０６０円

剣道場 ７，４４０円 剣道場 ７，０６０円

副道場 ４，４２０円 副道場 ４，１９０円

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

き、５，８００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表（第４条、第８条、第１２条関係）

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

き、５，５００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

パソコン演習室 １時間につき ２，７３０円 パソコン演習室 １時間につき ２，５９０円

展示室 １時間につき ４１０円 展示室 １時間につき ３９０円

研修室 １室１時間につき ２，１８０円 研修室 １室１時間につき ２，０７０円

演劇レッスン室 １時間につき １，４５０円 演劇レッスン室 １時間につき １，３８０円

音楽レッスン室 １時間につき １，４２０円 音楽レッスン室 １時間につき １，３５０円

ホール １時間につき １１，１６０円 ホール １時間につき １０，５８０円

楽屋 １室１時間につき ５００円 楽屋 １室１時間につき ４８０円

リハーサル室 １時間につき １，２８０円 リハーサル室 １時間につき １，２２０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

１６６

（愛媛県総合科学博物館管理条例の一部改正）

第３６条 愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県歴史文化博物館管理条例の一部改正）

第３７条 愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

会議室 １時間につき ７００円 会議室 １時間につき ６７０円

ミーティングルーム １時間につき ８６０円 ミーティングルーム １時間につき ８２０円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，８００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，５００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１ 多目的ホール １時間につき ３，２７０円 １ 多目的ホール １時間につき ３，１００円

２ 控室 １室１時間につき ２４０円 ２ 控室 １室１時間につき ２３０円

３ 研修室 １室１時間につき １，７２０円 ３ 研修室 １室１時間につき １，６３０円

４ ミーティングルーム １時間につき ９５０円 ４ ミーティングルーム １時間につき ９００円

５ 会議室 １時間につき ８８０円 ５ 会議室 １時間につき ８４０円

６ オリエンテーションルーム １時間につき １，５２０円 ６ オリエンテーションルーム １時間につき １，４４０円

７ 企画展示室 １時間につき ３，３５０円 ７ 企画展示室 １時間につき ３，１８０円

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８４０円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８００円

２ プラネタリウム観覧料 ２ プラネタリウム観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８４０円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８００円

小学校、中学校、義務教育学

校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しく

は中学部の児童又は生徒

１人１回につき ５５０円 小学校、中学校、義務教育学

校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しく

は中学部の児童又は生徒

１人１回につき ５３０円

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，８００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，５００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）
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（えひめ青少年ふれあいセンター管理条例の一部改正）

第３８条 えひめ青少年ふれあいセンター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（萬翠荘管理条例の一部改正）

第３９条 萬翠荘管理条例（平成２０年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１ 多目的ホール １時間につき ３，２７０円 １ 多目的ホール １時間につき ３，１００円

２ 控室 １室１時間につき ３９０円 ２ 控室 １室１時間につき ３７０円

３ 研修室 １室１時間につき ８９０円 ３ 研修室 １室１時間につき ８５０円

４ ミーティングルーム １時間につき ８５０円 ４ ミーティングルーム １時間につき ８１０円

５ 会議室 １時間につき １，１７０円 ５ 会議室 １時間につき １，１１０円

６ 企画展示室 １時間につき ３，９２０円 ６ 企画展示室 １時間につき ３，７２０円

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８４０円

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８００円

改 正 後 改 正 前

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係）

区 分
金 額

区 分
金 額

宿泊利用 日帰り利用 宿泊利用 日帰り利用

１ 小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部の児

童又は生徒

１人１泊につ

き ３２０円

省略 １ 小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部の児

童又は生徒

１人１泊につ

き ３１０円

省略

２ 高等学校、中等教育学校

の後期課程、特別支援学校

の高等部、高等専門学校又

は大学の生徒又は学生

１人１泊につ

き ６５０円

省略 ２ 高等学校、中等教育学校

の後期課程、特別支援学校

の高等部、高等専門学校又

は大学の生徒又は学生

１人１泊につ

き ６２０円

省略

３ １及び２以外の者（小学

校就学の始期に達するまで

の者を除く。）

１人１泊につ

き ９９０円

１人１日につ

き ３２０円

３ １及び２以外の者（小学

校就学の始期に達するまで

の者を除く。）

１人１泊につ

き ９４０円

１人１日につ

き ３１０円

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

展示室 １室１日につき ５，３２０円 展示室 １室１日につき ５，０５０円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第５条中愛媛県港湾管理条例別表第４から別表第６までの改正規定及び附則第

６項の規定は、同年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第４条の規定による改正後の愛媛県ふぐの取扱いに関する条例第１４条第１項第１号の規定及び第６条の規定による改正後の愛媛県産業

技術研究所の使用料及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に徴収する使用料及び手数料に

ついて適用し、施行日前に徴収した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

３ 第３条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所使用料条例第２条第１項第１号及び第２号の規定、第５条の規定による改正後の

愛媛県港湾管理条例別表第３の規定、第８条の規定による改正後の愛媛県漁港管理条例別表第１及び別表第２の規定、第１０条の規定によ

る改正後の愛媛県立都市公園条例別表２の規定（同表第１号の表の規定を除く。）、第１１条の規定による改正後の愛媛県農林水産研究所

使用料条例別表の規定、第１５条の規定による改正後の愛媛県の海を管理する条例別表第２の規定、第１６条の規定による改正後の愛媛県美

術館使用料条例別表の規定、第２０条の規定による改正後の愛媛県海岸占用料等徴収条例別表第２の規定並びに第２３条の規定による改正後

の愛媛県在宅介護研修センター使用料条例別表の規定は、施行日以後の試験、検査、鑑定、調査、研究、分析又は使用（以下「試験等」

という。）に係る使用料、施行日以後の占用に係る占用料及び施行日以後の採取に係る土石採取料で施行日以後にその全額又は未徴収額

について徴収するものについて適用し、施行日前の試験等に係る使用料、施行日前の占用に係る占用料及び施行日前の採取に係る土石採

取料並びに施行日以後の試験等に係る使用料、施行日以後の占用に係る占用料及び施行日以後の採取に係る土石採取料で施行日前にその

全額について徴収したものについては、なお従前の例による。

４ 第３５条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理条例第１７条の規定、第３６条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理

条例第１７条の規定及び第３７条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例第１７条の規定は、施行日以後の愛媛県生涯学習センタ

ー管理条例第１５条第１項、愛媛県総合科学博物館管理条例第１５条第１項又は愛媛県歴史文化博物館管理条例第１５条第１項に規定する特別

利用（以下「特別利用」という。）に係る使用料で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の特別利用に係る使用料及び施

行日以後の特別利用に係る使用料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

５ 第１０条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例第１５条の１１第２項第５号及び別表１の規定、第２４条の規定による改正後のえひめこ

どもの城管理条例別表第１の規定、第２５条の規定による改正後の愛媛県男女共同参画センター管理条例別表の規定、第２６条の規定による

改正後の愛媛県総合社会福祉会館管理条例別表第２の規定、第２７条の規定による改正後のファミリーハウスあい管理条例第１１条第１項の

規定、第２８条の規定による改正後の愛媛県障がい者更生センター管理条例別表の規定、第２９条の規定による改正後の愛媛県視聴覚福祉セ

ンター管理条例別表第２の規定、第３０条の規定による改正後の愛媛国際貿易センター管理条例別表第１の規定、第３１条の規定による改正

後のテクノプラザ愛媛管理条例別表第１及び別表第２の規定、第３２条の規定による改正後の愛媛県生活文化センター管理条例別表の規定、

第３３条の規定による改正後の愛媛県県民文化会館管理条例別表の規定、第３４条の規定による改正後の愛媛県武道館管理条例別表の規定、

第３５条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理条例別表の規定、第３６条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理条例

別表第１及び別表第２の規定、第３７条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例別表第１及び別表第２の規定、第３８条の規定

による改正後のえひめ青少年ふれあいセンター管理条例別表の規定並びに第３９条の規定による改正後の萬翠荘管理条例別表の規定は、施

行日以後の利用に係る料金で施行日以後に指定管理者がその全額又は未収受額について収受するものについて適用し、施行日前の利用に

係る料金及び施行日以後の利用に係る料金で施行日前に指定管理者がその全額について収受したものについては、なお従前の例による。

６ 第５条の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例別表第４から別表第６までの規定は、令和７年５月１日以後の占用又は使用に係る占

用料又は使用料で同日以後に徴収するものについて適用し、同日前の占用又は使用に係る占用料又は使用料及び同日以後の占用又は使用

に係る占用料又は使用料で同日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

�愛媛県条例第９号
愛媛県個人番号の利用に関する条例及び住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県個人番号の利用に関する条例及び住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

（愛媛県個人番号の利用に関する条例の一部改正）

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

展示室 ８００円 展示室 ７６０円
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第１条 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人番号の利用範囲）

第１条 省略

２ 別表第２の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務

を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情

報（法第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。以下同

じ。）であって当該執行機関が保有するものに係る個人番号（同

条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を利用するこ

とができる。

第２条 省略

別表第１（第１条 関係）

（個人番号の利用範囲）

第１条 省略

２ 別表第２の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務

を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情

報（法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同

じ。）であって当該執行機関が保有するものに係る個人番号（同

条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を利用するこ

とができる。

第２条 私立の高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する

法律（平成２２年法律第１８号。以下「就学支援金法」という。）第

２条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。）の設置者は、知

事による別表第１の１の項及び２の項に掲げる事務の処理に関し

て必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他

人の個人番号を利用した事務を行うものとする。

２ 私立の高等学校（専攻科を置くものに限る。）の設置者は、知

事による別表第１の３の項及び４の項に掲げる事務の処理に関し

て必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他

人の個人番号を利用した事務を行うものとする。

３ 高等学校等（県立及び私立のものを除く。）の設置者は、教育

委員会による別表第１の１３の項に掲げる事務の処理に関して必要

とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個

人番号を利用した事務を行うものとする。

第３条 省略

別表第１（第１条、第２条関係）

執行機関 事 務 執行機関 事 務

１ 知事 高等学校等の生徒の保護者等に対する奨学の

ための給付金（以下「高等学校等奨学給付

金」という。）の支給に関する事務であって

規則で定めるもの

２ 知事 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学

した者に対する就学支援金法第３条第１項の

高等学校等就学支援金に相当する支援金（以

下「学び直し支援金」という。）の支給に関

する事務であって規則で定めるもの

３ 知事 高等学校の専攻科の生徒に対する修学のため

の支援金（以下「専攻科修学支援金」とい

う。）の支給に関する事務であって規則で定

めるもの

４ 知事 高等学校の専攻科の生徒の保護者等に対する

奨学のための給付金（以下「専攻科奨学給付

金」という。）の支給に関する事務であって

規則で定めるもの

５ 知事 外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定に準じて行う保護の決定及び実

施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備

給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の

実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の

徴収（以下「外国人生活保護の実施」とい
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う。）に関する事務であって規則で定めるも

の

６ 知事 ウイルス性肝炎の治療のため必要な医療費の

助成に関する事務であって規則で定めるもの

７ 知事 ウイルス性肝炎等の検査のため必要な医療費

の助成に関する事務であって規則で定めるも

の

８ 知事 Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルスによ

る肝がん又は重度肝硬変の治療のため必要な

医療費の助成に関する事務であって規則で定

めるもの

９ 知事 特定疾患の治療のため必要な医療費の助成に

関する事務であって規則で定めるもの

１ 省略 １０ 省略

２ 省略 １１ 省略

３ 省略 １２ 省略

１３ 教育委員

会

高等学校等奨学給付金の支給に関する事務で

あって教育委員会規則で定めるもの

１４ 教育委員

会

学び直し支援金の支給に関する事務であって

教育委員会規則で定めるもの

１５ 教育委員

会

専攻科修学支援金の支給に関する事務であっ

て教育委員会規則で定めるもの

１６ 教育委員

会

専攻科奨学給付金の支給に関する事務であっ

て教育委員会規則で定めるもの

４ 省略 １７ 省略

５ 省略 １８ 省略

別表第２（第１条関係） 別表第２（第１条関係）

執行機関 事 務 特定個人情報 執行機関 事 務 特定個人情報

１ 知事 高 等 学 校 等

（高等学校等

就学支援金の

支給に関する

法律（平成２２

年 法 律 第１８

号。以下「就

学支援金法」

という。）第

２条に規定す

る高等学校等

をいう。以下

同じ。）を退

学し、再び高

等学校等に入

学した者に対

する就学支援

金法第３条第

１項の高等学

校等就学支援

金に相当する

支援金（以下

省略 １ 知事 学び直し支援

金

省略
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「学び直し支

援 金」と い

う。）の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの

の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの

２ 知事 外国人生活保

護の実施に関

する事務であ

って規則で定

めるもの

災害救助法（昭和２２年法律第

１１８号）による救助若しくは

扶助金の支給、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）に

よる小児慢性特定疾病医療費

若しくは障害児入所給付費の

支給若しくは療育の給付、生

活保護法による保護の実施若

しくは就労自立給付金若しく

は進学・就職準備給付金の支

給、児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給、母子及び父

子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）による資金

の貸付け若しくは給付金の支

給、特別児童扶養手当等の支

給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）による特別児童

扶養手当、障害児福祉手当若

しくは特別障害者手当の支

給、労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する

法 律（昭 和４１年 法 律 第１３２

号）による職業転換給付金の

支給、国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第１項の

福祉手当の支給、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法

律第３０号）による支援給付若

しくは配偶者支援金の支給、

原子爆弾被爆者に対する援護

に関する法律（平成６年法律

第１１７号）による手当等の支

給、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年 法 律 第

１２３号）による自立支援給付

又は難病の患者に対する医療

等に関する法律（平成２６年法

律第５０号）による特定医療費
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（住民基本台帳法施行条例の一部改正）

第２条 住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

の支給に関する情報であって

規則で定めるもの

２ 知事 高卒認定試験

給付金の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの

児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの

３ 知事 高卒認定試験

給付金の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの

児童扶養手当法

による児童扶養

手当の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの

３ 知事 法第１９条第８

号に規定する

特定個人番号

利用事務（同

号に規定する

利用特定個人

情報であって

生 活 保 護 法

（昭和２５年法

律第１４４号）に

よる保護の実

施又は就労自

立給付金若し

くは進学・就

職準備給付金

の支給に関す

る情報の提供

を受ける事務

に限る。）で

あって規則で

定めるもの

省略 ４ 知事 法第１９条第８

号に規定する

特定個人番号

利用事務（同

号に規定する

利用特定個人

情報であって

生 活 保 護 法

に

よる保護の実

施又は就労自

立給付金若し

くは進学・就

職準備給付金

の支給に関す

る情報の提供

を受ける事務

に限る。）で

あって規則で

定めるもの

省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

１～７ 省略

８ 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第

４９号）別表第１の１の項及び２の項 に掲げる事務

９ 省略

別表第２（第３条関係）

別表第１（第２条関係）

１～７ 省略

８ 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第

４９号）別表第１の１の項から１１の項までに掲げる事務

９ 省略

別表第２（第３条関係）

知事以外の執行

機関
事 務

知事以外の執行

機関
事 務

教育委員会 愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第

１の３の項及び４の項 に掲げる事務

教育委員会 愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第

１の１２の項から１７の項までに掲げる事務

省略 省略
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附 則

この条例は、令和８年３月３１日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第１条中愛媛県個人番号の利用に関する条例第

１条第２項の改正規定は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１０号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例附則第１９条の５の規定は、令和６年１２月１３日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税につ

いて適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第１１号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例（平成１９年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者の数が４０人未満である法人（知事が定

めるものに限る。）であって令和７年４月１日から令和１０年３月

３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障害者数が令和６年４

月１日から令和７年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度

（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数（基準事業年

度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超える

ものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛県県税

賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」と

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者の数が４０人未満である法人（知事が定

めるものに限る。）であって令和４年４月１日から令和７年３月

３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障害者数が令和３年４

月１日から令和４年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度

（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数（基準事業年

度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超える

ものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛県県税

賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」と

改 正 後 改 正 前

（災害等による期限の延長）

第８条 知事は、県又は他の都道府県の区域の全部又は一部にわた

り災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める

申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除

く。）又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為

をすることができないと認めるときは、法第２０条の５の２第２項

の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から２月を

限り、当該期限を延長することができる。

２ 省略

附 則

第１９条の４ 省略

（都市再生事業の用に供する不動産の取得に対する不動産取得税

の課税標準の特例）

第１９条の５ 法附則第１１条第７項本文の条例で定める割合は、５分

の１とする。

（災害等による期限の延長）

第８条 知事は、県 の区域の全部又は一部にわた

り災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める

申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除

く。）又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為

をすることができないと認めるときは、法第２０条の５の２第２項

の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から２月を

限り、当該期限を延長することができる。

２ 省略

附 則

第１９条の４ 省略

改 正 後 改 正 前
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項の改正規定及び附則第３項の規定は、令和８年１月１日から施行

する。

（経過措置）

２ 改正前の愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例（以下「旧条例」という。）第３条第１項に規定する要件に該当

する法人に対するこの条例の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税の不均一課税については、なお従前の例による。

３ 旧条例第３条第２項に規定する要件に該当する個人に対する令和８年度分までの個人の事業税の不均一課税については、なお従前の例

による。

�愛媛県条例第１２号
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例を次のよう公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

いう。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金額

とする。

２ 常時雇用する労働者の数が４０人未満である個人（知事が定める

ものに限る。）であって令和８年１月１日から令和１０年１２月３１日

までの各年の雇用障害者数が令和７年１月１日から同年１２月３１日

までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準年

を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を超えるも

のに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の４

の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を乗じて得

た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条

例

（目的）

第１条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行う

ことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁 を防止

し、もって生活環境の保全を図るとともに、県民の生活の安全を

確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

� 省略

� 土砂等の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他

の土地への堆積をする行為をいう。ただし、製品の製造若しく

は加工のための原材料又は試験、検査等のための試料の堆積を

する行為その他生活環境保全上必要な措置が

図られているものとし

て規則で定める行為を除く。

� 省略

（事業者の責務）

いう。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金額

とする。

２ 常時雇用する労働者の数が４０人未満である個人（知事が定める

ものに限る。）であって令和５年１月１日から令和７年１２月３１日

までの各年の雇用障害者数が令和４年１月１日から同年１２月３１日

までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準年

を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を超えるも

のに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の４

の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を乗じて得

た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行う

ことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を防止

し、もって生活環境の保全を図るとともに、県民の生活の安全を

確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

� 省略

� 土砂等の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他

の土地への堆積をする行為をいう。ただし、製品の製造若しく

は加工のための原材料又は試験、検査等のための試料の堆積を

する行為その他生活環境保全上必要な措置が図られ、かつ、災

害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとし

て規則で定める行為を除く。

� 省略

（事業者の責務）

改 正 後 改 正 前
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第３条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋

立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁 を防止

するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁

の防止に関する施策に協力する責務を有する。

２・３ 省略

（県の責務）

第４条 県は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁

を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の適

正化に関する施策を推進するものとする。

２ 県は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁

を未然に防止するため、市町と連携して土砂等の埋

立て等の状況を把握するとともに、不適正な土砂等の埋立て等を

監視する体制の整備に努めるものとする。

３ 県は、市町が行う土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質

の汚濁 の防止に関する施策が十分に行われるよ

うに技術的な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

第８条 削除

（許可申請の手続）

第１０条 第９条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その

他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 前項の規定にかかわらず、第９条の許可を受けようとする特定

事業が他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う特定事

業（以下「一時堆積事業」という。）である場合にあっては、当

該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定

める書類を添付して知事に提出しなければならない。

� 前項第１号から第５号まで、第８号及び第１０号に掲げる事項

�・� 省略

� 省略

	 省略

第３条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋

立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を防止

するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の

発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。

２・３ 省略

（県の責務）

第４条 県は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁

並びに災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の適

正化に関する施策を推進するものとする。

２ 県は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並び

に災害の発生を未然に防止するため、市町と連携して土砂等の埋

立て等の状況を把握するとともに、不適正な土砂等の埋立て等を

監視する体制の整備に努めるものとする。

３ 県は、市町が行う土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質

の汚濁並びに災害の発生の防止に関する施策が十分に行われるよ

うに技術的な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

（土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等）

第８条 土砂等の埋立て等をする者及び土砂等の埋立て等の用に供

するために土地を提供した者は、当該土砂等の埋立て等に使用さ

れた土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう必要な措置を

講じなければならない。

２ 知事は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散

し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがある場合において、

生活環境の保全又は住民の生活の安全の確保上の支障が生じ、又

は生ずるおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等を

し、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するため

に土地を提供した者に対し、これらを防止するために必要な措置

を講ずべきことを命ずることができる。

（許可申請の手続）

第１０条 第９条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その

他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造

� 省略

� 省略


 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の

地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流

出による災害の発生を防止するための措置

� 省略

２ 前項の規定にかかわらず、第９条の許可を受けようとする特定

事業が他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う特定事

業（以下「一時堆積事業」という。）である場合にあっては、当

該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定

める書類を添付して知事に提出しなければならない。

� 前項第１号から第５号まで、第８号及び第１１号に掲げる事項

�・� 省略

� 特定事業場の構造

	 省略

� 省略
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（意見の聴取）

第１１条 省略

２ 知事は、第９条の許可の申請があった場合には、申請者が次条

第１項第４号スからチまで（同号セからタまでにあっては、暴力

団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は当該暴力

団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同

じ。）に係る部分に限る。）のいずれかに該当する者であるかど

うかについて、愛媛県警察本部長の意見を聴くことができる。

（許可の基準）

第１２条 知事は、第９条の許可の申請が第１０条第１項の規定による

ものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはなら

ない。

�・� 省略

� 省略

� 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

ア～ウ 省略

エ 第７条第２項若しくは第３項又は 第２２条の２

の規定による命令を受け、当該命令に係る必要な

措置が完了していない者（当該命令を受けた者が法人である

場合にあっては、当該命令の日に当該法人の役員（業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。以下同じ。）であった者を含む。）

オ 第２３条 （第３号エに係る部分を除く。）の規定によ

り許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない

者（当該許可を取り消された者が法人である場合（同号ウに

該当することにより許可が取り消された場合を除く。）にあ

っては、当該取消しの処分に係る愛媛県行政手続条例（平成

７年愛媛県条例第４８号）第１５条の規定による通知があった日

前６０日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日か

ら５年を経過しないものを含む。）

カ 第２３条 （第３号エに係る部分を除く。）の規定によ

る許可の取消しの処分に係る愛媛県行政手続条例第１５条の規

定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をし

ないことを決定する日までの期間内に第２１条第２項の規定に

よる廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの

キ 省略

ク 第２３条 の規定により特定事業の停止を命ぜられ、そ

の停止の期間が経過しない者（当該命令を受けた者が法人で

（意見の聴取）

第１１条 省略

２ 知事は、第９条の許可の申請があった場合には、申請者が次条

第１項第６号スからチまで（同号セからタまでにあっては、暴力

団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は当該暴力

団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同

じ。）に係る部分に限る。）のいずれかに該当する者であるかど

うかについて、愛媛県警察本部長の意見を聴くことができる。

（許可の基準）

第１２条 知事は、第９条の許可の申請が第１０条第１項の規定による

ものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはなら

ない。

�・� 省略

� 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用され

た土砂等のたい積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがない

ものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであるこ

と。

� 省略

� 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の

地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流

出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られてい

ること。

� 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

ア～ウ 省略

エ 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第２２条の２

又は第２４条の規定による命令を受け、当該命令に係る必要な

措置が完了していない者（当該命令を受けた者が法人である

場合にあっては、当該命令の日に当該法人の役員（業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。以下同じ。）であった者を含む。）

オ 第２３条第１項（第３号エに係る部分を除く。）の規定によ

り許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない

者（当該許可を取り消された者が法人である場合（同号ウに

該当することにより許可が取り消された場合を除く。）にあ

っては、当該取消しの処分に係る愛媛県行政手続条例（平成

７年愛媛県条例第４８号）第１５条の規定による通知があった日

前６０日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日か

ら５年を経過しないものを含む。）

カ 第２３条第１項（第３号エに係る部分を除く。）の規定によ

る許可の取消しの処分に係る愛媛県行政手続条例第１５条の規

定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をし

ないことを決定する日までの期間内に第２１条第２項の規定に

よる廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの

キ 省略

ク 第２３条第１項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、そ

の停止の期間が経過しない者（当該命令を受けた者が法人で
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ある場合にあっては、当該命令の日に当該法人の役員であっ

た者を含む。）

ケ～チ 省略

２ 知事は、第９条の許可の申請が第１０条第２項の規定によるもの

である場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合し

ていると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはならな

い。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 申請者が前項第４号アからチまでのいずれにも該当しないこ

と。

（変更の許可等）

第１４条 第９条の許可を受けた者は、第１０条第１項第２号

又は第２項第１号（同条第１項第２号に係るものに限

る。）に掲げる事項の変更をしようとするときは、知事の許可を

受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしよ

うとするときは、この限りでない。

２～４ 省略

（特定事業に係る水質検査等）

第１７条 省略

２ 省略

３ 第９条の許可を受けた特定事業の全部を完了し、若しくは廃止

した者又は第２３条 の規定により当該許可を取り消された者

のうち次のいずれかに該当するものは、規則で定める日から起算

して２年間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に

係る特定事業区域内の水質検査を行わなければならない。ただ

し、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行

うことができないと知事が認めたときにあっては規則で定めると

ころにより当該特定事業区域内の土壌検査を行うことによって当

該水質検査に代えることができ、又は当該水質検査を行う必要が

ないと知事が認めたときにあっては当該水質検査を省略すること

ができる。

� 省略

� 当該特定事業区域に係る特定事業が施工されている間に、第

２２条の２（第３号に係る部分に限る。）の規定による命令を受

けた者

�・� 省略

４ 省略

（関係書類の閲覧）

第１８条 省略

２ 知事は、第９条の許可をした特定事業が施工されている間及び

当該特定事業の全部を完了し、若しくは廃止した日、当該特定事

ある場合にあっては、当該命令の日に当該法人の役員であっ

た者を含む。）

ケ～チ 省略

２ 知事は、第９条の許可の申請が第１０条第２項の規定によるもの

である場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合し

ていると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはならな

い。

�・� 省略

� 特定事業場の構造が、当該特定事業区域以外の地域への特定

事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発

生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合

するものであること。

� 省略

� 省略

� 申請者が前項第６号アからチまでのいずれにも該当しないこ

と。

３ 第９条の許可の申請が、法令又は条例に基づく許認可等を要す

る行為に係るものであって、当該行為について、当該法令又は条

例により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止す

るために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為

に係るものである場合にあっては、第１項第３号及び第５号並び

に前項第３号の規定は、適用しない。

（変更の許可等）

第１４条 第９条の許可を受けた者は、第１０条第１項第２号、第７号

及び第９号又は第２項第１号（同条第１項第２号に係るものに限

る。）に掲げる事項の変更をしようとするときは、知事の許可を

受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしよ

うとするときは、この限りでない。

２～４ 省略

（特定事業に係る水質検査等）

第１７条 省略

２ 省略

３ 第９条の許可を受けた特定事業の全部を完了し、若しくは廃止

した者又は第２３条第１項の規定により当該許可を取り消された者

のうち次のいずれかに該当するものは、規則で定める日から起算

して２年間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に

係る特定事業区域内の水質検査を行わなければならない。ただ

し、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行

うことができないと知事が認めたときにあっては規則で定めると

ころにより当該特定事業区域内の土壌検査を行うことによって当

該水質検査に代えることができ、又は当該水質検査を行う必要が

ないと知事が認めたときにあっては当該水質検査を省略すること

ができる。

� 省略

� 当該特定事業区域に係る特定事業が施工されている間に、第

２２条の２（第４号に係る部分に限る。）の規定による命令を受

けた者

�・� 省略

４ 省略

（関係書類の閲覧）

第１８条 省略

２ 知事は、第９条の許可をした特定事業が施工されている間及び

当該特定事業の全部を完了し、若しくは廃止した日、当該特定事
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業に係る第２３条 の規定による当該許可の取消しのあった日

又は前条第３項の規定による検査が終了した日のうち最も遅い日

から５年を経過するまでの間、当該特定事業に関しこの条例の規

定により提出のあった書類を、周辺住民その他の生活環境の保全

又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲

覧に供しなければならない。

（特定事業の完了等）

第２０条 省略

２ 省略

（特定事業の廃止等）

第２１条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃

止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業の廃止又は休

止後の当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁

を防止するために必要な措置を講じなければならない。

２・３ 省略

４ 知事は、第２項の規定による廃止の届出があったときは、速や

かに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚

濁がないかどうか

について確認し、その結果を当該届出

をした者に通知しなければならない。

（改善命令）

第２２条の２ 知事は、第９条の許可を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、適正な土砂等の埋立て等の実施を確保する

ため、期限を定めて、特定事業の施工に関し必要な措置を講ずべ

きことを命ずることができる。

� 施工する特定事業が第１０条第１項第２号、第３号、第７号、

第８号若しくは第１０号 又は同条第２項第１号

（同条第１項第２号、第３号、第８号及び第１０号に係る部分に

限る。）若しくは第４号 に掲げる事項に適合していな

いと認めるとき。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（許可の取消し等）

第２３条 知事は、第９条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該許可を取り消し、又は６月以内の期間を定

めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

� 第７条第２項又は第３項 の規定による

業に係る第２３条第１項の規定による当該許可の取消しのあった日

又は前条第３項の規定による検査が終了した日のうち最も遅い日

から５年を経過するまでの間、当該特定事業に関しこの条例の規

定により提出のあった書類を、周辺住民その他の生活環境の保全

又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲

覧に供しなければならない。

（特定事業の完了等）

第２０条 省略

２ 省略

３ 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の

発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を

受けた者は、第１項の規定による届出に係る特定事業に使用され

た土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため

に必要な措置を講じなければならない。

（特定事業の廃止等）

第２１条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃

止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業の廃止又は休

止後の当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁並びに当

該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害

の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

２・３ 省略

４ 知事は、第２項の規定による廃止の届出があったときは、速や

かに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚

濁がないかどうか並びに当該特定事業に使用された土砂等の崩

落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出

をした者に通知しなければならない。

５ 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の

発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を

受けた者は、第２項の規定による廃止の届出に係る特定事業に使

用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止す

るために必要な措置を講じなければならない。

（改善命令）

第２２条の２ 知事は、第９条の許可を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、適正な土砂等の埋立て等の実施を確保する

ため、期限を定めて、特定事業の施工に関し必要な措置を講ずべ

きことを命ずることができる。

� 施工する特定事業が第１０条第１項第２号、第３号、第７号、

第８号、第９号、第１１号若しくは第１２号又は同条第２項第１号

（同条第１項第２号、第３号、第８号及び第１１号に係る部分に

限る。）、第４号若しくは第５号に掲げる事項に適合していな

いと認めるとき。

� 施工する特定事業が第１２条第１項第３号又は同条第２項第３

号の構造上の基準に適合していないと認めるとき。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（許可の取消し等）

第２３条 知事は、第９条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該許可を取り消し、又は６月以内の期間を定

めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

� 第７条第２項若しくは第３項又は第８条第２項の規定による
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命令に違反したとき。

� 省略

� 次のアからエまでのいずれかに該当するに至ったとき。

ア 第１２条第１項第４号イ若しくはウ（第３０条、第３０条の２若

しくは第３３条（第３０条及び第３０条の２の規定に係る部分に限

る。）の規定若しくは廃棄物処理法第２５条から第２７条まで若

しくは第３２条第１項（廃棄物処理法第２５条から第２７条までの

規定に係る部分に限る。）の規定により、又は暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処

せられたことによる場合に限る。）又は同号シ、ス若しくは

チに該当するに至ったとき。

イ 第１２条第１項第４号セからタまで（同号イ若しくはウ（第

３０条若しくは第３０条の２の規定若しくは廃棄物処理法第２５条

から第２７条までの規定により、又は暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたこ

とによる場合に限る。）又は同号シ若しくはスに係るものに

限る。）のいずれかに該当するに至ったとき。

ウ 第１２条第１項第４号セからタまで（同号オ又はケに係るも

のに限る。）のいずれかに該当するに至ったとき。

エ 第１２条第１項第４号アからウまで、オからキまで、ケから

サまで又はセからタまでのいずれかに該当するに至ったとき

（アからウまでのいずれかに該当する場合を除く。）。

�～�の２ 省略

� 前条 の規定による命令に違反したとき。

第２４条 削除

（関係書類の保存）

第２５条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業につ

いて第２０条第１項の規定による全部の完了の届出若しくは第２１条

第２項の規定による廃止の届出をした日、第２３条 の規定に

よる許可の取消しを受けた日又は第１７条第３項の規定による検査

が終了した日のうち最も遅い日から５年間、第１５条の３の規定に

より作成した土砂等管理台帳及び当該特定事業に関しこの条例の

規定により知事に提出した書類の写しを保存しなければならな

い。

（市町の条例との関係）

第２８条 この条例の規定は、市町が、特定事業以外の土砂等の埋立

て等による土壌の汚染及び水質の汚濁 の防止に

関する事項について条例で必要な事項を定めることを妨げるもの

ではない。

命令に違反したとき。

� 省略

� 次のアからエまでのいずれかに該当するに至ったとき。

ア 第１２条第１項第６号イ若しくはウ（第３０条、第３０条の２若

しくは第３３条（第３０条及び第３０条の２の規定に係る部分に限

る。）の規定若しくは廃棄物処理法第２５条から第２７条まで若

しくは第３２条第１項（廃棄物処理法第２５条から第２７条までの

規定に係る部分に限る。）の規定により、又は暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処

せられたことによる場合に限る。）又は同号シ、ス若しくは

チに該当するに至ったとき。

イ 第１２条第１項第６号セからタまで（同号イ若しくはウ（第

３０条若しくは第３０条の２の規定若しくは廃棄物処理法第２５条

から第２７条までの規定により、又は暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたこ

とによる場合に限る。）又は同号シ若しくはスに係るものに

限る。）のいずれかに該当するに至ったとき。

ウ 第１２条第１項第６号セからタまで（同号オ又はケに係るも

のに限る。）のいずれかに該当するに至ったとき。

エ 第１２条第１項第６号アからウまで、オからキまで、ケから

サまで又はセからタまでのいずれかに該当するに至ったとき

（アからウまでのいずれかに該当する場合を除く。）。

�～�の２ 省略

� 前条又は次条第１項の規定による命令に違反したとき。

２ 前項の規定による第９条の許可の取消しを受けた者（当該取り

消された許可に係る特定事業について次条第１項の規定による命

令を受けた者を除く。）は、当該取り消された許可に係る特定事

業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を

防止するために必要な措置を講じなければならない。

（措置命令）

第２４条 知事は、第９条又は第１４条第１項の規定に違反して特定事

業を行った者に対し、当該特定事業に使用された土砂等の撤去そ

の他の当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出に

よる災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。

２ 知事は、第２０条第３項、第２１条第５項又は前条第２項の規定に

違反した者に対し、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛

散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。

（関係書類の保存）

第２５条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業につ

いて第２０条第１項の規定による全部の完了の届出若しくは第２１条

第２項の規定による廃止の届出をした日、第２３条第１項の規定に

よる許可の取消しを受けた日又は第１７条第３項の規定による検査

が終了した日のうち最も遅い日から５年間、第１５条の３の規定に

より作成した土砂等管理台帳及び当該特定事業に関しこの条例の

規定により知事に提出した書類の写しを保存しなければならな

い。

（市町の条例との関係）

第２８条 この条例の規定は、市町が、特定事業以外の土砂等の埋立

て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に

関する事項について条例で必要な事項を定めることを妨げるもの

ではない。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年５月２３日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にされた改正前の愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（以下「旧条例」と

いう。）第８条第２項又は第２４条の規定による命令については、なお従前の例による。

３ この条例の施行前にされた旧条例第２２条の２又は第２３条第１項の規定による命令は、改正後の愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚

染の防止に関する条例第２２条の２又は第２３条第１項の規定による命令とみなす。

４ この条例の施行前にした行為及び附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第１３号
愛媛県公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与条例

（目的）

第１条 この条例は、大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（同法第９７条に規定する大学院を除く。）をいう。

以下同じ。）の獣医学を履修する課程に在学する者であって、将来県の機関に獣医師として勤務しようとするものに対し、修学資金及び

入学手続金（以下「修学資金等」という。）を貸与することにより、県の公衆衛生に関する業務に従事する獣医師の確保を図ることを目

的とする。

（貸与対象者）

第２条 修学資金等の貸与を受ける者（以下「貸費生」という。）は、大学の獣医学を履修する課程に在学する者で将来県の機関に獣医師

として勤務しようとするもののうちから採用する。

（修学資金等の額及び貸与の方法）

第３条 修学資金等は、貸費生に採用された日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間、修学資金については毎月、入学手続

金については知事が定める時期に一括して、それぞれ規則で定める額を限度として貸与するものとする。ただし、修学資金にあっては、

特別の事情があるときは、２月分以上を合わせて貸与することができる。

２ 前項の規定により貸与する修学資金は、６年分を限度とする。

（貸与の取消し）

第４条 知事は、貸費生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金等の貸与を取り消すものとする。

� 第２条に規定する者でなくなったとき。

� 心身の故障のため大学の課程の履修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

� 学業成績及び素行が著しく不良となったと認められるとき。

第６章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は

１００万円以下の罰金に処する。

� 省略

� 第７条第２項若しくは第３項又は第２３条

の規定による命令に違反した者

� 省略

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に

処する。

�・� 省略

� 第１５条第１項及び第３項（同条第１項に係る部分に限る。）

の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚

偽の届出をした者

�の２ 第１５条第２項及び第３項（同条第２項に係る部分に限

る。）の規定に違反して、土砂等の搬入に係る届出をせず、又

は虚偽の届出をした者

�の３ 省略

�・� 省略

第６章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は

１００万円以下の罰金に処する。

� 省略

� 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第２３条第１項

又は第２４条の規定による命令に違反した者

� 省略

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に

処する。

�・� 省略

� 第１５条

の規定に違反して、土砂等の搬入に係る届出をせず 、又は虚

偽の届出をした者

�の２ 省略

�・� 省略
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� 修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき。

� 死亡したとき。

� その他修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

（貸与の休止）

第５条 知事は、貸費生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、休学し、停学の処分を受け、又は留年した日の属する月の翌

月分から復学し、又は進級した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止することができる。この場合において、これらの月の分とし

て既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸費生が復学し、又は進級した日の属する月の翌月以後の分として貸与

されたものとみなす。

（返還債務の当然免除）

第６条 知事は、貸費生であった者が、大学の卒業後２年以内に獣医師の免許を取得し、その後遅滞なく県の公衆衛生に関する業務に従事

する獣医師（非常勤の者を除く。以下「公衆衛生関係獣医師」という。）として勤務した場合において、次の各号のいずれかに該当する

こととなったときは、修学資金等の返還の債務（以下「返還債務」という。）の全部（履行期限が到来していないものに限る。次項にお

いて同じ。）を免除するものとする。

� 公衆衛生関係獣医師として在職した期間のうち次に掲げる期間を除いた期間（第８条第１号において「在職期間」という。）が修学

資金の貸与を受けた期間（前条の規定により修学資金の貸与が休止されていた期間を除く。）の２分の３に相当する期間（入学手続金

の貸与を受けた者にあっては、当該期間に１年を加算した期間。以下「基準期間」という。）に達したとき。

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の５第１項の規定による自己啓発等休業の期間

イ 地方公務員法第２８条第２項の規定による休職の期間（公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法

第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の規則で定める休職の期間を除く。）

ウ 地方公務員法第２９条の規定による停職の期間

エ 地方公務員法第５５条の２第１項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する

法律（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

オ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休業をした期間

カ 職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年愛媛県条例第３５号）第１条に規定する配偶者同行休業をした期間

� 公務上死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

２ 知事は、第４条第４号に該当して同条の規定により修学資金等の貸与を取り消された者であって、規則で定める大学の学年から引き続

き県の家畜衛生に関する業務に従事する獣医師（以下「畜産関係獣医師」という。）の確保を目的とするものとして知事が定める金銭の

給付又は貸与を受けたものが、大学の卒業後２年以内に獣医師の免許を取得し、その後遅滞なく畜産関係獣医師として勤務した場合にお

いて、畜産関係獣医師として在職した期間（知事が別に定める期間及び前項第１号アからカまでに掲げる期間を除く。以下「畜産関係獣

医師在職期間」という。）が基準期間に達したときは、返還債務の全部を免除するものとする。

（返還）

第７条 修学資金等は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、貸与を受けた修学資金等の額に、貸与を受けた日の翌日から返

還の日までの日数に応じ、当該貸与を受けた修学資金等の額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した利息を加えた額を当該事由が生

じた日から起算して１年以内に一括して返還しなければならない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、別に期限を定め

て、返還させることができる。

� 第４条の規定により修学資金等の貸与を取り消されたとき（前条第２項に規定する知事が定める金銭の給付又は貸与を受けることが

見込まれるときを除く。）。

� 第４条第４号に該当して同条の規定により修学資金等の貸与を取り消された者であって、前条第２項に規定する知事が定める金銭の

給付又は貸与を受けているものが、当該給付又は貸与を受けることを辞退したとき。

� 貸費生であった者が、正当な理由がなく、大学の卒業後２年以内に獣医師の免許を取得しなかったとき。

� 貸費生であった者が、獣医師の免許の取得後遅滞なく県の機関に獣医師として勤務しなかったとき。

� 貸費生であった者が県の職員でなくなったとき（前条第１項第１号又は第２項に該当するときを除く。）。

� 貸費生であった者が死亡したとき（前条第１項第２号に該当するときを除く。）。

２ 貸費生であった者は、正当な理由がなくて修学資金等を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日か

ら返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

（返還債務の裁量免除）

第８条 知事は、貸費生であった者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、返還債務（履行期限が到来していないものに限

る。以下この条において同じ。）につき当該各号に定める額を免除することができる。

� 大学の卒業後２年以内に獣医師の免許を取得し、その後遅滞なく公衆衛生関係獣医師として勤務した場合において、在職期間が基準

期間に達しなかったとき 返還債務の額に当該在職期間を基準期間で除して得た数値を乗じて得た額に相当する額

� 第６条第２項に規定する知事が定める金銭の給付又は貸与を受けた者であって、大学の卒業後２年以内に獣医師の免許を取得し、そ

の後遅滞なく畜産関係獣医師として勤務した場合において、畜産関係獣医師在職期間が基準期間に達しなかったとき 返還債務の額に
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当該畜産関係獣医師在職期間を基準期間で除して得た数値を乗じて得た額に相当する額

� 死亡又は心身の故障のため貸与を受けた修学資金等を返還することができなくなったとき 返還債務の全部又は一部に相当する額

（返還の猶予）

第９条 知事は、貸費生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、返還債務の履行を猶予することがで

きる。

� 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき 当該事由が継続している期間

� 第４条の規定により修学資金等の貸与が取り消された後においても、引き続き大学に在学しているとき 当該在学している期間

（委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１４号
愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例

愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律（令

和６年法律第２５号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

�愛媛県条例第１５号
愛媛県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条の４第２項の規定に基づき、一時保護施設（同条第１項に規定する一時

保護施設をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（設備及び運営に関する基準）

第２条 一時保護施設の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内

閣府令第２７号）（同府令第５条を除き、同府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。

（非常災害対策）

第３条 一時保護施設は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該一時保護施設

の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における当該一時保護施設に入所

改 正 後 改 正 前

（青少年有害情報の閲覧等の防止）

第１３条の９ 省略

２ 省略

３ 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信

による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する

法律（平成１３年法律第１３７号）第２条第４号に規定する特定電気

通信役務提供者は、その事業活動を行うに当たつては、青少年有

害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年インターネット利

用環境整備法第２条第１０項に規定する青少年有害情報フィルタリ

ングサービス（以下「青少年有害情報フィルタリングサービス」

という。）に係る情報その他必要な情報を提供するように努めな

ければならない。

（青少年有害情報の閲覧等の防止）

第１３条の９ 省略

２ 省略

３ 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信

役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する

法律（平成１３年法律第１３７号）第２条第３号に規定する特定電気

通信役務提供者は、その事業活動を行うに当たつては、青少年有

害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年インターネット利

用環境整備法第２条第１０項に規定する青少年有害情報フィルタリ

ングサービス（以下「青少年有害情報フィルタリングサービス」

という。）に係る情報その他必要な情報を提供するように努めな

ければならない。
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している児童（以下「入所児童」という。）の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）

を策定し、当該一時保護施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 一時保護施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所児童を円滑に避難誘

導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所児童に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練をする

よう努めなければならない。

３ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１回行われなければならない。

４ 一時保護施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うもの

とする。

５ 一時保護施設は、当該一時保護施設の実情に応じ、非常災害が発生した場合に必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に

努めなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１６号
愛媛県子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

愛媛県子ども・子育て会議条例（平成２５年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１７号
愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び愛媛県障害福祉サービス事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

（愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第１条 愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１６号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定障害福祉サービスの事業及び基準該当障害福祉サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるも

ののほか、基準省令（基準省令第７０条（基準省令第９３条、第９３条

の５、第１２５条、第１２５条 の４、第１６２条、第１６２条 の５、第１７１

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定障害福祉サービスの事業及び基準該当障害福祉サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるも

ののほか、基準省令（基準省令第７０条（基準省令第９３条、第９３条

の５、第１２５条、第１２５条 の４、第１６２条、第１６２条 の５、第１７１

改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 子ども・子育て会議は、委員１６人以内で組織する。

（委員）

第３条 委員は、子どもの保護者、関係行政機関の職員、事業主を

代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する

事業に従事する者、 子ども・子育て支援に関し学識経験のある

者その他知事が必要と認める者のうちから、知事が任命する。

２・３ 省略

（組織）

第２条 子ども・子育て会議は、委員１３人以内で組織する。

（委員）

第３条 委員は、子どもの保護者、関係行政機関の職員、事業主を

代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する

事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある

者 のうちから、知事が任命する。

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前
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（愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条 愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条

第４号の政令で定める日から施行する。

�愛媛県条例第１８号
愛媛県企業立地促進基金条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県企業立地促進基金条例

（設置）

第１条 本県の優れた産業基盤を生かし、先端技術を活用した成長性の高い産業又は地域の特性を踏まえた産業に関する企業の立地を促進

することにより、地域経済の振興及び新たな雇用機会の創出を図るため、企業立地促進基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

条、第１７１条 の４、第１７３条 の９、第１８４条、第１９７条、第２０２条、

第２０６条、第２１３条、第２１３条の１１、第２１３条の２２及び第２２３条第１

項において準用する場合を含む。）を除き、基準省令の改正に係

る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その

基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で

定める。

（非常災害対策）

第５条 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続

支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型又は共同生活援助に係る指定障害福

祉サービスの事業を行う者、生活介護、短期入所、自立訓練（機

能訓練）又は自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービ

スの事業を行う者、就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サ

ービスの事業を行う者及び特定基準該当障害福祉サービスの事業

のうち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「事業者」と総

称する。）は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けるとともに、非常災害が発生した場合における利用者の安全

の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所

防災計画」という。）を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲

示しておかなければならない。

２～５ 省略

条、第１７１条の４ 、第１８４条、第１９７条、第２０２条、

第２０６条、第２１３条、第２１３条の１１、第２１３条の２２及び第２２３条第１

項において準用する場合を含む。）を除き、基準省令の改正に係

る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その

基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で

定める。

（非常災害対策）

第５条 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練） 、就労移行支援、就労継続

支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型又は共同生活援助に係る指定障害福

祉サービスの事業を行う者、生活介護、短期入所、自立訓練（機

能訓練）又は自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービ

スの事業を行う者、就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サ

ービスの事業を行う者及び特定基準該当障害福祉サービスの事業

のうち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「事業者」と総

称する。）は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けるとともに、非常災害が発生した場合における利用者の安全

の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所

防災計画」という。）を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲

示しておかなければならない。

２～５ 省略

改 正 後 改 正 前

（設備及び運営に関する基準）

第３条 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、次

条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）（同省令第

８条（同省令第５０条、第５５条、第６１条、第６１条の８、第７０条、第

８５条及び第８８条において準用する場合を含む。）を除き、同省令

の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をも

って、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替え

は、規則で定める。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、次

条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）（同省令第

８条（同省令第５０条、第５５条、第６１条 、第７０条、第

８５条及び第８８条において準用する場合を含む。）を除き、同省令

の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をも

って、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替え

は、規則で定める。
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（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１９号
家畜保健衛生所条例及び愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

家畜保健衛生所条例及び愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（家畜保健衛生所条例の一部改正）

第１条 家畜保健衛生所条例（昭和２５年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 家畜保健衛生所法（昭和２５年法律第１２号）第１条の規定に

よつて家畜保健衛生所を設置し、その位置、名称及び管轄区域を

別表 のとおり定める。

別表 （第１条関係）

家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域

第１条 家畜保健衛生所法（昭和２５年法律第１２号）第１条の規定に

よつて家畜保健衛生所を設置し、その位置、名称及び管轄区域を

別表第１のとおり定める。

２ 家畜保健衛生所に別表第２のとおり支所を置く。

別表第１（第１条関係）

家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域

名 称 位 置 管轄区域 名 称 位 置 管轄区域

省略 省略

愛媛県南予家畜保健衛生所 西予市 省略 愛媛県南予家畜保健衛生所 八幡浜市 省略

別表第２（第１条関係）

支所の名称及び位置

名 称 位 置

愛媛県東予家畜保健衛生所今治支所 今治市

愛媛県南予家畜保健衛生所宇和島支所 宇和島市

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

名 称 目的 位 置 所轄区域 名 称 目的 位 置 所轄区域

省略 省略

愛媛県南予家畜保健衛生所 同 西予市 省略 愛媛県南予家畜保健衛生所 同 八幡浜市 省略

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２０号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

施 設 名 称 位 置 施 設 名 称 位 置

省略 省略

愛媛県東予家畜保健衛生所 今治支所 今治市

愛媛県南予家畜保健衛生所 宇和島支所 宇和島市

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～４８ 省略 １～４８ 省略

４９ 建築士法第２３条

第１項又は第３項

の規定に基づく建

築士事務所の登録

建築士

事務所

登録手

数料

２８，０００円 ４９ 建築士法第２３条

第１項又は第３項

の規定に基づく建

築士事務所の登録

建築士

事務所

登録手

数料

� 一級建築士事務所の登録

１８，０００円

� 二級建築士事務所又は木造

建築士事務所の登録 １３，０００

円

５０～６１ 省略 ５０～６１ 省略

６２ 宅地建物取引業

法（昭和２７年法律

第１７６号）第３条

第１項の規定に基

づく宅地建物取引

業の免許の申請に

対する審査

宅地建

物取引

業の免

許の申

請手数

料

３３，０００円（当該申請を電子情報

処理組織（情報通信技術を活用

した行政の推進等に関する法律

第６条第１項に規定する電子情

報処理組織をいう。６３の項にお

いて同じ。）を使用する方法に

より行う場合における当該申請

に係る審査にあっては、２６，５００

円）

６２ 宅地建物取引業

法（昭和２７年法律

第１７６号）第３条

第１項の規定に基

づく宅地建物取引

業の免許の申請に

対する審査

宅地建

物取引

業の免

許の申

請手数

料

３３，０００円

６３ 宅地建物取引業

法第３条第３項の

規定に基づく宅地

建物取引業の免許

の更新の申請に対

する審査

宅地建

物取引

業の免

許の更

新の申

請手数

料

３３，０００円（当該申請を電子情報

処理組織を使用する方法により

行う場合における当該申請に係

る審査にあっては、２６，５００円）

６３ 宅地建物取引業

法第３条第３項の

規定に基づく宅地

建物取引業の免許

の更新の申請に対

する審査

宅地建

物取引

業の免

許の更

新の申

請手数

料

３３，０００円

６４～７６ 省略 ６４～７６ 省略

７７ 宅地造成及び特

定 盛 土 等 規 制 法

（昭和３６年法律第

１９１号）第１２条第

宅地造

成又は

特定盛

土等に

次に掲げる宅地造成又は特定盛

土等の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� 切土又は盛土をする土地の

７７ 削除
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１項本文の規定に

基づく宅地造成若

しくは特定盛土等

に関する工事の許

可の申請に対する

審査又は同法第３０

条第１項本文の規

定に基づく特定盛

土等に関する工事

の許可の申請に対

する審査

関する

工事の

許可申

請手数

料

面積が５００平方メートル以内

のもの １７，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が５００平方メートルを超

え１，０００平方メートル以内の

もの ２６，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が１，０００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以内

のもの ３６，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が２，０００平方メートルを

超え３，０００平方メートル以内

のもの ５１，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が３，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以内

のもの ６２，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内

のもの ８２，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が１０，０００平方メートルを

超え２０，０００平方メートル以内

のもの １３０，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が２０，０００平方メートルを

超え４０，０００平方メートル以内

のもの １９０，０００円

� 切土又は盛土をする土地の

面積が４０，０００平方メートルを

超え７０，０００平方メートル以内

のもの ３１０，０００円

	 切土又は盛土をする土地の

面積が７０，０００平方メートルを

超え１００，０００平方メートル以

内のもの ４４０，０００円


 切土又は盛土をする土地の

面積が１００，０００平方メートル

を超えるもの ５７０，０００円

７７の２ 宅地造成及

び特定盛土等規制

法第１２条第１項本

文又は第３０条第１

項本文の規定に基

づく土石の堆積に

関する工事の許可

の申請に対する審

査

土石の

堆積に

関する

工事の

許可申

請手数

料

次に掲げる土石の堆積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 土石の堆積をする土地の面

積が５００平方メートル以内の

もの １３，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内のも

の １５，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が１，０００平方メートルを超
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え２，０００平方メートル以内の

もの １７，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が２，０００平方メートルを超

え３，０００平方メートル以内の

もの ２０，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が３，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内の

もの ２７，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内の

もの ３０，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が１０，０００平方メートルを超

え２０，０００平方メートル以内の

もの ３５，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が２０，０００平方メートルを超

え４０，０００平方メートル以内の

もの ４７，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が４０，０００平方メートルを超

え７０，０００平方メートル以内の

もの ６２，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が７０，０００平方メートルを超

え１００，０００平方メートル以内

のもの ９１，０００円

� 土石の堆積をする土地の面

積が１００，０００平方メートルを

超えるもの １１０，０００円

７７の３ 宅地造成及

び特定盛土等規制

法第１６条第１項本

文の規定に基づく

宅地造成若しくは

特定盛土等に関す

る工事の計画の変

更の許可の申請に

対する審査又は同

法第３５条第１項本

文に基づく特定盛

土等に関する工事

の計画の変更の許

可の申請に対する

審査

宅地造

成又は

特定盛

土等に

関する

工事の

計画の

変更の

許可申

請手数

料

変更の許可の申請１件につき、

次に掲げる宅地造成又は特定盛

土等に関する工事の計画の変更

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額を合算した金額（その

金額が５７０，０００円を超えるとき

は、そ の 手 数 料 の 金 額 は、

５７０，０００円とする。）

	 切土又は盛土をする土地に

関する設計の変更（
のみに

該当する場合を除く。） 切

土又は盛土をする土地の面積

（
に規定する変更を伴う場

合にあっては変更前の切土又

は盛土をする土地の面積、切

土又は盛土をする土地の面積

の縮小を伴う場合にあっては

縮小後の切土又は盛土をする

土地の面積）に応じ７７の項に
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表５の表７７の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は、同年

５月２３日から施行する。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

規定する金額に１０分の１を乗

じて得た金額

� 切土又は盛土をする土地へ

の新たな土地の編入に係る計

画の変更 新たに編入される

切土又は盛土をする土地の面

積に応じ７７の項に規定する金

額

� その他の変更 １０，０００円

７７の４ 宅地造成又

は特定盛土等規制

法第１６条第１項本

文又は第３５条第１

項本文の規定に基

づく土石の堆積に

関する工事の計画

の変更の許可の申

請に対する審査

土石の

堆積に

関する

工事の

計画の

変更の

許可申

請手数

料

変更の許可の申請１件につき、

次に掲げる土石の堆積に関する

工事の計画の変更の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額を

合 算 し た 金 額（そ の 金 額 が

１１０，０００円を超えるときは、そ

の手数料の金額は、１１０，０００円

とする。）

� 土石の堆積をする土地に関

する設計の変更（�のみに該

当する場合を除く。） 土石

の堆積をする土地の面積（�

に規定する変更を伴う場合に

あっては変更前の土石の堆積

をする土地の面積、土石の堆

積をする土地の面積の縮小を

伴う場合にあっては縮小後の

土石の堆積をする土地の面

積）に応じ７７の２の項に規定

する金額に１０分の１を乗じて

得た金額

� 土石の堆積をする土地への

新たな土地の編入に係る計

画の変更 新たに編入され

る土石の堆積をする土地の面

積に応じ７７の２の項に規定す

る金額

� その他の変更 １０，０００円

７８～１０２ 省略 ７８～１０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略
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附 則

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。

�愛媛県条例第２２号
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

（建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例の一部改正）

第１条 建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～４９の２ 省略 １～４９の２ 省略

５０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００

号。以下この項において「法」と

いう。）及び法の施行のための規

則に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

�～� 省略

今治市、宇和島市、八

幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、四国中

央市、西予市及び松前

町

５０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００

号。以下この項において「法」と

いう。）及び法の施行のための規

則に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

�～� 省略

今治市、宇和島市、八

幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、四国中

央市及び西予市

５１ 都市計画法（以下この項におい

て「法」という。）及び法の施行

のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

�～� 省略

伊予市、東温市、上島

町、�万高原町

、砥部町、内子町、

伊方町、松野町、鬼北

町及び愛南町

５１ 都市計画法（以下この項におい

て「法」という。）及び法の施行

のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

�～� 省略

伊予市、東温市、上島

町、�万高原町、松前

町、砥部町、内子町、

伊方町、松野町、鬼北

町及び愛南町

５２～６２ 省略 ５２～６２ 省略

改 正 後 改 正 前

（一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設

計又は工事監理）

第３条 法に定めるもののほか、法第３条第１項各号、第３条の２

第１項各号及び第３条の３第１項に掲げる建築物以外の建築物

で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築

士、二級建築士又は木造建築士（木造建築士にあつては、木造の

建築物に限る。）でなければその設計又は工事監理をしてはなら

ない。

� 省略

� 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第２項に規定す

る都市計画区域内又は建築基準法第６条第１項第３号の規定に

より知事が指定した区域内における建築物で、延べ面積が８０平

方メートルを超えるもの

� 省略

（一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設

計又は工事監理）

第３条 法に定めるもののほか、法第３条第１項各号、第３条の２

第１項各号及び第３条の３第１項に掲げる建築物以外の建築物

で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築

士、二級建築士又は木造建築士（木造建築士にあつては、木造の

建築物に限る。）でなければその設計又は工事監理をしてはなら

ない。

� 省略

� 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第２項に規定す

る都市計画区域内又は建築基準法第６条第１項第４号の規定に

より知事が指定した区域内における建築物で、延べ面積が８０平

方メートルを超えるもの

� 省略
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改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名称 金 額 事 務 名称 金 額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律 第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請又は同法

第１８条第２項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の計画の

通知に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築

物確

認申

請等

手数

料

次に掲げる当該建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律（平成２７年法律第

５３号）第２条第１項第３号に規定す

る建築物エネルギー消費性能基準

（以下この項、１０の項及び１２の項に

おいて「建築物エネルギー消費性能

基準」という。）に適合するかどう

かの審査を受けない建築物 次に掲

げる当該建築物の建築、移転、修繕

若しくは模様替又は用途の変更に係

る部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ア 床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの ９，０００円

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内のも

の １５，０００円

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２２，０００円

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え３００平方メートル以内の

もの ２９，０００円

オ 床面積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ５１，０００円

カ 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ７２，０００円

キ 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの ２１１，０００円

ク 床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの ３５５，０００円

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メー

トルを超えるもの ６８７，０００円

� 建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかの審査を受ける建

築物 次に掲げる当該建築物の建

築、移転、修繕若しくは模様替又は

用途の変更に係る部分の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律 第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請

に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築

物確

認申

請手

数料

次に掲げる当該建築物の建築、移転、

修繕若しくは模様替又は用途の変更に

係る部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 床面積の合計が３０平方メートル以

内のもの ９，０００円

� 床面積の合計が３０平方メートルを

超え１００平方メートル以内のもの １

５，０００円

� 床面積の合計が１００平方メートル

を超え２００平方メートル以内のもの

２２，０００円

� 床面積の合計が２００平方メートル

を超え５００平方メートル以内のもの

２９，０００円

� 床面積の合計が５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の ５１，０００円

� 床面積の合計が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方メートル以内の

もの ７２，０００円

� 床面積の合計が２，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メートル以内の

もの ２１１，０００円

� 床面積の合計が１０，０００平方メート

ルを超え５０，０００平方メートル以内の

もの ３５５，０００円

	 床面積の合計が５０，０００平方メート

ルを超えるもの ６８７，０００円
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備考 上記�から	までの床面積

の合計は、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定

める面積について算定する。

� 建築物を建築する場合

（�に掲げる場合及び移転

する場合を除く。） 当該

建築に係る部分の床面積

� 確認を受けた建築物の計

画の変更をして建築物を建

築する場合（移転する場合

を除く。） 当該計画の変

更に係る部分の床面積の２

分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加

する部分の床面積）
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ア 床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの ２４，０００円

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内のも

の ３０，０００円

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ３７，０００円

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え３００平方メートル以内の

もの ５７，０００円

オ 床面積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ９６，０００円

カ 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの １１７，０００円

キ 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以

内のもの ２８１，０００円

ク 床面積の合計が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの ３０２，０００円

ケ 床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの ４４６，０００円

コ 床面積の合計が５０，０００平方メー

トルを超えるもの ７７８，０００円

備考 上記�及び�の床面積の合

計は、次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める

面積について算定する。

� 建築物を建築する場合

（�に掲げる場合及び移転

する場合を除く。） 当該

建築に係る部分の床面積

� 確認を受けた建築物の計

画の変更をして建築物を建

築する場合（移転する場合

を除く。） 当該計画の変

更に係る部分の床面積の２

分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加

する部分の床面積）

� 建築物を移転し、その大

規模の修繕若しくは大規模

の模様替をし、又はその用

途を変更する場合（�に掲

げる場合を除く。） 当該

移転、修繕、模様替又は用

途の変更に係る部分の床面

積の２分の１

� 確認を受けた建築物の計

� 建築物を移転し、その大

規模の修繕若しくは大規模

の模様替をし、又はその用

途を変更する場合（�に掲

げる場合を除く。） 当該

移転、修繕、模様替又は用

途の変更に係る部分の床面

積の２分の１

� 確認を受けた建築物の計

画を変更して建築物を移転

し、その大規模の修繕若し

くは大規模の模様替をし、

又はその用途を変更する場

合 当該計画の変更に係る

部分の床面積の２分の１
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画を変更して建築物を移転

し、その大規模の修繕若し

くは大規模の模様替をし、

又はその用途を変更する場

合 当該計画の変更に係る

部分の床面積の２分の１

８の２ 省略 ８の２ 省略

９ 建築基準法

第６条第１項

の規定による

建築物の建築

等の確認の申

請に係る計画

若しくは同法

第１８条第２項

の規定による

通知に係る建

築物の建築等

の計画に同法

第８７条の４の

昇降機に係る

部分が含まれ

る場合におけ

る同法第６条

第１項の規定

に基づく確認

の申請若しく

は同法第１８条

第２項の規定

に基づく通知

の当該部分に

対する審査、

同法第８７条の

４において準

用する同法第

６条第１項の

規定に基づく

建築設備の確

認の申請若し

くは同法第１８

条第２項の規

定に基づく建

築設備の計画

の通知に対す

る審査又は同

法第８８条第１

項若しくは第

２項において

準用する同法

第６条第１項

の規定に基づ

く工作物の確

建築

設備

又は

工作

物確

認申

請等

手数

料

省略 ９ 建築基準法

第６条第１項

の規定による

建築物の建築

等の確認の申

請に係る計画

に同法

第８７条の４の

昇降機に係る

部分が含まれ

る場合におけ

る同項

の規定

に基づく確認

の申請

の当該部分に

対する審査、

同条

において準

用する同項

の

規定に基づく

建築設備の確

認の申請

に対す

る審査又は同

法第８８条第１

項若しくは第

２項において

準用する同法

第６条第１項

の規定に基づ

く工作物の確

建築

設備

又は

工作

物確

認申

請手

数料

省略
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認の申請若し

くは同法第１８

条第２項の規

定に基づく工

作物の計画の

通知に対する

審査

認の申請

に対する

審査

１０ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物の完

了の検査の申

請又は同法第

１８条第２０項の

規定に基づく

建築物の完了

の通知に対す

る審査

建築

物完

了検

査申

請等

手数

料

次に掲げる当該建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかの検査を受けない

建築物 次に掲げる当該建築物の建

築、移転又は修繕若しくは模様替に

係る部分の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの １４，０００円

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内のも

の １７，０００円

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２３，０００円

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え３００平方メートル以内の

もの ３１，０００円

オ 床面積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ５２，０００円

カ 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ７１，０００円

キ 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １６６，０００円

ク 床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの ２６８，０００円

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メー

トルを超えるもの ５２８，０００円

� 建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかの検査を受ける建

築物 次に掲げる当該建築物の建

築、移転又は修繕若しくは模様替に

係る部分の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの ２０，０００円

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内のも

の ２３，０００円

ウ 床面積の合計が１００平方メート

１０ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物の完

了の検査の申

請

に対す

る審査

建築

物完

了検

査申

請手

数料

次に掲げる当該建築物の建築、移転又

は修繕若しくは模様替に係る部分の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額

� 床面積の合計が３０平方メートル以

内のもの １４，０００円

� 床面積の合計が３０平方メートルを

超え１００平方メートル以内のもの １

７，０００円

� 床面積の合計が１００平方メートル

を超え２００平方メートル以内のもの

２３，０００円

� 床面積の合計が２００平方メートル

を超え５００平方メートル以内のもの

３１，０００円

� 床面積の合計が５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の ５２，０００円

� 床面積の合計が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方メートル以内の

もの ７１，０００円

� 床面積の合計が２，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メートル以内の

もの １６６，０００円

� 床面積の合計が１０，０００平方メート

ルを超え５０，０００平方メートル以内の

もの ２６８，０００円

	 床面積の合計が５０，０００平方メート

ルを超えるもの ５２８，０００円

備考 上記�から	までの床面積

の合計は、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定

める面積について算定する。

� 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

当該建築に係る部分の床

面積

� 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をした場合

当該移転、修繕又は模様替

に係る部分の床面積の２分

の１
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ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２９，０００円

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え３００平方メートル以内の

もの ４２，０００円

オ 床面積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ７２，０００円

カ 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの １０３，０００円

キ 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以

内のもの ２６３，０００円

ク 床面積の合計が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの ３２０，０００円

ケ 床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方メートル以

内のもの ４６２，０００円

コ 床面積の合計が２５，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの ５１１，０００円

サ 床面積の合計が５０，０００平方メー

トルを超えるもの ７７１，０００円

備考 上記�及び�の床面積の合

計は、次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める

面積について算定する。

� 建築物を建築した場合

（移転した場合を除く。）

当該建築に係る部分の床

面積

� 建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をした場合

当該移転、修繕又は模様替

に係る部分の床面積の２分

の１

１１ 建築基準法

第７条第１項

の規定による

建築物の完了

の検査の申請

若しくは同法

第１８条第２０項

の規定による

建築物の完了

の通知に係る

建築物に同法

第８７条の４の

昇降機に係る

建築

設備

又は

工作

物完

了検

査申

請等

手数

料

省略 １１ 建築基準法

第７条第１項

の規定による

建築物の完了

の検査の申請

に係る

建築物に同法

第８７条の４の

昇降機に係る

建築

設備

又は

工作

物完

了検

査申

請手

数料

省略
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部分が含まれ

る場合におけ

る同法第７条

第１項の規定

に基づく完了

の検査の申請

若しくは同法

第１８条第２０項

の規定に基づ

く完了の通知

の当該部分に

対する審査、

同法第８７条の

４において準

用する同法第

７条第１項の

規定に基づく

建築設備の完

了の検査の申

請若しくは同

法第１８条第２０

項の規定に基

づく建築設備

の完了の通知

に対する審査

又は同法第８８

条第１項若し

くは第２項に

おいて準用す

る同法第７条

第１項の規定

に基づく工作

物の完了の検

査の申請若し

くは同法第１８

条第２０項の規

定に基づく工

作物の完了の

通知に対する

審査

部分が含まれ

る場合におけ

る同項

の規定

に基づく完了

の検査の申請

の当該部分に

対する審査、

同条

において準

用する同項

の

規定に基づく

建築設備の完

了の検査の申

請

に対する審査

又は同法第８８

条第１項若し

くは第２項に

おいて準用す

る同法第７条

第１項の規定

に基づく工作

物の完了の検

査の申請

に対する

審査

１２ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物（同

法第７条の３

第１項の特定

工程に係る建

築物に限る。

以下この項に

お い て 同

じ。）の完了

の検査の申請

減額

して

定め

る建

築物

完了

検査

申請

等手

数料

次に掲げる当該建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかの検査を受けない

建築物 次に掲げる当該建築物の建

築、移転又は修繕若しくは模様替に

係る部分の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの １４，０００円

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内のも

１２ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物（同

法第７条の３

第１項の特定

工程に係る建

築物に限る

。）の完了

の検査の申請

減額

して

定め

る建

築物

完了

検査

申請

手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移転又

は修繕若しくは模様替に係る部分の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額

� 床面積の合計が３０平方メートル以

内のもの １４，０００円

� 床面積の合計が３０平方メートルを

超え１００平方メートル以内のもの １

７，０００円

� 床面積の合計が１００平方メートル

を超え２００平方メートル以内のもの

２２，０００円

� 床面積の合計が２００平方メートル
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若しくは同法

第１８条第２０項

の規定に基づ

く建築物の完

了の通知に対

する審査

の １７，０００円

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２２，０００円

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え３００平方メートル以内の

もの ３０，０００円

オ 床面積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ５０，０００円

カ 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ６６，０００円

キ 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １６１，０００円

ク 床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの ２６３，０００円

ケ 床面積の合計が５０，０００平方メー

トルを超えるもの ５２４，０００円

� 建築物エネルギー消費性能基準に

適合するかどうかの検査を受ける建

築物 次に掲げる当該建築物の建

築、移転又は修繕若しくは模様替に

係る部分の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの ２０，０００円

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え１００平方メートル以内のも

の ２３，０００円

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２８，０００円

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え３００平方メートル以内の

もの ４１，０００円

オ 床面積の合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ７０，０００円

カ 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ９８，０００円

キ 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以

内のもの ２５８，０００円

ク 床面積の合計が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの ３１５，０００円

ケ 床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方メートル以

内のもの ４５７，０００円

に対

する審査

を超え５００平方メートル以内のもの

３０，０００円

� 床面積の合計が５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の ５０，０００円

� 床面積の合計が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方メートル以内の

もの ６６，０００円

� 床面積の合計が２，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メートル以内の

もの １６１，０００円

� 床面積の合計が１０，０００平方メート

ルを超え５０，０００平方メートル以内の

もの ２６３，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メート

ルを超えるもの ５２４，０００円

備考 １０の項の備考の規定は、上

記�から�までの床面積の算

定について準用する。
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コ 床面積の合計が２５，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの ５０６，０００円

サ 床面積の合計が５０，０００平方メー

トルを超えるもの ７６７，０００円

備考 １０の項の備考の規定は、上

記�及び�の床面積の算定に

ついて準用する。

１３ 建築基準法

第７条第１項

の規定による

建築物の完了

の検査の当該

申請に係る建

築物（同法第

７条の３第１

項の特定工程

に係る建築物

に限る。以下

この項におい

て同じ。）又

は同法第１８条

第２０項の規定

による建築物

の完了の通知

に係る建築物

に同法第８７条

の４の昇降機

に係る部分が

含まれる場合

における同法

第７条第１項

の規定に基づ

く完了の検査

の申請又は同

法第１８条第２０

項の規定に基

づく完了の通

知の当該部分

に対する審査

減額

して

定め

る昇

降機

に関

する

完了

検査

申請

等手

数料

省略 １３ 建築基準法

第７条第１項

の規定による

建築物の完了

の検査の当該

申請に係る建

築物（同法第

７条の３第１

項の特定工程

に係る建築物

に限る。）

に同法第８７条

の４の昇降機

に係る部分が

含まれる場合

における同法

第７条第１項

の規定に基づ

く完了の検査

の申請

の当該部分

に対する審査

減額

して

定め

る昇

降機

に関

する

完了

検査

申請

手数

料

省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請又

は同法第１８条

第２８項の規定

に基づく通知

に対する審査

建築

物中

間検

査申

請等

手数

料

次に掲げる中間検査を行う部分の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が２００平方メートル

を超え３００平方メートル以内のもの

３４，０００円

� 床面積の合計が３００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の ５５，０００円

�～� 省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請

に対する審査

建築

物中

間検

査申

請手

数料

次に掲げる中間検査を行う部分の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が２００平方メートル

を超え５００平方メートル以内のもの

３４，０００円

� 床面積の合計が５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の ５５，０００円

�～� 省略

１５ 建築基準法

第７条の３第

建築

設備

省略 １５ 建築基準法

第７条の３第

建築

設備

省略

�
	
	
	
	



�
	
	
	
	
�
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１９９

１項の規定に

よる建築物の

中間の検査の

申請若しくは

同法第１８条第

２８項の規定に

よる建築物の

特定工程に係

る工事を終え

た旨の通知に

係る建築物に

同法第８７条の

４の昇降機に

係る部分が含

まれる場合に

おける同法第

７条の３第１

項の規定に基

づく中間の検

査の申請若し

くは同法第１８

条第２８項の規

定に基づく通

知の当該部分

に 対 す る 審

査、同法第８７

条の４におい

て準用する同

法第７条の３

第１項の規定

に基づく建築

設備の中間の

検査の申請若

しくは同法第

１８条第２８項の

規定に基づく

建築設備の特

定工程に係る

工事を終えた

旨の通知に対

する審査又は

同法第８８条第

１項において

準用する同法

第７条の３第

１項の規定に

基づく工作物

の中間の検査

の申請若しく

は同法第１８条

第２８項の規定

に基づく工作

物の特定工程

又は

工作

物中

間検

査申

請等

手数

料

１項の規定に

よる建築物の

中間の検査の

申請

に

係る建築物に

同法第８７条の

４の昇降機に

係る部分が含

まれる場合に

おける同項

の規定に基

づく中間の検

査の申請

の当該部分

に 対 す る 審

査、同条

におい

て準用する同

項

の規定

に基づく建築

設備の中間の

検査の申請

に対

する審査又は

同法第８８条第

１項において

準用する同法

第７条の３第

１項の規定に

基づく工作物

の中間の検査

の申請

又は

工作

物中

間検

査申

請手

数料
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２００

に係る工事を

終えた旨の通

知に対する審

査

に対する審

査

１６ 建築基準法

第７条の６第

１項第１号若

しくは第２号

又は同法第１８

条第３８項第１

号若しくは第

２号（これら

の規定を同法

第８７条の４又

は第８８条第１

項若しくは第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定に基づく

仮使用の認定

の申請に対す

る審査

省略 １６ 建築基準法

第７条の６第

１項第１号又

は 第２号

（同法

第８７条の４又

は第８８条第１

項若しくは第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定に基づく

仮使用の認定

の申請に対す

る審査

省略

１６の２～１０１の

４ 省略

１６の２～１０１の

４ 省略

１０１の５ 長 期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

５項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 長期優良住宅建築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出る者 次に掲げる額（ウ

に掲げる額にあっては、当該審査に

同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア 省略

イ ８の項の右欄�又は�に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同欄備

考に規定するところにより算定し

た当該手数料の金額と同一の額

ウ 省略

１０１の５ 長 期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

５項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 長期優良住宅建築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出る者 次に掲げる額（ウ

に掲げる額にあっては、当該審査に

同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア 省略

イ ８の項の右欄 に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同欄備

考に規定するところにより算定し

た当該手数料の金額と同一の額

ウ 省略

１０１の６ 省略 １０１の６ 省略

１０１の７ 長 期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第８

条第１項の規

定に基づく長

期優良住宅建

長期

優良

住宅

建築

等計

画変

更認

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額（当該

金額に１００円未満の端数があるときは、

これを四捨五入する。）

� 省略

� 長期優良住宅建築等計画が同条第

１項に規定する建築基準関係規定に

１０１の７ 長 期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第８

条第１項の規

定に基づく長

期優良住宅建

長期

優良

住宅

建築

等計

画変

更認

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額（当該

金額に１００円未満の端数があるときは、

これを四捨五入する。）

� 省略

� 長期優良住宅建築等計画が同条第

１項に規定する建築基準関係規定に
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２０１

築等計画の変

更の認定の申

請（同法第９

条第１項の規

定による譲受

人を決定した

場合及び同条

第３項の規定

による管理者

等が選任され

た場合に係る

も の を 除

く。）に対す

る審査

定申

請手

数料

適合するかどうかの審査を申し出る

者 次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に同法第８７条の

４の昇降機に係る部分が含まれる場

合に限る。）を合算した金額

ア 省略

イ ８の項の右欄�又は�に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同欄備

考に規定するところにより算定し

た当該手数料の金額と同一の額

ウ 省略

築等計画の変

更の認定の申

請（同法第９

条第１項の規

定による譲受

人を決定した

場合及び同条

第３項の規定

による管理者

等が選任され

た場合に係る

も の を 除

く。）に対す

る審査

定申

請手

数料

適合するかどうかの審査を申し出る

者 次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に同法第８７条の

４の昇降機に係る部分が含まれる場

合に限る。）を合算した金額

ア 省略

イ ８の項の右欄 に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同欄備

考に規定するところにより算定し

た当該手数料の金額と同一の額

ウ 省略

１０１の８・１０１の

９ 省略

１０１の８・１０１の

９ 省略

１０１の１０ 都 市

の低炭素化の

促進に関する

法律（平成２４

年 法 律 第８４

号）第５３条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定申

請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 低炭素建築物新築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出ない者 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項第１号に掲げる

基準に適合することを確認できる

書面として別に知事が定めるもの

の交付を受けている場合

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 住宅（人の居住の用以外の用

に供する部分（以下この項及び

１０１の１２の項において「非住宅

部分」という。）を有しないも

のに限る。以下この項及び１０１

の１２の項において同じ。） 申

請に係る住戸の数について、次

に掲げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ １戸 ６，１００円

ｂ ２戸以上４戸以下 １１，９００

円

１０１の１０ 都 市

の低炭素化の

促進に関する

法律（平成２４

年 法 律 第８４

号）第５３条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定申

請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 低炭素建築物新築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出ない者 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項 に掲げる

基準の適合性に関し、住宅の品質

確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する登録住宅性能評

価機関若しくは建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律

（平成２７年法律第５３号）第１５条第

１項に規定する登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関の技術的審

査を受けている場合又は住宅の品

質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能

評価書の交付を受けている場合

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� １戸建ての住宅（人の居住の

用以外の用に供する部分（以下

この項において「非住宅部分」

という。）を有しないものに限

る。以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。） ６，１００円
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２０２

ｃ ５戸以上１５戸以下 ２５，０００

円

ｄ １６戸以上４５戸以下 ５５，４００

円

ｅ ４６戸以上 ９９，０００円

� 非住宅建築物（人の居住の用

に供する部分を有しない建築物

をいう。以下この項及び１０１の

１２の項において同じ。） 床面

積の合計について、次に掲げる

面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ ３００平方メートル未満 １１，

８００円

ｂ ３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満 ２０，３００円

ｃ １，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満 ３２，

８００円

ｄ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 ９７，

６００円

ｅ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 １５

４，２００円

ｆ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 １９

４，７００円

ｇ ２５，０００平方メートル以上

２４３，２００円

� 共同住宅等（共同住宅、長屋

その他１戸建ての住宅以外の住

宅をいう。以下この項において

同じ。） 次に掲げる申請の対

象とする範囲の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸の数

について、次に掲げる戸数の

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� １戸 ６，１００円

� ２戸以上５戸以下 １１，９

００円

� ６戸以上１０戸以下 ２０，１

００円

� １１戸以上２５戸以下 ３３，２

００円

� ２６戸以上５０戸以下 ５５，５

００円

� ５１戸以上１００戸以下 ９９，

３００円

� １０１戸以上２００戸以下 １５

７，６００円

� ２０１戸以上３００戸以下 ２０

０，４００円

	 ３０１戸以上 ２１５，６００円

ｂ 住棟全体 住棟の総戸数に

ついて、ａに掲げる戸数の区

分に応じそれぞれａに定める

金額と同一の額に、住棟の共

用部分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分に

応じそれぞれ次に定める額を

加算した金額

� ３００平方メートル以内 １

１，８００円

� ３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内 ３

２，８００円

� ２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内

９７，５００円

� ５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内

１５４，２００円

� １０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以内

１９４，６００円
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� 複合建築物（住宅の部分及び

非住宅部分を有する建築物をい

う。以下この項及び１０１の１２の

項において同じ。） 次に掲げ

る申請の対象とする範囲の区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 住宅 申請に係る住戸の数

について、� に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ�

に定める金額

ｂ 非住宅部分 床面積の合計

について、�に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ�に定

める金額

ｃ 住宅及び非住宅部分 次に

掲げる額を合算した金額

� 申請に係る住戸の数につ

いて、�に掲げる戸数の区

分に応じ、それぞれ�に定

める金額と同一の額

� 非住宅部分の床面積の合

計について、�に掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

�に定める金額と同一の額

イ その他の場合 次に掲げる建築

物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� 住宅 次に掲げる審査の区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ａ ｂ又はｃの基準以外の基準

による審査 申請に係る住戸

� ２５，０００平方メートル超

２４３，２００円

� 複合建築物（住宅の部分及び

非住宅部分を有する建築物をい

う。以下この項

において同じ。） 次に掲げ

る申請の対象とする範囲の区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 住戸 申請に係る住戸の数

について、�ａに掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ�ａ

に定める金額

ｂ 複合建築物全体又は住戸及

び複合建築物全体 次に掲げ

る額を合算した金額

� 住戸の総戸数について、

�ａに掲げる戸数の区分に

応じ、それぞれ�ａに定め

る金額と同一の額

� 共用部分の床面積の合計

について、�ｂに掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

�ｂに定める額

� 非住宅部分の床面積の合

計について、�ｂに掲げる

面積の区分に応じ、それぞ

れ�ｂに定める額

� 非住宅建築物（人の居住の用

に供する部分を有しない建築物

をいう。以下この項において同

じ。） 床面積の合計につい

て、�ｂに掲げる面積の区分に

応じ、それぞれ�ｂに定める額

に相当する金額

イ その他の場合 次に掲げる建築

物の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� １戸建ての住宅 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ａ 建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２８
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の数について、次に掲げる戸

数の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� １戸（床 面 積 の 合 計 が

２００平方メートル未満の住

戸に限る。） ４１，７００円

� １戸（床 面 積 の 合 計 が

２００平方メートル以上の住

戸に限る。） ４６，６００円

� ２戸以上４戸以下 ８３，９

００円

� ５戸以上１５戸以下 １３９，

９００円

� １６戸以上４５戸以下 ２３８，

３００円

� ４６戸以上 ３４１，７００円

ｂ 建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２８

年経済産業省・国土交通省令

第１号）第１０条第２号イ�及

びロ�に掲げる基準による審

査 申請に係る住戸の数につ

いて、次に掲げる戸数の区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １戸（床 面 積 の 合 計 が

２００平方メートル未満の住

戸に限る。） ２１，５００円

� １戸（床 面 積 の 合 計 が

２００平方メートル以上の住

戸に限る。） ２３，１００円

� ２戸以上４戸以下 ４０，２

００円

� ５戸以上１５戸以下 ６９，５

００円

� １６戸以上４５戸以下 １２５，

８００円

� ４６戸以上 １９０，４００円

ｃ 同号イ�及びロ�に掲げる

基準又は同号イ�及びロ�に

掲げる基準による審査 申請

に係る住戸の数について、次

に掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� １戸（床 面 積 の 合 計 が

２００平方メートル未満の住

戸に限る。） ３１，２００円

� １戸（床 面 積 の 合 計 が

２００平方メートル以上の住

戸に限る。） ３４，５００円

� ２戸以上４戸以下 ６２，０

００円

� ５戸以上１５戸以下 １０４，

年経済産業省・国土交通省令

第１号）第１０条第２号イ�及

びロ�に掲げる基準による審

査を受ける住戸 ４１，７００円

ｂ 同号イ�及びロ�に掲げる

基準による審査を受ける住

戸 ２１，５００円
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３００円

� １６戸以上４５戸以下 １８１，

６００円

� ４６戸以上 ２６５，７００円

� 非住宅建築物 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ａ ｂの基準以外の基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場、倉庫その他これら

に類する用途（以下この項

及び１０１の１２の項において

「工 場 等 の 用 途」と い

う。） 非住宅部分の床面

積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� ３００平方メートル未満

２８，０００円

� ３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満

３７，７００円

� １，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル未

満 ５２，３００円

� ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 １２３，５００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未

満 １８２，５００円

	 １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ２２５，４００円


 ２５，０００平方メートル以

上 ２７８，８００円

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� ３００平方メートル未満

２７５，６００円

� ３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満

３４５，２００円

� １，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル未

満 ４４５，５００円

� ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

� 共同住宅等 次に掲げる申請

の対象とする範囲の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ａ 住戸 次に掲げる住戸の区

分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� 同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査を受ける

住戸 申請に係る住戸の数

について、次に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� １戸 ４１，７００円

� ２戸以上５戸以下 ８

３，９００円

� ６戸以上１０戸以下 １１

８，０００円

� １１戸以上２５戸以下 １６

６，０００円

� ２６戸以上５０戸以下 ２３

８，４００円

	 ５１戸以上１００戸以下 ３

４２，１００円


 １０１戸以上２００戸以下

４６４，３００円

 ２０１戸以上３００戸以下

６０９，８００円

� ３０１戸以上 ７１７，３００円

� 同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査を受ける

住戸 申請に係る住戸の数

について、次に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� １戸 ２１，５００円

� ２戸以上５戸以下 ４

０，２００円

� ６戸以上１０戸以下 ５

８，１００円

� １１戸以上２５戸以下 ８

３，４００円

� ２６戸以上５０戸以下 １２

５，９００円

	 ５１戸以上１００戸以下 １

９０，７００円


 １０１戸以上２００戸以下

２７２，５００円

 ２０１戸以上３００戸以下

３５３，３００円
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満 ６３５，７００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未

満 ７８２，９００円

� １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ９２５，４００円

� ２５，０００平方メートル以

上 １，０５５，６００円

ｂ 同条第１号イ�及びロ�に

掲げる基準による審査 次に

掲げる主要な用途の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� ３００平方メートル未満

２３，１００円

� ３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満

３２，４００円

� １，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル未

満 ４５，８００円

	 ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 １１５，４００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未

満 １７３，６００円

� １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ２１５，７００円

� ２５，０００平方メートル以

上 ２６７，５００円


 その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� ３００平方メートル未満

１０５，７００円

� ３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満

１３４，４００円

� １，０００平方メートル以

上２，０００平方メートル未

満 １７６，９００円

	 ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ２８６，１００円

� ３０１戸以上 ４０３，３００円

ｂ 住棟全体 住棟の総戸数に

ついて、ａ�又は
に掲げる

戸数の区分に応じそれぞれａ

�又は
に定める金額と同一

の額に、住棟の共用部分の床

面積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じそれぞ

れ次に定める額を加算した金

額

� ３００平方メートル以内 １

３２，３００円


 ３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内 ２

１８，１００円

� ２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内

３３９，５００円

 ５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内

４３５，８００円

� １０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以内

５２０，７００円

� ２５，０００平方メートル超

６０６，５００円
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� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未

満 ３７３，５００円

� １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，８００円

� ２５，０００平方メートル以

上 ５２６，４００円

� 複合建築物 次に掲げる申請

の対象とする範囲の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ａ 住宅 申請に係る住戸の数

について、�ａ、ｂ又はｃに

掲げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ�ａ、ｂ又はｃに定め

る金額

ｂ 非住宅部分 床面積の合計

について、�ａ�若しくは�

又はｂ�若しくは�に掲げる

面積の区分に応じ、それぞれ

�ａ�若しくは�又はｂ�若

しくは�に定める金額

� 複合建築物 次に掲げる申請

の対象とする範囲の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸の数

について、�ａ�又は� に

掲げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ�ａ�又は� に定め

る金額

ｂ 複合建築物全体又は住戸及

び複合建築物全体 次に掲げ

る額を合算した金額

� 住戸の総戸数について、

�ａ�又は�に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ�

ａ�又は�に定める金額と

同一の額

� 共用部分の床面積の合計

について、�ｂに掲げる面

積の区分に応じ、それぞ

れ�ｂに定める額

� 非住宅部分について、次

に掲げる審査の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

� �に掲げる審査以外の

審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ次

に定める額

�� ３００平方メートル以

内 ２９１，７００円

�� ３００平方メートルを

超え２，０００平方メート

ル以内 ４６４，９００円

�	 ２，０００平方メートル

を超え５，０００平方メー

トル以内 ６６１，５００円

�
 ５，０００平方メートル

を超え１０，０００平方メー

トル以内 ８１１，２００円

�� １０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内 ９６５，１００円

�� ２５，０００平方メートル

超 １，０９１，２００円

� 同条第１号イ�及びロ
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ｃ 住宅及び非住宅部分 次に

掲げる額を合算した金額

� 申請に係る住戸の数につ

いて、�ａ、ｂ又はｃに掲

げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ�ａ、ｂ又はｃに定

める金額と同一の額

� 非住宅部分の床面積の合

計について、�ａ�若しく

は�又はｂ�若しくは�に

掲げる面積の区分に応じ、

それぞれ�ａ�若しくは�

又はｂ�若しくは�に定め

る金額と同一の額

� 低炭素建築物新築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出る者 次に掲げる額（ウ

に掲げる額にあっては、当該審査に

�に掲げる基準による審

査 床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に

定める額

�� ３００平方メートル以

内 １０５，６００円

�� ３００平方メートルを

超え２，０００平方メート

ル以内 １７６，８００円

�� ２，０００平方メートル

を超え５，０００平方メー

トル以内 ２８６，１００円

�� ５，０００平方メートル

を超え１０，０００平方メー

トル以内 ３７３，５００円

�� １０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内 ４４８，７００円

�	 ２５，０００平方メートル

超 ５２６，４００円

� 非住宅建築物 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

ａ �ｂ
�に掲げる審査 床

面積の合計について、�ｂ


�に掲げる面積の区分に応じ、

それぞれ�ｂ
�に定める額

に相当する金額

ｂ �ｂ
�に掲げる審査 床

面積の合計について、�ｂ


�に掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ�ｂ
�に定め

る額に相当する金額

� 低炭素建築物新築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建築基

準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出る者 次に掲げる額（ウ

に掲げる額にあっては、当該審査に



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

２０９

同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア 省略

イ ８の項の右欄�又は�に掲げる建

築物の建築、移転、修繕若しくは模

様替又は用途の変更に係る部分の区

分に応じ、それぞれ同項同欄備考に

規定するところにより算定した当該

手数料の金額と同一の額

ウ 省略

同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア 省略

イ ８の項の右欄 に掲げる建

築物の建築、移転、修繕若しくは模

様替又は用途の変更に係る部分の区

分に応じ、それぞれ同項同欄備考に

規定するところにより算定した当該

手数料の金額と同一の額

ウ 省略

１０１の１１ 都 市

の低炭素化の

促進に関する

法律第５５条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の変更の

認定の申請に

対する審査

低炭

素建

築物

新築

等計

画変

更認

定申

請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額（当該

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを四捨五入する。）

� 省略

� 変更に係る低炭素建築物新築等計

画が同条第１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかどうかの審査

を申し出る者 次に掲げる額（ウに

掲げる額にあっては、当該審査に同

法第８７条の４の昇降機に係る部分が

含まれる場合に限る。）を合算した

金額

ア 省略

イ ８の項の右欄�又は�に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同項同

欄備考に規定するところにより算

定した当該手数料の金額と同一の

額

ウ 省略

１０１の１１ 都 市

の低炭素化の

促進に関する

法律第５５条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の変更の

認定の申請に

対する審査

低炭

素建

築物

新築

等計

画変

更認

定申

請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額（当該

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを四捨五入する。）

� 省略

� 変更に係る低炭素建築物新築等計

画が同条第１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかどうかの審査

を申し出る者 次に掲げる額（ウに

掲げる額にあっては、当該審査に同

法第８７条の４の昇降機に係る部分が

含まれる場合に限る。）を合算した

金額

ア 省略

イ ８の項の右欄 に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同項同

欄備考に規定するところにより算

定した当該手数料の金額と同一の

額

ウ 省略

１０１の１２ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第１１条

第１項及び第

１２条第２項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イ

に規定する一次エネルギー消費量

（以下この項において「一次エネル

ギー消費量」という。）の算定対象

となる部分を有する建築物 次に掲

げる建築物の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 住宅 次に掲げる審査の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� �又は�の基準以外の基準に

よる審査 申請に係る住戸の数

について、１０１の１０の項の右欄

�イ�ａに掲げる戸数の区分に

応じ、それぞれ当該手数料の金

額と同一の額

� 建築物エネルギー消費性能基

１０１の１２ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第１２条

第１項及び第

１３条第２項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第１号イ

に規定する一次エネルギー消費量

（以下この項において「一次エネル

ギー消費量」という。）の算定対象

となる部分を有する建築物 次に掲

げる審査 の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 同号イに掲げる基準による審査

次に掲げる主要な用途の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 工場、倉庫その他知事が定め

る用途（以下この項において

「工場等の用途」という。）

非住宅部分（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法

律第１１条第１項に規定する非住
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準等を定める省令第１条第１項

第２号イ�及びロ�に掲げる基

準による審査 申請に係る住戸

の数について、同欄�イ�ｂに

掲げる戸数の区分に応じ、それ

ぞれ当該手数料の金額と同一の

額

� 同号イ�及びロ�に掲げる基

準又は同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査 申請に係る

住戸の数について、同欄�イ�

ｃに掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額と同

一の額

イ 非住宅建築物 次に掲げる審査

の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� �の基準以外の基準による審

査 同欄�イ�ａに掲げる主要

な用途の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額と同一の額

� 同項第１号ロに掲げる基準に

よる審査 同欄�イ�ｂに掲げ

る主要な用途の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金額と同一

の額

宅部分をいう。以下この項にお

いて同じ。）の床面積の合計に

ついて、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ａ ３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満 ５２，３００円

ｂ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 １２

３，５００円

ｃ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 １８

２，５００円

ｄ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 ２２

５，４００円

ｅ ２５，０００平方メートル以上

２７８，８００円

� その他の用途 非住宅部分の

床面積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満 ４４５，５００

円

ｂ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 ６３

５，７００円

ｃ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 ７８

２，９００円

ｄ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 ９２

５，４００円

ｅ ２５，０００平方メートル以上

１，０５５，６００円

イ 同号ロに掲げる基準による審査

次に掲げる主要な用途の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 工場等の用途 非住宅部分の

床面積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満 ４５，８００円

ｂ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 １１

５，４００円

ｃ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 １７

３，６００円

ｄ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 ２１
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ウ 複合建築物 次に掲げる申請の

対象とする範囲の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 住宅 申請に係る住戸の数に

ついて、同欄�イ�ａ、ｂ又は

ｃに掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額と同

一の額

� 非住宅部分 床面積の合計に

ついて、同欄�イ�ａ�若しく

は�又はｂ�若しくは�に掲げ

る面積の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額と同一の額

� 住宅及び非住宅部分 次に掲

げる額を合算した金額

ａ 申請に係る住戸の数につい

て、同欄�イ�ａ、ｂ又はｃ

に掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額と

同一の額

ｂ 非住宅部分の床面積の合計

について、同欄�イ�ａ�若

しくは�又はｂ�若しくは�

に掲げる面積の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額と

同一の額

� 一次エネルギー消費量の算定対象

となる部分を有しない建築物 非住

宅部分の床面積の合計について、

同欄�イ�ｂ�に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ当該手数料の 金

額と同一の額

５，７００円

ｅ ２５，０００平方メートル以上

２６７，５００円

� その他の用途 非住宅部分の

床面積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満 １７６，９００

円

ｂ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 ２８

６，１００円

ｃ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 ３７

３，５００円

ｄ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 ４４

８，８００円

ｅ ２５，０００平方メートル以上

５２６，４００円

� 一次エネルギー消費量の算定対象

となる部分を有しない建築物 非住

宅部分の床面積の合計について、

�イ� に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ�イ�に定める金

額と同一の金額
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１０１の１３ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第１１条

第２項及び第

１２条第３項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

確保計画の変

更に係る建築

物エネルギー

消費性能適合

性判定

省略 １０１の１３ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第１２条

第２項及び第

１３条第３項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

確保計画の変

更に係る建築

物エネルギー

消費性能適合

性判定

省略

１０１の１４ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律施行規

則（平成２８年

国土交通省令

第５号）第１３

条の規定に基

づく建築物エ

ネルギー消費

性能確保計画

の軽微な変更

に関する証明

書の交付

省略 １０１の１４ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律施行規

則（平成２８年

国土交通省令

第５号）第１１

条の規定に基

づく建築物エ

ネルギー消費

性能確保計画

の軽微な変更

に関する証明

書の交付

省略

１０１の１５ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第２９条

第１項の規定

に基づく建築

物エネルギー

消費性能向上

計画の認定の

申請に対する

審査

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

認定

申請

手数

料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築基準法第６条第１項に規定

する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査を申し出ない者 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 建築物エネルギー消費性能向上

計画に建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２９条第

３項の他の建築物に関する事項を

記載しない場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� 同法第３０条第１項第１号に掲

げる基準に適合することを確認

できる書面として別に知事が定

めるもの

１０１の１５ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第３４条

第１項の規定

に基づく建築

物エネルギー

消費性能向上

計画の認定の

申請に対する

審査

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

認定

申請

手数

料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築基準法第６条第１項に規定

する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査を申し出ない者 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 建築物エネルギー消費性能向上

計画に建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３４条第

３項の他の建築物に関する事項を

記載しない場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� 同法第３５条第１項 に掲

げる基準の適合性に関し、住宅

の品質確保の促進等に関する法

律第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関若しくは建築

物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第１５条第１項に



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

２１３

の交付を受けている

場合 １０１の１０の項の右欄�ア

に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額と同

一の額

規定する登録建築物エネルギー

消費性能判定機関の技術的審査

を受けている場合又は住宅の品

質確保の促進等に関する法律第

６条第１項に規定する設計住宅

性能評価書の交付を受けている

場合 次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ａ １戸建ての住宅（人の居住

の用以外の用に供する部分

（以下この項において「非住

宅部分」という。）を有しな

いものに限る。以下この項に

おいて同じ。） ６，１００円

ｂ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他１戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下この項に

おいて同じ。） 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 住戸 申請に係る住戸の

数について、次に掲げる戸

数の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸 ６，１００円

� ２戸以上４戸以下 １

１，９００円

� ５戸以上１５戸以下 ２

５，０００円

� １６戸以上４５戸以下 ５

５，４００円

� ４６戸以上 ９９，０００円

� 住棟全体 住棟の総戸数

について、�に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ�

に定める金額

ｃ 非住宅建築物（人の居住の

用に供する部分を有しない建

築物をいう。以下この項にお

いて同じ。） 床面積の合計

について、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ３００平方メートル未満 １

１，８００円

� ３００平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満 ３

２，８００円

	 ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満 ９
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� その他の場合 同欄�イに掲

げる建築物の区分に応じ、それ

７，６００円

� ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

１５４，２００円

� １０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

１９４，７００円

� ２５，０００平方メートル以上

２４３，２００円

ｄ 複合建築物（住宅の部分及

び非住宅部分を有する建築物

をいう。以下この項において

同じ。） 次に掲げる申請の

対象とする範囲の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 住戸 申請に係る住戸の

数について、ｂ�に掲げる

戸数の区分に応じ、それぞ

れｂ�に定める金額

� 非住宅部分 床面積の合

計について、ｃに掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

ｃに定める金額

� 住戸及び非住宅部分 次

に掲げる額を合算した金額

� 申請に係る住戸の数に

ついて、ｂ�に掲げる戸

数の区分に応じ、それぞ

れｂ�に定める金額と同

一の額

	 非住宅部分の床面積の

合計について、ｃに掲げ

る面積の区分に応じ、そ

れぞれｃに定める金額と

同一の額

� 複合建築物全体、住戸及

び複合建築物全体、非住宅

部分及び複合建築物全体又

は住戸、非住宅部分及び複

合建築物全体 次に掲げる

額を合算した金額

� 住戸の総戸数につい

て、ｂ�に掲げる戸数の

区分に応じ、それぞれｂ

�に定める金額と同一の

額

	 非住宅部分の床面積の

合計について、ｃに掲げ

る面積の区分に応じ、そ

れぞれｃに定める金額と

同一の額

� その他の場合 次に 掲

げる建築物の区分に応じ、それ
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ぞれ当該手数料の金額と同一の

額

ぞれ次に定める金額

ａ １戸建ての住宅 次に掲げ

る申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１０

条第２号イ�及びロ�に掲

げる基準による審査を受け

る住戸 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ２００平方メートル未満

４１，７００円

� ２００平方メートル以上

４６，６００円

� 同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査を受ける

住戸 床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� ２００平方メートル未満

２１，５００円

� ２００平方メートル以上

２３，１００円

ｂ 共同住宅等 次に掲げる申

請の対象とする範囲の区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

� 住戸 次に掲げる住戸の

区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 同号イ�及びロ�に掲

げる基準による審査を

受ける住戸 申 請 に 係

る住戸の数について、

次に掲げる戸数の区分

に応じ、それぞ れ 次 に

定める金額

�� １戸（床面積の合計

が２００平方メートル未

満の住戸に限る。）

４１，７００円

�� １戸（床面積の合計

が２００平方メートル以

上の住戸に限る。）

４６，６００円

�� ２戸以上４戸以下

８３，９００円

�	 ５戸以上１５戸以下
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１３９，９００円

�� １６戸以上４５戸以下

２３８，３００円

�� ４６戸 以 上 ３４１，７００

円

� 同号イ�及びロ�に掲

げる基準による審査を受

ける住戸 申請に係る住

戸の数について、次に掲

げる戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

�� １戸（床面積の合計

が２００平方メートル未

満の住戸に限る。）

２１，５００円

�� １戸（床面積の合計

が２００平方メートル以

上の住戸に限る。）

２３，１００円

�� ２戸以上４戸以下

４０，２００円

�� ５戸以上１５戸以下

６９，５００円

�� １６戸以上４５戸以下

１２５，８００円

�� ４６戸 以 上 １９０，４００

円

	 住棟全体 住棟の総戸数

について、
�又は�に掲

げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ
�又は�に定める

金額

ｃ 非住宅建築物 次に掲げる

審査の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額


 同条第１号イ�及びロ�

に掲げる基準による審査

床面積の合計について、次

に掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

� ３００平方メートル未満

２７５，６００円

� ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

４４５，５００円

� ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ６３５，７００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未

満 ７８２，９００円

� １０，０００平方メートル以
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上２５，０００平方メートル未

満 ９２５，４００円

� ２５，０００平方メートル以

上 １，０５５，６００円

� 同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査 床面積

の合計について、次に掲げ

る面積の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� ３００平方メートル未満

１０５，７００円

� ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１７６，９００円

� ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ２８６，１００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未

満 ３７３，５００円

� １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，８００円

� ２５，０００平方メートル以

上 ５２６，４００円

ｄ 複合建築物 次に掲げる申

請の対象とする範囲の区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

	 住戸 申請に係る住戸の

数について、ｂ	�又は�

に掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれｂ	�又は�

に定める金額

� 非住宅部分 床面積の合

計について、ｃ	又は�に

掲げる面積の区分に応じ、

それぞれｃ	又は�に定め

る金額


 住戸及び非住宅部分 次

に掲げる額を合算した金額

� 申請に係る住戸の数に

ついて、ｂ	�又は�に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれｂ	�又は

�に定める金額と同一の

額

� 非住宅部分の床面積の

合計について、ｃ	又は

�に掲げる面積の区分に

応じ、それぞれｃ	又は

�に定める金額と同一の

額
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イ 建築物エネルギー消費性能向上

計画に建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２９条第

３項の他の建築物に関する事項を

記載する場合 当該建築物エネル

ギー消費性能向上計画に係る一の

建築物につきアに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれアに定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築基準法第６条第１項に規定

する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査を申し出る者 次に掲

げる額（ウに掲げる額にあっては、

当該審査に同法第８７条の４の昇降機

に係る部分が含まれる場合に限る。）

を合算した金額

ア 省略

イ ８の項の右欄�又は�に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同項同

欄備考に規定するところにより算

定した当該手数料の金額と同一の

額

ウ 省略

� 複合建築物全体、住戸及

び複合建築物全体、非住宅

部分及び複合建築物全体又

は住戸、非住宅部分及び複

合建築物全体 次に掲げる

額を合算した金額

� 住戸の総戸数につい

て、ｂ��又は�に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれｂ��又は�に定

める金額と同一の額

� 非住宅部分の床面積の

合計について、ｃ�又は

�に掲げる面積の区分に

応じ、それぞれｃ�又は

�に定める金額と同一の

額

イ 建築物エネルギー消費性能向上

計画に建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３４条第

３項の他の建築物に関する事項を

記載する場合 当該建築物エネル

ギー消費性能向上計画に係る一の

建築物につきアに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれアに定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築基準法第６条第１項に規定

する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査を申し出る者 次に掲

げる額（ウに掲げる額にあっては、

当該審査に同法第８７条の４の昇降機

に係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 に 限

る。）を合算した金額

ア 省略

イ ８の項の右欄 に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同項同

欄備考に規定するところにより算

定した当該手数料の金額と同一の

額

ウ 省略

１０１の１６ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第３１条

第１項の規定

に基づく建築

物エネルギー

消費性能向上

計画の変更の

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

変更

認定

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額（当該

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを四捨五入する。）

� 省略

� 変更に係る建築物エネルギー消費

性能向上計画が同条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出る者 次に掲げ

る額（ウに掲げる額にあっては、当

１０１の１６ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第３６条

第１項の規定

に基づく建築

物エネルギー

消費性能向上

計画の変更の

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

変更

認定

次に掲げる当該申請を行う者の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額（当該

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを四捨五入する。）

� 省略

� 変更に係る建築物エネルギー消費

性能向上計画が同条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出る者 次に掲げ

る額（ウに掲げる額にあっては、当
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認定の申請に

対する審査

申請

手数

料

該審査に同法第８７条の４の昇降機に

係る部分が含まれる場合に限る。）

を合算した金額

ア 省略

イ ８の項の右欄�又は�に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同項同

欄備考に規定するところにより算

定した当該手数料の金額と同一の

額

ウ 省略

認定の申請に対

する審査

申請

手数

料

該審査に同法第８７条の４の昇降機に

係る部分が含まれる場合に限る。）

を合算した金額

ア 省略

イ ８の項の右欄 に掲げる

建築物の建築、移転、修繕若しく

は模様替又は用途の変更に係る部

分の区分に応じ、それぞれ同項同

欄備考に規定するところにより算

定した当該手数料の金額と同一の

額

ウ 省略

１０１の１７ 削除 １０１の１７ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上等に関す

る法律第４１条

第１項の規定

に基づく建築

物のエネルギ

ー消費性能に

係る認定の申

請に対する審

査

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

認定

申請

手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第２条第１項第３

号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準の適合性に関し、住宅の品

質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する登録住宅性能評価

機関若しくは建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第１５条

第１項に規定する登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関の技術的審査

を受けている場合又は同法第１２条第

１項若しくは第１３条第２項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能適

合性判定、同法第３５条第１項の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定若しくは都市の低炭

素化の促進に関する法律第５４条第１

項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定を受けている場合（こ

れらの建築物エネルギー消費性能適

合性判定又は認定に係る建築物につ

いて建築基準法第７条第５項、第７

条の２第５項又は第１８条第２２項若し

くは第２６項の規定により検査済証の

交付を受けている場合に限る。）若

しくは住宅の品質確保の促進等に関

する法律第６条第３項に規定する建

設住宅性能評価書の交付を受けてい

る場合 次に掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア １戸建ての住宅（人の居住の用

以外の用に供する部分（以下この

項において「非住宅部分」とい

う。）を有しないものに限る。以

下この項において同じ。） ６，１０

０円

イ 共同住宅等（共同住宅、長屋そ

の他１戸建ての住宅以外の住宅を

い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外１

２２０

じ。） 住戸の総戸数について、

次に掲げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� ２戸以上４戸以下 １１，９００円

� ５戸以上１５戸以下 ２４，９００円

� １６戸以上４５戸以下 ５５，３００円

� ４６戸以上 ９９，０００円

ウ 非住宅建築物（人の居住の用に

供する部分を有しない建築物をい

う。以下この項において同じ。）

床面積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル未満 １１，８０

０円

� ３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満 ３２，８００円

� ２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満 ９７，５００円

� ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 １５４，

２００円

� １０，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 １９４，

６００円

� ２５，０００平方メートル以上 ２４

３，２００円

エ 複合建築物（住宅の部分及び非

住宅部分を有する建築物をいう。

以下この項において同じ。） 次

に掲げる額を合算した金額

� 住戸の総戸数について、イに

掲げる戸数の区分に応じ、それ

ぞれイに定める金額と同一の額

� 非住宅部分の床面積の合計に

ついて、ウに掲げる面積の区分

に応じ、それぞれウに定める金

額と同一の額

� その他の場合 次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア １戸建ての住宅 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項

第２号イ�及びロ�に掲げる基

準による審査 床面積の合計に

ついて、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ａ ２００平方メートル未満 ４１，

７００円
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ｂ ２００平方メートル以上 ４６，

６００円

� 同号イ�及び�並びにロ�及

び�に掲げる基準による審査

床面積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ２００平方メートル未満 ２１，

５００円

ｂ ２００平方メートル以上 ２３，

１００円

イ 共同住宅等 次に掲げる審査の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 同号イ�及びロ�に掲げる基

準による審査 住戸の総戸数に

ついて、次に掲げる戸数の区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額

ａ ２戸以上４戸以下 ８３，９００

円

ｂ ５戸以上１５戸以下 １３９，８０

０円

ｃ １６戸以上４５戸以下 ２３８，２０

０円

ｄ ４６戸以上 ３４１，７００円

� 同号イ�及び�並びにロ�及

び�に掲げる基準による審査

住戸の総戸数について、次に掲

げる戸数の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ４０，２００

円

ｂ ５戸以上１５戸以下 ６９，４００

円

ｃ １６戸以上４５戸以下 １２５，７０

０円

ｄ ４６戸以上 １９０，４００円

ウ 非住宅建築物 次に掲げる審査

の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� 同項第１号イに掲げる基準に

よる審査 床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ａ ３００平方メートル未満 ２７

５，６００円

ｂ ３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満 ４４５，５００

円

ｃ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 ６３

５，６００円
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附 則

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

２ この条例及び愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例（令和７年愛媛県条例第 号）に同一の条例の規定についての改正規定がある

場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例によってま

ず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

�愛媛県条例第２３号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

ｄ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 ７８

２，９００円

ｅ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 ９２

５，３００円

ｆ ２５，０００平方メートル以上

１，０５５，６００円

� 同号ロに掲げる基準による審

査 床面積の合計について、次

に掲げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ ３００平方メートル未満 １０

５，６００円

ｂ ３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満 １７６，８００

円

ｃ ２，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満 ２８

６，１００円

ｄ ５，０００平 方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メートル未満 ３７

３，５００円

ｅ １０，０００平方メート ル 以 上

２５，０００平方メートル未満 ４４

８，７００円

ｆ ２５，０００平方メートル以上

５２６，４００円

エ 複合建築物 次に掲げる額を合

算した金額

� 住戸の総戸数について、イ�

又は�に掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれイ�又は�に定め

る金額と同一の額

� 非住宅部分の床面積の合計に

ついて、ウ�又は�に掲げる面

積の区分に応じ、それぞれウ�

又は�に定める金額と同一の額

１０１の１８・１０２

省略

１０１の１８・１０２

省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略
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愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例

愛媛県県立学校設置条例（昭和３９年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２５号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８３２人

� 市町立学校の職員 ７，９６１人

計 １１，７９３人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８４６人

� 市町立学校の職員 ７，９８８人

計 １１，８３４人

改 正 後 改 正 前

別表３（第４条関係） 別表３（第４条関係）

学 校 名 位 置 学 校 名 位 置

省略

新居浜特別支援学校

松山城北特別支援学校

省略

松山市

省略

新居浜特別支援学校 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料の徴収除外）

第６条 国又は地方公共団体に対する事務については、別表２７の

項、２８の項及び４３の項 に掲げる手数料を徴収しな

い。

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

（手数料の徴収除外）

第６条 国又は地方公共団体に対する事務については、別表２７の

項、２８の項及び４３の項から４５の項までに掲げる手数料を徴収しな

い。

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～４３ 省略 １～４３ 省略

４４ 削除 ４４ 自動車の保管場所の 保管場所標 ５５０円
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附 則

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

２ この条例施行の際現に自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和３７年法律第１４５号）第４条第１項ただし書の政令で定める通知が行

われている場合における改正前の愛媛県警察関係事務手数料条例別表４４の項に掲げる手数料の徴収については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２６号
愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

確保等に関する法律第

６条第１項（同法第７

条第２項（同法第１３条

第４項及び附則第８項

において準用する場合

を含む。）、第１３条第

４項及び附則第８項に

おいて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く保管場所標章の交付

章交付手数

料

４５ 削除 ４５ 自動車の保管場所の

確保等に関する法律第

６条第３項（同法第７

条第２項（同法第１３条

第４項及び附則第８項

において準用する場合

を含む。）、第１３条第

４項及び附則第８項に

おいて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く保管場所標章の再交

付

保管場所標

章再交付手

数料

５５０円

４６～５９ 省略 ４６～５９ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２・３ 省略

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会事務局の職員

（第１７条第３項第２号を除き、以下「職員」という。）が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用す

るものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、愛媛県

情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号

）第２条第２項に規定する公文書（以下「公文書」

という。）に記録されているものに限る。

５～９ 省略

１０ この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

（定義）

第２条 省略

２・３ 省略

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会事務局の職員

（第１７条第３項第２号を除き、以下「職員」という。）が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用す

るものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、愛媛県

情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以下「情報公開条

例」という。）第２条第２項に規定する公文書（以下「公文書」

という。）に記録されているものに限る。

５～９ 省略

１０ この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年
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法律第２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第９項に規定

する特定個人情報をいう。

１１～１３ 省略

（利用及び提供の制限）

第１２条 省略

２～４ 省略

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで

の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規

定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句

は、同表の右欄に掲げる字句とする。

法律第２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第８項に規定

する特定個人情報をいう。

１１～１３ 省略

（利用及び提供の制限）

第１２条 省略

２～４ 省略

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及

び第３０条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規

定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句

は、同表の右欄に掲げる字句とする。

省略 省略

第３９条第１項

第１号

又は第１２条第１項及

び第２項の規定に違

反して利用されてい

るとき

第１２条第５項の規定

により読み替えて適

用する同条第１項及

び第２項（第１号に

係る部分に限る。）

の規定に違反して利

用されているとき、

番号利用法第２０条の

規定に違反して収集

され、若しくは保管

されているとき、又

は番号利用法第２９条

の規定に違反して作

成された特定個人情

報ファイル（番号利

用法第２条第１０項に

規定する特定個人情

報 フ ァ イ ル を い

う。）に記録されて

いるとき

第３９条第１項

第１号

又は第１２条第１項及

び第２項の規定に違

反して利用されてい

るとき

第１２条第５項の規定

により読み替えて適

用する同条第１項及

び第２項（第１号に

係る部分に限る。）

の規定に違反して利

用されているとき、

番号利用法第２０条の

規定に違反して収集

され、若しくは保管

されているとき、又

は番号利用法第２９条

の規定に違反して作

成された特定個人情

報ファイル（番号利

用法第２条第９項に

規定する特定個人情

報 フ ァ イ ル を い

う。）に記録されて

いるとき

省略 省略

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第１８条 省略

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用

しない。

� 次に掲げる個人情報ファイル

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員

であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人

事、議員報酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する

事項又は これらに準ずる事項を記録するもの（議長が行う

職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。）

イ～キ 省略

�・� 省略

３ 省略

（開示請求権）

第１９条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、

自己を本人とする保有個人情報の開示を請求するこ

とができる。

２ 省略

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等）

第４９条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下「開

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第１８条 省略

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用

しない。

� 次に掲げる個人情報ファイル

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員

であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人

事、議員報酬、給与又は報酬、 福利厚生に関する

事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（議長が行う

職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。）

イ～キ 省略

�・� 省略

３ 省略

（開示請求権）

第１９条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議

会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求するこ

とができる。

２ 省略

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等）

第４９条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下「開
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２７号
愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例

愛媛県議会委員会条例（昭和２９年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（承認事件の調査）

第２７条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による提出は、委員長が

定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織（委員会

又は委員長の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と議長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。第２９条第３項において同じ。）を使

用する方法により行うことができる。

４ 省略

（少数意見の留保）

第２９条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による提出は、委員長が

定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織を使用す

る方法により行うことができる。

（会議録の調製並びに保管）

第３３条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、同項の規定による会議録の調製

は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。この

場合において、同項の規定による署名又は捺印については、氏名

又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて

代えることができる。

（一般公述人）

第３９条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による文書は、委員長が

定めるところにより、委員会又は委員長の使用に係る電子計算機

と公述人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織を使用する方法により提出することができる。

４ 省略

（承認事件の調査）

第２７条 省略

２ 省略

３ 省略

（少数意見の留保）

第２９条 省略

２ 省略

（会議録の調製並びに保管）

第３３条 省略

２ 省略

（一般公述人）

第３９条 省略

２ 省略

３ 省略

示請求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確

に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定に資

する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮

した適切な措置を講ずるものとする。

示請求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確

に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定

その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮

した適切な措置を講ずるものとする。

改 正 後 改 正 前
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

５ 省略

（参考人）

第４２条 省略

２・３ 省略

４ 参考人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは委員会

若しくは委員長の使用に係る電子計算機

と参考人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示する

ことができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限

りでない。

５ 省略

４ 省略

（参考人）

第４２条 省略

２・３ 省略

４ 参考人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは委員会

若しくは委員長の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下同じ。）と参考人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示する

ことができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限

りでない。

５ 省略

令和７年３月２５日 発行


